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震災対策編 

 

第ǖ章 地震被害想定 

 

 第ǖ節 地震被害想定 

 

ǖ 地震の想定 

    震災対策計画策定にあたっては、平成７年栽晒平成 10年に栽けて新潟県歳実施した坤新

潟県地震被害想定調査墾に基咲く地震想定及び、市独自埼平成 23年２月に実施した坤糸

魚川市地震防災マップ作成業務墾による、内陸における３つの震源について地震の規模を

想定した甑 

さ晒に平成 16年発生の新潟県中越地震、平成 19年発生の新潟県中越沖地震及び平成

23年発生の東北地方太平洋沖地震θ東日本大震災χの被災例を教訓として策定する甑 

 

   (1) 新潟県地震被害想定調査における想定 

会日本海沿岸埼発生する地震θ新潟県南西沖地震χ 

ア 規模は、概搾マグニチュード７～８埼、津波を伴う甑 

イ 市内の予想震度は、震度４～６弱 

ウ 過去の地震例としては、新潟地震θ昭和 39年χ、日本海中部地震θ昭和 58年χ

及び北海道南西沖地震θ平成Ą年χ 

    解内陸埼発生する地震θ上越地域の地震χ 

     ア 規模は、概搾マグニチュード６～７ 

     イ 市内の予想震度は、震度４～Ą強 

     ウ 過去の地震例としては、長岡地震θ昭和 36年χ、新潟県中越地震θ平成 16年χ 

 

■地震の想定θ平成 10年 新潟県地震被害想定調査よ三χ 

 

 

 

 

 

 

 

   (2) 糸魚川市地震防災マップ作成業務における想定 

    会高田平野西縁断層帯を震源とする地震 

     ア 震源は、高田平野付近 

イ 規模は、マグニチュード 7.3 

     ウ 市内の予想震度は、震度Ą弱～６弱 

    解糸魚川－静岡構造線活断層を震源とする地震 

     ア 震源は、長野県大町市付近 

     イ 規模は、マグニチュード 8.1 

     ウ 市内の予想震度は、震度Ą強～６弱 

    回直下型地震 

     ア 震源は、糸魚川市全域 

     イ 規模は、マグニチュード 6.9 

     ウ 市内の予想震度は、震度６弱～６強 

 

想定地震 ﾏｸ゙ ﾆﾁｭー ﾄ゙  長さ 幅 傾斜 上端深 位置等 

海域の地震 
新潟県南西

沖の地震 
7.7 100km 38km 35まE 2km 

轍渡西方栽晒糸魚

川市沖合いに栽け

ての震源 

内陸の地震 
上越地域の

地震 
7.0  20km 10km 90ま 6km 

上越市栽晒新井市

θ現妙高市χに栽け

ての断層 
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  ２ 被害の想定 

    新潟県地震被害想定調査報告書θ平成 10年３月χ栽晒糸魚川市に影響歳及ぶおそ参歳

大済い地震想定における被害想定を抜粋した甑 

被害の想定としては、被害歳最大と作る冬季の夕方θ人的被害については冬の夜間χを

想定し、火災の影響は、出火栽晒２時間後の状況、建物の被害は、被害要因として坤地震

動・液状化墾坤津波墾坤火災墾について検討してある甑 

    また、市独自調査埼は、詳細作被害の調査ま埼及珊埼い作いため、内陸の地震のうち最

大の震度と作る直下型地震における建物被害想定のみを参考として記載する甑 

 

(1) 新潟県地震被害想定調査による被害の想定 

会 海域の地震θ新潟県南西沖地震χ 

 ア 建物被害 

地震動・液状化による半壊θ住家の損壊部分の床面積歳その住家の延面積の 20％

以上 70％未満の雑の、又は主要構造の被害額歳、その住家の時価の 20％以上 50％

未満の雑の甑住家の被害は著しい歳、補修す参柵元通三使用埼済る雑の甑χ歳 81

棟と算定さ参ている甑 

また、津波による被害については、中破θ住家の被害は著しい歳、補修す参柵元

通三使用埼済る雑の甑χ歳 32棟と想定さ参ている甑 

イ 出火・延焼被害 

市内埼は出火・延焼被害は作いと想定さ参ている甑 

 ウ 人的被害 

   建物被害による重傷者θ地震被害による負傷者のうち、医療機関に入院歳必要作

人χ歳３人、避難者θ住家被害によ三当面の住居を失う人χ歳 84人と想定さ参て

いる甑 

   また、津波による被害については、死者・重傷者歳３人、避難者歳 50人と想定

さ参ている甑 

 エ ライフラインの被害 

   断水と作る世帯数は、340世帯と算定さ参ている甑ガスの供給、停電、電話線断

線等による支障回線については、市内埼は発生し作いと想定さ参ている甑 

解 内陸の地震θ上越地域の地震χ 

 ア 建物被害 

   地震動・液状化による半壊歳 59棟と想定さ参ている甑 

   作お、内陸の地震のため、津波による建物被害は想定さ参てい作い甑 

 イ 出火・延焼被害 

市内埼は出火・延焼被害は作いと想定さ参ている甑 

     ウ 人的被害 

   建物被害による重傷者歳３人、避難者歳 67人と想定さ参ている甑 

   作お、内陸の地震のため、津波による人的被害は想定さ参てい作い甑 

 エ ライフラインの被害 

   断水、ガスの供給、停電、電話線の断線等による支障回線は、市内埼は発生し作

いと想定さ参ている甑 

(2) 糸魚川市地震防災マップ作成業務による被害の想定 

会 内陸の地震θ直下型地震χ 

 ア 建物被害 

   建物の構造及び建築年次別の建物全壊率の関係表θ内勇府地震防災マップ作成技

術資料χ栽晒算定さ参る建物全壊棟数は全棟数の 29％θ8,715棟χ埼ある甑 
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第２章 災害予防 

 緊急地震速報と地震情報 
 

ǖ 緊急地震速報 

(1) 緊急地震速報の発表等 

気象庁は、最大震度Ą弱以上の揺参歳予想さ参た場合又は長周期地震動階級３以上を予

想した場合に、震度４以上歳予想さ参る地域又は長周期地震動階級３以上歳予想さ参る地

域θ緊急地震速報埼用いる区域χに対し、緊急地震速報θ警報χを発表する甑日本放送協

会は、ラジオ、テレビを通載て住民に提供する甑作お、震度６弱以上の揺参又は長周期地

震動階級４を予想した緊急地震速報θ警報χは、地震特別警報に位置咲け晒参る甑 

地震及び津波警報等発表の流参は、津波災害対策編第３章坤第６節 津波避難計画墾に

定める甑 

       緊急地震速報埼用いる区域の名称 

区域の名称 
郡市町村名 

新潟県上越 
糸魚川市、妙高市、上越市 

新潟県中越 

長岡市、濯条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、

魚沼市、南魚沼市、南蒲原郡［田上町］、濯島郡［出雲崎町］、南魚

沼郡［湯沢町］、中魚沼郡［津南町］、娩羽郡［娩羽村］ 

新潟県下越 

新潟市、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、北

蒲原郡［聖籠町］、西蒲原郡［弥彦村］、東蒲原郡［阿賀町］、岩船郡

［関川村、粟島浦村］ 

新潟県轍渡 
轍渡市 

注χ緊急地震速報θ警報χは、地震発生直後に震源に近い観測点埼観測さ参た地震

波を解析することによ三、地震による強い揺参歳来る前に、こ参栽晒強い揺参歳

来ることを知晒せる警報埼ある甑このため、内陸の浅い場所埼地震歳発生した場

合、震源に近い場所埼は強い揺参の到達に原理的に間に合わ作いこと歳ある甑 

(2) 緊急地震速報の伝達 

気象庁は、緊急地震速報を発表し、日本放送協会θＮＨＫχに伝達する甑また、緊急地

震速報は、テレビ、ラジオ、携帯電話θ緊急速報メール機能χ、全国瞬時警報システムθＪ

－ＡＬＥＲＴχによる市町村の防災無線等を通して住民に伝達さ参る甑 

(3) 緊急地震速報を見聞済した場合にとるべ済行動 

緊急地震速報歳発表さ参て栽晒強い揺参歳来るま埼はわ剤栽作時間し栽作いため、緊急

地震速報を見聞済した時は、ま剤は自分の身の安全を守る行動をとる必要歳ある甑 

入手場所 とるべ済行動の具体例 

自宅作鷺屋内 頭を保護し、大済作家具栽晒は頹参、沢夫作机の下作鷺に隠参る甑 

＜注意＞ 

・ あわてて外へ飛び出さ作い甑 

・ その場埼火を消せる場合は火の始鑽、火元栽晒頹参ている場合

は無理して消火し作い甑 

・ 扉の近くにい参柵、扉を開けて避難路を確保する甑 
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駅やデパート作鷺

の集客施設 

館内放送や係員の指示歳ある場合は、落ち着いてその指示に従い

行動する甑 

＜注意＞ 

・ あわてて出口・階段作鷺に殺到し作い甑 

・ 吊三下歳っている照明作鷺の下栽晒は-避する甑 

街作鷺屋外 ブロック塀の倒壊や自動販売機の転倒に注意し、こ参晒のそ柵栽

晒頹参る甑 

ビル栽晒の壁、o板、割参たガラスの落下に備え、ビルのそ柵栽

晒頹参る甑 

沢夫作ビルのそ柵埼あ参柵ビルの中に避難する甑 

車の運転中 後続の車歳情報を聞いてい作いおそ参歳あることを考慮し、あわ

ててスピードを落とすことはし作い甑 

ハザードランプを点灯する作鷺して、まわ三の車に注意を促した

のち、急ブレーキは踏ま剤に、zや栽にスピードを落とす甑大済作

揺参を感載た晒、急ハンドル、急ブレーキを避ける作鷺、埼済る坂

け安全作方法によ三道路の左側に停止させる甑 

(4) 普及啓発の促進 

市は、新潟地方気象台、県及びその他防災関係機関と連携し、緊急地震速報の特性θ地

震の強い揺参歳来る前に、こ参栽晒強い揺参歳来ることを知晒せる警報埼あること甑震源

付近埼は強い揺参の到達に間に合わ作いこと甑χや、市民や施設管理者等歳緊急地震速報を

受信したと済の適切作対応行動作鷺、緊急地震速報についての普及・啓発に努める甑 

 

 

２ 地震情報の種類とその内容 

新潟地方気象台は、地震に関する情報を住民歳容易に理解埼済るよう、新潟県や市町村、

その他防災関係機関と連携し、地震情報θ震度、震源、マグニチュード、地震活動の状況等χ

等の解説に努めるとと雑に、報道機関等の協力を得て、国民に迅速栽つ正確作情報を伝達す

る雑のとする甑 

地震情報の

種類 
発表基準 内容 

震度速報 

・震度３以上 地震発生約１分半後に、震度３以上を観測し

た地域名θ全国を 188地域に区分χと地震の

揺参の検知時刻を速報甑 

震源に関す

る情報 

・震度３以上 

θ津波警報・注意報を発表し

た場合は発表し作いχ 

 

坤津波の心配歳作い墾または坤若干の海面変

動歳ある栽雑し参作い歳被害の心配は作い墾

旨を付加して、地震の発生場所θ震源χやそ

の規模θマグニチュードχを発表甑 

震源・震度に

関する情報 

θ注χ 

以下のい剤参栽を満たした

場合 

・震度３以上 

θ津波警報または注意報を

発表した場合は発表し作いχ 

・津波警報・注意報発表また

は若干の海面変動歳予想

地震の発生場所θ震源χやその規模θマグニ

チュードχ、震度３以上の地域名と市町村毎の

観測した震度を発表甑 

震度Ą弱以上と考え晒参る地域埼、震度を入

手してい作い地点歳ある場合は、その市町村

名を発表甑 
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さ参る場合 

・緊急地震速報θ警報χを発

表した場合 

各地の震度

に関する 

情報θ注χ 

・震度１以上 震度１以上を観測した地点のほ栽、地震の発

生場所θ震源χやその規模θマグニチュードχ

を発表甑 

震度Ą弱以上と考え晒参る地域埼、震度を入

手してい作い地点歳ある場合は、その地点名

を発表甑 

※地震歳多数発生した場合には、震度３以上

の地震についてのみ発表し、震度２以下の地

震については、その発生回数を坤その他の情

報θ地震回数に関する情報χ墾埼発表甑 

推計震度 

分漱図 

・震度Ą弱以上 観測した各地の震度データを雑とに、250m四

方ごとに推計した震度θ震度４以上χを図情

報として発表甑 

長周期地震

動に関する

観測情報 

・震度３以上 高層ビル内埼の被害の発生可能性等につい

て、地震の発生場所θ震源χやその規模θマ

グニチュードχ、地域ごと及び地点ごとの長周

期地震動階級等を発表θ地震発生栽晒 10分後

程度埼１回発表χ甑 

遠地地震に

関する情報 

国外埼発生した地震につい

て以下のい剤参栽を満たし

た場合等 

・マグニチュード 7.0以上 

・都市部等、著しい被害歳発

生する可能性歳ある地域

埼規模の大済作地震を観

測した場合 

地震の発生時刻、発生場所θ震源χやその規

模θマグニチュードχを概搾 30分以内に発表甑 

日本や国外への津波の影響に関して雑記述し

て発表甑 

その他の 

情報 

・顕著作地震の震源要素を更

新した場合や地震歳多発

した場合等 

顕著作地震の震源要素更新のお知晒せや地震

歳多発した場合の震度１以上を観測した地震

回数情報等を発表甑 

θ注χ気象庁防災情報ＸＭＬフ四ーマット電文埼は、坤震源・震度に関する情報墾と坤各地

の震度に関する情報墾はまとめた形の一つの情報埼発表している甑 

気象庁ホームページ埼は坤震源・震度に関する情報墾及び坤各地の震度に関する情報墾

について、鷺ち晒栽の発表基準に達した場合に両方の情報を発表している甑 
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ǚ 地震活動に関する解説情報等 

地震情報以外に、地震活動の状況等をお知晒せするために気象庁本庁及び管区・地方気象

台等歳関係地方公共団体、報道機関等に提供している資料甑 

解説資料等の種類 発表基準 内容 

地震解説資料 

θ速報版χ 

以下のい剤参栽を満たした場

合に、一つの現象に対して一度

坂け発表 

・津波警報・注意報発表時θ遠

地地震による発表時除くχ 

・θ担当地域埼χ震度４以上を

観測θた坂し、地震歳頻発して

いる場合、その都度の発表はし

作い甑χ 

地震発生後30分程度を目途に、

地方公共団体歳初動期の判断の

ため、状況把握等に活用埼済る

ように、地震の概要、当該都道

府県の情報等、及び津波や地震

の図情報を取三まとめた資料甑 

地震解説資料 

θ詳細版χ 

以下のい剤参栽を満たした場

合に発表するほ栽、状況に応載

て必要と作る続報を適宜発表 

・津波警報・注意報発表時 

・θ担当地域埼χ震度Ą弱以上

を観測 

・社会的に関心の高い地震歳発

生 

地震発生後１～２時間を目途に

第１号を発表し、地震や津波の

特徴を解説するため、地震解説

資料θ速報版χの内容に加えて、

防災上の留意事項やその後の地

震活動の見通し、津波や長周期

地震動の観測状況、緊急地震速

報の発表状況、周辺の地域の過

去の地震活動作鷺、よ三詳しい

状況等を取三まとめた資料甑 

地震活動図 ・定期θ毎月初旬χ 地震・津波に係る災害予想図の

作成、その他防災に係る活動を

支援するために、θ毎月の都道府

県内及びχその地方の地震活動

の状況をと三まとめた地震活動

の傾向等を示す資料甑 
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 第ǖ節 防災教育・訓練 
 

担当部署 全部署 ◎消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

   (1) 基本方針 

地震・津波に関する基礎的作知識の普及と防災意識の高揚を図るため、次の基本方針

の雑と災害予防に関する教育、訓練等を実施する甑 

会 地域防災力の基盤を支える市民、自治会、自主防災組織及び事業所等歳行う自晒の

安全を確保するための取組を奨励、支援する甑 

解 市職員並びに自治会、自主防災組織及び事業所等の組織において、防災に関する専

門的知識・賜ウハウを備えた人材の計画的栽つ継続的作育成を図る甑 

回 市、県、防災関係機関、市民及び企業等歳、そ参財参の防災活動を的確に実施し、

相互の連携を図るよう平常時栽晒防災訓練を実施する甑 

塊 各防災関係機関及び市民との協力体制の確立等に重点をおいた実践的作訓練を企

画、実施するとと雑に、課題を発見するための訓練の実施に雑努める雑のとする甑 

(2) 要配慮者に対する配慮 

要配慮者の安全を確保するため、要配慮者及び保護責任者に対する防災知識の普及、

啓発に努めるとと雑に、坤糸魚川市災害時要援護者避難支援プラン墾に基咲く個別プラ

ン等によ三、実践的作避難誘導訓練を行う甑 

(3) 積雪期の対応 

冬期間は、積雪、寒冷、強風作鷺気象条件歳悪く、災害発生時は直接・間接被害歳拡

大すること、また、その対応雑他の時期とは異作ることを具体的にイメージ埼済るよう、

教育・研修内容について考慮する甑 

(4) 複合災害を想定した訓練 

       市、県及び防災関係機関等は、様々作複合災害を想定した図上訓練を行い、結果を踏

まえて災害ごとの対応計画の見直しに努める甑さ晒に、地域特性に応載て発生の可能性

歳高い複合災害を想定し、要員の参集、合同の災害対策本部の立ち上砦等の実動訓練の

実施に努める甑 

 

 

２ 主な取組 

 (1) 防災教育歳目標とする状態 

会 児童・生徒等歳、発達段階に応載て、災害発生時に起こる危険性を理解し、自晒安

全作行動をとることや家族・地域に避難を促すこと歳埼済るとと雑に、地域社会の一

員としての役割を果たすこと歳埼済る甑 

解 市民歳、地震・津波に関する一般的作知識及び地震時に発生する可能性の高い被害

に関する知識を取得し、自晒置栽参る状況についてイメージ埼済る甑 

回 市民歳、要配慮者の置栽参る状況を普段栽晒理解し、地域、職場等において必要作

支援行動歳埼済る甑 

塊 市民歳緊急地震速報の伝達方法及び取るべ済行動について理解し、実際に対応埼済

る甑 

壊 市民及び企業等歳、自晒の安全確保や業務の継続に必要作知識を取得するとと雑に、

社会の一員として災害時に必要作行動を取ること歳埼済る甑 

廻 市、県、防災関係機関の職員歳地震・津波に関する基礎知識を持ち、栽つ、市民と

して行うべ済事前の地震対策を自晒率先して実行埼済る甑 
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(2) 防災訓練歳目標とする状態 

会 災害発生時において、市民歳自晒及び家族の安全を確保するとと雑に、冷静栽つ適

切作防災対策及び避難行動歳埼済る甑 

解 災害発生時において、応急対策の実施主体と作る市職員歳、そ参財参の役割及び業

務内容を理解し、適切に判断して行動埼済る甑 

 

 

ǚ それ財れの役割 

 (1) 防災教育 

会  市民・企業等の役割 

ア  市民の役割 

(た) 市や防災関係機関による地震・津波に関する広報、ハザードマップ等による防

災情報の収集、活用 

(だ) 防災に関する講演会、学習会等への積極的参加 

(ち) 次世代への被災経験の伝承 

(ぢ) 各家庭埼の事前対策及び地震発生時の行動に関する話合い 

(っ) 緊急地震速報受信時の取るべ済行動等に関する理解 

イ  地域の役割 

(た) 自治会及び自主防災組織等による地域の防災に関する学習の推進 

(だ) 地域内の地震被害危険箇所の把握・点検・確認 

(ち) 次世代への災害被災経験の伝承 

ウ  企業等の役割 

(た) 市や防災関係機関による地震・津波に関する広報、ハザードマップ等による防

災情報の収集、活用 

(だ) 社内埼の事前対策及び地震発生時の行動に関する検討 

(ち) 災害発生時における地域支援及び連携のあ三方について検討 

(ぢ) 緊急地震速報の仕組み及び取るべ済行動等に関する社内教育 

解  市の役割 

市は、国、県、消防関係者、学校、福祉関係者、企業、ＮＰＯ、自治会及び自主防

災組織等と情報を共有し、防災教育を推進する甑 

ア  地域社会における防災教育の推進 

(た) 自治会及び自主防災組織歳行う学習活動の支援及び学習機会の提供 

(だ) 自治会及び自主防災組織歳行う防災活動の中核を担う人材を養成するための

機会の提供 

イ  学校教育における防災教育の推進 

児童生徒等の発達段階及び当該学校の教育目標等に応載、学校教育全体を通載て

体系的栽つ地域の災害リスクに基咲いた防災教育を行う甑 

また、地域の特性を踏まえた教材θ副読本χの充実を図るとと雑に、特に水害の

リスク歳ある学校においては、避難訓練と合わせた防災教育の実施に努める甑 

また、消防団員等歳参画した体験的・実践的作防災教育の推進に努める甑 

ウ  社会教育における防災学習の推進 

市民向けに、専門家の知見を活用し作歳晒、啓発用リーフレットの作成・配漱や

有識者による研修会・講演会の開催等によ三、防災知識の普及と防災意識の高揚を

図る甑 

また、公民館作鷺の社会教育施設において防災に関する学習講座を実施するとと

雑に、人間の特性を踏まえた避難行動に繋砦る対策を行う甑 

エ  ハザードマップ等による地域の危険情報の周知を図るほ栽、地区や個人単位のタ
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イムラインの作成を支援する等によ三、地域における自主的作警戒避難体制構築

を支援する甑 

オ 災害教訓の伝承 

(た) 災害教訓の伝承の重要性についての啓発 

(だ) 市民歳災害教訓を伝承する取組を支援するための、調査分析結果や映像を含め

た各種資料の収集・保存・公開 

カ  要配慮者及び保護責任者等の防災学習の推進 

(た) 要配慮者本人及び家族の防災学習機会の提供 

(だ) 民生委員等地域の福祉関係者の防災学習機会の提供 

(ち) 介護事業者及び介護従事者等の防災学習機会の提供 

(ぢ) 外国人受入参先θ企業、学校、観光・宿泊施設等χの防災学習機会の提供 

キ  企業等における防災教育の推進 

(た) 企業等歳行う学習活動の支援及び学習機会の提供 

(だ) 企業等歳防災活動の中核を担う人材を養成するための機会の提供 

ク  市職員の災害対応能力を高めるための防災教育、防災部門の人材育成 

ケ  市職員を対象とした緊急地震速報受信時の避難誘導及び適切作施設管理等に関

する教育の実施 

回  県の役割 

ア  学校における防災教育の推進 

 (た) 県立学校における防災教育の実施 

(だ) 私立学校に対する啓発 

(ち) 県立o護大学職員・学生に対する防災教育及び講師派遣等の支援 

イ  社会教育における防災学習の推進 

ウ  要配慮者及び保護責任者の防災学習への支援 

エ  県職員の防災教育の実施及び防災部門の人材育成 

オ  県警察における防災教育の実施 

カ  市に対する防災に関する基礎情報の提供 

キ  市職員に対する防災教育の支援 

塊  新潟地方気象台の役割 

地震・津波及び緊急地震速報等に関する基礎的作知識や適切作防災行動等 

壊  防災関係機関の役割 

防災関係機関は、そ参財参歳定めた計画に基咲いた防災教育・研修を行うほ栽、災

害予防に関する項目について市民への普及及び啓発を図る甑また、市歳行う市職員に

対する防災教育について、必要に応載て支援する甑 

(2) 防災訓練 

会  市民・企業等の役割 

ア  市民の役割 

災害時においてま剤必要とさ参る、自晒の安全を確保するための取組を、市民一

人策と三歳冷静作判断の雑とに実践していくこと歳重要と作るため、市や自治会、

自主防災組織、企業等歳行う防災訓練に積極的に参加するとと雑に、避難所、避難

路、緊急時の連絡網をあ晒栽載め把握する作鷺、災害時における適切作判断、行動

歳埼済るよう備えておく甑 

イ  地域の役割 

災害時において、その規模によっては瞬時に環境歳一変すること栽晒、特に地域

コミュニテ伺の役割は重要埼あ三、人命救助や避難誘導、その後の救援活動に対す

る協力作鷺、安全を確保するための地域における取組歳地域の明暗を分ける結果と

作る甑 

このため、自治会、自主防災組織等は地域埼の防災訓練等を実施し、避難行動要

支援者の所在や、避難所の運営、情報伝達体制、避難誘導体制作鷺の確認に努める甑 
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ウ  企業、事業所、学校等の役割 

企業、事業所、学校等は、初期の災害対応において応急対策を進める上埼重要作

役割を果たす組織埼あることを認識し、組織内の自衛防災体制の整備に努める甑ま

た、大規模地震時には指定避難所とは別に緊急の避難場所としての機能歳求め晒参

る場合雑想定さ参ること栽晒、非常時の連絡体制等の整備に努める甑 

また、病院・福祉施設等の管理者は、施設利用者歳自力埼避難すること歳困難作

場合歳多いことに配慮し、平常時栽晒職員等による避難誘導訓練を行い、避難行動

要支援者の支援体制整備に努める甑 

解  市の役割 

市は、職員に対する防災訓練を行うとと雑に、災害発生時の防災活動を迅速栽つ的

確に実施するため、防災関係機関及び市民との協力体制の確立等に重点をおいた実践

的作防災訓練を計画的に実施し、災害対応力の強化に努める甑 

ア  市職員の防災訓練計画 

      訓練 訓練内容 実施目標 

非常参集訓練 
勤務時間外の災害発生時における職員の迅速栽つ的確

作初動体制を確保するため、職員歳非常参集する訓練甑 
原則年１回以上 

災害対策本部 

設営運営訓練 

災害発生時における指揮命令系統を迅速に確立して応

急対策を実施するために、災害対策本部を設置し運営

する訓練甑θ実動訓練・図上訓練χ 

原則年１回以上 

無線通信訓練 

災害発生時に有線通信歳不通又は困難作状況に作った

場合を想定し、防災関係機関相互の通信連絡を行う訓

練甑 

原則年１回以上 

 

イ  市総合防災訓練 

市は、災害発生時の防災活動を円滑に行うため、防災関係機関をは載め、市民、

自治会、自主防災組織、ボランテ伺ア団体、協定先企業等歳幅広く参加する防災訓

練を原則として年１回以上実施する甑 

(た) 参加した市民歳訓練を体験すること埼知識・技術を身に付けること歳埼済る市

民参加型訓練の実施に努める甑 

(だ) 避難行動要支援者名簿にɔ録している避難行動要支援者及び保護責任者の参

加を促進し、支援方法の確認を行うとと雑に、防災知識の普及、啓発に努める甑 

ウ  地域における防災訓練 

地域の実情に応載たワークショップを開催するほ栽、自主防災組織や消防団等歳

実施する防災訓練を支援する甑 

エ  学校における防災訓練 

学校生活における様々作場面θ授業中、休憩中、課外活動、学校行事等χを想定

するとと雑に、情報伝達体制の確認や放送設備等の点検を含めた訓練を実施する甑 

オ  緊急地震速報受信を想定した訓練 

訓練を企画、実施する際は、緊急地震速報の受信及び関連する対応を含めるよう

考慮する甑 

カ  訓練における課題の抽出 

訓練終了後は、課題点の確認と対応方法の改善を行う甑 

回  県の役割 

県は、災害発生前後の防災活動を的確に実施するため、各防災関係機関及び自主防

犯組織・自主防災組織、地域団体、市民との協力体制の確立等に重点をお済、市民の

避難行動等、災害発生時に市民歳とるべ済措置について配慮した実践的作防災訓練を

実施するとと雑に、市民等による、自晒の安全を確保するための取組及び安全を確保

するための地域における取組を促進する甑 

また、防災訓練の実施にあたっては、自衛隊、緊急消防援助隊、警察広域緊急援助
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隊作鷺の広域実動部隊の相互連携・調整訓練を実施することに努めるとと雑に、学校、

自治会、自主防災組織、民間企業、ＮＰＯ・ボランテ伺ア団体、医療関係機関、避難

行動要支援者を含殺地域住民等の多様作主体と連携した訓練を実施する甑 

この際、物資の備蓄状況や運搬手段の確認を行うとと雑に、災害協定を締結した民

間事業者等の発災時の連絡先、要請手続済等の確認を行うよう努める甑 

また、新潟県総合防災情報システム、地理空間情報θＧＩＳ・ＧＰＳχ、ソーシャ

ルメデ伺ア、携帯電話等の移動通信手段作鷺各種手段を使い、災害情報の収集・伝達・

共有を迅速に行えるよう、人材育成雑含めた訓練に努める甑 

塊  防災関係機関の役割 

防災関係機関は、市、県歳実施する総合防災訓練に積極的に参加するとと雑に、そ

参財参の機関歳定めた計画に基咲いて訓練を実施する甑 
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 第２節 自主防災組織の育成 
 

担当部署 企画定住課 能生事務所 青海事務所 ◎消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

   (1) 基本方針 

大規模災害時においては、通信、交通の途絶等によ三、行政、警察、消防等関係機関

の防災活動θ公助χ坂け埼は限界歳あ三、地域住民自晒歳自分の命を自分の努力によっ

て守るθ自助χとと雑に、地域や近隣の人々歳集まって、互いに協力し合い作歳晒、防

災活動に組織的に取三組殺ことθ共助χ歳必要埼あ三、坤自助墾坤共助墾坤公助墾歳有機

的につ作歳ることによ三効果的に災害被害の軽減を図ること歳埼済る一方埼、地域の自

然的、社会的条件や住民の意識等は、地域によって様々埼あ三、活動の具体的範囲及び

その内容を画一化することは困難埼ある甑 

そこ埼、地域の実情に応載た自主防災組織の結成歳進め晒参ること歳必要埼あ三、県

民、市町村及び県は、各々の役割に留意し、地域住民の連帯意識に基咲く自主防災組織

の整備育成を促進する甑 

作お、地域における生活者の多様作視点を律映した防災対策の実施によ三地域の防災

力向上を図るため、防災の現場における女性の参画を拡大し、男女共同参画の視点を取

三入参た防災体制を確立する必要歳ある甑 

(2) 自主防災組織の育成 

自治会単位による組織化を原則として、全市的作整備を進める甑作お、小規模作自治

会にあっては、複数の自治会との連携による組織化を促す甑 

自主防災組織相互の連携、協力及び情報交換を図三、さ晒に災害発生時における効果

的作活動を確保するため、連合組織の結成に努める甑 

(3) 自主防災組織の概要 

会 組織 

自治会、町内会単位作鷺地域において防災活動を効果的に行うこと歳埼済る組織とす

る甑 

解 組織の編成 

自主防災組織を結成し、活動を進めていくために、組織をと三まとめる会長を置済、

会長の雑とに、副会長ほ栽自主防災活動に参加する住民一人策と三の仕事の分担を決め、

組織を編成する必要歳ある甑情報班、消火班、救出・救護班、避難誘導班作鷺、そ参財

参の地域の実情に応載た班編制を定めること歳望ましい甑 

作お、班編制は組織の規模や地域の実情によって異作るため、地域に必要作最低限の

班編成栽晒徐々に編成を充実させること雑必要埼ある甑 

回 自主防災組織の活動内容 

自主防災組織は概搾次の活動を行う甑 

平常時の活動 災害時の活動 

会 情報の収集伝達体制の整備 

解 防災知識の普及及び防災訓練の実施 

回 火気使用設備器具の点検 

塊 防災資機材等の整備及び管理 

壊 危険箇所の点検・把握 

廻 避難行動要支援者に係る情報収集・共 

有 

会 初期消火の実施 

解 地域内の被害状況等の情報収集 

回 救出救護の実施及び協力 

塊 地域住民に対する高齢者等避難、避

難指示等の情報伝達 

壊 地域住民に対する呼び栽け避難、率

先避難及び避難誘導 

廻 避難行動要支援者の避難支援 

快 給食・給水及び救助物資等の配分 

怪 避難所運営協力 
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２ 主な取組 

 (1) 自主防災組織歳結成さ参てい作い地域において、組織化を進める甑 

(2) 既存の自主防災組織について、組織及び活動の活性化を図る甑 

(3) 研修会等の開催によ三、自主防災組織のリー私ーを養成する甑 

(4) 自主防災組織相互の連携、協力体制を確立する甑 

     

 

ǚ それ財れの役割 

 (1) 市民の役割 

      市民は、坤自分たちの地域は自分たち埼守る墾という自助、共助の意識を持ち、自分

たちの判断埼避難行動をとること歳埼済るように、自治会等における活動を通載て、主

体的作組織咲く三を進め、地域の避難態勢を構築し共助を強化するとと雑に、日ご山栽

晒防災訓練をは載めとする自主防災組織の活動に積極的に参加し、防災知識及び技術の

習得に努める甑 

(2) 市の役割 

会  自主防災組織の組織化の促進及び防災資機材等の整備支援 

ア  市は、地域住民に対し、出前講座や訓練等を通載て自主防災組織の意義等を啓発

し、地域の実情に応載た組織咲く三を積極的に働済栽ける甑 

イ  市の助成事業等の活用を促し作歳晒、自主防災組織における防災資機材等の整備

を推進する甑 

解  訓練活動等の支援 

市は、自主防災組織の参加に配慮し、住民主体の避難につ作歳る意識改革を促す防

災訓練を実施するとと雑に、自主防災組織歳行う防災訓練に対し、訓練内容に関する

助言及び訓練時における技術指導等を行い、防災活動に必要作知識・技術の習得を支

援する甑 

また、地域特性に応載た身近作災害リスクの危険性を周知する教材の作成や専門家

の派遣、自主防災組織歳ハザードマップを活用し、住民自晒歳坤マイ・タイムライン墾

作鷺の避難計画を立て、自主防災組織単位の防災マップを作成する取組、地域の災害

を伝承するよう作取組作鷺、住民参加型の取組に対する支援を強化する甑 

回  防災リー私ーの育成 

地域住民の自発的作活動埼ある自主防災組織の取組の推進は、その中核と作るべ済

リー私ーの見識や熱意に依存するとこ山歳大済いこと栽晒、研修会の開催、先進の取

組事例の紹介作鷺を通載、防災情報を正しく理解し、説明埼済る防災リー私ーを育成

する甑その際、女性の参画の促進に努める甑 

(3) 県の役割 

県は、市町村歳行う自主防災組織及び防災リー私ーの育成に積極的に協力し、市歳

行う防災資機材等の整備及び訓練活動等の支援、研修会等の開催等に対して助成を行

うほ栽、県の広報誌等による普及啓発や講演会を開催する作鷺して、自主防災組織の

組織化と活動の活性化を進める甑 

 

自主防災組織の一覧は、資料 1-11のとお三甑 

 

 

４ 自主防災組織と消防団の連携等 

    消防団は地域住民によ三構成さ参る消防機関埼あ三、消防団と自主防災組織の連携等を

通載て、地域コミュニテ伺の防災体制の充実を図る甑また、多様作世代歳参加埼済るよう
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作環境の整備作鷺によ三、こ参晒の組織の日常化、訓練の実施を促し、住民は、地域の防

災訓練作鷺自発的作防災活動に参加するよう努める甑その際、女性の参画の促進に努める甑 
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 第ǚ節 防災都市計画 
 

担当部署 ◎建設課 都市政策課 ガス水道局 消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

   (1) 基本方針 

災害に強いまち咲く三を推進するには、市、県、国等の各種機関歳協力して総合的作

まち咲く三の施策を展開すること歳必要埼ある甑 

溢水、湛水等による災害の発生のおそ参のある土地の区域について、豪雨、洪水、高

潮、土砂災害等に対するリスクの評価を踏まえ、都市的土地利用を誘導し作い雑のとし、

必要に応載て、移転等雑促進する作鷺、風水害に強い土地利用の推進に努める雑のとす

る甑 

会 災害に強いまち咲く三の計画的作推進 

解 計画的作土地利用の規制、誘導 

回 防災上危険作市街地の解消 

塊 都市における緑化の推進と緑地の保全 

壊 災害に強い宅地造成の推進 

廻 防災性向上のための根幹的作公共施設の整備 

快 復興まち咲く三事前準備の取組の推進 

(2) 要配慮者に対する配慮 

あ晒ゆる人にやさしく、誰雑歳安全に、安心して暮晒せる地域社会を形成し、要配慮

者歳安全埼円滑に移動埼済るよう避難場所や避難路等のユニバーサルデザイン化を推

進する甑 

(3) 積雪期の対応 

公共施設の計画、整備にあたっては、地形や土地利用状況等を踏まえ、必要に応載て

積雪に配慮した構造及び設備等を設ける甑 

 

 

２ 主な取組 

 (1) 年度計画を立て、老朽化住宅の把握及び耐震化を促進する甑 

(2) 年度計画を立て、防災上の拠点と作る施設の耐震調査を行い、不適格施設については

早期に耐震化を図る甑 

(3) 年度計画を立て、危険宅地の把握と市民への周知を行う甑 

(4) 過去の道路被災状況や渋滞状況等を確認し、災害時の迂回路等を検証し、代替路線を

確保する甑 

 

 

ǚ それ財れの役割 

 (1) 市民・企業等の役割 

会  市民の役割 

災害に強いまち咲く三を効果的に進めるには、市民歳主体と作って合意形成を行い、

相互に協力し作歳晒まち咲く三に取三組殺こと歳重要埼あるため、日ご山栽晒地域の

防災上の課題等の把握に努める甑 

また、市民一人策と三歳アイデ伺アを出し合い、災害に強いまち咲く三に努める甑 

解  地域の役割 

住民合意によ三、その地域にふさわしく防災性の向上につ作歳る建築のルールや地

区施設の配置等を定める地区計画を策定する作鷺、地域の個性を生栽した災害に強い

まち咲く三を推進する甑 
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回  企業・事業所等の役割 

宅地開発等を行う場合、良質作宅地水準を確保するため公共施設や排水設備等必要

作施設を整備する甑 

また、宅地開発等を行う企業は、地域及びその周辺における防災に関する情報の開

示に努める甑 

さ晒に、土砂災害特別警戒区域、災害危険区域等の開発行琦に適当埼作い区域は開

発計画に含め作いよう考慮するとと雑に、必要作安全対策を行う甑 

(2) 市の役割 

会  災害に強いまち咲く三の計画的作推進 

災害に強いまち咲く三を進めるにあたっては、都市の防災性の向上についての基本

的作考え方等を示す総合的作計画咲く三歳重要埼ある甑このため、市は、都市防災に

配慮した都市計画マスタープランの充実を図る甑 

また、立地適正化計画による都市のコンパクト化及び防災まち咲く三の推進にあた

っては、災害リスクを十分考慮の上、居住誘導区域を設定するとと雑に、同計画にハ

ード・ソフト両面栽晒の防災対策・安全確保対策を定める防災指針を位置付ける雑の

とする甑 

解  計画的作土地利用の規制・誘導 

市は県とと雑に、道路等の公共施設用地の確保と地域地区等の都市計画制度の組み

合わせによ三、安全埼計画的作土地利用の規制や誘導を行うとと雑に、住宅等の耐震

性を確保し災害に強いまち咲く三を推進する甑 

ア  地域地区θ用途地域、防火・準防火地域等χによる火災に強い市街地の整備 

用途地域によ三、住居、商業、工業等の適正作配置を誘導するとと雑に、準防火

地域や防火地域によ三、既存の密集市街地や高度作土地利用を図る地域における耐

火性の高い建築物の指導や火災に強い市街地の整備を図る甑 

イ  地区計画等による災害に強い市街地の整備 

地区計画等を定めることによ三道路用地及び公園用地の確保並びに建築物の適

正作開発指導によ三一体的に災害に強い市街地整備を図る甑 

ウ  災害のおそ参のある区域埼の開発抑制 

    無秩序作市街化による防災上危険作市街地の形成を防止するため、災害のおそ参

のある区域埼の開発を抑制する作鷺、防災面に配慮した計画的作土地利用に努める甑 

回 防災上危険作市街地の解消 
    市は県とと雑に、土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業等によ

三防災上危険作木造密集市街地等の計画的作改善に努める甑 

塊  災害に強い宅地造成の推進 

市は、必要に応載て宅地ハザードマップや液状化マップの作成・公表を行うとと雑

に、宅地の安全性の把握及び耐震化の実施に努め、災害防止及び被害の軽減を図る甑 

壊  都市における緑化の推進と緑地の保全 

公共施設の緑化を推進し、緑地による延焼防止機能を維持する甑 

廻  防災性向上のための根幹的作公共施設の整備 

幹線道路、都市公園、河川、港湾等、都市基盤の骨格を成す公共施設について計画

的作整備を進め、耐震性を確保する甑 

ア  避難路ネットワークの形成 

震災時における地域住民の安全埼円滑作避難を確保するため、十分作幅員を有す

る道路や緑道等を活用して避難路ネットワークを形成する甑また避難路等周辺の建

築物の不燃化を推進し、火災に対する避難者の安全を確保する甑 

イ  延焼防止を考慮した公共施設等の配置 

地震に伴う火災による被害を最小限に防止するため、幹線道路、公園緑地、鉄道、

河川や不燃化建築物群等による延焼遮断帯の配置を推進する甑 

ウ  避難場所の整備 
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震災等栽晒一時的に身を守るため、公園緑地、広場等のオープンスペースを活用

した避難場所の整備に努めるとと雑に、災害時の避難所と作る学校や体育館等の公

共施設の耐震性を確保する甑 

また、災害の拡大防止及び市民の安全埼円滑作避難を確保するため、公共施設の

整備にあたっては、避難場所及び避難経路等のオープンスペースの確保に配慮した

計画とする甑 

エ  防災公園の整備 

市は、県とと雑に、食料等の備蓄倉庫、耐震性貯水槽、ヘリポート、放送施設等

の災害応急対策施設を備え、一時避難場所や広域避難場所と作る防災公園の整備を

図る雑のとする甑 

オ  ライフラインの耐震性の確保 

災害時の電気、通信サービス、ガス、上水道、下水道及び情報通信施設や発電施

設等のライフラインの安全性・信頼性の向上を図るため、施設の耐震性の確保に努

める甑 

また、避難路・緊急輸送路作鷺防災上重要作経路を構成する道路について、災害

時の交通の確保を図るため、必要に応載て、区域を指定して道路の占用の禁止また

は制限を行うとと雑に、国歳促進する一般配電事業者、電気通信事業者における無

電柱化の取組と連携しつつ、無電柱化の促進を図る甑 

快 復興まち咲く三事前準備の取組の推進 

市は、被災後に早期栽つ的確に市街地復興計画を策定埼済るよう、復興に関する体

制や手順の検討、災害歳発生した際の復興課題を事前に把握する作鷺の復興事前準備

の取組を推進する甑 

      (3) 県の役割 

会  災害に強いまち咲く三の計画的作推進 

災害に強いまち咲く三を進めるにあたっては、都市の防災性の向上についての基本

的作考え方等を示す総合的作計画咲く三歳重要埼ある甑このため、県は、都市防災に

配慮した都市計画区域マスタープランの充実を図る甑 

解  防災上危険作市街地の解消 

ア 土砂災害危険箇所等の整備の推進 

県は市とと雑に、土砂災害特別警戒区域、災害危険区域等における土砂災害防止

施設の整備に加え、土砂災害に対する警戒避難に必要作計器の設置等、総合的作土

砂災害防止対策を推進する甑 

イ  木造密集市街地等における市街地整備 

県は市とと雑に、土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業等を

推進する甑 

回  都市における緑化の推進と緑地の保全 

公園・緑地は災害時において、火災の延焼遮断帯、避難場所及び避難路としての機

能を有すること栽晒、緑を適切に確保することは都市の安全性・防災性を高めること

に作る甑よって、県は市とと雑に、都市緑化の推進と緑地の保全に努める甑 

    塊 災害に強い宅地造成の推進 

ア 宅地造成工事規制区域の指定 

県は、宅地造成に伴い災害歳生載るおそ参の著しい市街地又は新市街地を宅地造

成工事規制区域として指定し、災害防止及び被害の軽減を図る甑 

イ 造成宅地防災区域の指定 

県は、大規模盛土造成地マップや宅地ハザードマップ作成作鷺市による宅地耐震

化の取組を促進するとと雑に、地震時に滑動・崩落の危険性歳高い大規模盛土造成

宅地について造成宅地防災区域を指定し、災害の防止のため必要作擁壁や水抜済工

の設置等の措置の勧告や命令を行い、災害防止及び被害の軽減を図る甑 

壊  防災性向上のための根幹的作公共施設の整備 
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県は市とと雑に、幹線道路、都市公園、河川、港湾作鷺骨格的作都市基盤としての

公共施設の計画的作整備と耐震性を確保する甑 

ア  緊急輸送ネットワークの形成 

県は、国及び市の協力を得て災害時の応急対策活動を円滑に行うため、道路網を

中心とした安全性及び信頼性の高い緊急輸送ネットワークの形成を図ることとす

る甑また、緊急輸送ネットワークの要と作る防災活動拠点や輸送拠点、防災備蓄拠

点等の耐震性を確保する甑 

イ  延焼防止を考慮した公共施設等の配置 

県は市とと雑に、幹線道路、公園緑地、鉄道、河川や不燃化建築物群等による延

焼遮断帯を配置して、地震に伴う火災による被害の最小限化を図る甑 

ウ  ライフラインの耐震性の確保 

県は市とと雑に、災害時の電気、通信サービス、ガス、上水道、下水道及び情報

通信施設や発電施設等のライフラインの安全性・信頼性の向上を図るため、施設の

耐震性の確保に努める甑 

また、避難路・緊急輸送路作鷺防災上重要作経路を構成する道路について、災害

時の交通の確保を図るため、必要に応載て、区域を指定して道路の占用の禁止また 

は制限を行うとと雑に、国歳促進する一般配電事業者、電気通信事業者における無 

電柱化の取組と連携しつつ、無電柱化の促進を図る甑 

廻 復興まち咲く三事前準備の取組の推進 

県は、市歳被災後に早期栽つ的確に市街地復興計画を策定埼済るよう、市歳行う復

興事前準備の取組を支援する甑 

(4) 防災関係機関の役割 

 会 北陸地方整備局 

   災害に強く安全性の高いまち咲く三を推進するため、市及び県の協力を得て、総合

的作まち咲く三施策を展開する甑 

 解 経済産業省 

   災害による電柱倒壊に伴う長期停電を防止し、電力を安定供給するため、一般送配

電事業者における無電柱化の促進を図る雑のとする甑 
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 第４節 集落孤立対策 
 

担当部署 企画定住課 能生事務所 青海事務所 ◎消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

   (1) 基本方針 

中山間地及び海岸部の一部の地域埼は、地震や津波に伴う土砂崩参や浸食等による交

通遮断及び降積雪によ三孤立状態と作ること歳予想さ参ること栽晒、救援歳届くま埼の

間、自立的作日常生活歳維持埼済るよう、必要作装備、物資の事前配置及び防災拠点の

整備等の環境整備を行う甑 

(2) 要配慮者に対する配慮 

要配慮者歳速や栽に安全作地域へ避難埼済るよう、連絡体制、移動手段及び受入参先

を確保する甑 

(3) 積雪期の対応 

雪崩による孤立の長期化、屋外避難の困難等を考慮し、指定避難所の収容人員、暖胖・

調理用熱源・燃料の確保に特に配慮する甑 

 

 

２ 主な取組 

 (1) 孤立予想集落を把握する甑 

(2) 集落歳孤立状態埼雑通信歳確保埼済る体制を構築する甑 

(3) 孤立の長期化に備え、必要作物資等を整備する甑 

(4) 消防団及び自主防災組織等による連携、協力体制を構築する甑 

 

 

ǚ それ財れの役割 

 (1) 市民・企業等の役割 

会  市民の役割 

孤立予想集落の住民は、最低７日間分の食料、飲料水、生活必需品及び燃料を各家

庭埼備蓄する甑 

また、自主防災活動に積極的に参加する甑 

解  地域の役割 

自治会及び自主防災組織は、地震発生時に、住民の安否確認、救出・救助活動、初

期消火、炊済出し等の地域犀るみの活動や、初期段階における市への被害状況報告及

び関係機関への救援要請等歳迅速栽つ的確に行わ参るよう、住民参加による防災訓練

等を実施する甑 

回  企業、事業所等の役割 

孤立予想集落に所在する企業・事業所は、災害時において、地域住民歳実施する避

難行動要支援者の支援活動等を応援するとと雑に、施設及び資機材提供等について可

能作限三支援、協力することとし、あ晒栽載め自主防災組織等と協議する甑 

 (2) 市の役割 

会  孤立予想集落の把握 

市は、孤立歳予想さ参る集落の把握に努め、道路拡幅や代替路線の確保作鷺事前の

孤立回避策を実施する甑 

解  災害発生危険箇所の周知 

孤立集落歳発生する要因と作三得る土砂災害、雪崩等の発生危険箇所及び避難方法

等について、あ晒栽載め地域住民に周知する甑 

回  衛星通信等の通信手段の確保  
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衛星携帯電話の整備、安心メールの活用等による通信の多重化に努める甑 

また、防災行政無線のデジタル化を計画的に整備し、同報系防災行政無線の双方向

性通信を活用し、集落内に設置した屋外スピーカに付属する通話装置θアンサーバッ

クχによ三、孤立集落と市庁舎との通話を確保する甑 

塊  集落防災拠点施設の確保 

公民館作鷺地域における防災活動の拠点と作る施設を整備するとと雑に、国・県及

び市の補助制度等による自主防災組織等の資機材整備を支援する甑 

壊  資機材の整備、物資の備蓄と事前配置 

集落内の避難所等への資機材及び備蓄物資の事前配置に努める甑 

廻  自主防災組織の育成 

地域の実情に応載、自主防災組織の結成を支援するとと雑に、既存組織の活動を活

性化させる甑 

快  集落内のヘリポート適地の確保 

ア  集落内のヘリポート適地を平常時栽晒検討しておく甑 

イ  防災訓練等において、飛行ルート、ホバリング歳可能栽鷺う栽作鷺について確認

し、ヘリポートとしての適性等を検討しておく甑 

ウ  冬季積雪の多い場合は、グラウンド等地面の状況にこ坂わること作く、河川敷、

田畑等付近に障害物の作い場所を圧雪して利用する作鷺の運用雑検討する甑 

(3) 県の役割 

会  孤立可能性の把握と防止対策の実施 

 ア 迂回路の作い集落と周辺の集落・避難所等と接続する道路について、道路構造や、

その距頹、地形条件を整理し、市を通載、被災に伴う交通遮断の可能性の有無を事

前に把握する甑 

 イ 被災によって交通遮断と作る可能性のある道路を、市と役割分担し作歳晒、災害

に強い道路整備を行う甑 

解  孤立予想集落の資機材整備等に対する支援 

  県単独の市町村補助によ三、自主防災組織及び消防団等の資機材等の整備を支援す

る甑 

回  積雪期のヘリコプター運用 

積雪期のヘリコプターによる住民の救出、医療救護班の派遣、物資の補給方法等に

ついて、市と協議し、必要に応載て訓練を行う甑 
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 第５節 地盤災害予防計画 
 

担当部署 農林水産課 ◎建設課 消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

   (1) 基本方針 

地震による地盤災害は、地震歳直接の原因と作って発生する雑のと、地震によ三地盤

歳脆弱と作ったために、その後の地震活動・降雨・融雪作鷺の自然現象によ三発生又は

拡大する忠次的災害に大別さ参る甑このため、予防計画は、地震歳発生する前に行う雑

の及び地震の発生直後に危険箇所の調査点検を行い、その後の自然現象によ三地盤災害

歳発生又は拡大することを防止する雑の栽晒作る甑 

地震による被害の程度は、地盤の状況によ三大済く左右さ参る甑地震による被害を未

然に予防又は軽減するためには、その土地の地形地質を十分に理解し、自然条件に適合

した土地の利用形態と作っている栽鷺う栽を確認し、適合してい作い場合には、事前に

諸対策を実施する必要歳ある甑 

(2) 要配慮者に対する配慮 

   ア 市は、平時栽晒避難行動要支援者の居住実態を把握しておく甑また、避難時の移動

の困難を考慮し、地域の自主防災組織に、土砂災害ハザードマップ等によ三避難情報

等を周知し、警戒避難体制を構築する甑 

作お、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等について、

定期的に確認するよう努める甑 

    イ 県は、平時よ三避難場所の管理者や地域の防災リー私ーと併せて、要配慮者利用施

設の管理者や地域の福祉担当者に土砂災害に関する啓発を行う甑 

(3) 積雪期の対応 

積雪状況によっては、陸路による被害状況の把握歳埼済作い場合雑予想さ参ること栽

晒、気象条件等を勘案し、ヘリコプターの活用等によ三、被災状況の迅速作調査を実施

する甑 

 

 

２ 主な取組 

 (1) 土砂災害ハザードマップ等を作成し、危険地域を把握するとと雑に市民へ周知する甑 

(2) 土砂災害歳発生したと済に備え、情報の伝達体制を整備する甑 

 

 

ǚ それ財れの役割 

 (1) 市民・企業等の役割 

会  市民の役割 

平時よ三土砂災害の前兆現象に注意を払い、前兆現象を確認した時は、遅滞作く市、

消防機関、警察機関及び県へ連絡する甑また、土砂災害警戒区域等及び土砂災害危険

個所、避難路・避難場所について位置を把握しておく作鷺、日頃栽晒土砂災害関連情

報を収集し、自主防災組織の一員として、災害対応歳埼済る関係の形成に努める甑 

解  地域の役割 

地域犀るみの災害対応歳適切に行えるように、自主防災組織による避難訓練等の活

動に努める甑 

回  企業・事業所等の役割 

宅地開発を行う者は、土砂災害特別警戒区域、災害危険区域、地すべ三防止区域等

の開発行琦に適当埼作い区域は開発計画には含め作いよう配慮する甑 

糸魚川市地域防災計画に定め晒参た要配慮者利用施設の所有者または管理者は、利
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用者の避難の確保のための措置に関する計画を作成する等、警戒避難体制の整備を図

る甑 

(2) 市の役割 

会  危険箇所の把握 

市は、地震によ三地すべ三、歳け崩参等の地盤災害の発生歳予想さ参る危険箇所に

ついて、県及び関係機関の協力を得るほ栽、ドローン作鷺を配備・活用して、定期的

に危険度を把握する甑 

解  市民への土砂災害警戒区域等の事前周知 

市は、地震発生時に市民歳埼済る限三速や栽に危険箇所栽晒避難埼済るよう、土砂

災害警戒区域等を土砂災害ハザードマップ等によ三周知する甑また、土砂災害の前兆

現象、避難方法等について雑市民へ周知する甑 

回  応急対策用資機材の備蓄 

市は、地震によ三発生した亀裂の拡大や雨水の浸透を防止するために必要作資機材

の備蓄に努める甑 

    塊 住宅の移転促進 

人命、財産等を土砂災害栽晒保護するため、災害危険区域内又は歳け地に近接する

住宅の移転促進に努める甑 

壊  情報伝達体制の整備 

ア  市民の避難のための情報伝達体制を整備する甑 

イ  緊急時の伝達媒体埼ある防災行政無線θ戸別受信機含殺χ等の整備に努める甑 

    廻 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進 

ア 土砂災害を防止するために必要作警戒避難体制を整備するとと雑に、当該警戒区

域ごとに避難先、要配慮者利用施設埼、土砂災害のおそ参歳あると済に利用者の円

滑栽つ迅速作避難の確保歳必要作施設の名称及び所在地を把握し、所有者又は管理

者に対する土砂災害に係る情報等の伝達方法を把握しておく甑 

また、土砂災害に関する情報の伝達方法、避難場所及び避難経路に関する事項そ

の他土砂災害警戒区域における円滑作警戒避難を確保する上埼必要作事項を記載

した土砂災害ハザードマップ等を作成し、配漱すること作鷺によ三、市民の円滑作

警戒避難に必要作措置を講剤る甑 

イ 避難指示等の発令区域・タイミング、指定緊急避難場所、避難経路等の住民の避

難誘導等警戒避難体制をあ晒栽載め計画する甑その際、水害と土砂災害の同時発生

等、複合的作災害歳発生することを考慮するよう努める甑 

    快  地すべ三巡視員による巡視 

市は、巡視計画を定めるとと雑に、地すべ三巡視員と協力し効果的作巡視業務を実

施する甑 

怪  忠次災害の予防 

ア  土砂災害危険箇所等の調査点検 

地盤災害歳広範囲にわたって発生するよう作地震歳観測さ参た場合、関係機関、

地元住民の協力を得て危険箇所及び対策施設の点検調査を速や栽に実施する甑異状

歳発見さ参た場合、県へ報告をするとと雑に、直ちに避難を含めた対策を講剤る甑 

イ  避難指示等の実施 

市は、地すべ三の兆候や斜面に亀裂歳確認さ参た場合等の危険性歳高いと判断さ

参た箇所について、関係機関や市民に周知を図三、必要作警戒避難体制を構築し、

又は避難指示等を実施する甑 

ウ  忠次的作土砂災害への対策 

土砂災害危険箇所の把握について、崩壊や亀裂等歳植生等埼覆わ参ている場合や、

地盤内部の亀裂発生や地盤の脆弱化歳進行している場合歳あ三、必剤し雑地表面の

点検調査坂け埼は十分とはいえ作い甑地震発生後、土砂災害歳頻発した事例雑ある

こと栽晒、市は地震発生後の忠次的作土砂災害の監視に努める甑 
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(3) 県、国の役割 

  会 山地に起因する土砂災害防止対策の実施、治山施設の整備 

  解 砂防事業の実施 

   回 地すべ三対策事業の実施 

   塊 急傾斜地崩壊対策事業の実施 

   壊 土砂災害危険箇所等の調査及び住民への周知 

  廻 情報伝達体制の整備 

  快 住宅の移転促進 

  怪 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進 

ア  基礎調査の実施 

イ  土砂災害警戒区域の指定 

ウ  土砂災害特別警戒区域における対策 

悔  地すべ三防止区域の巡視業務委託 

恢  専門技術ボランテ伺ア等の活用 

ア  新潟県治山防災ヘルパーの活用 

イ  砂防・治山ボランテ伺アとの協働 

    懐 土砂災害緊急調査実施体制の整備 

戒  忠次災害の予防 

ア 迅速作応急対策への備え 

イ  土砂災害危険箇所等の調査点検 

ウ  土砂災害危険箇所等の応急対策 

エ  忠次的作土砂災害への対策 

    拐 市の防災体制確保に向けた支援 

     ア 避難情報発令基準の策定支援 

     イ 市の求めに応載た避難情報発令判断に係る市への助言 
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 第６節 建築物等災害予防 
 

担当部署 ◎建設課 都市政策課 消防本部 施設所管部署 

 

ǖ 計画の方針 

大規模作地震によ三、建築物に甚大作被害歳発生した場合、市民の生命をは載め、生活

基盤や社会基盤に与える影響は非常に大済い甑また地震発生後の建築物の損壊等による非

構造被害雑予想さ参るため、防災上重要作建築物、不特定多数の人歳出入三する多様作施

設及び一般建築物の災害予防対策について定める甑 

   (1) 基本方針 

会  指定避難所あるいは復旧・救援活動の拠点施設埼ある、防災上重要作建築物の災害

予防を推進する甑 

ア  防災上重要作公共建築物等を次のとお三位置咲ける甑 

(た) 災害対策本部歳設置さ参る施設θ市庁舎、各事務所庁舎等χ 

(だ) 医療救護活動の施設θ病院等χ 

(ち) 応急対策活動の施設θ警察署、消防署、県等の地域機関庁舎等χ 

(ぢ) 避難収容の施設θ学校、体育館、文化施設等χ 

(っ) 社会福祉施設等θ特別養護老人ホーム、障歳い者支援施設等χ 

(つ) ライフライン等生活基盤と作る施設 

イ  防災上重要作公共建築物等における防災対策を次のとお三実施する甑 

(た) 建築物及び建造物の安全確保と耐震診断・改修の推進 

施設設置者は、法令埼定める技術基準を遵守し、災害に強い施設咲く三を進め

る甑 

建築物の所有者等は、建築基準法による新耐震設計基準施行θ昭和 56年χ以

前の建築物については、耐震診断の必要の高い建築物栽晒診断を実施し、必要と

認め晒参る雑の栽晒、非構造部材を含殺耐震対策等、順次改修等を推進する甑 

また、新耐震設計基準施行以後の建築物について雑ガラスや天井等、非構造部

材の破損による内部被害を防止する措置やエレベーターの閉載込め防止措置を

講剤る雑のとする甑 

(だ) 防災設備等の整備 

施設管理者は、次に示すよう作防災措置を計画的に実施し、防災機能の強化に

努める甑 

Ĵ  飲料水の基本水量の確保 

ｂ  非常用電源の基本能力の確保 

Ŭ  配管設備類の耐震性強化 

ĉ  防災設備の充実 

(ち) 耐震性の高い施設整備 

市及び県は、防災上重要作公共建築物を建築する場合、国歳定めた坤官庁施設

の耐震・対津波計画基準θ平成 25年χ墾を参考に耐震性等に配慮した施設咲く三

を行う甑 

(ぢ) 施設の維持管理 

施設管理者は、次に掲砦る台帳、図面等を整備し、日常点検等の維持管理を行

う甑 

Ĵ  法令に基咲く点検等の台帳 

ｂ  建設時の図面及び防災関連図面 

Ŭ  施設の維持管理の手引 

解  不特定多数の人歳出入三し、震災時に多大作被害の発生するおそ参のある施設の防

災対策を次のとお三実施する甑 
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ア  震災時の混乱防止のための、各種通信手段の活用による迅速栽つ正確作情報収集

伝達体制整備 

イ  不特定多数の人を避難誘導するための体制の整備 

ウ  避難誘導にあたる施設従業員等の教育訓練及び商業ビルにおける各テナントに

よる避難等の協力の徹底 

エ  震災時に利用者等の心理的不安を除去・軽減するための、効果的作広報の徹底 

オ  当該施設の管理実態を把握するための、防災設備等の日常点検の励行 

カ  個々のテナントに対する、災害発生時の通報連絡・避難誘導体制等の一層の徹底 

回  一般建築物の災害予防を次のとお三推進する甑 

ア  現状 

建築物全般及び特定の工作物θ一定高さ以上の擁壁、広告塔及び遊戯施設χにつ

いては、建築基準法等の技術基準によ三安全確保歳図晒参、さ晒に、過去の地震や

大火等の経験を踏まえ防災規程歳改正さ参る作鷺、よ三一層の強化歳作さ参ている甑 

今後雑、現行建築基準法の耐震基準に適合し作い建築物の安全性向上、また、ガ

ラスや天井作鷺非構造部材の破損による内部被害の防止、さ晒に、密集市街地等に

所在する建築物の不燃化の推進作鷺、震災時の被害軽減や火災発生を防止するため

の対策歳必要埼ある甑 

イ  計画 

地震に対する建築物等の安全性を向上させるため、建築関係団体等の協力を得て

次の対策を計画的に講剤る甑 

(た) 一定規模以上の特殊建築物及びエレベーター、エスカレーター等の建築設備に

ついて、定期的に当該施設の管理者に調査させ、その結果に基咲済、防災上必要

作指導・助言を行う甑 

(だ) 特殊建築物のうち、不特定多数歳使用する雑のについては、査察を行い、結果

に応載て耐震診断、改修等の必要作指導・助言を行う甑 

(ち) 新耐震設計基準施行θ昭和 56年χ以前に建築さ参た住宅・建築物については、

巡回指導等の機会を利用して耐震診断及び改修について啓発・指導を行う甑 

(ぢ) 地震時による建築物の窓ガラスやo板、煙突等の折損等、落下物による災害を

防止するため、市街地及び避難路等に面する建築物の所有者等に対し、安全確保

について啓発・指導を行う甑 

  また、高層ビルにおける長周期地震動対策や住宅、宅地の液状化対策について

啓発等を図る甑 

(っ) 地震によるブロック塀θ石塀χの倒壊等を防止するため、避難路、避難場所並

びに通学路を中心に市内全域を対象に住宅等のブロック塀の所有者等に対し、安

全確保について啓発・指導を行う甑 

(つ) 歳け地等における安全立地について、建築基準法及び条例の規定に基咲済、危

険区域内に建築又は宅地開発を行う者に対して、建築制限等の指導及び区域内の

既存不適格建築物の移転を促進する甑 

(づ) 工事中の建築物において、地震時の倒壊や落下物等による災害を防止するとと

雑に、工事関係者歳安全に避難するため、工事管理者に対し適正作工事管理を指

導する甑 

(ｸ) 市は、平常時よ三、災害による被害歳予想さ参る空家等の状況の確認に努める

雑のとする甑 

(2) 要配慮者に対する配慮 

会  防災上重要作建築物のうち、特に避難収容を行う施設においては段差部のスロープ

化や身障者用トイレの設置等、要配慮者に配慮した施設及び設備の整備に努める甑 

解  不特定多数の人歳出入三する多様作施設においては、避難行動要支援者を避難誘導

するための体制の整備や、避難誘導にあたる施設従業員等の教育訓練及び商業ビルに

おける各テナントによる避難の協力等の徹底を図る甑 
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(3) 積雪期の対応 

会  防災上重要作建築物のうち、特に避難収容を行う施設においては、冬期間の利用の

利便を確保するよう努める甑 

解  住宅等、一般建築物においては積雪期の震災による被害を防止、軽減するため克雪

住宅の普及促進をは載め、無雪化等を推進する甑 

２ 主な取組 

 (1) 既存不適格建築物の把握に努めるとと雑に、建築物の耐震化の推進を図る甑 

(2) 歴史的建築物保存との共存に努める甑 

 

 

ǚ それ財れの役割 

 (1) 市民・企業等の役割 

会  市民の役割 

自己の居住する住宅等の建築物の維持・保全に努めるとと雑に、市や県の指導・助

言を参考に、耐震化及び非構造部材による被害防止を行う作鷺安全性の向上を図る甑 

解  地域の役割 

自治会等において、地域内埼著しく老朽化した建築物や、落下物の発生するおそ参

のある建築物、倒壊の危険のあるブロック塀等を把握し、当該建築物の所有者や管理

者等に安全性の向上を図るよう助言するとと雑に、地域住民に周知する甑 

回  企業、事業所、学校、病院、社会福祉施設等の役割 

ア  防災上重要作建築物の管理者は計画の方針に従い、必要作措置を講剤るとと雑に、

適正作維持・保全を図る甑 

イ  不特定多数の人歳出入三する多様作施設の管理者は、計画の方針に従い、必要作

措置を講剤るとと雑に、適正作維持・保全・避難誘導体制の整備を図る甑 

ウ  自己の管理する建築物の維持・保全に努めるとと雑に、市や県の指導・助言を参

考に安全性の向上を図る甑 

エ 病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設の管理者は、発

災後 72 時間の事業継続歳可能と作る非常用電源を確保するよう努める甑 

(2) 市の役割 

会  防災上重要作建築物及び不特定多数の人歳出入三する多様作施設の災害予防推進

対策 

ア  市歳設置・管理する建築物について、計画の方針に定める防災対策を推進する甑 

イ  事業者等歳設置・管理する建築物について、計画の方針に定める防災対策を推進

するよう指導・助言を行う甑 

解  一般建築物の安全確保対策 

所有者や管理者等に建築物の計画の方針に定める指導等を行う甑 

回  建築物の耐震化の推進 

建築関係団体等の協力を得て、建築物の耐震診断・改修方法等に関する技術的作検

討を進め、体制咲く三を行うとと雑に、普及啓発と耐震診断・改修の推進を図る甑 

    塊 老朽化した建築物の長梹命化計画 

      市歳設置・管理する老朽化した建築物について、長梹命化計画の作成・実施等によ

三、その適切作維持管理に努める甑 

壊  地域性に配慮した建築物の震災対策に関する指導等の方針 

歴史的建築物保存と建築物に関する震災対策歳共存するよう、ハード面の改修坂け

埼は作く、所有者や所在する地域歳協力して防火、防災訓練を行う作鷺ソフト面栽晒

の対応雑考慮する甑 

(3) 県の役割 

会  防災上重要作建築物及び不特定多数の人歳出入三する多様作施設の災害予防推進
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対策 

ア  県歳設置・管理する建築物について、計画の方針に定める防災対策を推進する甑 

イ  市、事業者等歳設置・管理する建築物について、計画の方針に定める防災対策を

推進するよう指導・助言を行う甑 

解  一般建築物の安全確保対策 

所有者や管理者等に建築物の計画の方針に定める指導等を行う甑 

回  建築物の耐震化の推進 

市民等の窓口と作る市及び耐震改修を実施する設計者、施工者等の建築関係団体栽

晒協力を得作歳晒、建築物の耐震診断・改修方法等に関する技術的作検討を進め、体

制咲く三を行うとと雑に普及啓発と耐震診断・改修の推進を図る甑 

また、建築物の耐震化を効果的栽つ効率的に促進するため、建築物の耐震改修の促

進に関する法律に基咲済策定した、新潟県耐震改修促進計画に基咲いて、県有建築物

における耐震化の進捗状況を確認するとと雑に公表方法について検討する甑 

    塊 老朽化した建築物の長梹命化計画 

      県歳設置・管理する老朽化した建築物について、長梹命化計画の作成・実施等によ

三、その適切作維持管理に努める甑 
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 第７節 道路・橋りょう・トンネル等の地震対策 

 

担当部署 農林水産課 ◎建設課 

 

ǖ 計画の方針 

   (1) 基本方針 

地震発生時における道路機能の確保は、発生直後の救急活動や火災等の忠次災害への

対処、水・食料等の緊急物資の輸送をは載め、復旧時の資機材や人員の輸送、市民の生

活道路等、その意義は極めて重要埼ある甑 

道路を管理する関係機関や団体θ以下坤道路管理者等墾という甑χは、耐震性の確保

等の道路施設の整備や迅速に道路情報を収集する体制を整えるとと雑に、相互協力の雑

と、道路機能の確保にあたる体制を整備する甑 

(2) 新潟県緊急輸送道路の指定 

新潟県地域防災計画埼は、高速自動車国道と一般国道及びこ参晒を連絡する幹線的作

道路、並びにこ参晒の道路と知事歳指定する防災拠点を相互に連絡する道路を、一次栽

晒濯次の緊急輸送道路として指定する甑 

会  一次緊急輸送道路 

高速自動車国道と次の防災拠点を連絡する一般国道 

県庁所在地、地方中心都市、重要港湾、空港等 

解  忠次緊急輸送道路 

一次緊急輸送道路と梯子状に代替性を確保する道路のほ栽、次の主要作防災拠点を

連絡する道路 

市庁舎等、行政機関、公共機関、主要駅、港湾、ヘリポート、災害医療拠点、自衛

隊等 

回  濯次緊急輸送道路 

一次、忠次の緊急輸送道路とその他防災拠点を結ぶ道路 

     

■ 糸魚川市内における新潟県緊急輸送道路の指定状況 

区 分 道路種別 路 線 名 区 間 

一 次 

高速自動車国道 北陸自動車道 徳合～富山県境 

国道θ指定χ 国道８号 徳合～富山県境 

国道θ指定χ 国道８号θ糸魚川東バイパスχ 
梶屋敷～押上 

θ計画は、間脇～押上χ 

国道θ指定外χ 国道 148号 長野県境～国道８号 

忠 次 

主要地方道 能生インター線 能生ＩＣ～国道８号 

一般県道 上町屋鄰沢糸魚川線 羽生～国道８号 

濯 次 指定作し 
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２ 主な取組 

 (1) 道路管理者等は、最新の知見に基咲く設計指針等の耐震基準によ三、橋三鮫うをは載

めとする道路施設の耐震性を計画的に確保する甑 

(2) 緊急輸送道路は、特に重点的に取三組殺甑橋三鮫うやトンネル等の重要構造物の補

強・修繕のほ栽、重要箇所の盛土や斜面等の耐震性の確保に留意する甑 

(3) 緊急輸送道路及びその代替路線と作る国道や県道は災害発生時の広域支援ルートの

要と作三、通行止めと作ること埼忠次災害等の危険を及ぼす路線埼あるため、特に重点

的に取三組殺甑橋梁やトンネル、洞門等の重要構造物を点検し、耐震性の低下を防止す

るための補強・修繕を実施するほ栽、重要箇所の盛土や斜面等の耐震性の確保に留意す

る甑 

(4) 災害時の救急や輸送歳円滑に行わ参るよう、平常時栽晒情報の共有に努め、相互連絡

体制を整備する甑 

 

 

ǚ それ財れの役割 

道路管理者埼ある市、東日本高速道路株式会社、国土交通省及び県は、その管理する

道路について、日常・臨時・定期点検等を行い道路施設の状況を正確に把握し、災害予

防のため必要作修繕や施設機能の強化作鷺を実施する甑 

また、各道路管理者は、老朽化した道路施設について、長梹命化計画の作成・実施等

によ三、その適切作維持管理に努める甑 

作お、被災時の道路機能を維持するため、代替性θリ私ン私ンシーχ歳高い道路整備

に努める甑 

(1) 道路施設の整備・強化 

会  法面、盛土等の斜面対策 

落石等危険箇所調査等に基咲済、落石防止や植栽等による法面の風化防止等、災害

予防のための適切作対策を施す甑 

また、地震動によ三崩壊の懸念歳ある盛土埼は、その道路機能を確保するための重

要度に応載て道路土工指針等によ三耐震対策を施す甑 

解  重要構造物 

ア  橋三鮫う 

(た) 耐震補強 

平成８年道路橋示方書よ三古い耐震設計基準に基咲済設計した橋三鮫うは、点

検等を行い、必要作補強を施すとと雑に、老朽化等による損傷を補修し、重要度

に応載耐震性の確保に努める甑 

(だ) 新設橋三鮫う 

国土交通省都市局長、道路局長通知坤橋、高架の道路等の技術基準の改定につ

いて墾θ平成29年７月21日χによ三設計する甑 

イ  トンネル、ス賜ーθロックχシェッド、横断歩道橋 

橋三鮫うに準載た耐震性能を備えた施設を整備し、被災時の損傷や落橋等による

深刻作交通障害を防止する甑 

また、安全点検を確実に行い、既存施設の必要作補強や修繕を施す甑 

回 道路附帯施設 

道路附帯施設の管理者は、次によ三施設の防災対策を講剤る甑 

ア  信号機、道路案内標識等の整備 

災害時の倒壊や落下による交通障害を防止するため、必要作強度を確保するとと

雑に、老朽施設の適切作修繕や更新を行う甑また、主要交差点に非常用電源装置の

設置を推進する甑 

イ  街路樹等 
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災害時において倒木による被害歳生載作いよう維持管理に努めるとと雑に、街路

樹の選定にあたっては、耐風性等を考慮する甑 

ウ  道路占用施設や近接施設の安全性の確保 

災害時の倒壊や落下による交通障害を防止するため、道路占用施設及び道路に近

接設置さ参た民間施設等の管理者は、施設の安全点検を行い必要作修繕や更新を行

う甑 

また、道路管理者等は、道路パトロール等を通してそ参晒民間施設等の管理者に

対して安全対策を呼び栽ける甑 

作お、緊急輸送道路等防災上重要作経路を構成する道路について、災害時の交通

の確保を図るため、必要に応載て、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行

うとと雑に、無電柱化を行う甑 

エ  トンネル等の防災信号システムの整備 

主要トンネルの防災信号システムの整備を推進する甑 

(2) 防災体制の整備 

会  情報連絡体制の整備 

各道路管理者等は、災害情報や道路情報の収集・伝達・提供のための観測・監視機

器θ雨量計、監視カメラχ、通信設備、情報提供装置等の整備を推進する甑 

解  迅速作応急復旧体制の整備 

関係行政機関及び本市と災害時の応援業務に関する協定を結珊埼いる建設業協会

等の関係機関は、災害発生時における迅速埼的確作協力を実施するため、情報連絡体

制や応急復旧のための人員や資機材θ発動発電機、投光器、初動時調査のための自転

車等χ備蓄体制を整備する甑 

また、道路啓開等を迅速に行うため、協議会の設置等による道路管理者等相互の連

携の下、道路啓開等の計画を立案する甑 

回  道路通行規制 

各道路管理者等は、災害発生時における構造物や法面の安全点検等を実施するため、

道路通行規制に関する震度の基準等について、路線又は区間毎に関係機関とあ晒栽載

め調整する作鷺、通行規制の円滑作実施体制を整える甑 

塊 道路利用者への広報 

被災時の道路利用者の適切作判断と行動につ作砦るため、平常時栽晒防災知識の啓

発活動を推進する甑 
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 第８節 港湾・漁港施設の地震対策 

 

担当部署 商工観光課 ◎農林水産課  

 

ǖ 計画の方針 

     港湾・漁港施設は、他の公共土木施設とと雑に災害時において重要作役割を担うこと栽

晒、地震発生に備えた防災体制を確立し、被害の軽減及び災害発生時における応急復旧等

の迅速作対応を図る甑 

    また、港湾管理者及び漁港管理者は、老朽化した港湾施設及び漁港施設について、長梹

命化計画の作成・実施等によ三、その適切作維持管理に努める甑 

 

 

２ 主な取組 

 (1) 地震発生に備え防災体制を確立する甑 

(2) 海岸保全施設等の耐震化を促進する甑 

 

 

ǚ それ財れの役割 

 (1) 企業、事業所等の役割 

会  港湾・漁港内にある企業、事業所等は、地震発生に備え防災訓練を行い、緊急時の

避難や防災活動の円滑作対応歳図晒参るよう、関係機関及び企業相互の協力体制及び

情報・連絡系統を確立する甑 

解  港湾内にある化学薬品、石油等の危険物を保管・輸送する企業、事業所等は、国歳

示す施設等設計指針θ耐震基準χに基咲済各管理施設θ岸壁建築物、土木構造物、防

災関係施設等χの耐震性を確保する甑 

(2) 市の役割 

会  漁港施設の耐震強化 

支援物資等の緊急輸送ネットワークの拠点として坤災害に強い漁業地域咲く三ガイ

ドライン墾等によ三漁港の耐震強化を図る甑 

解  防災体制の確立 

坤災害に強い漁業地域咲く三ガイドライン墾等を参考に、津波発生時に想定さ参る

避難等の計画を策定する甑 

    回 適切作維持管理 

市歳管理する漁港施設について、必要作補修等の実施によ三、その適切作維持管理

に努める甑 

(3) 県の役割 

会  防災体制の確立 

ア  県は、地震災害に対処するための防災体制を確立する甑 

イ  災害防止、被災時の応急復旧等に対して迅速埼的確作対応を図るため、平常時よ

三国土交通省北陸地方整備局関係機関や(一社)新潟県建設業協会、(一社)建設コン

サルタンツ協会北陸支部等と協定を結び、人員及び資材の確保や情報の連絡体制を

整備する甑 

解  耐震強化岸壁の整備 

平常時は雑とよ三、地震発生時には重要作防災拠点として一定の物流機能の維持を

図るため、港湾・漁港施設歳緊急輸送ネットワークの結節点として耐震性を考慮した、

耐震強化岸壁を港湾計画や圏域総合水産基盤整備事業計画に位置付け、施設整備に努

める甑 
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糸魚川市内における港湾の耐震岸壁整備          (令和 5年 3月現在) 

区分 港名 地区名 
耐震バース整備状況 

施設名 水深 延長 摘要 備考 

地方

港湾 
姫川港 西娶頭 

西娶頭 

１号岸壁 
-10.0m 170m 整備済 

緊急輸送対応

θ貨物χ 

 

糸魚川市内における漁港の耐震岸壁整備          (令和 5年 3月現在) 

区分 漁港名 
耐震岸壁整備状況 

施設名 水深 延長 摘要 

第３種 能生漁港 岸壁 -6.0ｍ 130ｍ 整備済 

 

回  避難緑地等の整備 

港湾・漁港施設は、緊急輸送ネットワークの結節点として重要作役割を担うこと栽

晒、オープンスペース又は耐震強化岸壁に接続する背後地域との輸送ルートを勘案し、

緊急物資の保管施設、背後地域への緊急物資の輸送基地及び地域住民の避難場所とし

て緊急時の多目的利用歳可能作防災拠点緑地・避難緑地の整備に努める甑 

 

糸魚川市内における漁港の避難緑地・避難広場       (令和 5年 3月現在) 

区分 漁港名 計画広場面積 摘要 

第２種 筒石漁港 8,640㎡ 整備済 

 

塊 適切作維持管理 

港湾施設及び漁港施設について、長梹命化計画を作成し、必要作補修等の実施によ

三、その適切作維持管理に努める甑 

 

(4) 防災関係機関の役割 

会 各協会 

災害発生時における円滑作応急対策活動を図るため、各協会は、平常時栽晒応急復

旧用資機材の備蓄に努める甑 
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 第９節 鉄道事業者の地震対策 

 

担当部署 都市政策課 

 

ǖ 計画の方針 

     西日本旅客鉄道㈱、えちごトキめ済鉄道㈱及び日本貨物鉄道㈱θ以下、坤鉄道事業者墾

という甑χは、地震歳発生した場合、被害を最小限にと鷺め、旅客の安全を確保するため、

そ参財参の事業規模に応載た防災体制等の確立を図る甑 

 

 

２ 主な取組 

 (1) 関係機関等との連絡体制を整備する甑 

(2) 応急復旧に伴う緊急体制や情報連絡体制を整備する甑 

 

 

ǚ それ財れの役割 

 (1) 鉄道事業者の役割 

会  施設面の災害予防 

ア  施設の保守管理 

イ  近接施設栽晒の被害予防 

解  体制面の整備 

ア  災害対策本部等の設置 

イ  情報伝達方法の確立 

(た) 防災関係機関、地方自治体との緊急作連絡及び機関部内相互間の情報伝達を

円滑に行うための通信設備を整備する甑 

(だ) 地震計を整備するとと雑に、情報の伝達方法を定める甑 

ウ  運転基準及び運転規制区間の設定 

地震発生時の運転基準及び運転規制区間をあ晒栽載め定め、発生時にはその強度

によ三運転規制等を行うとと雑に、安全確認を行う甑 

エ  防災教育及び防災訓練の実施 

関係者に対し防災教育を行うとと雑に、必要作訓練を実施する甑 

回  災害対策用資材等の確保 

早急作運転再開を図るため、建設機材・技術者の現況把握及び活用方法、資材の供

給方法をあ晒栽載め定めておく甑 

ア  建設機材の現況把握及び運用 

イ  技術者の現況把握及び活用 

ウ  災害時における資材の供給等 

塊  防災広報活動 

鉄道事業者は、運転の状況、復旧見通し等について、正確栽つ速や栽に広報活動を

行うための情報連絡体制を確立する甑 

(2) 市及び県の役割 

市及び県は、あ晒栽載め公共交通に関する連絡調整窓口、連絡方法等について必要作

準備を整えておく甑 
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 第ǖ０節 治山・砂防・河川・海岸施設の地震対策 

 

担当部署 農林水産課 ◎建設課 

 

ǖ 計画の方針 

   (1) 基本方針 

治山・砂防施設等の地震に伴う被害を最小限にと鷺めるため、各設計指針等の耐震基

準に基咲いた施設を設置するとと雑に、既存施設の耐震性の強化及び被害軽減のため維

持・修繕を推進する甑 

また、地震に伴う被害を最小限にと鷺めるため、各施設に耐震性を備えるよう設計基

準を適用するとと雑に、各施設の耐震性の強化及び被害軽減のための地震防災対策を総

合的に推進する甑 

 (2) 積雪期の対応 

積雪期における施設の点検、被害状況の把握及び応急復旧活動等は、雪歳障害と作三

多くの困難歳伴うこと栽晒、施設の危険箇所をあ晒栽載め調査し、関係機関と積雪期に

おける対応について、事前に協議する甑 

また、積雪状況によっては、陸路による施設の点検及び被害状況の把握歳埼済作い場

合雑予想さ参ること栽晒、気象条件等によってはヘリコプターを活用する作鷺、被災状

況の迅速作調査体制について、県と事前に協議する甑 

 

 

２ 主な取組 

 (1) 市及び県は、治山施設、砂防施設、河川改修や浸水防止施設、海岸保全施設等の計画

的作整備を推進し、市民の安全確保を図る甑 

(2) 市は、土砂災害、洪水及び津波に対するハザードマップの作成、配漱等によ三、そ参

財参の危険箇所を市民へ周知する甑 

 

 

ǚ それ財れの役割 

(1) 市民・地域の役割 

会  市民の役割 

市民は、平常時栽晒堤防や護岸等の河川管理施設や海岸保全施設に漏水や亀裂等の

前兆現象歳作い栽注意を払い、前兆現象を確認した時は、遅滞作く市、県及び関係機

関へ連絡する甑 

また、地震発生時に的確に避難埼済るよう、洪水ハザードマップ等によ三避難経路、

指定緊急避難場所及び指定避難所について、平常時よ三確認しておく甑 

解  地域の役割 

市民は、地域における自助、共助の自主的作防災活動歳、災害予防や実際の災害対

応に不可欠埼あることを理解し、地域内住民の良好作関係歳形成、持続さ参るよう努

める甑 

また、地域犀るみの災害対応及び避難歳適切に行えるよう、自治会及び自主防災組

織による地震を想定した避難訓練等の実施に努める甑 

(2) 市の役割 

会  治山・砂防施設 

ア  耐震設計の適用 

国歳示す各設計指針θ耐震基準χを適用する治山・砂防施設θ土木構造物、防災

関係施設等χは、十分作耐震構造埼設計、施工する甑 

イ  耐震性の強化 



震災対策編 第 2章 災害予防 第 10節 治山・砂防・河川・海岸施設の地震対策.doc 
               

2-10-2 

定期的に治山・砂防施設の点検を実施し、地震に対する安全性を確保するため、

各設計指針θ耐震基準χによ三、緊急性の高い箇所栽晒計画的作耐震性の強化に努

める甑 

ウ  施設の維持･修繕 

定期的に治山･砂防施設の点検を実施し、耐震機能歳低下している施設について、

維持･修繕を実施し、機能の維持･回復に努める甑 

解  河川・海岸施設 

ア  耐震設計の適用 

国歳示す各設計指針θ耐震基準χを適用する河川・海岸施設は、十分作耐震構造

埼設計、施工する甑 

イ  施設点検、耐震性の強化 

国歳示す耐震点検要領等に基咲済、河川管理施設の耐震点検を実施し、被害の程

度及び市街地の浸水による忠次災害の危険度を考慮した耐震補強に努めるとと雑

に、内水排除用ポンプ車等の確保について雑検討する甑 

また、橋梁、水門等の河川構造物について検討を行い、耐震補強に努める甑 

ウ  排水機場、頭首工等における管理体制整備θ準用河川、普通河川χ 

災害時に一貫した対応歳と参るよう関係機関との連絡体制の確立作鷺管理体制

の整備、徹底を図る甑 

エ  防災体制等の整備θ準用河川、普通河川χ 

出水時における的確作情報収集と迅速作対応歳埼済るよう作体制整備を行う甑 

また、地震発生後は、緊急車両用道路、避難場所、ライフライン等の河川区域内

の使用の要請歳予測さ参るため、基本的作対応方針を決めておく甑 

(3) 県の役割 

会  治山・砂防施設 

ア  施設点検、耐震化の強化 

イ  災害危険箇所の調査、整備及び維持管理 

解  河川管理施設等 

ア  施設点検、耐震性の強化 

イ  排水機場、頭首工等における管理体制整備 

ウ  防災体制等の整備 

エ 老朽化した施設等について、長梹命化計画の作成・実施 

回  私ム施設 

ア  施設点検、耐震性の強化 

イ  私ム管理体制の整備 

塊  海岸保全区域 

ア  施設点検、耐震性の確保 

イ  災害危険箇所の調査、整備及び維持管理 

(4) 防災関係機関の役割 

   会 北陸地方整備局 

    ア 大規模自然災害発生時の緊急災害対策派遣隊θＴＥＣ－ＦＯＲＣＥχの派遣 

    イ 災害対策用ヘリコプター、港湾業務艇及び衛星通信システム等の活用による被災

県、市への災害情報の提供 

    ウ 市及び県の要請に応載た応急復旧用資機材や災害対策用機械の提供等による支   

     援 

    エ 市及び県の要請に応載た応急復旧工法や忠次災害防止対策等への助言等を行う

ための係官あるいは防災エキスパート等の専門家の派遣 

   解 各協会 

     平時栽晒の応急復旧用資機材の備蓄 
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 第ǖǖ節 農地・農業用施設等の地震対策  

 

担当部署 農林水産課 

 

ǖ 計画の方針 

   (1) 基本方針 

会  各施設の共通的作災害予防対策 

ア  頭首工、樋門、樋管等の農業用施設については、震災時に一貫した管理歳と参る

ように措置するとと雑に、各管理主体埼施設の維持管理計画を定め、操作マニュア

ルの作成、連絡体制の確立作鷺管理体制の整備と徹底を図る甑また、各管理主体は、

老朽化した施設について、長梹命化計画の作成・実施等によ三、その適切作維持管

理に努める雑のとする甑 

イ  建築物、土木構造物、防災関係施設等の耐震性を確保するため、国歳示す施設等

設計指針θ耐震基準χに基咲済、公共施設の整備を進める甑 

ウ  震災時における円滑作応急措置を実施するため、平常時栽晒農業用施設等の定期

的作点検を実施し、異常作兆候の早期発見、危険箇所の整備等に努める甑また、緊

急点検を迅速栽つ的確に行うためのルート、手順等を定めたマニュアル等を整備す

る甑 

エ  基幹農道、頭首工、樋門、樋管、地すべ三防止施設等の農業用施設の防災情報を

一元的に迅速栽つ的確に集約する手法の導入や整備を検討する甑 

解  農道施設の災害予防対策 

基幹的作農道及び重要度の高い農道については、坤道路橋示方書墾等の技術基準に

よ三耐震設計を行い、橋三鮫うについては、落橋防止装置を設ける甑 

回  用排水施設の災害予防対策 

主要作頭首工・樋門・樋管・排水機場等のうち、耐震性歳不十分作施設については、

改修時に河川砂防技術基準θ案χ等に基咲済、その向上を図る甑 

塊  ため池施設の災害予防対策 

ため池の老朽化の甚坂しい雑の及び耐震構造に不安のある雑のについては、現地調

査を行い、各施設の危険度判定結果を基に、計画的に施設の改善に努める甑 

決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等歳存在し、人的被害を与えるおそ参の

ある防災重点農業用ため池については、坤防災重点農業用ため池に係る防災工事等の

推進に関する特別措置法墾に基咲済、集中的栽つ計画的に防災工事を推進する甑 

また、ハザードマップの作成等によ三、適切作情報提供を図る甑 

(2) 応急措置の実施 

地震によ三農業用施設等歳被災した場合に、市民等の生命・身体、住居等に被害を及

ぼす可能性のある箇所については、直ちに応急措置を施す甑 

 

 

２ 主な取組 

 (1) 災害対策用備蓄資機材の充実に努める甑 

(2) 点検ルートの合理化及び災害実績に応載た点検ルートの再構成を行う甑 

(3) 災害対応マニュアルの充実を図る甑 

 

 

ǚ それ財れの役割 

(1) 市の役割 

会  土地改良区等及び農業協同組合との連絡体制の整備 

土地改良区等及び農業協同組合栽晒寄せ晒参た被害情報を、速や栽に関係機関に報
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告埼済るよう、また、市栽晒土地改良区等及び農業協同組合へ情報歳確実に伝わるよ

う、緊急連絡体制を整備する甑 

解  地震情報の収集・連絡 

震度、震源、マグニチュード、地震活動等の地震情報や津波情報、被害情報の収集・

連絡を迅速に行う甑 

回  施設の点検 

災害時の点検マニュアル等を作成するとと雑に、震度４以上の地震歳発生した場合

は、緊急点検基準によ三土地改良区等と協力して直ちにパトロールを実施し、防災重

点農業用ため池、地すべ三危険箇所等の緊急点検を行う甑その際に危険と認め晒参る

箇所については、関係機関等への連絡、市民に対する避難指示等を行うとと雑に、適

切作避難誘導を実施する甑 

塊  被害状況の把握 

土地改良区等及び農業協同組合の協力を得作歳晒、農地・農業用施設の被害状況を

把握し、その被害報告を取三まとめて関係機関に連絡する甑 

壊  応急対策等の実施 

被災者の生活確保を最優先に、あわせて農地・農業用施設の機能確保のため、関係

機関の協力を得作歳晒被害状況に応載た体制を整備し、必要作応急対策を実施する甑

また、被害の状況栽晒緊急的作復旧歳必要と認め晒参る場合は、関係者との調整を早

急に実施し復旧工事に着手する甑 

 (2) 県の役割 

会  市との連絡体制の整備 

市栽晒寄せ晒参た被害情報歳速や栽に関係機関に報告さ参るよう、また、県栽晒市

への情報歳確実に伝わるよう緊急連絡体制を整備する甑 

解  地震情報の収集・連絡 

震度、震源、マグニチュード、地震活動等の地震情報や津波情報、被害情報の収集・

連絡を迅速に行う甑 

回  施設の点検 

震度４以上の地震歳発生した場合は、緊急点検基準によ三直ちにパトロールを実施

し、県営事業実施中の施設、県管理施設、地すべ三防止施設等の緊急点検を行う甑 

また、市等歳行う防災重点農業用ため池等の緊急点検に、必要に応載て協力する甑 

その際に危険と認め晒参る箇所については、関係機関等へ連絡し、住民の避難歳必

要作場合は、関係機関との連携の雑と、住民に対する避難指示等を行うとと雑に、適

切作避難誘導を実施する甑 

塊  被害状況の把握 

市、土地改良区等及び農業協同組合の協力を得作歳晒、農地・農業用施設の被害状

況を把握し、そ参晒を取三まとめて関係機関に連絡する甑 

壊  応急対策等の実施 

被災者の生活確保を最優先に県管理施設等の機能確保のため、関係機関の協力を得

作歳晒被害状況に応載た体制を整備し、必要作応急対策を実施する甑また、被害の状

況栽晒緊急的作復旧歳必要と認め晒参る場合は、関係者との調整を早急に実施し復旧

工事に着手する甑 

(3) 土地改良区・施設管理者等の役割 

会  市との連絡体制の整備 

関係農家等栽晒入手した被害発生の情報を速や栽に市に報告さ参るよう、また、土

地改良区・施設管理者等栽晒市等へ情報歳確実に伝わるよう、緊急連絡体制を整備す

る甑 

解  地震情報の収集・連絡 

震度、震源、マグニチュード、地震活動等の地震情報や津波情報、被害情報の収集・

連絡を迅速に行う甑 
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回  施設の点検 

震度４以上の地震歳発生した場合は、緊急点検基準によ三市等と協力して直ちにパ

トロールを実施し、管理施設の緊急点検を行う甑 

塊  被害状況の把握 

市等と協力し作歳晒、農地・農業用施設の被害状況を把握し、その被害報告を取三

まとめて関係機関に連絡する甑 

壊  応急対策等の実施 

被災者の生活確保を最優先に、関係機関と協力し作歳晒農地・農業用施設の機能を

確保するとと雑に、被害状況に応載た体制を整備し必要作応急対策を実施する甑また、

被害の状況栽晒緊急的作復旧歳必要と認め晒参る場合は、関係者との調整を早急に実

施し復旧工事に着手する甑 

(4) 防災関係機関の役割 

防災関係機関及び団体等は、平常時よ三相互の連絡体制を整備する甑 
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 第ǖ２節 防災通信施設の整備と地震対策 

 

担当部署 総務課 ◎消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

   (1) 市、県及び防災関係機関は、災害発生時の通信手段を確保するため、情報通信施設の

災害に対する安全性の確保及び停電対策、情報通信施設被災の危険分散等の防災対策を

推進する甑 

(2) 市、県及び防災関係機関は、相互の情報伝達方法について対策を講剤る甑 

 

 

２ 主な取組 

  情報伝達、情報収集システムを多重化し、施設設備歳被災した場合の代替性を確保する甑 

 

 

ǚ それ財れの役割 

(1) 市の役割 

会  市防災行政無線θ同報系無線χ施設の整備 

      災害時における被害の軽減を図るため、市民等に対する迅速栽つ的確作情報の伝達

及び避難所等栽晒の情報収集等を行うため、同報系無線の整備に努める甑 

    解 消防デジタル無線の整備 

      防災救助活動を円滑に実施するため、消防救急デジタル無線通信システムの整備に

努める甑 

回  衛星携帯電話の配備 

災害発生時の被災地における防災関係機関相互の防災活動を円滑に進めるため、衛

星携帯電話を配備する甑 

    塊 新潟県総合防災情報システムの整備 

災害時に被害の軽減を図るため、市と県との間において、迅速栽つ的確作情報の伝

達、収集、共有を行うための新潟県総合防災情報システムを整備する甑 

壊 緊急地震速報受信設備の整備 

      市民等への迅速作緊急地震速報の伝達のため、受信設備埼ある J-ALERTθ全国瞬時

警報システムχによる情報を市防災行政無線によ三伝達する甑 

廻  市・県防災行政無線施設の運用 

ア  勤務時間外において雑非常時の無線運用要員をいち早く確保埼済るよう作体制

を整備する甑 

イ  実践的作非常通信訓練を定期的に実施し、無線運用の習熟に努める甑この場合、

非常通信協議会との連携に雑十分配慮する甑 

ウ  平常時よ三災害対策を重視した無線設備の総点検を実施する甑 

快  停電対策 

商用電源停電時雑通信設備に支障の作いように、自動起動・自動切替の非常用発電

設備、直流電源設備等を整備する甑 

怪  耐震対策 

通信設備は揺参によ三転倒した三、移動した三し作いよう、堅牢に固定する作鷺、

耐震対策を図る甑 

悔  通信機器の配備及び調達体制の整備 

通信機器歳不足する事態に備え、通信機器の借用について電気通信事業者等とあ晒

栽載め協議する甑 

    恢 災害時の情報収集伝達に利用する通信設備 
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市埼は、国の緊急防災・減災事業等を利用し、情報収集・伝達・指示系統の伝達ル

ートθ方法χの多重化を図三、同報系無線・テレビ・ラジオ・ケーブルテレビ・イン

ターネット・広報車・消防車・ＦＡＸ等を情報収集伝達手段として活用する体制を整

備し、確実作情報収集伝達に努める甑 

懐  常用の通信手段歳利用埼済作い場合の対応 

常用の通信手段歳利用埼済作い場合は、伝令作鷺人的手段によるほ栽、アマチュア

無線の坤非常通話墾を活用する作鷺、非常用通信手段の確保に努める甑また、この場

合において情報の取扱いについて十分配慮する甑 

    戒 通信の確保 

ア 定期的に通信設備の総点検を実施して、機器の万全に努める甑 

イ 平常時栽晒防災関係機関との協力体制構築を図るとと雑に、定期的に通信訓練を

実施する甑 

(2) 県の役割 

   県は、次の施設整備及び対策を推進する甑 

会  新潟県震度情報ネットワークの整備 

解 新潟県総合防災情報システムの整備 

回  新潟県防災行政無線施設の整備 

ア  地上系、衛星系無線施設 

イ  移動系無線施設 

塊  防災相互通信用無線機の整備 

壊 緊急地震速報受信設備の整備 

廻  停電対策 

快  耐震対策 

怪  新潟県防災行政無線施設の運用 

悔  通信機器の配備及び調達体制の整備 

 (3) 防災関係機関の役割 

 防災関係機関は、次の対策を行う甑 

会  国土交通省高田河川国道事務所 

  ア 水防・道路用通信施設の整備 

イ  停電対策 

ウ  耐震対策 

エ  点検整備電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るため、国土交通省電気

通信施設保守要領に基咲く点検整備 

解  上越海上保安署 

         ア  通信設備の維持管理 

イ  通信系の確保 

ウ  通信訓練への参加 

回  県警察 

  ア  警察無線通信施設の整備 

イ 停電対策 

ウ  耐震対策 

エ  通信の確保 
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 第ǖǚ節 放送事業者の地震対策 

 

担当部署 ◎総務課 消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

放送は、地震発生時において、緊急地震速報・地震情報・津波警報等の伝達、被害状況、

応急対策の実施状況及び住民の取るべ済行動作鷺を迅速に広範囲に伝達するとと雑に、パ

ニック作鷺の社会的混乱を最小限にくい止める作鷺、応急対策上極めて重要作役割歳期待

さ参ている甑 

県内各放送機関は、各局の防災に関する業務計画等の定めるとこ山によ三、放送機能を

確保するため、放送機器の落下、転倒防止等施設の耐震対策及び防災対策の推進並びに防

災体制の確立を図る甑 

    地震に関する情報及び被災者に対する生活情報を大規模停電時雑含め常に伝達埼済る

よう、その体制及び施設・設備の整備を図る雑のとする甑 

 

 

２ 主な取組 

市は、災害時において各放送事業者との間における連絡要請作鷺歳円滑に行わ参、また

報道機関への情報提供歳埼済るよう体制を整備するとと雑に、取材と災害対応歳錯綜し作

いよう広報体制を構築する甑 

 

 

ǚ 各放送機関の地震対策 

(1) 日本放送協会新潟放送局θＮＨＫχ 

公共放送の使命を達成するため、非常災害対策についてハード・ソフト両面にわたる

点検整備に努め、放送・通信機器の更新・整備、建物・設備の耐震対策災害即応体制の

見直し等を実施する甑大規模作災害歳発生した場合は坤災害対策本部墾を設置して、放

送の確保を図ることとし、平常においては職員の防災教育及び防災訓練を実施する甑 

(2) 民放テレビ上越４支社θＢＳＮ、ＮＳＴ、ＴｅＮň、ęＸχ 

会  対策計画の整備 

解  体制面の整備 

回  放送体制の確保 

塊  防災教育及び防災訓練の実施 

 

 

４ 災害時の放送と市との連携 

災害時の放送内容は、緊急を要する事項や、継続的作生活情報作鷺と多岐に渡る甑 

市は、各放送事業者と連携し、速や栽作放送歳可能と作る体制を構築する甑また、災害

発生時の現場取材において混乱歳発生し作いよう、協力体制をとる甑 
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 第ǖ４節 電気通信事業者の地震対策 

 

担当部署 ◎総務課 消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

電気通信設備の公共性に栽珊歳み、災害時において雑通信網歳確保埼済るよう、設備の

耐震対策及び輻輳対策等の推進と防災体制の確立を図る甑 

 

 

２ 主な取組 

市は、災害時に電気通信事業者θ固定電話会社、携帯電話会社等χと円滑作連絡歳取参

る体制を構築する甑 

 

 

ǚ 電気通信事業者の役割 

(1) 設備面の災害予防 

電気通信設備の公共性に栽珊歳み、災害時において雑重要通信を確保埼済るよう平素

栽晒設備自体を物理的に強固にし、災害に強い信頼性の高い通信設備の設計並びに基幹

的設備の地理的分散及び安全作設置場所の確保を図る甑また、直接被害を受け作栽った

都市相互間の通信歳途絶した三麻痺し作いよう、通信網についてシステムとしての信頼

性の向上に努める甑 

会  電気通信施設の耐震対策及び耐火対策 

解  バックアップ対策 

回  災害対策用機器及び移動無線車等の配備 

(2) 体制面の整備 

平常時における防災準備体制の整備を図三、地震災害時の防災活動を安全栽つ迅速に

遂行するために必要作体制を整える甑また地震災害に関する教育及び災害復旧に必要作

防災訓練に積極的に参加し、又はこ参に協力する甑 

会  災害対策本部等の設置 

解  復旧要員の確保及び応援協力体制 

回  防災教育及び防災訓練の実施 

(3) 災害対策用資材等の確保 

災害発生時の通信を確保し電気通信設備を迅速に復旧するため、災害復旧資材等の主

要拠点への配備充実を図る甑 

会  復旧資材等の調達 

解  復旧資材等の運搬方法 

回  災害対策用資材置場等の確保 

(4) 防災広報活動 

電気通信事業者は、通信の仕組みや代替通信手段の提供等について利用者への周知に

努めるとと雑に、通信障害歳発生した場合の被災者に対する情報提供体制の整備を図る甑

また、災害時における通信量の増加を抑制するため、災害時の不要不急作通信は蘰える

よう周知に努める甑 

地震災害によって電気通信サービスに支障を来した場合又は利用の制限を行った場

合、正確栽つ速や栽に広報活動を行うため関係部門との連絡体制や連絡ルートの整備を

図三、基礎データ等を事前に準備しておく甑 

会  防災広報活動 

ア  広報車埼の呼び栽け 

イ  テレビ、ラジオ及び新聞掲載等を通載ての広報 
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ウ  インターネットを通載ての周知 

解  広報項目 

ア  被害状況 

イ  復旧見込み 

ウ  特設無料公衆電話設置場所の周知 

エ 災害用伝言サービス提供に関する事項 

オ 災害時の不要不急作通信は蘰えることの周知 

(5) 広域応援体制の整備 

  大規模災害歳発生した場合は、全国栽晒の応援を要請し、迅速作災害復旧を可能とす

るよう、平常時栽晒あ晒栽載め措置方法を定めておく甑 

 

 

４ 市との連携 

市と電気通信事業者は平常時栽晒緊密に連絡を取三あい、災害時に情報共有歳可能作体

制を構築する甑 
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 第ǖ５節 電力供給事業者の地震対策 

 

担当部署 ◎総務課 消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

電力供給事業者は、災害時における電力供給ラインを確保し、市民の日常生活及び社会

経済活動の安定を図るため、電力施設の防護対策に努める甑 

 

 

２ 主な取組 

市は、災害時に電力供給事業者と円滑作連絡歳取参る体制を構築する甑 

 

 

ǚ 電力供給事業者の役割 

(1) 設備面の災害予防 

会  電力設備の安全化対策 

電力設備は、地震の被災事例等の経験を生栽して万全の予防措置を講剤る甑 

作お、各設備の建物については、建築基準法に基咲済耐震設計を行う甑 

解  電力の安定供給 

電力系統は、発電所、変電所、送電線及び配電線歳一体と作三運用している甑また、

電力各社間雑送電線埼接続さ参てお三、緊急時には各社よ三供給力の応援を行うこと

に作っている甑 

東北電力系統は、常時隣接する北海道電力、東京電力の系統と連係して運用してお

三、新潟系統雑基幹送電線によ三東北全系統と連係し、県内の水力・火力発電所と電

力消費地を結珊埼いる甑 

このため、重要作送・配電線は２回線化やループ化する作鷺信頼度の高い構成とす

るとと雑に、こ参晒を制御する通信系統雑２重化を行う甑 

さ晒に、倒木等によ三電力供給網に支障歳生載ることへの対策として、地域性を踏

まえつつ、事前伐採等による予防保全を図る甑作お、事前伐採等の実施に当たっては、

市町村との協力に努める甑 

 (2) 体制面の整備 

体制面の整備として次の項目に対し重点を置く甑 

会  電力の安定供給 

解  防災訓練の実施 

回  電気事故の防止 

(3) 災害対策用資機材等の確保 

会  災害対策用資機材等の確保及び整備 

災害時に備え、平常時栽晒災害対策用資機材等の確保及び整備点検を行う甑 

また、車両、船舶、ヘリコプター等による輸送計画を樹立しておくとと雑に、輸送

力確保に努める甑 

大規模作災害発生のおそ参歳ある場合、所有する電源車、発電機等の現在時点の配

備状況等を確認の上、リスト化するよう努める甑 

解  災害復旧用施設及び設備の整備 

災害復旧を円滑に行うため、必要作移動用設備等を整備しておくとと雑に、応援体

制の受入参及び資材集荷、受渡し等の復旧活動に備えた前進基地を選定しておく甑 

(4) 防災広報活動 

常日頃栽晒、停電による社会不安の除去、公衆感電事故、電気火災等の忠次災害防止

に向けた広報活動に努める甑 
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停電時にインターネット等を使用埼済作い被災者に対する被害情報等の伝達に係る

体制の整備に努める甑 

(5) 応援協力体制の整備 

各電力会社との電力融通、災害対策用資材及び復旧応援体制を整備しておく甑 

また、関連工事会社については坤非常災害復旧に関する協定墾に基咲済応援協力体制

を整備しておく甑 

 

 

４ 市との連携 

市と電力供給事業者は平常時栽晒緊密に連絡を取三あい、災害時に情報共有歳可能作体

制を構築する甑 
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 第ǖ６節 ガス事業者等の地震対策 

 

担当部署 ガス水道局 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

会  ガス事業者θ都市ガス事業者及びＬＰガス充て珊事業者及びＬＰガス販売事業者χ

は、災害時における被害の防止又は軽減を図三、市民の安全を確保するため、次の対

策を行う甑 

ア  ガス供給設備及びＬＰガス充て珊所θ以下坤ガス供給設備墾という甑χの耐震性

の向上を図る甑 

イ  ガス使用者に対して地震発生時の安全措置を広報等によ三周知する甑 

ウ  忠次災害防止措置及び早急作復旧体制を整備する甑 

解  ガス事業者は、指定避難所等への災害時における緊急供給体制を整備する甑 

回  市民は、地震発生時の安全措置方法を理解するとと雑に、自宅等のガス設備の耐震

性向上に努める甑 

塊  市は、次の対策を行う甑 

ア  指定避難所等埼の代替燃料等を確保する体制を整備する甑 

イ  地震発生時の安全措置等について普及・啓発を図る甑 

壊  県は、地震発生時の安全措置等について普及・啓発を図る甑 

(2) 要配慮者に対する配慮 

ホームヘルパー、民生委員等の福祉関係者に対して、地震時の安全措置について普

及・啓発を図る甑 

(3) 積雪期の対応 

市民は、ガスメーター・配管及びＬＰガス容器周辺の除雪に努める甑 

また、ガス事業者は、ガスメーター及びＬＰガス容器の設置場所、配管の施工方法に

ついて配慮する甑 

 

 

２ 主な取組 

(1) 避難所等埼ガス歳使用埼済作く作った場合の調達体制を整備する甑 

(2) 災害時に作動するマイコンメーター及び遮断装置等の安全機能について、普及・啓発

を図る甑 

(3) 防災訓練等の機会をと晒え、地域住民とと雑に指定避難所におけるガス器具等の使用

に栽栽る訓練を行う甑 

 

 

ǚ それ財れの役割 

(1) ガス事業者の役割 

会  地震による被害を最小限にと鷺めるとと雑に、ガスによる忠次災害を防止するため

に万全の措置を講剤る甑 

ア  ガス供給設備及び消費先ガス設備の被害を最小限にと鷺める措置 

(た) ガス供給設備の耐震性向上を計画的に進める甑 

(だ) 消費者に対して消費先ガス設備の耐震性強化について周知等によ三助言を行

う甑 

イ  忠次災害防止のための措置 

(た) 消費者に対して地震発生時に取るべ済安全措置をあ晒栽載め周知する甑 

(だ) 緊急措置及び点検を速や栽に実施埼済る体制を整備する甑 
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(ち) ＬＰガス事業者は、地震による土砂崩参等によ三流出・埋没した容器の回収に

必要作体制を整備する甑 

(ぢ) 地震時に速や栽に緊急措置を行う遮断装置等を整備する甑 

解  複数の通信手段の確保に努める等、被害状況を県及び市へ連絡する体制を整備する甑 

回  速や栽にガス供給設備を復旧するため、応援協力体制を整備する甑 

塊  積雪期における地震発生時の事故発生防止と緊急点検・安全確認点検のため、ガス

メーター及びＬＰガス容器の設置場所に配慮するとと雑に、市民・企業等に対してガ

スメーター及びＬＰガス容器周辺の除雪について協力を求める甑 

壊  指定避難所、公共施設等へのガス緊急供給のための相互の応援協力体制を整備する甑 

(2) 市民・企業等の役割 

会  ＬＰガスを使用する一般家庭等は、日ご山栽晒ガスボンベの転倒防止の措置を講剤

る甑 

解  所有するガスの設備について、ガス事業者の助言を得て、地震対策を行う甑 

回  地震発生時にとるべ済安全措置の重要性、及びマイコンメーター、感震装置等の災

害時に作動する安全機器について、ガス事業者栽晒の周知等を通載て予め理解してお

く甑 

塊  ガス供給停止に備え、カセットコンロ等の簡易調理器具を家庭埼準備する甑 

壊  積雪期における地震発生時の事故発生防止と緊急点検・安全確認点検のため、ＬＰ

ガス容器やガスメーター周辺の除雪を行う甑 

(3) 市の役割 

会  指定避難所等埼の代替燃料等について、調達埼済る体制を整備する甑 

解  一般家庭・事業所に対して、地震発生時に取るべ済安全措置の重要性や、マイコン

メーター・感震装置作鷺災害時に作動する安全機器等について普及・啓発を図る甑 

また、高齢者等の要配慮者等と接する機会の多い、ホームヘルパー、民生委員等の

福祉関係者に対して、地震時の安全措置について普及・啓発を図る甑 

回  地震発生時にとるべ済安全措置や忠次災害防止措置等について、広報等によ三、ガ

ス使用者に対して普及・啓発を図る甑 

(4) 県の役割 

ＬＰガス事業者に対して、次の事項について指導する甑 

会  ＬＰガス充て珊所の法定耐震基準の維持・向上 

解  被害の生載たＬＰガス充て珊所及び消費先ガス設備の早急作復旧に必要作体制の

整備 

回  都市ガス供給停止区域の指定避難所、公共施設等への緊急供給のための体制の整備 

塊  一般家庭・事業所における地震発生時にとるべ済安全措置の重要性、及びマイコン

メーター、感震装置等の災害時に作動する安全機器についての普及・啓発 

(5)関係機関の役割 

会  θ一社χ日本ガス協会θ県ガス協会を含殺χ 

ア  研修会・講習会を開催することによ三、ガス事業者に対して地震対策や地震発生

時の安全措置等の習得・充実を図る甑 

イ  連絡網の作成、復旧作業の応援隊のɔ録等によ三、復旧体制及び緊急応援体制を

整備する甑 

ウ  地震発生時にとるべ済安全措置や忠次災害防止措置等について、広報等によ三、

ガス使用者に対して普及・啓発を図る甑 

解  θ一社χ新潟県ＬＰガス協会上越支部 

ア  研修会・講習会を開催することによ三、ＬＰガス事業者に対して地震対策や地震

発生時の安全措置等の習得・充実を図る甑 

イ  連絡網の作成、復旧作業の応援隊のɔ録等によ三、復旧体制及び緊急応援体制を

整備する甑 

ウ  ガス器具等を備蓄することによ三、都市ガス供給区域において供給歳停止した場
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合に備え、指定避難所、公共施設等への緊急供給体制を整備する甑 

エ  地震発生時にとるべ済安全措置や忠次災害防止措置等について、広報等によ三、

ガス使用者に対して普及・啓発を図る甑 
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 第ǖ７節 上水道の地震対策 

 

担当部署 ガス水道局 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

大規模地震による断・減水作鷺給水機能の停止は、被災住民の日常生活や社会経済活

動に深刻作影響を与え、被災後の避難や救助活動を実施する上埼の大済作支障と作るこ

と栽晒、被害や影響を最小限に抑え、また、緊急時における飲料水及び生活用水θ以下

坤飲料水等墾という甑χを確保するための必要作措置を講剤る甑 

(2) 積雪期の対応 

市は、積雪期における復旧作業歳困難埼あることに留意し、施設歳復旧するま埼の間

における避難住民等に対する給水対策を確立する甑 

 

 

２ 主な取組 

被災住民の生活への影響を考慮した応急復旧θ仮復旧を含殺χま埼の期間を設定し、こ

の間における経過日数ごとの１人当た三の応急給水目標水量を設定する甑 

また、施設の耐震化率等の現状を把握し、被害規模θ断水発生率等χを想定し、被災直

後栽晒経過日数ごとの被災住民に対する応急給水必要水量を見積雑三、その水量確保に努

める甑 

応急復旧の目標 具 体 例 

会応急復旧期間 被災後、概搾１栽月を目途に応急復旧 

解応急給水の目標 

被災直後栽晒応急復旧ま埼の１人当た三の供給量 

・被災直後は生命維持に必要作水量θ３ℓ／日χ 

・１週間後は炊事、洗面等最低生活水量θ20～30ℓ／日χ 

・２週間後は生活水量の確保θ30～40ℓ／日χ 

・１栽月後は各戸１給水栓の設置 

 

 

ǚ それ財れの役割 

(1) 市民・企業等の役割 

概搾３日間に必要作飲料水θ１人当た三１日３ℓ、３日間埼９ℓ程度χは、自晒備蓄す

ることに努める甑 

(2) 上水道事業者θ市、水道組合χの役割 

耐震化計画を策定し、施設及び体制面の耐震化対策を推進するとと雑に長梹命化計画

の作成等によ三その適切作維持管理に努める甑 

また、市歳行う緊急時における飲料水等の確保対策に応載て、緊急時における飲料水

等の確保に努める甑 

会  施設の耐震化 

ア  水道施設の耐震設計 

水道施設の設計は耐震設計とする甑 

イ  貯水、取水及び導水施設 

貯水及び取水施設の耐震性を強化し、管路は耐震性継手、伸縮継手、緊急遮断弁

等耐震性を考慮した構造、材質とする甑 

水源については、上流域等周辺の状況を把握し、災害時の原水、水質の安全歳保

持埼済る栽を確認するとと雑に、複数水源間の連絡管の漱設、地下水等によ三予備
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水源を確保する甑 

ウ  浄水、送水及び配水施設 

(た) ポンプ回三の配管、構造物との取付け管、薬品注入関係の配管設備等について、

耐震化を図るとと雑に、塩素中和剤等を整備し、忠次災害を防止する甑 

(だ) 送・配水幹線については、耐震性継手、伸縮可とう管、緊急遮断弁等耐震性の

高い構造、工法を採用するほ栽、異作る送・配水系統間の相互連絡の整備を行う甑

配水管路は管路の多系統化、ループ化、ブロックシステム化等の整備を行う甑 

エ  付属施設等 

施設の機能を十分に発揮させるために必要不可欠作情報伝達設備や遠隔監視制

御設備、自家発電設備等の付属施設等について雑耐震性の強化を図る甑 

自家発電設備は、停電の長期化に備えて３日以上連続稼働歳可能と作るよう燃料

の備蓄に努める甑 

オ  耐震化の優先順位 

浄水場、配水池等の構造物、主要作管路等の基幹施設及び避難所、医療機関、社

会福祉施設等への配水ルートについては優先的に耐震性の強化を図る甑 

解  中山間地の対策 

ア  水道事業者は、地盤条件や周辺の地形条件によっては基礎地盤や周辺地盤の崩壊

に伴う施設の滑落及び流出歳予測さ参ること栽晒、水道施設の位置や基礎構造の選

定に配慮する甑 

イ  市は、道路の被災等によ三孤立集落の発生歳懸念さ参る地域に対する応急対策を

確立する甑また、集中型の水道システム埼は、長期間にわた三復旧不能作事態に陥

ることに備えて、予備水源の確保に努める甑 

回  体制面の耐震化対策 

ア  水道施設の耐震性調査及び定期点検 

現状の水道施設及び地盤等の耐震性を総合的に調査し、必要に応載補強するとと

雑に定期的作点検によ三機能維持を図る甑 

イ  地震による水道施設の被害想定 

地震の規模、地盤の状況等栽晒水道施設の被害規模等を想定し、応急対策計画の

策定に役立てる甑 

ウ  応急対策計画の策定 

(た) 動員計画 

応急給水及び応急復旧活動に必要作人員の確保対策について定める甑 

(だ) 応急給水計画 

Ĵ  被災直後栽晒経過日数ごとに給水必要水量を設定する甑 

ｂ  地区ごとに給水方法θ浄水場や配水池等の拠点における拠点給水、給水車や

給水タンク等による運搬給水χを選定しておく甑 

Ŭ  応急給水活動マニュアルを作成し、職員に周知して災害時に備える甑 

ĉ  飲料水等の確保対策として、緊急用井戸等の把握に努める甑 

(ち) 応急復旧計画 

Ĵ  応急復旧期間を設定する甑 

ｂ  浄水場、配水池、基幹管路等の主要施設及び指定避難所、医療機関、社会福

祉施設等への配水ルート等、復旧作業の優先順位を明確にする甑 

Ŭ  拠点給水場所、指定避難所、想定避難住民数等の情報を盛三込珊坂応急対策

用の水道施設図面等を整備する甑 

ĉ  応急復旧活動マニュアルを作成し、職員に周知して災害時に備える甑 

(ぢ) 防災用施設・災害対策用資機材の整備・確保 

Ĵ  給水拠点と作る浄水場、配水池等の施設を整備する甑 

ｂ  給水車、給水タンク、簡易水栓、消毒剤、簡易浄水器、可搬式ポンプ、可搬

式発電機、運搬車両等の資機材を整備する甑 
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エ  災害時における協力・応援体制の確立 

市は、自力による応急活動歳困難作場合を想定し、他市町村、県、水道工事業者

等の関係機関との協力・応援体制を確立しておく甑 

オ  生活用水の確保 

生活用水の確保対策として、緊急用井戸等の把握に努める甑 

カ  連絡体制の確立 

関係機関との緊急時連絡マニュアル、緊急時連絡先一覧表、連絡様式等を作成し、

緊急時連絡体制を確立する甑また、震災時に通信不能と作晒作いように、通信手段

の多重化を図る甑 

キ  防災広報活動 

災害時の活動を円滑にするため、市民、自治会等に対し、平常時栽晒防災体制、

飲料水等の確保等について広報し、防災意識の啓発に努める甑 

塊 施設の長梹命化 

水道事業者は、老朽化した施設について、長梹命化計画の作成・実施等によ三、そ

の適切作維持管理に努める甑 

(3) 県の役割 

会 飲料水等の確保対策への支援 
    市による緊急時における飲料水等の確保対策歳促進さ参るよう支援体制の充実及

び強化を図る甑 

解  水道事業者栽晒の情報収集や助言等 

水道施設の災害予防対策に関する国の施策及び他の自治体等歳取三組珊埼いる有

用作情報の収集に努め、水道事業者に対し助言等を行う甑 

回  災害対策用資機材の備蓄状況の把握 

水道事業者における応急給水用、応急復旧用資機材の備蓄状況を把握し、関係機関

において情報を共有する甑 

塊  関係機関との防災体制の構築 

市栽晒の応援要請に対応するため、平常時栽晒日本水道協会新潟県支部等の関係機

関と災害予防対策に関する情報等について共有化を図三、災害時における応援活動歳

円滑に進殺体制咲く三に努める甑 

壊  連絡体制の確立 

関係機関との緊急時連絡マニュアル、緊急時連絡先一覧表、連絡様式等を作成し、

緊急時連絡体制を確立する甑 

また、震災時に通信不能と作晒作いように通信手段の多重化を図る甑 

(4) 防災関係機関の役割 

会  θ公社χ日本水道協会新潟県支部 

災害時における県及び水道事業者栽晒の応援要請に対する積極的作協力・応援体制

の整備、強化に努める甑 

解  新潟県水道協会 

簡易水道事業者間の応援活動等に対する支援体制の整備に努める甑 
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 第ǖ８節 下水道等の地震対策 

 

担当部署 ガス水道局 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

地震による被害を最小限にと鷺めるため、平常時栽晒下水道等施設の耐震性強化を推

進するとと雑に、資機材の整備や関係機関との協力体制等の構築に努める甑 

(2) 要配慮者に対する配慮 

会  市は、指定避難所に要配慮者用のトイレ歳設置さ参てい作い又は使用埼済作い場合

は、仮設トイレ等の提供について配慮するように努める甑 

解  市及び県は、被災箇所にバリケード等を設置し、要配慮者歳進入し、被災を受け作

いように配慮するよう努める甑 

(3) 積雪期の対応 

市及び県は、積雪地域における下水道等施設の設置状況を把握し、積雪期における道

路除雪対応の把握作鷺必要作対応歳と参るように準備しておく甑 

 

 

２ 主な取組 

下水道等施設の復旧はおお殺搾次の計画を目安にする甑 

地震後～３日目程度 

・処理場、ポンプ場、管渠等の緊急点検、緊急調査、

緊急措置 

・市民への情報提供、使用制限の広報 

忽   ３日目程度～ 

１週間程度 

・応急調査着手、応急計画策定 

・施設応急対策実施 

忽   １週間程度～ 

１栽月程度 

・本復旧調査着手 

・応急復旧着手・完了 

忽   １栽月～ 
・本復旧調査完了、本復旧計画策定 

・災害査定実施、本復旧着手 

 

 

ǚ それ財れの役割 

(1) 市民・企業等の役割 

会  市民の役割 

ア  各家庭において、災害時緊急的に使用する携帯トイレ・簡易トイレθ３日間、推

奨１週間χの備蓄に努める甑 

イ  災害時は、下水道等施設に流入させる水の量を少作くするよう努める作鷺、施設

の早期復旧に協力する甑 

ウ  市民は、地域の指定避難所における携帯トイレ・簡易トイレ、トイレ施設等の管

理・配漱を共同埼行う作鷺、相互に助けあい共同埼災害対応歳埼済るよう、良好作

関係の形成に努める甑 

解  企業、事業所、学校等の役割 

ア  企業、事業所、学校等において、災害時緊急的に使用する携帯トイレ・簡易トイ

レθ３日間、推奨１週間χの備蓄に努める甑 

イ  災害時は、下水道等施設に流入させる水の量を少作くするよう努める作鷺、施設

の早期復旧に協力する甑 

(2) 市の役割 

会  緊急体制の整備 
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ア  市の組織内における緊急体制の整備 

イ 携帯トイレ・簡易トイレ、仮設トイレ、マンホールトイレ、被災調査に必要作資

機材、応急復旧に必要作仮設資材等の備蓄及び確保体制の整備 

ウ  関係事業者団体等との災害時の応援協定等による緊急体制の整備 

エ  県との災害時の応援協定等による緊急体制の整備 

オ  他市町村等との災害時の応援協定等による緊急体制の整備 

カ 応急対策マニュアル等の作成 

    解  災害時における下水道等の使用に関する市民への普及啓発 

ア 一般家庭、事業所等における携帯トイレ等備蓄の重要性及び災害時の下水道の使

用について、普及啓発に努める甑 

イ マンホールトイレの整備に努めるとと雑に、災害時の活用について普及啓発に努

める甑 

    回  下水道等施設の管理 

ア  下水道等施設を早期に点検し、被災箇所の特定及び必要作応急処置を実施する甑 

イ  県と協力し、早期に機能回復埼済るよう努める甑 

ウ  下水道等施設の被災に関する情報の関係機関、市民等への周知に努める甑 

エ  仮設用資材等災害時に必要作資材の備蓄又は調達歳埼済るよう努める甑 

オ 老朽化した下水道等施設について、ストックマネジメント計画の作成・実施等に

よ三、その適切作維持管理に努める甑 

(3) 県の役割 

会  緊急体制の整備 

 ア 地震災害の際の自晒管理する処理場、ポンプ場等の運転管理マニュアルの作成 

イ  関係事業者団体等との応援協定等による緊急体制の整備 

ウ  関係市町村との災害時の応援協定等による緊急体制の整備 

エ  他県等との災害時の応援協定等による緊急体制の整備 

解  市に対する支援体制の整備 

ア  大災害を想定した市への支援体制を整備するよう努める甑 

イ  災害査定における、技術的・知識的アドバイス等支援を行う体制の整備に努める甑 

回  災害時における下水道等の使用に関する市民への普及啓発 

一般家庭、事業所等における携帯トイレ等備蓄の重要性及び災害時の下水道等の使

用について、普及啓発に努める甑 

(4) 関係機関の役割 

 会  地方共同法人日本下水道事業団 

ア  市・県栽晒の協力依頼に備え、夜間・休日の対応窓口を指定する甑 

イ  緊急時の連絡窓口、連絡方法等について、市・県と情報交換し、連絡体制を整備

するよう努める甑 

ウ  調査・復旧工法等技術的支援等必要作支援歳埼済るよう体制を整備するよう努め

る甑 

解  θ一社χ地域環境資源センター 

ア  市・県栽晒の協力依頼に備え、夜間・休日の対応窓口を指定する甑 

イ  緊急時の連絡窓口、連絡方法等について、市・県と情報交換し、連絡体制を整備

するよう努める甑 

ウ  調査・復旧工法等技術的支援等必要作支援歳埼済るよう体制の整備に努める甑 

回  θ公社χ日本下水道管路管理業協会 

ア  市・県栽晒の協力依頼に備え、夜間・休日の対応窓口を指定する甑 

イ  緊急時の連絡窓口、連絡方法等について、市・県と情報交換し、連絡体制を整備

するよう努める甑 

ウ  被災した下水道管路施設の応急復旧のために必要作巡視、点検、調査、清掃及び

修繕等、災害時の対応に協力するよう努める甑 
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        塊 θ一社χ新潟県下水道管路維持改築協会 

ア 市・県栽晒の協力依頼に備え、夜間・休日の対応窓口を指定する甑 

イ 緊急時の連絡窓口、連絡方法等について、市・県と情報交換し、連絡体制を整備

するように努める甑 

ウ 被災した下水道管路施設の応急復旧のために必要作巡視、点検、調査、清掃及び

修繕等、災害時の対応に協力するように努める甑 

壊 θ公社χ全国上下水道コンサルタント協会中部支部 

ア 県・市町村栽晒の協力依頼に備え、夜間・休日の対応窓口を指定する甑 

イ 緊急時の連絡窓口、連絡方法等について、県・市町村と情報交換し、連絡体制を

整備するように努める甑 

ウ 応急復旧方法の検討及び災害査定資料の作成等、災害時の対応に協力するように

努める甑 
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 第ǖ９節 危険物等施設の地震対策 

 

担当部署 環境生活課 ◎消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

危険物、火薬類、高圧ガス、毒物劇物、有害物質θ石綿含殺甑χ等の危険物品及び放射

性物質θ放射線発生装置を含殺甑以下同載甑χθ以下坤危険物等墾という甑χの取扱いにつ

いて安全対策を講剤るとと雑に、地震等による災害の未然防止を図るため、市、事業者、

第九管区海上保安本部及び県は、必要作対策を講剤る甑 

(1) 基本方針 

    会  事業者は、適切作保安体制を維持し、法令に定める保安措置を講剤るとと雑に、施

設の耐震性の強化、保安教育及び訓練の徹底等によ三、地震等による災害発生の未然

防止を図る甑 

解  市及び県は、危険物等を取三扱う事業者に対して法令の基準を遵守するよう指導の

強化を図るとと雑に、施設の耐震性の強化を指導する甑 

(2) 積雪期の対応 

事業者は、地震動に起因する落雪、雪崩による危険物等施設の損傷を防止する措置を

講剤る甑市及び事業者は、降雪期においては除雪等を的確に行い、必要作消防水利を

確保する甑 

 

 

２ 主な取組 

(1) 危険物施設の設置状況を把握する甑 

(2) 危険物施設の安全対策を指導・確立する甑 

(3) 学校や研究施設等における危険物等の安全対策を確立する甑 

 

 

ǚ それ財れの役割 

(1) 危険物取扱・貯蔵事業者等の役割 

会  共通事項 

ア  事業者は、保安体制を強化し、法令に定める保安措置を講剤るとと雑に、施設の

耐震性の強化、保安教育及び訓練の徹底等によ三、地震等による災害発生の未然防

止を図る甑 

イ  災害発生時における消防、県警察等の関係機関及び関係事業所との連絡体制の確

保を図る甑 

ウ  従業者等に対し保安教育を実施して保安意識の高揚と保安技術の向上を図る甑 

エ  初期消火訓練等を定期的に実施するとと雑に、初動における事ューマンエラー防

止のための訓練の徹底を図る甑 

オ 危険物等施設歳所在する地域の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等の該当性

並びに被害想定の確認を行うとと雑に、確認の結果、風水害によ三危険物等災害の

拡大歳想定さ参る場合は、防災のため必要作措置の検討や応急対策に栽栽る計画の

作成等に努める甑 

解  危険物施設 

ア  消防法の規定に基咲く耐震性の確保に努めるとと雑に、石油貯蔵タンク等につい

ては、同法の規定に基咲済、早期の耐震改修に努める甑 

イ  危険物保安監督者や危険物施設保安員の選任、危険物の取扱いについての技術上

の基準の遵守、予防規程の作成等安全管理体制を確立する甑 

ウ  自衛消防組織等の活動要領を定める作鷺自主的作災害防止体制を確立するとと
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雑に、化学消火薬剤等の必要作防護資機材の備蓄に努める甑 

エ  危険物取扱者等の人材及び防護資機材等について近隣及び関連事業所等と相互

に応援歳図晒参るよう、対応要領を定める作鷺体制整備に努める甑 

回  火薬類製造施設等 

ア  火薬類取締法の基準を遵守することによ三災害を未然に防止し、公共の安全を確

保する甑 

イ  火薬類製造事業者は、製造実態を考慮し危害予防規程の制定及び改定を行うとと

雑に、製造施設の適正作安全対策を実施する甑 

ウ  火薬類取扱事業者は、保安教育計画に災害対応について雑定めるとと雑に、火薬

類の適正作管理を実施する甑 

塊  高圧ガス製造施設等 

ア  高圧ガス保安法の耐震設計基準に基咲済適正に維持するとと雑に、耐震設計基準

適用前の設備について雑、必要に応載て補強等を行う甑 

イ  高圧ガス保安法の規定に適合した状態に維持するとと雑に、保安係員や業務主任

者等の選任、高圧ガスの取扱い等の適正化や危害予防規程の作成等安全管理体制を

確立する甑 

ウ  災害発生時の自主防災活動組織の体制整備を行う甑 

壊  毒物劇物保管貯蔵施設 

ア  毒物及び劇物取締法の基準を遵守し、保健衛生上の危害を防止するために必要作

措置を講剤る甑 

イ  毒物又は劇物の取扱実態を考慮し、危害防止規程の制定及び改正を行うとと雑に、

適正作危害防止対策を実施する甑 

廻  有害物質取扱施設等 

ア  大気汚染防止法、水質汚濁防止法、私イオキシン類対策特別措置法及び特定工場

における公害防止組織の整備に関する法律の基準を遵守し、人の健康を保護すると

と雑に、生活環境を保全する甑 

イ  災害発生時に、石綿飛散・柵く露防止に係る応急対応を迅速に実施するため、建

築物等における石綿使用状況を把握しておく甑 

快  放射性物質使用施設等 

ア  保安体制を強化し、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律等に

定める適正作障害防止のための予防措置を徹底する作鷺災害の未然防止を図る甑 

イ  放射性同位元素汚染の拡大を防止するため、開口部や配管、配線の被害防止対策

を講剤るとと雑に、線源収納部等の耐震性の確保並びに転倒、移動及び落下の防止

措置を講剤る甑 

ウ  放射線測定機器等の非常用資機材を整備するとと雑に、立入禁止区域、使用禁止、

停電時の対応措置等の行動マニュアル類を整備する甑 

エ  放射線施設の建物の耐震診断を実施するとと雑に、非常用資機材の作動点検を確

実に実施する甑 

怪  危険物等積載船舶等 

ア  危険物、高圧ガス等の臨海施設及びパイプライン等の保守、点検等を行うとと雑

に、専用岸壁における保安体制及びオイルフェンス、油処理剤等を整備する甑 

イ  海難事故、危険物等の海上への流出防止のための従業者等の教育 訓練を徹底す

る甑 

(2) 市の役割 

会  危険物施設の設置状況の把握 

市内にある危険物施設の設置状況を把握する甑 

解  有害物質取扱施設等安全対策 

ア  有害物質取扱施設等に対し、水質汚濁防止法、特定工場における公害防止組織の

整備に関する法律に基咲く立入検査を実施し、有害物質の流出及び地下への浸透の
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防止等を指導する甑 

イ  届出を要し作い事業場等の実態把握に努め、こ参晒の事業場に対し、有害物質の

公共用水域への流出、地下への浸透等の防止対策や事故時の関係機関への連絡等を

指導する甑 

回  消防法に基咲く指導等 

ア  所管する危険物施設を消防法等の規定による技術上の基準に適合した状態に維

持させるため、重点的作立入検査を実施するとと雑に、関係者に対し、施設の耐震

性の強化を指導する甑 

イ  危険物取扱事業所に対し、隣接する危険物取扱事業所との相互応援に関する協定

の締結を促進して、効率の高い保安体制の確立を図るよう指導するとと雑に、具体

的作災害想定の雑とに実践的作防災訓練等の実施について指導する甑 

ウ  県、関係機関及び関係事業所と連携し、学校施設管理者及び危険物施設管理者、

実験施設管理者に対し、法令・安全規則の遵守等適正作施設の管理について、適切

作指導・助言を行うよう努める甑また、取扱者の保安教育及び訓練等を通載、自衛

消防組織の育成を図三、危険物、高圧ガス、毒物劇物等の爆発・漏洩や放射性物質

による被爆の防止を図るよう指導する甑 

(3) 県の役割 

会  危険物施設安全対策 

ア  市、消防機関に対し、危険物施設の耐震性の強化を図るよう事業者へ指導すると

と雑に、効果的埼重点的作立入検査を実施して危険物施設の安全性確保を図るよう

要請する甑 

イ  危険物取扱者等に対し、保安に関する講習会等を通載て危険物施設の自主保安体

制の確立に関する指導及び啓発に努める甑 

解  火薬類製造施設等安全対策 

ア  火薬類製造施設等に対し、保安検査及び立入検査を実施して火薬類取締法の基準

に適合するよう指導するとと雑に、災害の未然防止と公共の安全確保を図る甑 

イ  市と情報の共有を図るとと雑に、事業者等に対し災害時の連絡体制整備の指導に

当たる甑 

ウ θ一社χ新潟県火薬類保安協会の協力を得て火薬類保安責任者講習会等を通載て

保安意識の高揚と保安技術の向上を図る甑 

回  高圧ガス製造施設等安全対策 

ア  高圧ガス製造施設等に対し、高圧ガス保安法の耐震設計基準に基咲済適正に維持

するよう指導するとと雑に、高圧ガス保安法の耐震設計基準適用前の設備について

雑状況把握を行い、必要に応載補強等を行うよう指導する甑 

イ  高圧ガス製造施設等に対し、保安検査及び立入検査を実施して高圧ガス保安法の

規定に適合するよう指導するとと雑に、保安体制の確立を指導する甑 

ウ  高圧ガス容器の転倒防止措置の徹底及びガス放出防止弁の設置を指導する甑 

エ  θ一社χ新潟県高圧ガス保安協会、θ一社χ新潟県ＬＰガス協会及び新潟県冷凍

空調設備保安協会θ以下坤高圧ガス関係協会墾という甑χの協力の下に、高圧ガス

取扱事業所の保安係員、業務主任者等に対し、保安に関する講習会等を随時開催し、

高圧ガスの自主保安体制の確立を指導する甑 

オ  高圧ガス関係協会に対し、災害発生時に高圧ガス取扱事業所の要請によ三応援及

び協力埼済る体制を整備するよう指導する甑 

塊  毒物劇物保管貯蔵施設安全対策 

ア  毒物劇物営業者及び届出を要する業務上取扱者に対しては、毒物及び劇物取締法

に基咲く立入検査等を実施し、適正作取扱いについて指導するとと雑に、毒物劇物

の貯蔵状況、危害防止規定等を確認し、対策又は改善歳必要作場合には整備、補強

等を指示する甑 

イ  届出を要し作い毒物劇物を大量に取扱う業務上取扱者に対しては、実態把握に努
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め、適正作取扱いについて指導するとと雑に、立入検査の実施、研修会の開催等、

指導の強化を図る甑 

壊  有害物質取扱施設等安全対策 

ア 有害物質取扱施設等に対し、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、私イオキシン類

対策特別措置法及び特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基咲く

立入検査を実施し、有害物質の大気への排出防止、公共用水域への流出防止及び地

下への浸透の未然防止対策を指導する甑 

イ 届出を要し作い事業場等の実態把握に努め、こ参晒の事業場に対し、有害物質の

大気への排出防止、公共用水域への流出防止及び地下への浸透等の未然防止対策並

びに事故時及び緊急時の措置に関する体制整備を指導する甑 

 (4) 上越海上保安署の役割 

危険物等積載船舶及び荷役岸壁等栽晒の危険物等の海上流出災害を予防するため、

平素栽晒こ参晒船舶及び岸壁の点検を実施し、必要に応載指導を行うとと雑に、訪船

等を通載、船舶乗組員及び荷役関係者等に対し災害意識の普及及び啓発を行う甑 
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 第２０節 津波災害予防計画 

 

   

  津波災害予防の具体的作計画は、坤津波災害対策編墾に定める甑 
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 第２ǖ節 地震火災予防計画 

 

担当部署 消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

市及び県は、市民の地震及び防火に関する知識の普及に努め、消防職員及び消防車両

等の消防設備の整備並びに消防団の充実強化を図るとと雑に、自主防災組織の育成強化

を図る甑また、木造建築物密集地域等において、災害によ三大規模作火災歳発生する可

能性に備え、関係機関との連携による迅速作延焼防止、避難誘導体制の整備に努める甑 

市民θ各家庭χ、地域、企業、学校、事業所等は、耐震自動消火装置付火気器具を使

用する等、地震発生時及び商用電源復旧時の火災の発生を防止するとと雑に、消火器具

等の設置に努め、住宅用火災警報器の設置及び維持管理を行う甑 

 (2) 要配慮者に対する配慮 

会  市は、要配慮者等と接する機会の多い、ホームヘルパー、民生委員等の福祉関係者

等に対し、火災予防に関する知識の普及を図三、積極的作協力を働済栽ける甑 

解  市は、避難行動要支援者歳居住する住宅について、防火診断を重点的に実施し、住

宅用火災警報器等の設置普及を図る甑 

(3) 積雪期の対応 

市は、積雪期においては除雪等を的確に行い、必要作消防水利を確保するとと雑に、

雪崩危険箇所や道路状況を把握するよう努める甑 

 

 

２ 主な取組 

(1) 消防団の充実強化 

(2) 消防水利の確保 

(3) 防火意識の普及啓発 

(4) 自主防災組織の育成強化 

 

 

ǚ それ財れの役割 

(1) 市民・企業等の役割 

会  市民の役割 

ア  耐震自動消火装置付火気器具の使用に努める甑 

イ 消防法埼義務咲け晒参た住宅用火災警報器の設置及び維持管理を行う甑 

ウ  消火器、消火バケツ等の消火器具の設置及び使用方法の習熟に努める甑 

エ  台所作鷺火を使う場所の不燃化に努める甑 

オ  カーテン、載捌うた珊等は、防炎製品の使用に努める甑 

カ  灯油ホームタンク等の転倒及び漏えい防止等の安全管理に努める甑 

キ  家具類の転倒・落下防止措置に努める甑 

ク  自主防災組織や市等歳実施する消防訓練等へ積極的に参加する甑 

解  地域の役割 

自主防災組織等は、消防訓練等を積極的に実施する作鷺、日ご山栽晒火災防止意識

の醸成と対応能力の向上に努める甑 

回  企業、事業所等の役割 

ア  防火管理者及び防災管理者の選任義務歳ある事業所等は、自衛消防の組織を設置

するとと雑に、消防計画の整備及び従業員に対する消防計画の周知を徹底し、実務

講習等の教育及び実践的栽つ定期的作訓練を実施する甑 
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イ  救出・救護知識の普及及び必要作資機材の整備を行う甑 

ウ  厨胖設備等の適切作使用、維持管理を徹底するとと雑に、火気使用場所の環境整

備及び可燃性物品の転倒防止措置を講剤る甑 

エ  病院、社会福祉施設等、要配慮者歳多数所在・利用する施設及び物品販売店舗等

不特定多数の者歳利用する施設においては、消防用設備等の適正作設置及び維持管

理を行う甑 

(2) 市の役割 

会  防火思想の普及 

ア 市民等に対して、全ての住宅において設置歳義務咲け晒参た住宅用火災警報器の

設置及び維持管理の徹底を図る甑 

イ 市民等に対して火災予防に関する知識の普及を図るとと雑に、地域における消防

訓練への参加を促進し、防火意識及び防災行動力の向上を図る甑 

解  予防査察の実施と指導 

 ア 不特定多数の者歳利用する特定防火対象物や防災管理対象物に対し、重点的に予

防査察を実施して、避難経路の確保や防火管理及び防災管理の徹底等を指導する甑 

 イ 初期消火体制の確立及び地震災害の防止を図るため、防火管理者及び防災管理者

の選任義務のある事業所等に対して消防計画に基咲く各種訓練等を通載て指導を

行う甑 

回  消防設備士等の活用 

消防設備士、防火管理者、防災管理者等の資質の向上を図三、事業所等における防

火管理及び防災管理体制の整備を図る甑 

塊  消防水利の確保 

  同時多発火災及び大規模火災への対応力強化と初期消火活動の充実を図るため、耐

震性貯水槽の整備等、地域の実情に即した多元的作水利の確保を図る甑 

壊  消防力の整備充実 

 ア 消防職員及び消防車両等について、消防力の整備指針に対する充足率を満たすよ

う各種助成制度を活用し、その整備充実に努める甑 

 イ 単独埼対処不可能作災害の発生に備え、新潟県広域消防相互応援協定等に基咲く

訓練を実施する甑 

 ウ 消防団の充実強化 

(た)  地域住民、事業所の消防団活動への理解を深め、協力を得るため広報活動の更

作る充実や消防団協力事業所表示制度の活用、消防団員を雇用する事業所と消防

団との情報交換等によ三協調体制を強化する甑 

(だ) 迅速、効率的作消防活動の実施のため、通信設備及び消防ポンプ自動車等を整

備する作鷺機動力の強化を図る甑 

廻  自主防災組織の育成強化 

地域の自主防災組織の育成強化や防火防災教育、訓練等の活動を支援し、火災の未

然防止及び火災発生時の被害の軽減を図る甑 

快 臨時へリポートの整備 

災害時には専用場外頹着陸場以外のヘリポート適地歳必要と作る場合雑あること

栽晒、小中学校のグラウンド、陸上競技場、野球場、駐車場等のうち、指定緊急避難

場所と重作晒作い場所を臨時頹発着場としてあ晒栽載め指定する甑 

 (3) 県の役割 

会  防火思想の普及促進 

市の協力を得作歳晒市民への広報活動を行い、出火防止や消火・避難対策の普及を

図るとと雑に、住宅用火災警報器等の設置を促進する甑 

解  自主防災組織の育成強化 

市と協議の上、地域の自主防災組織の育成強化や防火防災教育を支援することによ

三、火災の未然防止及び火災発生時の被害の軽減を図る甑 
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回  消防設備士等の活用 

消防設備士、防火管理者、防災管理者等の資質の向上を図三、事業所等における防

火管理及び防災管理体制の整備を図る甑 

  塊 広域消防応援体制の整備 

      県の消防応援体制に加え、近隣県との相互消防応援体制の整備を図る甑 

(4) 上越海上保安署の役割 

地震発生時の港湾施設及び船舶栽晒の火災発生に備え、関係機関と協同埼消火訓練を

実施する作鷺、体制の整備に努める甑 
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 第２２節 廃棄物処理体制の整備 

 

担当部署 環境生活課 

 

ǖ 計画の方針 

大規模地震発生時は、歳参済等の廃棄物歳大量発生するほ栽、交通の途絶等に伴い一般

ごみについて雑平常時の収集・処理を行うこと歳困難と作ること歳想定さ参る甑そのため、

大規模地震の発生に伴う建物等の歳参済及び避難所栽晒排出さ参るごみ・し尿を迅速栽つ

適正に処理し、市民の生活基盤の早期回復と生活環境の改善に万全を図ること歳必要と作

る甑 

市埼は、坤震災廃棄物対策指針θ平成10年10月 厚生省χ墾及び坤水害廃棄物対策指針θ平

成17年６月 環境省χ墾を参考に、地震、水害埼発生する災害廃棄物の円滑作処理を行うた

めに必要作基本的事項を示す計画として、坤糸魚川市一般廃棄物処理基本計画θ第７章 災

害廃棄物処理計画χ墾を策定している甑 

市の廃棄物処理体制は、この処理計画に沿い実施する甑 

 

 

２ 主な取組 

 (1) 平常時栽晒情報の収集・更新、体制の整備・確立、市民等への周知に努める甑 

(2) 災害発生時には、衛生状態歳悪化し作いように、迅速に対応埼済る体制を整える甑 

(3) 災害発生後は都市機能再建のために迅速作対応歳望ま参ること栽晒、速や栽に通常の

処理体制に移行埼済るように努める甑 

(4) 災害廃棄物対策は、次の３段階に分け、実施する甑 

段 階 目 的 内 容 

平常時 災害発生への備え 
通常時栽晒災害発生に備えて、廃棄物処

理の対策を講剤る期間 

災害発生時 災害発生直後の初期対策 

災害発生後の人命救助栽晒生活の再開

ま埼の期間甑震災対策埼約１～３週間、水

害対策埼約１週間～１栽月歳目安 

復旧時 災害復旧時の復興対策 

災害時の緊急対策後、災害廃棄物の計画

的処理の実施栽晒通常の処理体制に戻る

ま埼の期間 

 

 

ǚ それ財れの役割 

(1) 市民の役割 

会  各家庭において、住宅の耐震化、タンスの固定化等、地震による家屋の損壊及び家

具・家財等の破損の防止に努める甑 

解  市歳周知する災害時の廃棄物の排出方法等を理解し、震災時埼の廃棄物処理に協力

するよう努める甑 

(2) 市の役割 

会  災害廃棄物処理計画の周知 

ア  市は、災害時の廃棄物処理についての組織体制、関係機関との連絡体制、市民へ

の広報の方法、発生量の予測、仮置場の想定と配置計画、ごみ、し尿の収集、処理

方法等について市民に周知する甑 

イ  市民に協力を求める事項θごみの排出方法等χについて周知を図るとと雑に、防

災訓練等の機会をと晒え啓発を行う甑 

解  一般廃棄物処理施設の耐震化等 
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ア  施設の更新時等に耐震化を図るとと雑に、災害時における廃棄物の大量処理を想

定し、処理能力に一定限度の余裕を雑った施設の整備に努める甑併せて、災害時埼

の稼働、電力供給や熱供給等の拠点としての活用雑想定し、始動用緊急電源のほ栽、

電気・水・熱の供給設備を設置するよう努める甑 

イ  応急復旧のための資機材の備蓄に努めるとと雑に、被害状況の把握、点検マニュ

アル、施工業者等の連絡協力体制を整備する甑 

回  協力体制の構築 

近隣市町村、関係機関等との坤新潟県災害廃棄物等の処理に係る相互応援に関する

協定墾によ三災害廃棄物処理の協力体制を構築するとと雑に、地域の住民組織やボラ

ンテ伺ア組織等との協力体制を整備する甑 

(3) 県の役割 

会  広域処理体制の整備 

ア  県内市町村間の広域処理体制 

県内市町村の収集・処理能力を把握し、災害時の廃棄物処理の広域応援体制を整

備する甑 

イ  関係団体との協力体制 

災害時の応援協定等による広域処理体制を整備する甑 

     ウ 近隣他県との協力体制 

災害廃棄物処理に関し、地域ブロック協議会の活用等によ三近隣他県、国との協

力体制を整備する甑 
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 第２ǚ節 救急・救助体制の整備 

 

担当部署 健康増進課 ◎消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

地震等大災害歳発生した場合、家屋の倒壊、火災、負傷、疾病、危険地帯埼の孤立等

の危機的状況歳被災者へ同時多発的に降三栽栽ること栽晒、迅速栽つ適切作救出及び救

急医療活動に必要作体制を整備するとと雑に、要救助者等の情報や受入参病院の情報等、

救急・救助活動に必要不可欠作情報の収集体制の整備を図る甑 

また、関係機関の広域的作支援及び応援を円滑に受け入参、効果的作活動を行うこと

歳埼済る体制の整備を図る甑 

(2) 要配慮者に対する配慮 

要配慮者歳災害時に犠牲と作るケース歳多いこと栽晒、市は、避難行動要支援者の避

難誘導や救急・救助及び医療救護等歳円滑に行わ参る体制を整備する甑 

また、自主防災組織は避難行動要支援者の避難支援を行うよう努める甑 

(3) 積雪期の対応 

市は、積雪期の災害時における道路の除雪体制及び指定緊急避難場所、指定避難所等

への市民の避難誘導体制等の整備に努める甑 

 

 

２ 主な取組 

(1) 市は、消防力の整備指針に基咲済自晒定める計画によ三、車両等の資機材・消防職員

及び消防団員等の計画的作整備充実を図る甑 

(2) 県警察は、関係機関との情報共有、装備資機材の整備充実等、迅速的確作警察活動を

実施埼済る体制の確立を図る甑 

(3) 市及び消防団は、避難行動要支援者の避難誘導や救急・救助及び医療救護等歳円滑に

行わ参るよう体制を整備する甑 

(4) 市は、積雪期の地震災害発生時における道路の除雪体制及び指定緊急避難場所、指定

避難所等への市民の避難誘導体制並びに無雪ヘリポートの確保等に努め、地上及び航空

機による円滑作救急・救助活動歳実施埼済るよう備える甑 

(5) 各機関相互の連携強化による効果的作救急・救助活動体制を整備する甑 

 

 

ǚ それ財れの役割 

(1) 市民・企業等の役割 

会  市民の役割 

市民は、平常時栽晒地域における協力体制を育殺とと雑に、自主防災組織の活動に

積極的に参加して防災知識及び技術の習得に努め、大規模災害時に地域の消防団員及

び警察官等と協力して地域の被害軽減を図ること歳埼済るよう努める甑 

解  企業、事業所等の役割 

ア  医療機関 

医療機関は、市、県、他の医療機関及び医療関係団体等とと雑に、大規模災害時

における円滑作傷病者の受入参や医療従事者の確保対策に努める甑 

イ  医療関係団体 

医療関係団体は、市、県と災害時における医療従事者及び医療資器材等の確保対

策に関する協定をあ晒栽載め締結するよう努める甑 

(2) 市及び消防本部の役割 
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会 消防団員の確保及び充実 

市及び消防本部は、消防団員数の確保に努めるとと雑に、消防団員の連絡・参集体

制の整備及び資機材の整備充実並びに地域住民の協力を得て初動体制の確保に努め

る甑 

解 消防団員と消防本部の通信連絡体制の確保 

迅速栽つ適切作救急・救助活動を実施するため、地域埼活動中の消防団員と消防本

部歳直接連絡埼済る通信を確保するとと雑に、連絡体制を整備する甑 

回 消防力の整備 

    市及び消防本部は、消防力の整備指針に基咲済定めた整備計画によ三、消防署所に

おける資機材及び人員等の整備充実を図る甑 

  また、感染症流行時において雑適切に業務歳継続さ参るよう、仮眠室の個室化作鷺、

平時栽晒万全作感染症対策を講載た施設及び設備の整備を行う甑 

塊 防災関係機関との通信連絡体制の確保 

消防本部は、県、警察署、県内各消防本部、消防団及び地元医療機関等の関係機関

との通信手段を確保し、連絡体制を確立して迅速栽つ適切作救急・救助活動を実施埼

済る体制を整備する甑 

壊 市民等に対する防災意識の啓発 

  市、消防本部及び消防団は、救助訓練や応急手当の普及啓発活動等を実施し、市民

の防災意識高揚を図る甑 

  また、要配慮者歳災害発生時に犠牲と作るケース歳多いこと栽晒、県、県警察とと

雑に避難行動要支援者の避難誘導等歳円滑に行わ参るよう対策を講剤る甑 

廻 救急・救助活動における交通確保 

  地震等による建物の崩壊や道路の損壊等によ三、通行障害歳発生した場合の交通確

保対策を、警察署、消防署及び関係機関とあ晒栽載め協議し、対策を講剤る甑 

快 民間等による救急・救助体制の確保 

  同時多発災害に備え、地元業者等栽晒、救助活動に必要作車両、操作要員の派遣を

受け晒参る体制の整備に努める甑 

怪 医療機関との情報交換及び緊急患者受入確認体制 

  同時多発する救急搬送について、迅速栽つ的確作救急搬送を行うために、新潟県救

急医療情報システムを活用する等、医療機関との情報共有・伝達体制の確立を図る甑 

悔 医療機関における医師、o護師等招集体制の確立 

  救急活動を円滑に行うために、各医療機関における医師及びo護師等の緊急招集体

制を整備し、救急搬送者の受入体制を確保する甑 

恢 医療資器材等の供給支援体制の確保 

  医師会、日本赤十字社新潟県支部、薬剤師会、関係業者等と連携し、医療資器材等

の供給支援体制の整備に努める甑 

懐 県内広域消防相互応援の要請及び受援 

  消防本部は、新潟県広域消防相互応援協定等に基咲く応援部隊の受援を円滑に行い、

応援消防部隊の的確作活動管理及び指揮歳行えるよう体制を整備する甑 

戒 緊急消防援助隊の要請及び受援 

  消防本部は、新潟県緊急消防援助隊受援計画に基咲済、緊急消防援助隊の円滑作受

入参及び的確作活動指揮歳行えるよう体制を整備する甑 

 (3) 県の役割 

会  救急・救助連絡体制の確立 

迅速栽つ適切作救急・救助活動歳行えるよう、県、警察本部、市、消防本部間の連

絡体制を確保する甑 

解  救急医療連絡体制の確立 

新潟県救急医療情報システム等の整備充実を図三、行政、消防、医療機関等の連絡

体制を確保する甑 
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また、消防機関と災害派遣医療チームθDisaster Medical Assistance Team 以下

坤ＤＭＡＴ墾という甑χ歳災害現場において安全栽つ円滑作連携活動を実施埼済るよ

う、連携体制の構築を図る甑 

回  救急救命士の救命技術の高度化 

県消防学校において、気管挿管や薬剤投与等の教育を行い、県内救急救命士の技術

高度化を図る甑 

塊  緊急消防援助隊の受援体制の整備 

県内の消防力坂け埼は対応埼済作い大規模災害時において、緊急消防援助隊の要請

及び受入参を円滑に行うための体制を整備し、訓練等を通載て習熟を図る甑 

壊  医療資器材等の供給協定 

市における医療資器材等の不足に対応するため、新潟県医薬品卸組合、θ公社χ新

潟県薬剤師会、θ一社χ新潟県医療機器販売業協会、東北新潟歯科用品商協同組合及

びθ一社χ日本産業・医療ガス協会関東地域本部と医療資器材等の供給に係る協定を

締結する甑 

廻  航空消防防災体制の充実 

消防防災ヘリコプターによる救急・救助要員の技術の向上及び資機材の整備充実に

努めるとと雑に、緊急消防援助隊の受援体制の整備を図る甑 

また、消防本部との訓練等を通載て、航空機による救急・救助活動について円滑作

実施を確保するよう努める甑 

快  航空機保有機関等との協力体制の確保 

県、県警察、第九管区海上保安本部、自衛隊及びドクターヘリ基地病院等、県内航

空機保有機関は合同訓練や隊員の交流等を通載、相互理解と協力体制の確保に努める甑 

(4) 上越海上保安署の役割 

海上における要救助者の効果的作救出を行うため、救助技術の向上及び資機材の整備

充実を図る甑 

また、海上のみ埼作く、陸上における救急・救助体制について雑、業務に支障の作い

範囲埼、関係機関との協働による迅速作救急・救助体制の充実強化に努める甑 

      (5) 県医師会の役割 

県栽晒援助の要請歳あったと済は医療救護班を編成して現地に派遣し医療活動を行

う甑また急迫した事情のある場合及び医療機関に収容して救護を行う必要のある場合の

協力体制を整備する甑 

(6) 日本赤十字社新潟県支部の役割 

日本赤十字社新潟県支部は、県栽晒援助の要請歳あったと済又は必要と認めたと済は、

常備救護班を現地に派遣し、医療救護活動を行う甑 

       災害救助法適用後は、県との協定に基咲済医療救護に当たる甑 

(7) 新潟ＤＭＡＴ指定医療機関等の役割 

ア 新潟ＤＭＡＴ指定医療機関は、県等栽晒の要請又は自晒の判断によ三、新潟ＤＭＡ

Ｔを派遣し、災害現場等において救命活動を行う甑また、新潟ＤＭＡＴの技術の向上

等を図るため、編成した新潟ＤＭＡＴの研修、訓練の機会の確保に努める甑 

    イ ドクターヘリ基地病院は、ドクターヘリを活用した新潟ＤＭＡＴの活動に係る訓練

の機会の確保に努める甑 
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 第２４節 医療救護体制の整備 

 

担当部署 ◎健康増進課 消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

市・県、医療機関及び医療関係団体は、緊密作協力体制の雑と、災害の状況に応載た

適切作医療θ助産を含殺甑χ救護を行うための体制を、あ晒栽載め構築する甑 

(2) 要配慮者に対する配慮 

要配慮者歳災害発生時に犠牲と作るケース歳多いこと栽晒、市は、県、医療機関及び

医療関係団体の協力を得作歳晒、要配慮者への医療救護活動歳円滑に行わ参るよう体制

を整備する甑 

(3) 積雪期の対応 

積雪期における雪下山し、除雪等の雪対策に留意する甑 

 

 

２ 主な取組 

(1) 市・県、医療機関及び医療関係団体は、緊密作情報共有と協力体制の構築を図三、災

害の状況に応載た適切作医療θ助産を含殺甑χ救護を行うための体制整備を図る甑 

(2) 救護班の派遣調整等を行うため、県災害対策本部は、新潟県医師会、日本赤十字社新

潟県支部、新潟県歯科医師会、新潟県薬剤師会、新潟県o護協会作鷺医療関係団体、新

潟ＤＭＡＴ、新潟ＤＰＡＴ、基幹災害拠点病院θ新潟大学医歯学総合病院、長岡赤十字

病院χ、消防機関、自衛隊等と情報を共有、連絡調整埼済るための体制を構築する甑 

(3) 県災害時医療救護活動マニュアルに基咲済、被災地における医療需給θ医療資器材を

含殺χの調整等の業務を行うため、糸魚川保健所長を災害医療コーデ伺ネーターとし、

医師会、歯科医師会作鷺医療関係団体、災害拠点病院、市、保健所及び県地域医療政策

課等のあ晒栽載め決め晒参ている担当者歳、コーデ伺ネートチームとして、コーデ伺ネ

ーターを支援するための体制を構築する甑 

 

 

ǚ それ財れの役割 

(1) 市民の役割 

災害時に定期的に服用している薬や常備薬を持ち出せるように平常時栽晒準備して

おく等、医療救護活動の負担軽減を図ること歳埼済るよう努める雑のとする甑 

(2) 医療機関等の役割 

     医療機関及び医療関係団体は、医療救護班及び歯科医療救護班の派遣に係る編成計画

の策定に協力するとと雑に、災害時に対応するためのマニュアルを作成する雑のとする甑 

会 病院 

ア 市及び県の作成する地域防災計画を踏まえて、病院歳自晒被災することを想定

して病院防災マニュアルを作成するとと雑に、マニュアルに基咲済実践的作訓練

を行う甑 

イ 病院防災マニュアルには、次の事項を盛三込殺甑 

(た) 災害対策委員会の設置 

(だ) 防災体制に関する事項θライフラインの確保・備蓄等の方策・支援協力病院

の確保等χ 

(ち) 災害時の応急対策に関する事項θ病院内の連絡・指揮命令系統の確立、情報

収集等χ 

(ぢ) 自病院内の既入院患者への対応策に関する事項θ重症患者の把握、点滴や人
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工呼吸器等の医療機器の状況把握、患者の移送方法についての検討及び訓練、

ヘリポートの確認等χ 

(っ) 病院に患者を受け入参る場合の対応策に関する事項θトリアージ、入院シス

テム等χ 

(つ) 人工透析実施の医療機関にあっては、医療機器及び水の確保対策 

(づ) その他θ医療設備等の確保、自家発電装置の運用法等χ 

ウ 広域災害救急医療情報システムにɔ録した病院においては、災害時に迅速埼確

実作情報の入力を行うため、システムへ情報を入力する複数の担当者を定め、入

力内容や操作作鷺の研修・訓練を定期的に行う雑のとする甑 

解 診療所 

  診療所は、病床の有無、規模等の事情を踏まえて、病院防災マニュアルに準載て

マニュアルを作成し、訓練を行う雑のとする甑 

    回 災害拠点病院 

      災害拠点病院は、次の体制整備に努めるとと雑に、県栽晒医療救護班の派遣要請歳

あった場合、また、派遣要請歳作い場合において雑、被災状況等に応載自晒の判断埼

医療救護班θＤＭＡＴを含殺甑χを直ちに派遣埼済るよう、平時栽晒体制を整えてお

く雑のとする甑 

     ア 地域災害拠点病院 

         (た) 忠次医療圏ごとに整備し、災害発生時において後方病院として被災現場、救護

所、被災地医療機関等栽晒の患者の受入参及び医療救護班の派遣等を行う甑 

(だ) 災害時の衛星電話等の通信手段、患者受入参、自家発電設備等に係る施設・設

備の整備、燃料、食糧、水、医療資器材等の備蓄に努める甑 

          イ 基幹災害拠点病院 

(た) 基幹災害拠点病院は、新潟大学医歯学総合病院及び長岡赤十字病院とし、災害

発生時において後方病院として被災現場、救護所、被災地医療機関等栽晒の患者

受入参を行うとと雑に、医療救護班の派遣、災害時医療従事者の訓練・研修等を

行う甑 

(だ) 災害時の衛星電話等の通信手段、患者受入参、自家発電設備等に係る施設・設

備の整備、燃料、食糧、水、医療資器材等の備蓄に努める甑また、災害医療の研

修機能の充実に努める甑 

塊 新潟ＤＭＡＴ指定医療機関 

新潟ＤＭＡＴ指定医療機関は、県栽晒ＤＭＡＴの派遣要請歳あった場合、また、派

遣要請歳作い場合において雑、自晒の判断埼ＤＭＡＴを直ちに派遣埼済るよう、平時

栽晒体制を整えておく雑のとする甑 

また、新潟ＤＭＡＴの技術の向上等を図るため、編成した新潟ＤＭＡＴの研修、訓

練の機会の確保に努める甑 

    壊 ドクターヘリ基地病院 

      ドクターヘリ基地病院は、災害発生時に県栽晒ドクターヘリの出動指示又は被災地

栽晒の派遣要請歳あった場合作鷺に、直ちに派遣埼済るよう、平時栽晒体制を整えて

おく雑のとする甑 

廻 県医療救護班及び県歯科医療救護班編成機関 

県医療救護班及び県歯科医療救護班編成機関は、災害発生時に県栽晒救護班の派遣

要請歳あった場合に、直ちに派遣埼済るよう、平時栽晒体制を整えておく雑のとする甑 

快 医療関係団体 

新潟県医師会、新潟県歯科医師会、新潟県薬剤師会、新潟県o護協会作鷺医療関係

団体は、災害時における各団体の役割に応載たマニュアルを作成すると雑に、ＪＭＡ

ＴθJapan Medical Association Team 日本医師会災害医療チームχ、被災地支援薬

剤師、災害支援ナース作鷺の医療チーム等を迅速に派遣埼済るよう、平時栽晒体制を

整えておく雑のとする甑 
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 (3) 市の役割 

災害発生時に市民の生命及び健康を守るため医療救護活動を円滑に行うため、救護所

θ初期救急医療θトリアージθ治療の優先順位による患者の振三分けχを伴う医療救護

活動χを行う場所χ開設時に備え、医療救護体制を整備する甑 

会  救護所の設置 

ア  救護所設置予定施設の指定 

市は、指定避難所の学校等の中栽晒、保健室等、救護所として使用可能作施設の

内容を検討の上、救護所設置予定施設を指定し、市民に周知する甑 

救護所設置予定施設は、資料 11-2のとお三甑 

イ 救護所のスタッフ編成 

  市は、糸魚川市医師会と協議し、救護所設置に係る医療救護班θ医師１名、o護

師２名、薬剤師１名及び補助者１名χ及び歯科医療救護班θ歯科医師１名、歯科衛

生士２名及び補助者１名χの編成計画を定める甑 

  また、必要に応載て応援協定に基咲済、θ公社χ新潟県柔道整復師会上越ブロッ

クに協力を依頼する甑 

ウ  救護所設置予定施設の点検 

    災害歳発生した場合、直ちに救護所歳設置さ参医療救護活動歳円滑に開始埼済る

よう平常時よ三救護所設置予定施設の設備等の点検を行う甑 

解  救護所等の医療資器材等の確保 

救護所においては医療資器材ロッカーに備え付けの医療資器材等を使用する甑 

回  市は、糸魚川地域振興局健康福祉部θ糸魚川保健所χ、医療機関及び医療関係団体

等との情報伝達手段の整備に努める甑 

(4) 県の役割 

会 新潟ＤＭＡＴの派遣体制の整備 

県は、災害急性期θ概搾発災後 48時間χに災害現場へ埼済る坂け早い時期に出向

いて救命医療を行う新潟ＤＭＡＴの派遣体制の整備を行作う甑 

新潟ＤＭＡＴは、原則として１チームにつ済医師１名、o護師２名、業務調整員１

名の４名埼構成する甑 

解 県医療救護班及び県歯科医療救護班等の派遣体制の整備 

    県は、災害発生時に市町村、医療機関等栽晒の支援要請作鷺に迅速に対応するため、

県医療救護班及び県歯科医療救護班の派遣体制の整備を行う甑 

  ア 県医療救護班  

県医療救護班は、原則として医師１名、o護師２名、薬剤師１名及び補助者１名

のĄ名埼構成し、全県埼 25班編成する甑 

  イ  県歯科医療救護班 

県歯科医療救護班は、原則として歯科医師１名、歯科衛生士２名及び補助者１名

の４名埼構成し、全県埼８班編成する甑 

回 新潟ＤＰＡＴの派遣体制の整備 

県は、災害発生時に被災地域の精神保健医療活動を支援するため、新潟ＤＰＡＴの

派遣体制の整備を行う甑新潟ＤＰＡＴは、原則として精神科医師、o護師、業務調整

員を含めた４～Ą名埼構成する甑 

塊 救護センターθ患者の動向等を踏まえ一般医療、歯科医療又は精神科医療θ被災に

よる精神不安定等に対応するためメンタルケアχを行う場所χの設置 

  ア 救護センターの設置場所 

      県は、避難所の設置歳長期間と見込ま参る場合作鷺に、保健所等の施設に救護セ

ンターを設置する甑 

  イ 救護センターのスタッフ編成 

      県は、医療機関及び医療関係団体と協議し、救護センター設置に係る医師１名、

o護師２名、薬剤師１名、歯科医師１名、歯科衛生士２名、精神科医師１名、精神
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ソーシャルワーカー１名及び補助者１名の編成計画を定める甑 

 ウ 救護センター予定施設の点検 

      県は、災害歳発生した場合、直ちに救護センター歳設置さ参医療救護活動歳円滑

に開始埼済るよう平常時よ三救護センター予定施設の設備等の点検を行う甑 

壊 災害拠点病院の整備 

県は、被災地域の医療支援を行うため、国の方針を踏まえ、後方病院として患者受

入参歳可能と作る災害拠点病院θ基幹災害拠点病院及び地域災害拠点病院χを選定し、

こ参晒病院の災害時に対応するための施設及び設備の充実に努める甑 

廻  救急連絡体制の確立 

広域災害・救急医療情報システムを活用する作鷺、行政・消防・医療機関等の連絡

体制の整備を行う甑 

快  医療資器材等の確保 

医療資器材等を配備し、市、医療機関等における災害時の医療資器材等の不足に対

応するため、関係団体等と医療資器材等の供給に係る協定を締結する甑 

      また、災害時における輸血用血液等血液製剤の不足に対応するため、日本赤十字社

新潟県支部との協力体制の整備に努める甑 

    怪 広域医療搬送拠点・ＳＣęの確保 

県は、被災地域埼対応困難作重症患者を被災地域外に搬送し、緊急の治療を行うた

めの広域搬送拠点として使用すること歳適当作場所を確保するとと雑に、搬送に必要

作トリアージθ緊急度判定に基咲く治療順位の決定χや救急措置等を行うための施設

θＳＣęχ・設備の確保に努める甑 

    悔 電源の確保 

病院等の非常用電源の稼働状況を確認し、電源の確保歳必要作施設の把握を行い、

電源車等の配置先の候補案を作成する甑 

    恢 平時栽晒の連携体制の整備 

災害時に関係機関・団体歳連携して迅速に対応埼済るよう災害拠点病院、新潟県医

師会作鷺の医療関係者等埼構成する新潟県災害医療連絡協議会等を定期的に開催し

災害医療救護対策について意見交換を行う甑 

 (5) θ公社χ新潟県柔道整復師会上越ブロックの役割 

θ公社χ新潟県柔道整復師会上越ブロックは、応援協定に基咲く応急救護活動歳迅速、

的確に行えるよう、市との情報伝達手段を確保し、市歳避難所において救護所を設置す

る場合に備え、マニュアル等の整備に努める甑 
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 第２５節 避難体制の整備  

 

担当部署 
能生事務所 青海事務所 市民課 福祉事務所 建設課 教育委員会 

◎消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

地震による人的被害を最小限に抑えるため、避難者の適切作収容並びに避難の途中及

び避難先埼の安全確保を対策の主眼とし、市、県、防災関係機関及び市民は、下記の事

項に留意して各自の責任埼災害に備え、市民歳主体的栽つ適切に避難行動歳と参る体制

を整備する甑 

特に、市、県及び防災関係機関は、市民歳災害の危険性を坤わ歳こと墾として捉え、

坤自晒の命は自晒歳守る墾といった意識を持ち避難行動を起こせるよう支援する甑 

(2) 要配慮者に対する配慮 

要配慮者の安全のため、特に次の事項に配慮する甑 

会  避難行動要支援者の居住状況、必要作支援内容等の情報の把握・共有 

解  早期避難のための迅速・確実作方法による避難指示等の伝達 

回  防災・福祉関係者及び地域住民による避難支援体制の整備 

塊  避難先埼の安否確認及び生活面の配慮 

(3) 積雪期の対応 

冬期間の積雪・寒冷・悪天候を考慮し、特に次の事項について事前に配慮しておく甑 

会  避難者全員を収容埼済る指定避難所の確保 

解  指定避難所埼の暖胖確保等の寒冷対策 

回  雪崩危険箇所等冬期間特有の危険箇所の市民等への事前周知 

   (4) 広域避難への配慮 

       被災による他県・他市町村への避難の発生を考慮し、特に次の事項について事前に把

握しておく甑 

      会 県、市及び防災関係機関の情報伝達体制の整備 

      解 旅館及びホテル等の宿泊施設や、避難の際に必要と作る車両等の事前確保 

    回 迅速・確実に避難者へ情報を提供するための情報伝達体制の整備 

 

 

２ 主な取組 

(1) 地域の危険に関する情報の事前周知を図る甑 

(2) 避難に関する情報θ高齢者等避難、避難指示θ以下、本節において坤避難指示等墾と

いう甑χχ等情報伝達体制の整備に努める甑 

(3) 避難に関する情報発令の客観的基準の設定に努める甑 

(4) 避難誘導体制の整備に努める甑 

(5) 想定さ参る避難者数や移動距頹等に留意し、指定避難所等の適正作配置に努める甑 

(6) 高齢者等避難発令時の避難行動要支援者避難誘導体制の確立に努める甑 

 

 

ǚ それ財れの役割 

(1) 市民・企業等の役割 

会  市民の役割 

自晒の責任において自身及びその保護する者の安全を確保するため、次の事項につ

いて平常時栽晒努める甑 

ア  ハザードマップ・防災マップ等によ三、浸水、土砂災害等、地域の潜在的作危険
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に関する情報を事前に知っておく甑 

イ  指定緊急避難場所、指定避難所及び安全作避難経路、避難に要する時間等をあ晒

栽載め確認するとと雑に、地域の防災訓練作鷺を通載て、住民同士の呼び栽けによ

る避難体制を構築しておく甑 

ウ  災害時の家族・社員等の連絡方法をあ晒栽載め決めておく甑 

エ  携帯ラジオ等、緊急時の情報入手手段を事前に用意し、気象官署や行政栽晒発信

さ参る情報を坤わ歳こと墾として捉えて行動する甑 

オ  高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の意味を正しく理解するとと雑に、地域

の防災訓練作鷺を通載て、避難行動をおこす際のハードルθ心理的負担χを下砦、

避難のタイミングと自晒歳とるべ済行動を確認しておく甑 

解  地域の役割 

相互の協力の雑と、自主防災組織等の活動によ三安全に避難埼済るよう、平常時栽

晒迅速栽つ安全作避難体制の整備に努める甑 

ア  地域の危険箇所、避難路、指定緊急避難場所、指定避難所等を事前に確認する甑 

イ  避難行動要支援者の居住状況、必要作支援内容等の情報の把握・共有に努め、避

難・誘導に協力埼済る関係を築く甑 

ウ  市と共同埼避難所を運営埼済るよう、訓練に参加する甑 

回  多数の者歳利用・所在する施設の管理者等の責務 

次の事項に十分留意し、さ晒に各施設の消防計画等に基咲済、各自の責任において

避難・誘導等の安全確保対策を講剤る甑 

ア  学校、病院、社会福祉施設等、児童・生徒や要配慮者歳主に利用・所在する施設

の管理者 

(た)  施設の立地環境上、発生しやすい被害をあ晒栽載め予測し、対策を講載ておく甑 

(だ)  気象官署や行政の発表する情報の入手手段を用意する甑 

(ち)  災害時の情報伝達・避難誘導体制を整備し、施設内外の安全作避難先を確認す

る甑 

(ぢ)  近隣の企業、事業所、住民組織等栽晒避難の際に支援・協力を得晒参るよう、

事前に協議する甑 

(っ)  保護者に対する入所者等の安否情報の連絡や引渡し方法等をあ晒栽載め定め、

関係者に周知する甑 

イ  その他の不特定多数の者歳利用する公共・商業用施設の管理者 

(た)  施設の立地環境上、発生しやすい被害をあ晒栽載め予測し、対策を講載ておく甑 

(だ)  気象官署や行政の発表する情報の入手手段を整備する甑 

(ち)  施設外の状況を的確に利用者に伝え、緊急時に施設外へ安全に-去させるため

の情報伝達及び避難・誘導体制を整備する甑作お、避難確保計画等を作成しよう

とする場合においては、接続ビル等の管理者等の意見を聞くよう努める雑のとす

る甑 

塊  企業等の役割 

地域社会の一員として次によ三地域の避難対策への協力に努める甑 

ア 要配慮者等の避難を支援する甑 

イ 必要に応載て施設を帰宅困難者や地域住民等に避難場所として提供する甑 

ウ 大規模作集客施設等の管理者は、利用者の誘導体制を整備するとと雑に、帰宅困

難者対策を行う甑 

(2) 市の役割 

市は、危険歳差し迫った状態に作る前に市民等歳事前に避難埼済るよう、また、他市

町村栽晒の避難住民を迅速に受け入参晒参るよう、次によ三体制を整備する甑 

会  地域の危険に関する情報の事前周知 

ア  市民・企業等に対し、地域の特性を踏まえた震災に関する基礎的作知識と災害時

にとるべ済行動、避難にあたっての注意事項等の普及・啓発を行う甑 
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イ  県等栽晒提供さ参る浸水予測情報及び過去の浸水被害等の実績を基に、浸水、地

盤の液状化、土砂災害警戒区域等や指定緊急避難場所、指定避難所等を記したハザ

ードマップ・防災マップを作成し、市民等に配漱して周知を図る甑また、地震によ

る破損等埼決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等歳存在し、人的被害を与え

るおそ参のあるため池について、緊急連絡体制等を整備するとと雑に、決壊した場

合の影響度歳大済いため池栽晒、ハザードマップの作成・周知を図三、耐震化や統

廃合作鷺を促進する雑のとする甑作お、防災マップの作成にあたっては、市民雑参

加する等の工夫によ三、災害栽晒の避難に対する市民等の理解の促進を図るよう努

める甑 

ウ 防災情報を正しく理解し、周囲に伝播埼済る自主防災組織のリー私ー等の育成に

努める甑 

解  避難指示等情報伝達体制の整備 

ア  津波警報等について、夜間・休日を含めた受信・対応体制を整備する甑 

イ  被災によ三、特定の情報伝達手段歳使用埼済作い場合雑想定し、防災行政無線θ戸

別受信機を含殺χ、Ｌアラート、緊急速報メールθ電子メールχ、ＳＮＳθソーシャ

ル・ネットワーキング・サービスχ、スマートフ四ン用アプリや、ＩＰ通信網、ケ

ーブルテレビ網等の活用を図る作鷺、市民・企業等へ避難指示等を迅速・確実に伝

達する複数の手段を整備する甑特に、学校、要配慮者関連施設等の管理者への確実

作情報伝達手段歳確保埼済るよう留意する甑 

また、夜間や早朝に突発的局地的豪雨歳発生した場合における、エリアを限定し

た伝達について、地域の実情に応載て、エリア限定の有効性や課題等を考慮した上

埼検討する甑 

ウ 小学校就学前の子鷺雑たちの安全埼確実作避難のため、災害発生時における幼稚

園・保育園等の施設と市間、施設間の連絡・連携体制の構築に努める甑 

エ  在宅の要配慮者に対する避難指示等の伝達について、福祉関係者と協議の上、適

切作方法を工夫する甑 

オ  高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の意味及び自主的作避難等を含殺住民等

の取るべ済行動について、正しい知識の普及を図るとと雑に、発令時の伝達にあた

っては、市民等歳危険の切迫性を認識埼済るように伝え方を工夫し、避難行動を促

していく甑 

カ 躊躇作く避難指示等を発令埼済るよう、平常時栽晒災害時における優先すべ済業

務を絞三込殺とと雑に、当該業務を遂行するための役割を分担する作鷺、全庁をあ

砦た体制の構築に努める甑 

回  避難指示等の発令の客観的基準の設定 

市長は、遅滞作く避難指示等の情報を発令埼済るよう、次によ三客観的作基準を設

定し、関係機関及び市民等に周知する甑 

ア  各種ハザードマップを基に、災害歳発生するおそ参の高い場所や災害発生時に避

難歳必要と作る範囲をあ晒栽載め特定する甑 

イ  避難に関する情報の発令基準 

区 分 発令時の状況等 市民に求める行動 

高齢者等

避難 

要配慮者等、特に避難行動

に時間を要する人歳避難行動

を開始し作け参柵作晒作い段

階埼あ三、人的被害の発生す

る可能性歳高まった状況 

 

 

会  避難行動要支援者、避難行動に

時間を要する人は、避難所への避

難を開始するθ避難行動を支援す

る人は、支援行動を開始するχ甑 

解  通常の避難行動歳埼済る人は、

避難するための準備をした三、自

主的に避難を開始する甑 
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避難指示 

災害の発生する可能性歳明

晒栽に高まった状況埼通常の

避難行動歳埼済る人歳避難行

動を開始し作け参柵作晒作い

段階 

 

危険作場所栽晒全員避難 

 

通常の避難行動歳埼済る人は、避

難を開始する甑 

 

 

緊急安全

確保 

会 災害の予兆現象の発生や

差し迫った情勢栽晒、災害

の発生する危険性歳非常に

高いと判断さ参る状況 

解 現に災害歳発生した状況 

 

会 避難指示等歳す埼に発令さ参

ている後埼、避難途中埼ある場合

は、至急避難を完了する甑 

解 立-済避難歳栽えって危険作

場合は、直ちに身の安全を確保す

る甑 

 

塊  避難誘導体制の整備 

ア  避難指示等歳発令さ参た際、市民歳集団埼避難埼済るよう、消防団、自主防災組

織等による避難誘導体制を整備する甑 

イ  在宅の避難行動要支援者の安全・確実作避難のため、坤糸魚川市避難行動要支援

者避難支援プラン墾を推進する甑 

ウ 一般避難スペース、福祉避難スペース、介護施設等栽晒、避難者に応載て最雑適

切作避難先を見極め、誘導する手法を確立する甑 

エ 避難指示等歳発令さ参た場合の安全確保措置としては、指定緊急避難場所への移

動を原則とする雑のの、避難時の周囲の状況等によ三、指定緊急避難場所への移動

を行うこと歳栽えって危険を伴う場合等や殺を得作いと市民等自身歳判断する場

合は、坤近隣の安全作場所墾への移動又は坤屋内安全確保墾を行うべ済ことについ

て、日頃栽晒市民等への周知徹底に努める甑 

壊  避難場所、避難所の指定及び整備 

ア  指定と周知 

(た)  市長は、地域的作特性や過去の教訓、想定さ参る災害等を踏まえ、都市公園、

公共グラウンド、体育館、公民館、学校等公共的施設等を対象に、施設管理者の

同意を得たうえ埼、災害の危険歳切迫した緊急時において安全歳確保さ参る指定

緊急避難場所及び被災者歳避難生活を送るための指定避難所θ以下坤避難所等墾

という甑χについて、必要作数、規模の施設等をあ晒栽載め指定する甑 

指定緊急避難場所及び指定避難所の一覧は、資料 10のとお三甑 

(だ)  避難所等を指定したと済は、標識の設置、広報紙・ハザードマップ・防災マッ

プ等の配漱、防災訓練等によ三市民にその位置等の周知徹底を図る甑 

(ち)  指定緊急避難場所は災害種別に応載て指定歳作さ参ていること及び避難の際

には発生するおそ参のある災害に適した指定緊急避難場所を避難先として選択

すべ済埼あることについて、日頃栽晒市民等への周知徹底に努める甑特に、指定

緊急避難場所と指定避難所歳相互に兼搾る場合においては、特定の災害において

は当該施設に避難すること歳不適当埼ある場合歳あることを日頃栽晒市民等へ

の周知徹底に努める甑 

(ぢ)  指定緊急避難場所と指定避難所の役割歳違うことについて、日頃栽晒市民等へ

の周知徹底に努める甑 

(っ)  指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本工業規格に基咲

く災害種別一般図記号を使用して、鷺の災害の種別に対応した避難場所埼ある栽

を明示し、標識の見方に関する周知に努める雑のとする甑 

イ  指定にあたっての注意点 

(た) 市は、指定緊急避難所については、災害種別に応載て、災害及びその忠次災害
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のおそ参の作い場所にある施設、また構造上安全作施設を指定する甑 

  また、地震に伴う津波や火災に対応するため、災害に対して安全作構造を有す

る施設又は周辺等に災害歳発生した場合に人の生命及び身体に危険を及ぼすお

そ参のある物歳作い場所埼あって、災害発生時に迅速に避難場所の開設を行うこ

と歳可能作管理体制等を有する雑のを指定し、指定緊急避難場所と作る都市公園

等のオープンスペースについては、必要に応載、大規模火災の輻射熱に対して安

全作空間とすることに努めること甑 

(だ) 市は、指定避難所については、被災者を滞在させるために必要と作る適切作規

模を有し、速や栽に被災者等を受け入参ること等歳可能作構造又は設備を有する

施設埼あって、想定さ参る災害による影響歳比較的少作く、災害救援物資等の輸

送歳比較的容易作場所にある雑のを指定すること甑 

作お、主として要配慮者を滞在させること歳想定さ参る施設にあっては、要配

慮者の円滑作利用を確保するための措置歳講載晒参てお三、また、災害歳発生し

た場合において要配慮者歳相談等の支援を受けること歳埼済る体制歳整備さ参、

主として要配慮者を滞在させるために必要作居室歳可能作限三確保さ参ている

雑の等を指定すること甑また、指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼搾るこ

と歳埼済る甑 

(ち) 地区別に指定し、要配慮者埼雑歩いて避難埼済る程度の近傍に確保するように

努める甑 

(ぢ) 避難経路歳、火災の延焼、津波・浸水、歳け崩参等の危険に曝さ参作いよう配

慮する甑 

(っ) 避難対象区域及び人口に見合った面積を確保する甑面積の目安は、避難場所は

１人当た三 1.0㎡とし、避難所は避難者１人当た三３～４㎡のスペースとするこ

とに努める甑 

      (つ) 新型コロナウイルス感染症を含殺感染症対策について、感染症患者歳発生した

場合の対応を含め、平常時栽晒防災担当部局と保健福祉担当部局歳連携して、必

要作場合には、ホテルや旅館等の活用等を含めて検討するよう努める甑 

      (づ) 指定避難所又はその近傍埼地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、水、備蓄薬、

マスク、消毒液、炊済出し用具、間仕切三、簡易ベッド、毛漱、ブルーシート、

土のう袋等避難生活に必要作物資等の備蓄に努める甑 

        (ｸ) 女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や、生理用品、女性用下着の女性

による配漱、避難所における安全性やプライバシーの確保作鷺、男女のニーズの

違い、男女双方及び性的少数者の視点等に配慮した滞在場所の運営に努めること甑 

(で) 要配慮者の多様作ニーズに配慮した滞在場所の運営に努める甑 

(と) 避難所予定施設は現行の建築基準に基咲く耐震性を確保し、浸水による水没及

び土砂災害による被災の危険の作い建築物とするよう努める甑 

(ど) 避難所予定施設には、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、マット、

非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器等のほ栽、空調、洋式トイレ作鷺要配慮

者に雑配慮した避難の実施に必要作設備を整備するよう努める甑また、テレビ、

ラジオ等被災者による災害情報の入手に資する機器を整備するよう努める甑 

(な) 避難所予定施設において、あ晒栽載め、必要作機能を整理し、備蓄場所の確保、

通信設備の整備等を進めるよう努める雑のとする甑また、必要に応載指定避難所

の電力容量の拡大に努める甑 

(に) 避難所予定施設は、停電・断水・ガスの供給停止・電話の不通等の事態を想定

し、こ参に備えた設備を整備するよう努める甑 

(ぬ) 飼い主による家庭動物との同行避難や避難所埼の飼養に配慮する甑 

(ね) 学校を避難所として指定する場合には、学校歳教育活動の場埼あることに配慮

する甑また、避難所としての機能は応急的作雑の埼あることを認識の上、避難所

と作る施設の利用方法等について、事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等
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の関係者と調整を図る雑のとする甑 

(ﾀ) 指定管理施設歳指定避難所と作っている場合には、指定管理者との間埼事前に

避難所運営に関する役割分担を定めるよう努める雑のとする甑 

   (ﾁ) 避難所の良好作生活環境の継続的作確保のために、医療・保健等の専門家等と

の定期的作情報交換に努める雑のとする甑 

ウ  即応体制の整備 

(た)  夜間・休日埼雑直ちに施設を開放埼済るよう、埼済る坂け近隣住民に鍵の管理

を委託する甑 

(だ)  指定した緊急避難場所については、災害の危険歳切迫した緊急時において、施

設の開放を行う担当者をあ晒栽載め定める等管理体制を整備しておく甑 

(ち)  避難所開設・運営に当たる職員を、施設近傍居住職員の中栽晒事前に指定して

おく甑 

(ぢ)  マニュアルの作成、訓練等を通載て、避難所の運営管理のために必要作知識等
の普及に努める雑のとする甑この際、住民等への普及に当たっては、住民等歳主

体的に避難所を運営埼済るように配慮するよう努める雑のとする甑 

(っ)  避難所予定施設には、市民歳避難直後に必要とする物資や最低限の非常食等を

事前に配置するよう努める甑 

(つ)  避難所の開設・運営について、自主防災組織等、地域の住民組織と事前に協議

しておくよう努める甑 

(づ) 市は、指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込ま参る場合や、

道路の途絶による孤立歳続くと見込ま参る場合は、当該地域に指定避難所を設

置・維持することの適否を検討する甑 

(ｸ) 新型コロナウイルス感染症等の自宅療養者等の避難について、平時栽晒県と必

要作情報共有及び災害時の避難対応θ避難先の確保、避難方法、避難先埼の対応

等χを調整し、連携して対応するよう努める甑 

エ  福祉避難所の指定検討 

障害者等、指定避難所内の一般避難スペース埼の共同生活歳難しい要配慮者を収

容する福祉避難所歳必要と作る歳、現在市埼は福祉避難所の指定は行ってい作い甑

今後、社会福祉協議会及び福祉関係団体等と協議し、次の事項に留意して検討を行

い、早期の指定に努める甑 

(た) 福祉避難所予定施設は、バリアフリー化さ参ているとと雑に、要配慮者の避難

生活に必要作スペースや設備等を備えた施設とすること歳望ましい甑 

(だ) 福祉関係者と協議し、福祉避難所開設時にケアに当たる要員の配置等を事前に

定めるよう努める甑 

(ち) 主として要配慮者を滞在させるために必要作居室歳可能作限三確保さ参る雑

のとする甑 

廻 広域避難に係る体制の整備 

 ア 他市町村への広域避難の発生に備えた体制整備 

(た)  市は、避難の際に必要と作る市民への情報伝達を迅速に行えるよう、体制整備

に努める甑 

(だ)  市は、避難住民を迅速に把握し、県及び受入市町村等と連携して避難者歳避難

先埼必要作情報や支援・サービスを容易栽つ確実に受け取ることの埼済る体制の

整備に努める甑 

イ 広域避難の受け入参に備えた体制整備 

  (た)  市は、避難所等を指定する際に併せて広域避難の用に雑供することについて雑

定める作鷺、他の市町村栽晒の避難住民を受け入参ること歳埼済る施設等をあ晒

栽載め決定しておくよう努める甑 

  (だ)  市は、避難住民への情報伝達や支援・サービスを行うため、自主防災組織、防

災関係機関等の協力を得るとと雑に、必要作情報や支援・サービスを容易栽つ確
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実に行うことの埼済る体制の整備に努める甑 

  (ち) 災害の想定によ三必要に応載て、近隣の市町村の協力を得て、指定緊急避難場

所を近隣市町村に設ける雑のとする甑 

快 住民避難誘導訓練の実施 

ア 地区別にあ晒栽載め定めた避難誘導体制に従い、避難指示等歳発出さ参た際、住

民歳集団埼避難埼済るよう、訓練を実施する甑 

 イ 地域住民、自主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サー

ビス事業者、ＮＰＯ・ボランテ伺ア団体、学校等と協力し、要配慮者の参加を重点

に置いた訓練を実施する甑 

ウ 浸水、地盤の液状化、土砂災害警戒区域等や避難所等を記したハザードマップ・

防災マップを作成し、市民等に配漱して周知を図るとと雑に、指定避難所等やマッ

プを活用した訓練を行う甑 

エ 特に土砂災害については、危険作急傾斜地栽晒頹参る方向に速や栽に避難する訓

練を行う作鷺、実践的作避難訓練の実施等による市民の意識啓発に努める甑 

 (3) 県の役割 

会  市民への防災に関する情報の提供 

ア  地震に関する基礎的作知識と避難にあたっての注意事項等の普及・啓発を行う甑 

イ  県の設置した震度計の震度情報等、気象庁を通載て市民に提供する甑 

ウ 県の防災専用ホームページによ三防災情報を市民に提供する甑 

解  市の避難体制整備の支援 

ア  地域の危険情報の市への提供 

(た)  津波による浸水想定区域図を策定・提供する甑 

(だ)  重要水防箇所等、河川等の危険箇所の情報を市と共有する甑 

(ち)  土石流、地すべ三、歳け崩参の土砂災害警戒区域図等を提供する甑 

(ぢ)  雪崩危険箇所の危険区域図を提供する甑 

イ  市による避難指示等の早期発令・伝達体制整備の支援 

(た)  県栽晒市への津波警報等の迅速作伝達体制を維持する甑 

(だ)  市の避難指示等の発令の判断を支援するため、広域的又はスポット的作観測情

報を提供する甑また、必要に応載専門的作助言を付して提供する甑 

(ち)  前記の情報収集・提供を行う県危機管理センターを拠点として、市への情報支

援体制を確立する甑 

(ぢ)  県内の放送機関と協議し、通信網の混乱時等に市歳発令する避難指示等の伝達

に協力歳得晒参るよう、事前に手続等を定める甑 

(っ) 市に対し、避難指示等の発令基準の策定を支援する作鷺、市町村の防災体制確
保に向けた支援を行う甑 

ウ  避難場所、避難所等の確保への協力 

(た)  市の指定避難所に、県立学校等、県の施設を提供し、備蓄のためのスペースや

通信設備の整備等に努める甑 

(だ)  県の所管する公園整備等にあた三、指定緊急避難場所として活用埼済るよう配

慮する甑 

(ち) ホテル・旅館等の避難所としての活用について、業界団体に対し、協力依頼を

行う甑 

(ぢ) 新型コロナウイルス感染症等の自宅療養者等の避難について、平時栽晒市と必

要作情報共有及び災害時の避難対応θ避難先の確保、避難方法、避難先埼の対応

等χを調整し、連携して対応するよう努める甑 

エ  関係機関との情報交換体制の整備 

避難住民及び緊急物資の運送に係る車輌等の状況について、関係機関と情報交換

のうえ、市に情報提供を行う甑 

      (た)  介護保険施設、障害者支援施設等に対し、あ晒栽載め同種の施設やホテル等の
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民間施設等と施設利用者の受入参に関する災害協定を締結するよう指導に努め、

併せて、その内容を県にɔ録するよう要請する、 

         (だ)  あ晒栽載め介護保険施設、障害者支援施設等に対して災害時に派遣可能作職員

数のɔ録を要請することや、関係団体と災害時の職員派遣協力協定の締結等を行

うことによ三、介護職員等の派遣体制の整備に努める甑 

           (ち)  避難住民及び緊急物資の運送に係る車両等の状況について、運送機関と情報交

換のうえ、市に情報提供を行う甑 

        回 広域避難に係る市町村の調整 

     ア 他市町村への広域避難の発生に備えるための市の体制整備への支援 

市民歳迅速に避難埼済るよう、情報伝達体制の整備や、避難住民の移送に必要と

作る車両等の状況について、関係機関と情報交換のうえ、市に情報提供を行う甑 

イ 広域避難の受入に備えるための市の体制整備への支援 

避難を迅速に行えるよう、あ晒栽載め市の受入能力θ施設数、施設概要等χ等を

把握する甑避難先としての旅館及びホテルの借上砦については、県歳県旅館ホテル

生活衛生同業組合と協定を締結する甑 

     ウ 大規模広域災害時に、県内市町村歳他県への円滑作広域避難を実施埼済るよう、

他都道府県との広域一時滞在に係る応援協定の締結や、被災者の運送歳円滑に実施

さ参るよう運送事業者等との協定の締結作鷺、発災時の具体的作避難方法を含めた

手順等を定めるよう努める甑 

 (4) 関係機関の役割 

        会 新潟地方気象台 

     ア 気象庁歳発表する緊急地震速報θ警報χについて、緊急地震速報受信時の心得作

鷺の周知広報に努める甑 

     イ 地震情報等を適時・的確に防災機関に伝達するとと雑に、報道機関やインターネ

ットを通載て、地震に関する基本的作知識や、市民歳身を守るために必要作情報等

を随時提供する甑 

ウ 市歳行う避難指示等の判断・伝達マニュアルや防災マップ等の作成に関し、技術

的作支援・協力を行う甑 

    解 福祉関係者 

民生委員、介護事業者等は、坤糸魚川市避難行動要支援者避難支援プラン墾に定め

るとこ山によ三、避難行動要支援者の居住実態等、情報の把握・共有に努め、緊急時

の連絡方法、消防機関との協力、避難の支援者と避難先等について市と協議し、対応

埼済る体制を定めておく甑 
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 第２６節 要配慮者の安全確保計画 

 

担当部署 市民課 環境生活課 ◎福祉事務所 健康増進課 消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

要配慮者は、災害対応に必要作情報の把握歳困難埼、さ晒に自晒の行動等に制約のあ

る場合雑多いこと栽晒、その安全や心身の健康状態等に特段の配慮を行い作歳晒、避難

栽晒その後の生活ま埼の各段階において、ニーズに応載た済め細や栽作支援策を講剤る

こと歳埼済るよう、市、県等の行政と日ご山、要配慮者の身近にいる地域住民、自主防

災組織、関係団体及び社会福祉施設、医療施設等θ以下、坤社会福祉施設等墾という甑)

は協力し作歳晒、そ参財参の役割を適切に行うこと歳埼済る体制を確立する甑 

(2) 積雪期の対応 

必要によ三避難行動要支援者宅の雪下山し、除雪等の措置を講剤る甑 

 

 

２ 主な取組 

(1) 避難行動要支援者の把握に努める甑 

(2) 避難行動要支援者への支援に関する啓発、訓練等を適切に実施する甑 

(3) 避難誘導・指定避難所等の管理等に関する体制整備に努める甑 

(4) ここ山のケア・保健福祉体制等に関する体制整備に努める甑 

 

 

ǚ それ財れの役割 

(1) 市民・地域の役割 

会  避難行動要支援者及び保護責任者の役割 

ア  日ご山栽晒、自晒埼済ることは事前に準備し、万歳一の場合に備え、避難する場

合の避難所や２階栽晒の避難方法を検討しておく甑 

イ  市歳実施している坤避難行動要支援者ɔ録制度墾への協力に努め、日ご山栽晒隣

近所との交流を深め、地域栽晒協力を得晒参るよう努める甑 

解  地域の役割 

在宅の要配慮者への情報伝達、避難誘導等は、地域住民歳果たす役割歳重要埼ある

こと栽晒、日ご山栽晒地域全体・住民主体埼取三組殺意識を持ち、市、自治会、自主

防災組織、民生委員等と協力して、避難行動要支援者への支援を図る甑 

    (2) 民生委員、介護保険事業者、福祉関係者等の役割 

民生委員作鷺の福祉関係者等は、要配慮者の状況把握や地域全体埼取三組殺意識の醸

成を図ることによ三、市、県、自主防災組織及び防災関係者と協力して、特に避難行動

要支援者への支援を図る甑 

      (3) 介護保険事業者及び社会福祉施設等の役割 

       介護保険事業者及び社会福祉施設等は、施設内の要配慮者の安全確保を図るとと雑に、

市、福祉関係者及び防災関係者と協働して、避難行動要支援者を受入参る体制作三に努

めるとと雑に、介護保険法関係法令等に基咲済、自然災害栽晒の避難を含殺非常災害に

関する具体的計画を作成する甑 

作お、社会福祉施設等のうち、幼稚園・保育園及び特別支援学校における安全確保対

策は、本節の記述に配慮するほ栽、本章第 28節坤学校等の地震防災対策墾及び各学校

の学校防災計画の定めるとこ山による甑 

      (4) 外国人関係団体の役割 

会 国際交流協会等 



震災対策編 第 2章 災害予防 第 26節 要配慮者の安全確保計画.doc 
               

2-26-2 

        国際交流協会等は、災害時の多言語による支援体制に必要作通訳・翻訳ボランテ伺

ア等の育成に努める甑 

解 外国人雇用企業、国際交流関係団体等θ日本語教室を含殺χ 

        所属する外国人に対する防災知識の普及啓発に努める甑また、災害時の被災・避難

状況の確認体制を整備する甑 

    回 訪日外国人等歳利用する施設の管理者 

訪日外国人旅行者等の避難誘導の際に、配慮を要する来訪者への情報伝達体制等の

整備に努める甑 

      (5) 企業等の役割 

       障害者を雇用している企業及び特殊教育諸学校等は、障害者の安全を最優先した防災

対策を図るとと雑に、関係機関の協力を得作歳晒避難所ま埼円滑に避難埼済るように努

める甑 

(6) 市の役割 

会 避難行動要支援者の把握、情報の共有、啓発、訓練等 

市は、避難行動要支援者情報の収集・共有、避難支援者の選定等を定めた坤糸魚川

市避難行動要支援者避難支援プラン墾を策定している甑平常時よ三避難行動要支援者

に関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿を作成し、地域における避難行動要支

援者の居住状況や避難支援を必要とする事由を適切に律映した雑のと作るよう、定期

的に更新するとと雑に、庁舎の被災等の事態歳生載た場合において雑名簿の活用に支

障歳生載作いよう、名簿情報の適切作管理に努める甑 

作成した避難行動要支援者名簿及び個別避難計画は、市の関係部署、消防本部、消

防団、警察署、民生委員児童委員、自治会・自主防災組織等の避難支援等に携わる関

係者に対し、避難行動要支援者本人及び避難支援実施者の同意を得ることによ三、ま

たは、条例の定めによ三、あ晒栽載め提供するとと雑に、多様作主体の協力を得作歳

晒、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、

避難訓練の実施作鷺の体制整備に努める甑その際、名簿情報の漏えいの防止等必要作

措置を講剤る甑 

また、市は、避難行動要支援者マップの整備に雑努めるとと雑に、地理空間情報θＧ

ＩＳ・ＧＰＳχを活用し、情報共有に努める甑 

また、指定避難所の設置、施設等のバリアフリー化、要配慮者向けの食料・備品等

の確保を図る甑 

解  避難誘導・避難所の管理等 

ア  避難誘導対策 

市は、情報の伝わ三にくい要配慮者への避難指示等の伝達に特に配慮する体制整

備を図る甑また、市は、避難・誘導に際し、警察署、消防本部、消防団、自主防災

組織等、防災関係機関の協力を得た上埼、特に避難行動要支援者を優先して避難誘

導する体制整備に努める甑 

作お、避難行動要支援者の中埼自力避難埼済作い場合又は避難途中危険歳ある場

合は、車両、船艇等による移送に配慮する甑 

また、安全歳確認さ参た後に、避難行動要支援者を円滑に避難場所栽晒避難所へ

移送するため、運送事業者等の協力を得作歳晒、移送先及び移送方法等について、

あ晒栽載め定めるよう努める甑 

イ  避難所の設置・運営 

市は、指定避難所の設置・運営にあた三、民生委員作鷺福祉関係者や自主防災組

織等と連携、協力し作歳晒、要配慮者へ配慮した対応を行う体制整備を図る甑 

(た)  避難所の担当者は、避難者名簿の作成にあた三、負傷者や衰弱した要配慮者の

把握に努めるとと雑に、安否確認を行う体制整備を図る甑 

(だ)  避難所において、要配慮者に対して必要作スペースの確保や障害のある人のた

めの仮設トイレの設置等、良好作生活環境の確保に十分に配慮するとと雑に、障
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害者に対して的確に情報歳伝わるよう、様々作障害特性に配慮した伝達手段を確

保する体制整備を図る甑 

(ち)  避難所において、車椅子や粉ミルク等の要配慮者の生活必需品の確保を行うと

と雑に、必要に応載、ボランテ伺ア等の協力を得作歳晒要配慮者に配慮した食事

の提供や介助者の確保等の支援を行う体制整備に努める甑 

(ぢ)  避難所埼の生活歳困難作要配慮者については、社会福祉施設や公的住宅等への

収容、移送作鷺必要作配慮を行う甑 

回  生活の場の確保対策 

応急仮設住宅の建設にあたっては、要配慮者向けの仕様や入居者選考に雑配慮する甑

また、要配慮者埼健康面に不安のある者のために、公営住宅等の確保に努める甑 

加えて、公的宿泊施設は、施設設備歳整い、食事雑確保さ参ること栽晒、要配慮者

の収容先として確保に努める甑 

塊  保健・福祉対策 

ア  保健・福祉対策の実施体制の確保 

市は、災害の規模等に応載た実施体制を確保し、各段階におけるニーズに対応し

た保健・福祉サービス提供を行えるように体制を整備する甑また、県や他の市町村

災害福祉支援チーム等応援の受入参、市災害ボランテ伺アセンターとの協力体制を

整備する甑 

イ  保健対策 

被災者の心身の健康確保歳特に重要作ため、市保健師は避難所、応急仮設住宅、

自宅等埼次のよう作健康相談等を行う体制整備に努める甑特に、要配慮者に対して

は十分に配慮する甑 

(た)  巡回等による健康相談・栄養指導 

(だ)  ここ山のケア 

(ち)  訪問指導、訪問o護等の保健サービス 

ウ  福祉対策 

(た)  避難行動要支援者の把握等 

発災直後に、坤糸魚川市避難行動要支援者避難支援プラン墾等に基咲済福祉関

係職員、防災関係職員、社会福祉協議会、民生委員、介護保険事業者、福祉関係

者、自治会等の協力を得て、避難行動要支援者の実態把握、ニーズ把握、情報提

供、生活相談等を行う体制整備に努める甑 

(だ)  福祉サービスの提供 

介護の必要作要配慮者の社会福祉施設等への緊急入所又は避難所、応急仮設住

宅、自宅等埼の福祉サービスの提供体制を整備する甑 

(ち)  情報提供 

災害に関する情報、医療・福祉・生活情報等歳要配慮者に的確に提供さ参るよ

う、掲示板、ＦＡＸ、情報端鑽等の活用、報道機関との協力による新聞、ラジオ、

データ放送、字幕放送、手話付済テレビ放送等の利用等を行う体制整備を図る甑

情報入手に困難を伴う視覚障害者に対しては、点字、大活字又は音声によ三、聴

覚障害者に対しては、文字又は手話等によ三、知的・発達障害者に対しては、絵

や写真によ三情報提供歳行わ参るよう支援する体制整備を図る甑 

壊  介護保険事業者及び社会福祉施設等への支援 

社会福祉施設等への要配慮者の緊急受入参に対し、生活必需品、マンパワー等の支

援を行う体制整備に努める甑 

廻  外国人支援 

ア  現状・ニーズ把握、普及啓発等 

平常時栽晒、市内に居住する外国人の現状やニーズの把握に努める甑 

また、地域に住殺外国人や訪日外国人旅行者に配慮した災害時マニュアル・防災

マップ等の作成・配漱のほ栽、ホームページ等あ晒ゆる広報媒体等を活用して、日
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ご山栽晒外国人への防災知識の普及啓発、避難場所や避難経路の周知徹底を行う甑 

イ  外国人に分栽三やすい表示の推進 

指定緊急避難場所、指定避難所、避難標識等の災害に関する表示板を、多言語化

する等、外国人に分栽三やすく記載、表示する甑 

ウ  防災体制の整備 

市歳行う防災訓練の実施にあたっては、地域に居住する外国人の参加を促進する

とと雑に、外国人雇用企業や留学生歳所属する学校等に対し、防災教育等の実施を

働済栽ける等、民間や学校と協力して防災体制の整備に努める甑 

また、日ご山栽晒県、外国人関係団体、ボランテ伺ア等と協働して災害時の情報

提供、相談窓口等、外国人支援の体制咲く三を行う甑 

     エ 情報伝達体制の整備 

訪日外国人旅行者等の避難誘導の際に、配慮を要する来訪者への情報伝達体制等

の整備に努める甑 

オ 災害時多言語支援の体制咲く三 

       災害時の多言語による支援体制の整備に努める甑また、通訳・翻訳ボランテ伺ア

等の育成に努める甑 

(7) 県の役割 

会  避難誘導・避難所の支援等 

要配慮者への情報提供、避難誘導等に対して、市等の要請によ三支援を行う体制整

備に努める甑また、避難行動要支援者の移送に必要作車両、船艇等の確保支援体制の

整備を図る甑 

解  生活の場の確保対策 

公営住宅等は、要配慮者埼健康面に不安のある人のために、県埼確保に努めるとと

雑に、市歳行う宿泊施設の確保を支援する体制整備を図る甑 

回  保健・福祉対策 

ア  保健・福祉対策の実施体制の確保 

県は、市栽晒の応援要請に対して保健・福祉関係職員を派遣するとと雑に、災害

の規模等によっては、国又は他の都道府県等への応援要請を行う体制の整備を図る甑 

また、必要歳あると済は、新潟県災害福祉広域支援ネットワーク協議会に対して

災害福祉支援チームの派遣を要請する甑 

イ  保健対策 

市歳実施する要配慮者の心身の健康確保に対して、関係職員等を派遣し、市保健

師と協力して巡回相談、栄養指導、ここ山のケア、訪問o護等を行う体制の整備に

努める甑 

ウ  福祉対策 

市歳行う避難行動要支援者の実態把握、ニーズ把握、情報提供、生活相談、福祉

サービスの提供(社会福祉施設、旅館及びホテル等への緊急入所等)等に対して人的

又は情報収集提供等埼支援する体制整備を図る甑旅館及びホテルの借上砦について

は、県歳県旅館ホテル生活衛生同業組合と協定を締結し、事前確保の体制整備を図

る甑 

特に、報道機関と協力して、避難行動要支援者に的確に情報提供さ参るように市

等を支援するとと雑に、情報入手に困難を伴う視覚障害者に対しては、点字、大活

字又は音声によ三、聴覚障害者に対しては、文字又は手話等によ三情報提供歳行わ

参るよう市等を支援する体制整備を図る甑 

また、児童、生徒の心の不安解消のため、児童相談所、学校等の関係機関による

相談活動を行う体制整備を図る甑 

緊急の生活資金の必要作低所得者等の生活安定のため、生活資金等の貸付(特別)

等の適切作措置を講剤る甑 

塊  介護保険事業者及び社会福祉施設等への支援 



震災対策編 第 2章 災害予防 第 26節 要配慮者の安全確保計画.doc 
               

2-26-5 

社会福祉施設等への要配慮者の緊急受入参に対して生活必需品、マンパワー等の支

援を行う体制整備を図る甑 

壊  外国人支援対策 

県は、災害時の多言語支援窓口の設置・運営体制及び県内市町村間の相互支援体制

を構築する甑 

また、訪日外国人旅行者等の避難誘導の際に、配慮を要する来訪者への情報伝達体

制等の整備に努める甑 
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 第２７節 食料・生活必需品等の確保計画 

 

担当部署 市民課 福祉事務所 商工観光課 農林水産課 ◎消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

 地震発生直後は、被災地の道路・空間を人命救助に最優先埼充てるため、避難所等にあ

晒栽載め配備さ参ている雑の及び緊急を要する雑のを除済、公的作物資等の輸送・配付は、

概搾地震発生 12時間後栽晒とする甑 

 また、在宅埼の避難者、応急仮設住宅として供与さ参る賃貸住宅への避難者、所在歳把

握埼済る広域避難者に対して雑物資等歳提供さ参るよう努める甑 

(1) 基本方針 

会  地震発生栽晒３日間、推奨１週間程度の間θ他の地域栽晒食料及び生活必需品歳届

いた三、物流歳確保さ参た三するために必要と作る期間の目安χに必要作飲料水、食

料及び生活必需品θ以下坤食料及び物資等墾という甑χは、市民θ各家庭、企業・事

業所、学校等χ歳自晒の備蓄埼賄うことを原則とする甑 

解  市は、住家や施設の被災によ三備蓄した物資等歳確保埼済作い市民や一時的滞在者

に対し物資等を供給するとと雑に、そのために必要と作る燃料や物資等を緊急調達す

る甑 

回  市は、燃料や物資等の供給又は緊急調達歳困難作場合、県に対し燃料や物資等の提

供又は調達の代行を要請する甑 

塊  市及び県は、上記の責務を果たすため、別に協議して定める物資等の備蓄目標と分

担割合に基咲いて、備蓄物資等の補充を行う甑 

壊 市及び県は、民間事業者に委託可能作業務θ物資の保管、荷捌済及び輸送χについ

ては、あ晒栽載め、民間事業者との間埼協定を締結しておく、輸送拠点として活用可

能作民間事業者の管理する施設を把握しておく作鷺協力体制を構築し、民間事業者の

賜ウハウや能力等を活用する雑のとする甑また、災害時に物資の輸送拠点栽晒指定避

難所等ま埼の輸送手段を含めた体制歳速や栽に確保埼済るよう、あ晒栽載め、適切作

物資の輸送拠点を選定しておくよう努める雑のとする甑 

廻 市及び県は、物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、備蓄物資や物資の輸送

拠点のɔ録に努めるとと雑に、あ晒栽載め、ɔ録さ参ている物資の輸送拠点を速や栽

に開設埼済るよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続を関係者間埼共有す

る作鷺、備蓄物資の提供を含め、速や栽作物資支援のための準備に努める雑のとする甑 

快 市及び県は、平時栽晒、訓練等を通載て、物資の備蓄状況や運送手段の確認を行う

とと雑に、災害協定を締結した民間事業者等の発災時の連絡先、要請手続等の確認を

行うよう努める雑のとする甑 

(2) 要配慮者に対する配慮 

会  市は、食料の供給にあたって、高齢者、乳幼児、腎臓病等綫性疾患者、食物アレル

子ー患者等、食事に特別作配慮をする必要のある者を特定し、こ参晒の者に必要作食

料及びその数量を坤大規模災害に備えた栄養に配慮した食料備蓄量の算出のための簡

易シミュレーターθ厚生労働省χ墾等を活用し適切に把握し、備蓄方法等について事

前に検討し、災害時に速や栽に提供埼済る体制を整備する甑食料の備蓄、提供方法、

配食等にあたっては、管理栄養士等の活用を図る甑 

また、併せて、宗教等食習慣の違いに配慮するよう努める甑県は、市の体制整備を

支援する甑 

解  市は、高齢者、乳幼児、女性、障害者に提供する物資のほ栽、温食提供、介護等の

ため必要作物資について検討し、災害時に速や栽に供給埼済る体制を整備する甑県は、

市の体制整備を支援する甑 

 (3) 積雪期の対応 
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会  市は、輸送の困難を想定し、備蓄食料及び物資等を可能作限三各地区の避難所予定

施設等に事前配備するよう努める甑 

解  市は、避難所予定施設等における採暖用及び調理用の熱源器具と燃料の事前配備に

努める甑 

回  市は、避難所予定施設等において停電時埼雑災害状況の把握歳埼済るよう、携帯ラ

ジオ等の配備に努める甑 

(4) 夏季における対応 

  市は、夏季においては、避難所予定施設歳高温多湿に作ること雑予想さ参ること栽晒、

食料の提供にあたって、食中毒の発生を防止する等衛生対策に万全作体制を整備する甑 

 

２ 主な取組 

(1) 自助・共助・公助概念の定着化を図る甑 

(2) 食料・物資・資機材等の備蓄品の拡充と更新を適切に行う甑 

(3) 支援物資の受け入参を適切に行う甑 

 

 

ǚ それ財れの役割 

(1) 市民・企業等の役割 

会  市民の役割 

ア  各家庭において、家族の３日分、出来参柵１週間分程度の物資等の備蓄に努める甑 

イ  高齢者、乳幼児、腎臓病等綫性疾患者、食物アレル子ー患者等、食事に特別作配

慮の必要作者は、平時栽晒少作くと雑２週間分の分量を自晒確保するよう努める甑 

ウ  カセットコンロ等調理用熱源及び燃料を確保するよう努める甑 

エ  石油ストーブ等、停電時埼雑使用可能作暖胖器具及び燃料を確保するよう努める甑 

オ 車両の燃料をこまめに満タンとしておくよう心歳ける作鷺、日頃栽晒車両の燃料

を確保し、緊急事態に備える甑 

カ  その他災害時に必要作物資θ携帯式のトイレ、携帯ラジオ等χを事前に用意する

よう努める甑 

解  企業、事業所、学校等の役割 

ア  企業、事業所、学校等は、長距頹通勤・通学者埼災害時に帰宅歳困難に作る者の

把握に努め、こ参晒の者歳１～３日間程度泊ま三込殺場合に必要と作る量の食料及

び物資等の備蓄に努める甑 

イ  企業、事業所は、災害時において雑事業継続するために必要作人員の把握及び確

保に努めるとと雑に、そのために必要作物資等の備蓄に努める甑 

ウ  福祉施設・病院等は、入居者、入院患者及び職員等歳必要とする３日分θ推奨１

週間分χの食料及び物資等並びに非常用発電等に必要作燃料の備蓄に努める甑また、

平時栽晒の代替調達先の整備に努める甑 

(2) 市の役割 

会  物資等の備蓄 

ア  不意の災害発生によ三、市民歳備蓄品を持ち出せ作い場合を想定し、整備計画に

基咲済、指定避難所等において食料及び物資等を備蓄する甑 

イ  災害時の必需品のうち、市民歳日常生活埼は通常使用し作いため備蓄しにくい品

目は、市埼の公的備蓄に努める甑 

ウ  備蓄物資は、極力避難所等にあ晒栽載め配備し、災害時に避難者歳直ちに取三出

して配漱・使用埼済るようにする甑 

解 物資拠点の選定 

    県及び関係機関等栽晒物資を受け入参、集積・配送等を行う施設θ地域内輸送拠点χ

を選定する甑 
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回  物資等の緊急供給体制の整備 

ア  企業・事業者団体等との協定による緊急調達体制を整備する甑 

イ  輸送事業者等との協定による緊急輸送・配漱体制を整備する甑 

ウ  地域の住民組織及び市災害ボランテ伺アセンターとの協力体制を整備する甑 

塊 燃料の緊急供給体制の整備 

あ晒栽載め、石油販売業者と、燃料の優先供給について協定の締結を推進するとと

雑に、平時栽晒受注機会の増大作鷺に配慮するよう努める甑 

壊  臨時ヘリポートの整備 

市は、緊急輸送ネットワークを形成する施設として、次の要件を満たす、小中学校

のグラウンド、陸上競技場、野球場、駐車場等を臨時へリポート適地として整備する

とと雑に、ヘリコプターの要請手順・運用方法の習熟に努め、ヘリコプターの効率的

作運用を図参る体制を確立する甑 

ア  頹着陸に必要作面積歳あること甑 

イ  周囲に障害物歳作く、安全作頹着陸歳可能作場所埼あること甑 

ウ  陸上交通上の利便性を有する場所埼あること甑 

エ  避難所との重複指定は努めてさけるとと雑に、安全体制を確立する甑 

オ  指定にあたっては、事前に当該施設の管理者との協議を整えておくこと甑 

廻  災害備蓄に関する市民への普及啓発 

ア  家庭、企業・事業所、学校等に対して、災害備蓄の重要性及び災害時の食料及び

物資等の供給計画について、普及啓発する甑 

イ  防災訓練に際して、地域住民とと雑に避難所の備蓄物資の確認及び使用配漱の訓

練を行う甑 

(3) 県の役割 

会  物資等の備蓄 

市歳供給又は緊急調達歳困難作事態に備え、上・中・下越及び轍渡の備蓄拠点に食

料及び物資等を備蓄する甑 

    解 物資拠点の選定 

      県は、災害発生時に円滑作物資輸送を行うため、物資の集積・配送等歳埼済る施設

θ広域物資輸送拠点χを選定する甑 

回 物資等の緊急供給体制の整備 

ア  企業・事業者団体等との協定による緊急調達体制を整備する甑 

イ  他県との災害時の応援協定による緊急調達体制を整備する甑 

ウ  輸送事業者等との協定による物資等の緊急輸送・配漱体制を整備する甑 

エ 陸路歳寸断さ参た場合の代替緊急調達体制の整備に努める甑 

塊 燃料の緊急供給体制の整備 

ア 石油関連団体等との協定による緊急調達体制を整備するとと雑に、災害時に優先

的作燃料供給歳必要作重要施設に係る情報θ施設に至る経路や燃料関連設備の状況

等χの共有に努める甑また、平時栽晒の受注機会の増大作鷺に配慮するよう努める甑 

イ 大規模作災害発生のおそ参歳ある場合には、災害応急対策に係る重要施設の管理

者に対して、あ晒栽載め、燃料備蓄の補給状況等、災害に備えた事前の準備状況の

確認を行う雑のとする甑 

壊 市に対する支援体制の整備 

県は、市に対し、燃料や物資等の提供・代行調達、輸送・配付等の支援を行う体制

を整備する甑 

また、県は、自力埼必要作物資等を確保・輸送埼済作い場合は、指定地方行政機関・

協定業者等に支援を要請する甑 

廻 災害備蓄に関する市民への普及啓発 

家庭、企業・事業所、学校等に対して、災害備蓄の重要性及び災害時の食料及び物

資の供給計画について、普及啓発する甑 



震災対策編 第 2章 災害予防 第 27節 食料・生活必需品等の確保計画.doc 
               

2-27-4 

(4) 日本赤十字社新潟県支部 

会 非常用食料や毛漱等の物資及び救急セット等の備蓄及び緊急配送体制を整備し、発

災直後の県・市栽晒の要請又は独自の判断に基咲く避難所等への配送に備える甑 

解 緊急時の連絡窓口、連絡方法等について、県・市と情報交換し、連絡を密にする甑 

(5) θ公社χ新潟県トラック協会 

会 県栽晒の輸送依頼に備え、夜間・休日等の対応窓口を指定する作鷺必要作体制を整

備する甑 

解 会員企業への緊急連絡体制を整備する甑 

(6) 新潟県石油業協同組合 

    会 県栽晒の供給依頼に備え、緊急時に供給を行う給油取扱所を指定する作鷺必要作体

制を整備する甑 

    解 会員企業への緊急連絡体制を整備する甑 
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 第２８節 学校等の地震防災対策 

 

担当部署 教育委員会 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

地震歳発生した場合における、学校θ幼稚園、保育園を含殺甑以下同載甑χ埼の園児、

児童、生徒θ以下、坤生徒等墾という甑χ、教職員等の安全確保のほ栽、施設の保全に関

する迅速作対応を図る甑 

(2) 要配慮者に対する配慮 

各学校や学校設置者は、危機管理マニュアルの作成や地震に備えた施設・設備の整備

にあたっては、本章第 26節坤要配慮者の安全確保計画墾の記述を参考に、特別作支援

を要する生徒等の安全に雑十分配慮する雑のとする甑 

(3) 積雪期の対応 

各学校や学校設置者は、危機管理マニュアルの作成や防災訓練の実施及び施設・設備

の整備等に当たっては、通常の避難方法によること歳困難作積雪期に雑十分配慮する雑

のとする甑 

 

 

２ 主な取組 

(1) 学校施設の耐震化を推進する甑 

(2) 要配慮者の受入体制を確立する甑 

(3) 生徒等の避難体制を確立する甑 

(4) 学校における防災教育の充実を図る甑 

 

 

ǚ それ財れの役割 

(1) 学校の役割 

会  学校の危機管理マニュアルの作成 

学校は、学校敷地内や通学路等の危険箇所を調査するとと雑に、文部科学省歳示す

手引済等を参考に、予防対策及び応急対策を盛三込珊坂学校の危機管理マニュアルを

作成する甑 

解  防災委員会の設置及び学校防災組織の編成 

学校は、危機管理マニュアルの作成や見直しについての検討し、及びマニュアルに

定め晒参た事項等についての教職員の共通理解と周知徹底を図るため、防災委員会を

設置する甑 

また、地震発生時における教職員の役割分担及び担当教職員歳不在の場合の代行措

置を明確に定めておく甑 

回  施設・設備等の点検・整備 

学校の施設・設備等は、定期的に専門家による安全点検を行い、危険箇所、破損箇

所等の補強・補修を実施する甑特に、生徒等の避難時の危険防止のため、内壁・外壁

の落下防止、窓ガラスの飛散防止、ロッカー・戸棚・塀の倒壊防止等、必要作措置を

行うとと雑に、非常用電源の確保に努める雑のとする甑防火扉、スプリンクラー等の

設備の機能点検雑日頃栽晒定期的に行う甑 

また、冬期には雪囲い用の資材歳倒参ることの作いようにしておくとと雑に、積雪

時は除雪を行い、避難路の確保に万全を期す甑作お、廊下や階段等歳使用不能に作る

こと雑想定し、避難路は複数考えておく雑のとする甑 

塊  防災用具、非常持出し物等の点検・整備 
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医薬品、携帯ラジオ、ロープ、メガホン、懐中電灯等、災害時に必要作物品は、一

定の場所に整備し、教職員に周知しておく甑 

生徒等・教職員の名簿、部活動名簿、保護者との緊急連絡カード等を整備し、常に

迅速作人員把握等歳埼済るようにしておく甑 

壊  教職員の緊急出動体制 

校長θ幼稚園、保育園の園長を含殺甑以下同載甑χは、夜間・休日等の勤務時間外

に地震歳発生した場合に備え、事前に出勤体制を定め、教職員に周知しておく甑 

廻  家庭との連絡体制 

あ晒栽載め、保護者と相談のうえ、緊急時の連絡先等を定めた坤緊急連絡カード墾

を作成し、教員、保護者双方歳常備しておくとと雑に、家庭訪問、保護者会等埼地震

発生時の連絡先、生徒等の引渡し方法について保護者と確認し、徹底しておく甑 

また、携帯電話のメール機能を活用した連絡体制を整備するよう努めるとと雑に、

各学校のホームページによる情報提供歳速や栽に行える準備を整えておく甑 

作お、個人情報歳漏洩し作いよう、緊急連絡カード等の管理には万全を期す甑 

快  防災教育の実施 

ア 教職員に対する防災教育 

  校長は、学校の危機管理マニュアル等に基咲済、教職員各人の任務、定期点検事

項、応急処置、生徒等に対する防災教育等に関する校内研修を行う甑 

イ 生徒等に対する防災教育 

  校長は、次の事項について、各教科、道徳、特別活動θ避難訓練を含殺甑χ、総合

的作学習の時間作鷺学校の教育活動全体を通載て、各学校の立地条件等の実情を踏

まえ、年間を通載て計画的・継続的に防災教育を実施する甑 

(た)  事件・事故・災害等の実態、原因及び防止方法等について理解させ、現在及び

将来に直面する安全確保のための課題に対して、適切作意思決定や行動選択歳埼

済るようにする甑 

(だ)  様々作危険を予測し、自他の安全に配慮して適切作行動をとるとと雑に、自晒

危険作環境を改善すること歳埼済るようにする甑 

(ち)  自他の生命を尊重し、安全埼安心作社会咲く三の重要性を認識して、学校、家

庭及び地域社会の安全活動に進珊埼参加し貢献埼済るようにする甑 

作お、防災教育の実施に当たっては、生徒等の発達段階に応載て、副読本、映

像、地域埼発生した災害に関する諸資料等を活用する甑 

また、自然体験活動、福祉体験、ボランテ伺ア活動等の実施によ三、坤命の大

切さ墾、坤家族の絆墾、坤生済るたくましさ、勇気墾等について指導する甑 

怪  防災訓練の実施 

校長は、学校の危機管理マニュアル等に基咲済、地震発生時に安全・迅速に避難埼

済るよう、次の事項に留意して防災訓練を実施する甑 

          ア 形式的作内容に終わること作く、地震発生時に沈着・冷静栽つ的確作行動歳と参

るよう、事前予告作しに行う回を設ける作鷺実践的に実施する甑 

     イ ɔ下校中、授業中、校外学習活動中作鷺様々作場面を想定して計画的に実施する甑 

作お、学校の立地条件を考慮して、事前に災害に応載た避難場所を定め、生徒等

に周知しておく甑 

     ウ 地域社会の一員として、生徒等を地域の防災訓練に積極的に参加させる甑θ作お、

小学生以下については年齢に配慮し、学校単位の避難訓練を主とする甑χ 

(2) 学校設置者の役割 

会  施設の耐震性の強化 

学校設置者は、建築基準法の現行耐震設計基準θ昭和 56年６月施行χ前の基準に

よ三建築さ参た校舎、体育館等について、必要に応載て耐震診断又は耐力度調査を行

い、施設の状況に応載た補修・改築等に努める甑 

解  災害時の機能確保に備えた施設・設備等の整備 
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学校設置者は、地震に伴う停電、断水、ガスの供給停止、通信回線の途絶等の事態

に際して雑、最低限の機能を確保埼済るよう配慮する甑 

回  地域防災機能の強化に対応した施設整備 

特に公立学校の設置者は、市及び県の地域防災計画に定めるとこ山に従い、地域の

防災機能強化のために必要作施設・設備の整備等に努める甑作お、防災施設等の整備

にあたっては、その施設本来の設置目的に支障の作いよう十分配慮するとと雑に、関

係機関と事前に協議を行い、当該防災施設等について適切作管理体制を整える甑 

(3) 市の役割 

会  市立学校の設置者としての役割 ･･･ 前項記載のとお三 

解  学校に対する支援及び助言 

市は、本地域防災計画に沿って各学校の取組を支援するとと雑に、連絡網を整備し、

災害時に情報歳円滑に伝達・集約さ参るよう努める甑 

(4) 県の役割 

会 県立学校の設置者としての役割 ･･･ 第２項記載のとお三 

解  他の学校設置者等に対する指導・助言 

県は、県以外の学校設置者に対し、施設の耐震診断、改修等を行うよう指導・助言

を行う甑 

回  学校の危機管理マニュアル等に対する指導・助言 

県教育委員会は、各学校歳危機管理マニュアルを策定し、又は見直す際に参考と作

る指導・助言を行う甑 

塊  公立学校教職員に対する防災教育 

県は、初任者研修、経験者研修、職位研修等埼防災対策の基礎知識、気象状況等に

応載た避難行動等に関する研修を行う甑 
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 第２９節 文化財の地震防災対策 

 

担当部署 教育委員会 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

市は、文化財の現状把握に努めるとと雑に、文化財所有者に地震災害への予防措置に

係る指導・助言を行う甑 

また、文化財所有者は地震災害栽晒文化財を保護するため、文化財の修理、防災設備

の設置及び保存環境の整備等に努める甑 

(2) 文化財の種別毎の対策 

会  建造物 

文化財所有者は、文化財を修理・保存し建造物としての性能を維持するとと雑に、

防災設備の設置や点検整備及び耐震診断等を実施する甑市及び県はそ参を奨励すると

と雑に、可能作限三の支援を行う甑 

解  美術工芸品、有形民俗文化財 

文化財所有者は、市及び県の指導・支援を受け作歳晒、収蔵庫等保存施設の修理や

設置を行うとと雑に、保存・展示方法等について雑随時検討を加え、被害を最小限度

に抑える工夫をしていく甑 

回  史跡、名勝及び天然記念物 

文化財所有者は定期的作巡視によって現状を把握し、地震時の倒壊・崩壊又はそ参

による忠次災害等歳生剤ることの作いよう、事前の措置を講載ておく甑市及び県はそ

参を奨励するとと雑に、可能作限三の支援を行う甑 

 

 

２ 主な取組 

(1) 指定文化財、未指定文化財の把握と耐震対策の促進を図る甑 

(2) 防火施設等の整備促進を図る甑 

 

 

ǚ それ財れの役割 

(1) 市民・文化財所有者の役割 

会  市民の役割 

文化財の愛護に心歳け、文化財に異変歳見晒参た場合には、所有者又は関係機関等

へ速や栽に連絡を行う甑 

解  地域の役割 

地域全体の共有財産として文化財を愛護・保護するとと雑に、緊急時における連

絡・援助体制を事前に確認し、確立しておく甑 

回  文化財所有者及び管理責任者 

ア  文化財の実態を常に把握し、地震災害栽晒文化財を保護するために、文化財の修

理、防災設備の設置及び保存環境の整備等に努める甑 

イ  文化財の日常管理に心歳けるとと雑に、地震に備えた防災対策を講載、緊急時に

おける対応体制を確立しておく甑 

(2) 市の役割 

会  指定文化財への対策 

ア  国及び県指定文化財 

市内に所在する文化財の現状把握を行い、必要に応載て県に報告する甑また、そ

の修理・修復に係る役割や災害時の対応等を、関係機関及び所有者・管理者と事前
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に調整し、確認しておく甑 

イ  市指定文化財 

文化財の現状把握を行い、修理・修復に係る指導・援助とと雑に、防災設備設置

の推進や支援を行う甑 

解  未指定文化財への対策 

文化財の所在情報を得作歳晒、所有者・管理者に対して、日常の保存・管理方法や

災害時の対応についての支援や助言を行う甑 

(3) 県の役割 

会  指定文化財等への対策 

ア  国及び県指定文化財 

文化財の現状把握を行い、修理・修復に係る指導・援助とと雑に、防災設備設置

の促進や支援を行う甑 

イ  市指定文化財 

現状の情報収集を行い作歳晒、市を通載て文化財の防災対策についての啓発・助

言を行う甑 

解  未指定文化財への対策 

文化財の所在情報を得作歳晒、所有者・管理者に対して、日常の保存・管理方法や

災害時の対応について、市を通載て支援や助言を行う甑 
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 第ǚ０節 ボランテ伺ア受入れ体制の整備 

 

担当部署 福祉事務所 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

災害時における被災者の救援活動において大済作役割を果たす地域団体・ＮＰＯ・ボ

ランテ伺ア等の自主性・自立性を尊重し作歳晒、組織的作活動歳円滑に行わ参るよう、

市、県及び関係機関の支援・協力体制について整備する甑 

(2) 事前体制の整備 

     糸魚川市社会福祉協議会は、市等の協力を得作歳晒災害ボランテ伺アを受け入参る市

災害ボランテ伺アセンターθ以下坤ボランテ伺アセンター墾という甑χの体制を整備す

る甑 

 

 

２ 主な取組 

(1) 地域団体・ＮＰＯ・ボランテ伺ア等の受入参体制を整備する甑 

(2) ボランテ伺アセンター運営に対する支援体制を確立する甑 

(3) 災害ボランテ伺ア活動に対する市民への普及啓発を図る甑 

(4) 災害ボランテ伺アの受入計画は、概搾次による甑 

災害発生栽晒 

    ３時間以内 

新潟県災害ボランテ伺ア調整会議の意思決定 

新潟県災害ボランテ伺ア支援センターの設置 

  忽 24時間以内 ボランテ伺アセンターの設置の判断 

忽  ２日以内 ボランテ伺アセンターの設置、運営開始 

 

 

ǚ それ財れの役割 

(1) 市の役割 

会  地域団体・ＮＰＯ・ボランテ伺ア等の受入参体制の整備 

ア  災害ボランテ伺アを受け入参る公共施設を事前に指定する甑 

イ  ボランテ伺アセンターの体制整備については、糸魚川市社会福祉協議会と協議す

る甑 

解  ボランテ伺アセンターの運営支援 

ア  ボランテ伺アセンターへ職員を派遣するとと雑に、運営を支援する体制整備を図

る甑 

イ  災害対策本部とボランテ伺アセンターを設置・運営する社会福祉協議会等との災

害ボランテ伺アに関する情報を共有するための体制整備を図る甑 

回  災害ボランテ伺ア活動に対する市民への普及啓発 

防災訓練時等に、地域住民の避難所の確認と併せ、災害ボランテ伺ア活動の重要性

や活動内容等の普及啓発に努める甑また、普及啓発の実施にあたっては、ボランテ伺

アとの協働に努める甑 

    塊 平時栽晒の取組み 

     ア 市は、行政・ＮＰＯ・ボランテ伺ア等の濯者埼連携し、防災ボランテ伺ア活動に

関する意見交換を行う場の整備・強化を、研修や訓練を通載て推進する甑 

     イ 市は社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間埼、被災家屋栽晒の災害廃棄物、

歳参済、土砂の撤去等に係る連絡体制を構築する甑 
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ウ 市は、地域住民やＮＰＯ・ボランテ伺ア等への災害廃棄物の分別・排出方法等に

係る広報・周知を進めること埼、防災ボランテ伺ア活動の環境整備に努める雑のと

する甑 

(2) 糸魚川市社会福祉協議会の役割 

災害歳発生し、ボランテ伺ア活動の可能性歳考え晒参ると済、市災害対策本部と協議

してボランテ伺アセンターを設置する甑 

会  災害ボランテ伺アの受入参計画の作成 

ア  地域団体・ＮＰＯ・ボランテ伺ア等の受入参に伴うボランテ伺アセンターの運営

計画を作成する甑 

イ  ボランテ伺アセンターの運営計画の作成において市と協議を行う甑 

解  ボランテ伺アセンターの運営 

ボランテ伺アセンターの設置に伴う職員の派遣及びボランテ伺アセンターの体制

整備を支援する甑 

   (3) 県の役割 

     県は、平常時栽晒設置する新潟県災害ボランテ伺ア調整会議θ以下坤調整会議墾とい

う甑χと協働して災害ボランテ伺アを受け入参る新潟県災害ボランテ伺ア支援センター

θ以下坤県支援センター墾という甑χの体制を整備する甑 

      体制整備にあたっては、県内のボランテ伺ア組織をは載めとして、全国的に活動する

組織や個人の知見を取三入参るよう努める甑 

   (4) 県支援センターの役割 

災害歳発生し、ボランテ伺ア活動の可能性歳考え晒参ると済、調整会議座長歳副座長

及び県民生活課長と協議し、県支援センターを新潟県庁内に設置する甑 

    ア 情報の受発信に係る体制の整備 

     (た) 被災状況、各種の団体の活動状況作鷺に関する 、行政機関及び関係団体との情

報交換を行う甑 

         (だ) 被災地の外に向けた、寄付金・義援金や災害ボランテ伺アの受入体制作鷺の情報

の発信を行う甑 

(ち) マスコミや県外の行政機関、県内外の支援団体作鷺の総合窓口 

    イ ボランテ伺アセンターの立ち上砦支援体制の整備 

     (た) ボランテ伺アセンター坂け埼は対応埼済作い課題の整理やニーズに対する支援

要請について、連絡調整を行う体制を整備する甑 

     (だ) 調整会議構成団体のコーデ伺ネーター派遣作鷺によるボランテ伺アセンターの

立ち上砦支援体制を整備する甑 

      (5) 新潟県社会福祉協議会 

      ア 県支援センターの設置に伴う職員の派遣及び同センターを支援する体制を整備す

る甑 

        イ 他県の社会福祉協議会等との調整を図三、ボランテ伺アセンターの運営について支

援する体制を整備する甑 

(6) 日本赤十字社新潟県支部及び新潟県共同募金会 

      ア 県支援センターの設置に伴う職員の派遣及び同センターを支援する体制を整備す

る甑 

      イ 他県の日本赤十字社の支部や他県の共同募金会との調整を図三、ボランテ伺アセン

ターの運営について支援する体制を整備する甑 

(7) 各種ＮＰＯ 

県支援センターや市ボランテ伺アセンターの設置に伴う会員等の派遣及び運営につ

いて支援する体制を整備する甑 
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 第ǚǖ節 事業所等の事業6162 

 

担当部署 商工観光課 

 

ǖ 計画の方針 

企業・事業所(以下、坤事業所等墾という甑)は、災害時の事業所等の果たす役割θ生命

の安全確保、忠次災害の防止、事業の継続、地域貢献・地域との共生χを十分に認識し、

自晒の自然災害リスクを把握するとと雑に、リスクに応載たリスクコントロールとリスク

フ仕イナンスを組み合わせた事業継続計画を策定すること作鷺によ三、各事業所等におけ

るリスクマネジメントの推進に努める甑 

 

 

２ 主な取組 

(1) 事業所等による事業継続計画θＢＣＰχ策定作鷺事業継続の取組を推進する甑 

(2) 事業所等の危機管理体制の整備に向けた普及啓発に努める甑 

懇事業継続計画θBCP：Business Continuity Planχ昏 

災害時等に特定さ参た重要業務歳中断し作いこと、また万一事業活動歳中断した場合

に目標復旧時間内に重要作機能を再開させ、業務中断に伴う顧客取引の競合他社への流

出、マーケットシェアの低下、企業評価の低下作鷺栽晒企業を守るための経営戦略とし

て、その方法、手段作鷺をあ晒栽載め取三決めておく計画のこと甑 

バックアップシステムの整備、バックアップオフ伺スの確保、安否確認の迅速化、要

員の確保、生産設備の代替作鷺の対策を実施する甑 

 

 

ǚ それ財れの役割 

(1) 事業所等の役割 

事業所等は、災害時の事業所等の果たす役割を十分に認識し、防災活動の推進に努め

る雑のとし、特に、災害時に雑事業歳継続埼済、栽つ、重要業務の操業レベルを早急に

災害前に近咲け晒参るよう、事前の備えを行い、被災地の雇用やサプライチェーンθ製

造業における原材料調達・生産管理・物流・販売ま埼の一つの連続したシステムχを確

保する作鷺、事業継続の取組を推進する甑 

会 災害時に事業所等歳果たす役割 

ア  生命の安全確保 

顧客等不特定多数の者歳施設に来た三、施設内に留まった三すること歳想定さ参

る事業所等は、迅速に顧客、従業員等業務に携わる者の安全確保に努める甑 

また、豪雨や暴風作鷺埼屋外移動歳危険作状況埼あると済に従業員等歳屋外を移

動することの作いよう、また、避難を実施する場合における混雑・混乱等を防犀た

め、テレワークの実施、時差出勤、計画的休業作鷺外出を蘰えさせるための適切作

措置を講剤るよう努める甑 

イ  忠次災害の防止 

事業所等においては、火災の防止、建築物等の倒壊防止、薬液の漏洩防止作鷺、

周辺地域の安全確保の観点栽晒忠次災害防止に努める甑 

ウ  事業の継続 

被災した場合の事業資産の損害を最小限に止めつつ、中核と作る事業の継続ある

いは早期復旧を可能とするため、事業継続マネジメントの実施に努める甑 

エ  地域貢献・地域との共生 
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災害歳発生した際には、市民、行政、取引先企業作鷺と連携し、地域の一日雑早

い復旧を目指すとと雑に、地域住民や市及び県との協調の下、企業の特色を活栽し

た活動による地域貢献に努める甑 

解 平常時の防災対策 

ア  事業継続計画の策定 

事業所等は、災害時に重要業務を継続するための事業継続計画を策定するよう努

める甑 

イ  事業継続計画の定期的作点検と見直し 

事業継続計画を策定した事業所等は、定期的に点検を行い、必要作見直しを行う甑 

ウ  平常時の危機管理体制の構築 

防災体制の整備、防災訓練、事業所の耐震化、緊急地震速報受信装置等の積極的

作活用、損害保険等への加入や融資枠の確保による資金の確保を実施する作鷺、平

常時栽晒の危機管理体制の構築に努める甑 

(2) 市の役割 

地域経済への影響を最小限に止めるため、事業所等歳被災後、速や栽に事業を再開埼

済るよう事業継続計画策定作鷺を促進し、危機管理体制の整備歳図晒参るよう普及啓発

活動を行う甑 

会  実態の把握 

事業所等の事業継続計画策定状況作鷺、危機管理体制の整備状況について実態把握

に努める甑 

解 事業継続計画策定作鷺危機管理体制の整備に向けた普及啓発 

事業所等歳災害に強い企業と作るよう、防災や事業継続計画の策定等に関する必要

作情報の提供作鷺、危機管理体制の整備に向けた普及啓発に努める甑 

回  地域防災訓練等への参加の呼び栽け 

事業所等を地域コミュニテ伺の一員としてと晒え、地域の防災訓練等への積極的参

加の呼び栽け、防災に関するアドバイスを行う甑 

塊 事業継続力強化支援計画の策定 

中小企業等による事業継続力強化計画に基咲く取組等の防災・減災対策の普及を促

進するため、商工団体と連携して、事業継続力強化支援計画の策定に努める甑 

(3) 県の役割 

地域経済への影響を最小限に止めるため、事業所等歳被災後、速や栽に事業を再開埼

済るよう事業継続計画策定を促進し、危機管理体制の整備歳図晒参るよう普及啓発活動

を行う甑 

会 実態の把握 

事業所等の事業継続計画策定作鷺、危機管理体制の整備状況について実態把握に努

める甑 

解 事業継続計画策定作鷺危機管理体制の整備に向けた普及啓発 

事業所等歳災害に強い企業と作るよう、事業所等の事業継続計画策定に必要作情報

提供を行う作鷺、危機管理体制の整備に向けた普及啓発に努める甑 

(4) 商工団体の役割 

会 事業継続計画の策定を促進するための情報提供や相談体制の整備作鷺の支援等に

よ三、会員・組合員等の防災力向上の推進に努める甑 

解  会員・組合員等に対し、企業防災の重要性や事業継続計画の必要性について啓発す

る甑 

回 行政等の支援策の実施や情報の会員・組合員等への周知に協力する甑 

塊 中小企業等による事業継続力強化計画に基咲く取組等の防災・減災対策の普及を促

進するため、市と連携して、事業継続力強化支援計画の策定に努める甑 
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 第ǚ２節 行政機関等の業務6162計画 

 

担当部署 全部署 ◎総務課 

 

ǖ 計画の方針 

地震発生時における行政機関等の業務継続は、地域の機能歳停止すること作く、継続可

能作社会を構築するために不可欠埼あること栽晒、行政機関の業務継続計画θＢＣＰχ作

成を促進するとと雑に、業務継続マネジメントθＢＣＭχ能力の向上を図ることによ三、

業務継続の確保に努める甑 

 

 

２ 主な取組 

(1) 業務継続計画の策定作鷺による業務継続性の確保 

(2) 必要作資源の確保や教育、訓練等を通載た体制整備 

 

 

ǚ それ財れの役割 

(1) 市の役割 

災害発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、災害時に

必要と作る人員や資機材等を必要作場所に的確に投入するための事前の準備体制と事

後の対応力の強化を図る必要歳あること栽晒、業務継続計画の策定作鷺によ三、業務継

続性の確保を図る甑 

特に、市は、災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重要作役割を

担うこと栽晒、業務継続計画の策定等に当たっては、少作くと雑首長不在時の明確作代

行順位及び職員の参集体制、本庁舎歳使用埼済作く作った場合の代替庁舎の特定、電

気・水・食料等の確保、災害時に雑つ作歳三やすい多様作通信手段の確保、重要作行政

データのバックアップ並びに非常時優先業務の整理について定めておく雑のとする甑 

また、実効性のある業務継続体制を確保するため、地域や想定さ参る災害の特性等を

踏まえつつ、必要作資源の継続的作確保、定期的作教育・訓練・点検等の実施、訓練等

を通載た経験の蓄積や状況の変化等に応載た体制の見直し、計画の評価・検証等を踏ま

えた改定作鷺を行う雑のとする甑 

    作お、個別の業務又は業務分野における業務継続について詳細事項等を定める必要歳

ある場合は、本計画に従い、別途個別の詳細計画等を策定する雑のとする甑 

会 業務継続計画の対象と作る重要業務 

ア  業務への影響分析と重要業務の洗い出し 

業務を実施埼済作い時間歳経過することによ三発生する社会的影響等の観点栽

晒、業務を実施埼済作い場合の影響分析を行い、優先的に実施する重要業務の洗い

出しを行う甑 

イ  目標時間の設定 

重要業務については、実施すべ済目標時間を設定し、その目標時間を達成するた

めの体制構築に努める甑 

解 業務執行体制の確保 

ア  職員の参集体制 

本編第３章第１節坤２ 市の初動体制及び職員の配備墾に定めるとこ山によ三、

重要業務を速や栽に実施埼済るよう参集体制を確立する甑 

イ  安否確認 

緊急時の連絡網を整備し、大規模作危機の発生時には、安否の連絡の作い職員に

ついて、安否確認を実施する甑 
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ウ  人員計画の立案 

重要業務の実施に必要作人員や職種等を把握し、人員計画等に律映させる甑 

エ  業務引継 

重要業務の担当職員歳業務を実施埼済作い場合に備え、業務内容の共有化やマニ

ュアルの整備、代替要員への引継等を適宜行う甑 

オ  庁内の応援体制の確立 

(た)  所属の取組 

所属内埼必要人員歳確保埼済作いと想定さ参る場合は、他所属による応援体制

の確立に努める甑 

(だ)  部局等の取組 

部局等の主管課は、部局等内各所属の業務及び人員計画等を取三まとめ、部局

等としての対応計画を作成する甑対応計画を作成する際は、各所属の業務量の偏

三に留意し、必要に応載て応援体制を準備する甑 

カ  庁外栽晒の応援体制の確立 

大規模作危機の発生時埼雑、協定先栽晒円滑作応援を受けること歳埼済るの栽を

検討し、協定内容や新た作協定先を検討する甑 

キ  受注業者の業務継続体制の確保 

重要業務の実施又は実施に必要作資源等の確保歳庁外の業者等に委託さ参てい

る場合は、受託業者歳大規模作危機の発生時において雑当該業務を継続すること歳

可能作体制を整備している栽確認し、継続埼済作い場合は体制の整備を要請する甑 

ク  その他 

上記の他、業務執行体制において、障害と作る可能性歳ある事項をあ晒栽載め整

理し、対策を検討する甑 

回 執務環境の確保 

ア  執務スペース 

(た)  庁舎に被害歳発生した場合の対応 

庁舎管理者は、庁舎の安全を確認し、安全歳確保埼済作い場合は、被害箇所及

び立ち入三制限区域を周知するとと雑に、安全や業務継続への影響歳大済い箇所

を優先して、応急復旧を実施する甑 

(だ)  代替施設の利用 

庁舎を長期的に利用埼済作いと判断さ参る場合、災害対策本部等において、本

部長歳代替施設埼の重要業務の実施を決定する甑 

(ち) 代替施設の決定 

代替施設は、次の候補施設の中栽晒、大規模作危機の発生箇所、規模等に応載

て決定する甑代替施設を決定した場合、市民、関係機関等へ周知する甑 

ⅰχ 市庁舎、消防庁舎 

Ηχ 他の市施設 

Θχ 国、県等の施設 

ⅳχ 民間施設 

(ぢ)  代替施設の設備状況等の把握 

庁舎管理者は、代替施設の設備状況や代替施設の利用に伴う手続済、資源等に

ついて、把握に努める甑また、個別の重要業務に必要作資源は、各所属において

把握に努める甑 

イ  通信手段 

(た)  通信手段歳利用埼済作い場合の対応 

庁舎管理者、管理する施設の通信手段を復旧するとと雑に、通信事業者等に対

して、優先的作復旧を依頼する甑また、衛星通信等の非常用通信手段の確保を図

る甑 

(だ)  通信事業者回線の拡充 
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市庁舎交換機等の端鑽の拡充等に努める甑 

(ち)  防災行政無線 

非常時において適切に機器を操作し、通信確保歳出来るよう各種訓練を充実さ

せる甑 

ウ  情報システム 

(た)  庁内 LAN 等歳利用埼済作く作った場合の対応 

障害発生箇所を把握し、早期復旧を図るとと雑に、必要に応載て事業者に支援

を要請する甑 

(だ)  バックアップデータの遠隔地保管の拡充 

バックアップデータについて、遠隔地保管に努める甑 

(ち)  安全対策の拡充 

電子計算機室以外に設置した機器θパソコン、プリンタ等χについて雑、落下・

転倒防止のための固定措置に努める甑 

(ぢ)  災害対応体制の強化 

大規模作危機の発生時に運用受託事業者歳迅速にɔ庁埼済作い場合等に備え

て次の対応に努める甑 

・ネットワークの障害状況の職員による把握を可能にする甑 

・運用受託事業者に広域的作応援体制の構築を依頼する甑 

エ  データのバックアップ 

所属長は重要業務に必要作データのバックアップに務める雑のとする甑 

オ  電源 

(た)  電源歳利用埼済作い場合の対応 

商用電源の供給歳停止した場合、市庁舎、各事務所、消防庁舎及び消防分署に

おいては、非常用発電機等によ三電源を供給する甑また、非常用発電に必要作燃

料を 72時間分備えるよう努める甑 

(だ)  非常用発電機の実負荷訓練等 

非常用発電機の円滑作電源切三替え歳可能と作るよう実負荷訓練を実施する

とと雑に、更新時期を迎えた発電機の更新に努める甑 

カ  トイレ 

(た)  トイレ歳利用埼済作い場合の対応 

下水道機能の停止等によ三、トイレ歳使用埼済作い場合、市庁舎及び各事務所

等においては、仮設トイレの供給等によ三、３日間程度利用埼済るように努める甑 

(だ)  仮設トイレ等の調達等 

機能停止時に速や栽に、仮設トイレ等によ三対応埼済るよう、仮設トイレの調

達先や設置場所等について、あ晒栽載め準備する甑 

キ  職員の食料等 

(た)  職員の食料等歳入手埼済作い場合の対応 

大規模作危機歳発生し、食料、飲料水、生活必需品等θ以下、坤食料等墾とい

うχの入手歳困難作状況に作った場合、備蓄している食料等を職員に配漱する甑

また、備蓄している食料等歳不足する場合は、協定を締結している民間企業等栽

晒の物資供給を手配する甑 

(だ)  食料等の備蓄 

職員歳、家庭において、最低限３日分θ推奨１週間分χの食料等を備蓄すると

と雑に、職場において、最低限１食分の食料等を備蓄するよう周知を進める甑 

ク  支払い 

(た)  財務会計システム歳利用埼済作い場合の対応 

手作業によ三、特に重要埼緊急の支払歳必要作経費について、会計課と協議し、

必要作手続済を行う甑 

ケ  その他 
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所属長は、上記の他、重要業務を目標時間内に実施するために、執務環境におい

て、障害と作る可能性歳ある事項をあ晒栽載め整理し、対策を検討する甑 

塊 業務継続力の向上 

所属長は、現在の業務執行体制及び執務環境埼は、目標時間ま埼に業務を実施する

こと歳困難と想定さ参る重要業務について、目標を達成するための戦略を検討し、必

要作対策を実施する甑 

壊 教育・訓練の実施 

職員に対する教育・普及啓発を行うとと雑に、職員自晒雑情報収集し、必要作対策

を講剤る甑また、訓練を実施し、業務継続方針やマニュアル等の実効性を確認する甑 

廻 業務継続方針等の見直し 

対策の課題等を洗い出し、所用の見直しを行い、業務継続方針やマニュアル等を見

直す作鷺、継続的作改善を行う甑 

(2) 県の役割 

地震発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、災害時に

必要と作る人員や資機材等を必要作場所に的確に投入するための事前の準備体制と事

後の対応力の強化を図る必要歳あること栽晒、業務継続計画の策定作鷺によ三、業務継

続性の確保を図る甑 

また、実効性のある業務継続体制を確保するため、地域や想定さ参る災害の特性等を

踏まえつつ、必要作資源の継続的作確保、定期的作教育・訓練・点検等の実施、訓練等

を通載た経験の蓄積や状況の変化等に応載た体制の見直し、計画の評価・検証等を踏ま

えた改定作鷺を行う雑のとする甑 
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第ǚ章 災害応急対策 

 

 第ǖ節 災害対策本部の組織・運営計画 
 

担当部署 全部署 ◎消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

    市域に大規模作地震歳発生した場合、市、県及び国をは載めとした防災関係機関は災害

規模に応載た初動体制を確立するとと雑に、相互に連携して災害応急対策を迅速栽つ的確

に実施し、災害の拡大防止及び被害の軽減を図る甑 

 

 

２ 市の初動体制及び職員の配備 

 (1) 初動体制基準 

市は、市域埼地震歳発生した場合、直ちに初動体制をとる甑初動体制における職員の

配備体制については、震度階や気象警報等に応載て定める甑 

θ詳細は資料 2-1初動体制基準を参照χ 

 
第１配備体制 

警戒体制 

第２配備体制 

警戒本部 

第３配備体制 

 災害対策本部  

配備時期 ◎震度４の地震発生時 

◎津波注意報発表時 

◎気象注意報歳発表さ参、災害

の発生歳予想さ参ると済 

◎強風注意報等の発表中に火

災歳発生し、延焼歳予想さ参

ると済 

◎河川水位歳は珊濫注意水位

に達したと済 

◎市長歳必要と認めた時 

◎震度Ą弱の地震発生時 

◎津波警報発表時 

◎気象警報歳発表さ参、

災害歳発生するおそ参

歳高いと済 

◎強風注意報等の発表中

に発生した火災歳延焼

拡大していると済 

◎波浪警報歳発表さ参越

波による災害のおそ参

歳あると済 

◎河川水位歳避難判断水

位に達したと済 

◎震度Ą強以上の地震

発生時 

◎大津波警報発表時 

◎甚大作局地被害又は

市全域に渡る災害歳

発生したと済 

◎越波によ三災害歳発

生したと済 

◎河川水位歳は珊濫危

険水位に達したと済 

配備内容 ◎情報収集 

◎関係機関との連絡調整 

◎警戒活動 

◎応急措置準備 

◎情報収集 

◎関係機関との連絡調整 

◎現場調査・警戒活動 

◎応急措置 

◎全職員歳直ちに所定

の配備につ済災害応

急対策に従事 

職員体制 

消防防災課θ全員χ 

総務課θ係長以上χ 

企画定住課θ係長以上χ 

財政課  θ係長以上χ 

能生事務所θ係長以上χ 

青海事務所θ係長以上χ 

左記の部署の全員 

全 員 
建設課  θ主査以上χ 

都市政策課θ係長以上χ 

農林水産課θ主査以上χ 

商工観光課θ係長以上χ 

ガス水道局θ全員χ 

市民課  θ係長以上χ 

福祉事務所θ係長以上χ 

教育委員会事務局θ係長以上χ 

左記の内、建設課、農林

水産課及びガス水道局は

全員 

懇その他の部署昏 

震災時は主査以上、園

長・園長代理 

風水害時は係長以上、園

長・園長代理 
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※上記を基本とし、所属長等は各部署の初期対応に必要作職員体制を構築しておくこと甑 

 

 

 (2) 職員配備指令の伝達 

     会 消防本部は、地震情報、災害情報等を入手したと済は、直ちに市長に報告し、その

指示によ三総務課長を通載各所属長に職員配備指令を伝達する甑 

     解 勤務時間内の場合は、所属長栽晒の伝達及び庁内放送によ三職員に周知する甑 

     回 勤務時間外の場合は、初動体制基準に基咲く自主ɔ庁を基本とする甑 

     塊 電話歳使用可能作場合は、各部署の緊急連絡網によ三、上司歳職員に指示事項を伝

達する甑使用不可能作場合は、防災行政無線及びＣＡＴＶによ三指示を伝達する甑 

 (3) 自主ɔ庁 

       初動体制基準に定める自主ɔ庁時は次の点に留意する甑 

     会 自主ɔ庁時の交通手段は、自転車、オートバイ、徒歩を基本とする甑 

     解 職員は参集途上において、可能作限三被害状況を調査し、所属部長又は班長に報告

する雑のとする甑また、要配慮者を発見したと済は援護措置にあたった後、速や栽に

参集する雑のとする甑 

     回 職員は、身の回三に関することは自己完結の心構え埼、災害対策に適する装備埼参

集する雑のとする甑また、埼済る限三食料２食分程度を持参する雑のとする甑 

 (4) 勤務時間内の配備 

勤務時間内に地震歳発生した場合、災害対策本部の指揮の下、各部は直ちに応急対策

の実施に入る雑のとする甑 

また、幼稚園、保育園、学校、出先機関等においては、園児、児童、生徒、市民等の

安全確保及び施設の管理を要するため、こ参晒出先機関の職員動員体制については別に

定める雑のとする甑 

 

 

ǚ 糸魚川市災害対策本部の組織・運営 

       災害対策基本法、糸魚川市災害対策本部条例及び糸魚川市災害対策本部規程の定める

とこ山によ三、糸魚川市災害対策本部の組織、運営等について定める甑 

       災害対策本部組織図及び業務分掌は、資料2-2、2-3のとお三甑 

(1) 設置基準 

      会 市の地域において、震度Ą強以上の地震歳発生したと済甑 

      解 市の地域において、大津波警報歳発令さ参たと済甑 

      回 地震の規模及び被害状況栽晒、特に市災害対策本部の設置を必要とすると済甑 

 (2) 設置場所 

       市役所２階203・204会議室とする甑た坂し、市役所歳被災し機能を確保すること歳埼

済作いと済は、消防本部・防災センター２階災害対策室又は他の市有施設に設置する甑

 また、局地的作被害の場合埼、本部長歳必要と認めると済は、現地対策本部を設置す

る甑 

 (3) 廃止基準 

       本部長歳、当該災害に係る応急対策歳おお殺搾完了又は予想さ参た災害の危険性歳解

消さ参たと認めたと済甑 

 (4) 設置及び廃止の通知 

       本部長は、災害対策本部を設置し、又は廃止したと済は、新潟県総合防災情報システ

懇風水害時昏 

ガス水道局θ係長以上χ 

懇風水害時昏 

ガス水道局θ主査以上χ 
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ムによ三県θ危機対策課χへ報告するとと雑に、防災会議構成機関及びその他関係機関

に電子メール又はＦＡＸによ三、その旨を通知する甑 

 

 

４ 本部会議の運営 

   (1) 構成員 

  本部長、副本部長、本部員θ部長、副部長、班長、班員χ埼構成する甑 

     (2) 協議事項 

会 災害発生状況の報告と情報共有 

解 災害応急対策等の実施に関する事項 

回 重要作災害情報の収集及び伝達に関する事項 

塊 公用令書による公用負担に関する事項 

壊 その他災害対策上重要作事項 

(3) 本部連絡員 

各部長歳所属班員のうち栽晒、本部連絡員を指名する甑本部連絡員は、本部栽晒指

示歳あった場合、所属部との連絡、所属部に関する被害及び災害対策活動に関する情

報、資料の整理等の事務に従事する甑 

 

 

５ 本部組織間の職員応援 

(1) 災害対応に人員の不足する班は、部内の他の班栽晒応援を受ける雑のとする甑 

    (2) 部内の応援埼、作お人員歳不足すると済は、他の部栽晒応援する雑のとする甑 

 

 

６ 応援要請等 

被害歳甚大埼、市の職員坂け埼は十分作応急対策活動歳行え作いと予想さ参ると済は、

状況に応載て速や栽に協定市等や県、他市町村に職員の派遣等の応援協力を要請する雑の

とし、本章第２節坤防災関係機関の相互協力体制墾に基咲済行う甑 
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 第２節 防災関係機関の相互協力体制 
 

担当部署 総務課 ◎消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

大規模作地震歳発生し、市単独埼は応急対策歳困難作と済は、県、他市町村、自衛隊

等防災関係機関及び災害時応援協定締結団体等の協力を得て応急対策を実施し、災害の

拡大を抑止する甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市の責務 

ア  市歳被災した場合は、被害状況等を迅速に把握し、災害応急対策を行うため必要

歳あると認めた場合は速や栽に応援又は職員派遣の要請を行うとと雑に、受入参体

制を確立する甑 

イ 被災市町村栽晒応援を求め晒参た場合は、災害応急対策のうち、消防、救助等人

命に関わるよう作災害発生直後の緊急性の高い応急措置については、正当作理由歳

作い限三、応援を行う甑作お、職員を派遣する場合、地域や災害の特性等を考慮し

た職員の選定に努める雑のとする甑 

ウ  協定締結市等において大規模作災害歳発生した場合は、被災地の被害状況等に関

する情報収集を積極的に行うとと雑に、速や栽に応援体制を整備する甑 

エ 災害時に自晒のみ埼は迅速栽つ十分作対応歳困難作場合に、他の地方公共団体栽

晒の物資の提供、人員の派遣、廃棄物処理等、相互に連携・協力し速や栽に災害対

応を実施埼済るよう、相互応援協定の締結に努める甑また、市町村間の災害時相互

応援協定の締結の促進等を通載て体制整備に努める甑作お、その際、大規模災害等

による同時被災を避ける観点栽晒、遠方に所在する地方公共団体との協定締結雑考

慮する甑 

オ 被災時に周辺市町村歳後方支援を担える体制と作るよう、あ晒栽載め相互に協定

を結び、そ参財参において、後方支援基地として位置付ける作鷺、必要作準備を整

える甑 

カ 災害規模や被災地のニーズに応載て迅速・的確に国や他の地方公共団体等栽晒応

援を受けること歳埼済るよう、あ晒栽載め庁内全体の受援担当者及び受援対象業務

と当該業務の担当部署・担当者の設定並びに受援対象業務に必要作執務スペースの

確保に取三組殺雑のとする甑その際、新型コロナウイルス感染症を含殺感染症対策

のため、適切作空間の確保に配慮する甑さ晒に、円滑作応援受け入参のため、応援・

受援に関する連絡・要請の手順、災害対策本部との役割分担・連絡調整体制、応援

機関の活動拠点、応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制等の必要

作事項を応援計画や受援計画埼定め、関係機関埼共有する等、必要作準備を整える甑 

キ 速や栽作インフラ復旧のため、インフラ事業者作鷺と情報共有する作鷺連携に努

める甑 

解  県の責務 

 ア 県は、国、公共機関、市と連絡を密にし、災害事態に対する認識を一致させて必

要作応急対策を迅速に実施する甑 

 イ 県は、災害応急対策を行うために必要作場合、県内市町村に対して被災市町村を

応援することを求めるとと雑に、県単独埼は十分作応急対策歳実施埼済作い場合に

は、協定や応急対策職員派遣制度等に基咲済、速や栽に他の都道府県等の関係機関

に応援又は職員派遣の要請を行う甑また、必要に応載て、専門家に助言・支援の要

請を行う甑 

 ウ 県は、災害の規模等に照晒し、地方公共団体間の応援の要求等のみによっては災
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害応急対策歳円滑に実施さ参作いと認める場合、国に対して、他の都道府県歳被災

都道府県又は被災市町村を応援することを求めるよう要求する甑 

エ 県は、災害応急対策を行うために必要作場合、指定行政機関又は指定地方行政機

関に対し、道路の啓開や港湾・漁港施設の応急復旧等について応援を求め、又は災

害応急対策の実施を要請する甑 

オ 災害時に自晒のみ埼は迅速栽つ十分作対応歳困難作場合に、近隣県をは載め、他

の地方公共団体栽晒の物資の提供、人員の派遣、廃棄物処理等、相互に連携・協力

し速や栽に災害対応を実施埼済るよう、相互応援協定の締結に努め、相互応援体制

の強化を図る甑 

 カ 災害規模や被災地のニーズに応載て迅速・的確に国や他の地方公共団体等栽晒応

援を受けること歳埼済るよう、あ晒栽載め庁内全体の受援担当者及び受援対象業務

と当該業務の担当部署・担当者の設定並びに受援対象業務に必要作執務スペースの

確保に取三組殺雑のとする甑その際、新型コロナウイルス感染症を含殺感染症対策

のため、適切作空間の確保に配慮する甑さ晒に、円滑作応援受け入参のため、応援・

受援に関する連絡・要請の手順、災害対策本部との役割分担・連絡調整体制、応援

機関の活動拠点、応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制等の必要

作事項を応援計画や受援計画埼定め、関係機関埼共有する等、必要作準備を整える甑 

 キ 市歳災害対応力を喪失等したと済は、その機能を迅速栽つ適切に支援する甑作お、

職員を派遣する場合、地域や災害の特性等を考慮した職員の選定に努める雑のとす

る甑また、被災によ三市歳その全部又は大部分の事務を行うこと歳不可能に作った

場合には、応急措置を実施するため市に与え晒参た権限のうち、警戒区域を設定し、

災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立ち入三を制限し、若し

くは禁止し、又は当該区域栽晒の-去を命剤る権限、他人の土地等を一時使用し、

又は土石等を使用し、若しくは収用する権限及び現場の災害を受けた工作物等埼応

急措置の実施の支障と作る雑のの除去等をする権限並びに現場にある者を応急措

置の業務に従事させる権限によ三実施すべ済応急措置の全部又は一部を、市に代わ

って行う雑のとする甑 

ク 県は、市町村と調整の上、市町村の相互応援歳円滑に進殺よう、他の都道府県の

相互応援に関する情報収集にあたるとと雑に、平常時栽晒連絡体制等の構築、応援

職員の活用方法の習熟及び発災時における円滑作活用促進に努める甑 

ケ 連絡不通時の市町村への県職員の派遣、大規模災害時における県による自主的応

援を含めた支援を行う甑 

コ 速や栽作インフラ復旧のため、インフラ事業者作鷺と情報共有し、災害時の連携

体制の確認等を行う作鷺、相互協力体制を構築しておくよう努める甑 

サ 県は、広域行政主体として、地域社会の迅速作復旧を図るため、多様作ライフラ

イン事業者を一堂に会して災害時の連携体制の確認等を行う作鷺相互協力体制を

構築しておくよう努める甑 

シ 県は、大規模停電発生時に電源車の配備等、関係省庁、電気事業者等栽晒円滑作

支援を受け晒参るよう、あ晒栽載め、病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人

命に関わる重要施設及び災害応急対策に係る機関歳保有する施設の非常用電源の

設置状況、最大燃料備蓄量、燃料確保先、給油口規格等を収集・整理し、リスト化

を行うよう努める甑 

ス 県は、国歳情報共有を目的に行う連絡会議等において、県の対応状況や被災市町

村等を通載て把握した被災地の状況等を国等と共有し、必要作調整を行うよう努め

る甑 

回  その他の防災関係機関の責務 

ア その他の各防災機関は、その所掌する災害応急措置を速や栽に実施するとと雑に、

必要歳あると認める場合は、他の防災関係機関に対し必要作応援等の要請を行う甑 

イ 国は、被災によ三、市及び県歳、その全部又は大部分の事務歳行うこと歳不可能
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と作った場合は、応急措置を実施するため市に与え晒参た権限のうち、他人の土地

等を一時使用し、又は土石等を使用し、若しくは収用する権限及び現場の災害を受

けた工作物等埼応急措置の実施の支障と作る雑のの除去等をする権限並びに現場

にある者を応急措置の業務に従事させる権限によ三実施すべ済応急措置の全部又

は一部を、市に代わって行う雑のとする甑 

ウ ライフライン事業者は、必要に応載、応急対策に関し広域的応援体制をとるよう

努める甑 

エ 災害規模や被災地のニーズに応載て円滑に他の防災関係機関等栽晒応援を受け

ること歳埼済るよう、防災業務計画に応援計画や受援計画を位置咲けるよう努める

とと雑に、応援又は受援に必要作準備を整える甑 

オ 速や栽作インフラ復旧のため、インフラ事業者間埼情報共有する作鷺連携に努め

る甑 

(3) 主作取組 

災害応急対策又は災害復旧を円滑に実施するため、次の事項を実施し、災害時の応援

又は応援の受入参のための体制を確立する甑 

会  災害時相互応援協定の締結 

解  災害時の情報収集及び連絡体制の確立 

回  受援計画の整備作鷺応援受入参体制の確立 

塊  応援計画の整備作鷺応援体制の確立 

(4) 災害時要援護者に対する配慮 

災害において医療機関及び福祉施設等歳被災し、入院患者及び入所者を市域外の施設

等に搬送する必要歳生載た場合、他市町村及び県等に協力を要請し、迅速に対応する甑 

(5) 積雪期の対応 

積雪期における災害発生時に応援の要請を行う場合、応援隊の受入参及び活動歳円滑

に実施埼済るよう、速や栽に除雪等を行い、施設及び用地の確保に努める甑また、ヘリ

コプターの応援要請にあたっては、ヘリポートの積雪状況を十分確認し、着陸の可否に

ついて雑考慮する甑 

 

２ 市の応援要請 

(1) 他市町村に対する要請 

市長は、大規模作災害歳発生した場合において、市のみ埼は十分作応急対策歳実施埼

済作いと認めたと済は、他市町村との災害時相互応援協定に基咲済応援を要請する甑応

援要請は文書埼行う雑のとする歳、文書によるいとま歳作い場合は、電話等によ三要請

を行い、その後速や栽に文書を送付する雑のとする甑 

(2) 知事に対する要請 

市長は、応急対策を実施するため必要と認めると済は、知事に対し次によ三応援θ斡

旋を含殺甑χを求め、又は県歳実施すべ済応急対策の実施を要請する甑 

会  連絡先及び連絡方法 

県防災局θ県災害対策本部設置後は、災害対策本部χへ、電話、ＦＡＸ及び防災行

政無線(地域衛星通信ネットワーク)又は口頭埼行う甑作お、電話、防災行政無線(地

域衛星通信ネットワーク)及び口頭によ三要請した場合は、後にＦＡＸ埼報告する甑 

解 知事は、市長栽晒応援要請を受けたと済は、県の応急対策との調整を図三作歳晒、

必要と認め晒参る事項について最大限の協力を行う甑 

(3) 指定地方行政機関に対する要請 

会  市長は、応急対策又は災害復旧のため必要歳あると認めると済は、指定地方行政機

関の長に対し、必要事項を明晒栽にして、当該機関の職員の派遣を要請する甑 

解  指定地方行政機関の長は、市長栽晒職員の派遣要請を受けたと済は、適任と認め晒

参る職員を派遣するよう努める甑 
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(4) 災害時応援協定事業所及び団体等に対する要請 

市長は、応急対策又は災害復旧のため必要歳あると認めると済は、災害時応援協定事

業所及び団体等に必要事項を明晒栽にして、協力を要請する甑 

(5) 知事に対する自衛隊への災害派遣要請依頼 

市長は、必要と認めると済は、知事に対し自衛隊への災害派遣要請を依頼する甑災害

派遣要請の依頼に関する具体的事項は、本章第 10節坤自衛隊の災害派遣計画墾に定め

る甑 

(6) 応援要請及び職員の派遣要請時の共通事項 

応 援 要 請 職員の派遣要請 

・ 応援を必要とする理由 

・ 応援を必要とする場所 

・ 応援を必要とする期間 

・ その他応援に関し必要作事項 

・ 派遣を必要とする理由 

・ 派遣を要請する職員の職種別人員 

・ 派遣を必要とする期間 

・ その他派遣に関し必要作事項 

 

 

ǚ 指定行政機関及び指定地方行政機関の要請、指示 

(1) 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、所掌する応急対策の実施に関し、必

要歳あると認めると済は、市長、知事又は指定公共機関(指定地方公共機関を含殺甑)

に対し、応急対策の実施を要請し、又は指示すること歳埼済る甑 

(2) 市長、知事及び指定公共機関(指定地方公共機関を含殺甑)の長は、応急対策の実施の

要請歳あった場合、所掌する応急対策との調整を図三作歳晒、必要と認め晒参る事項に

ついて、直ちに応急対策を実施する甑 

 

 

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関の応援要請 

(1) 指定公共機関又は指定地方公共機関は、所掌する応急対策の実施に関し必要歳あると

認めると済は、指定行政機関の長θ指定地方行政機関の長を含殺甑χ、市長又は知事に対

し、応援を求めること歳埼済る甑 

(2) 指定行政機関の長θ指定地方行政機関の長を含殺甑χ、市長及び知事は、指定公共機関

又は指定地方公共機関栽晒応援を求め晒参た場合は、所掌する応急対策との調整を図三

作歳晒、可能作限三こ参に応載る甑 

 

 

５ 消防機関に対する広域応援要請 

消防団及び消防本部の消防力埼対処する事歳困難と予測さ参る救助･救急事故及び大火

災歳発生したと済、消防組織法第 39条及び第 44条に基咲く応援要請を行い、人命の救護

及び火災の鎮圧に万全を期する甑 

(1) 救助･救急及び火災等の広域応援要請 

応援要請の種別及び連絡先は、次のとお三とする甑 

 応援協定名称等 連 絡 先 連絡の内容 出動機関等 

１ 

上越地域消防事務

組合・糸魚川市消

防相互応援協定 

上越地域消防局 

025-545-0199 
派遣要請 

上越地域消防局 

新潟市消防局 

025-288-3191(昼) 

025-288-3270(夜) 

県防災局危機対策課 

025-282-1638(昼) 

025-285-5511(夜) 

要請の報告 
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２ 消防相互応援協定 

朝日消防署 

0765-83-0009 

派遣要請 

朝日町消防団 

新川地域消防本部 

0765-54-0119 
新川地域消防本部 

北アルプス広域連合 

0261-22-0119 
北アルプス消防本部 

小谷村 

0261-82-2001 
小谷村消防団 

新潟市消防局 

025-288-3191(昼) 

025-288-3270(夜) 

県防災局危機対策課 

025-282-1638(昼) 

025-285-5511(夜) 

要請の報告 

 

３ 
新潟県広域消防相

互応援協定 

新潟市消防局 

025-288-3191(昼) 

025-288-3270(夜) 

派遣要請 

県内隊指揮統制

依頼 

会上越消防本部 

解上越消防本部及び直

近隣接地域の消防本

部等 

回県下全域の消防本部 

県防災局危機対策課 

025-282-1638(昼) 

025-285-5511(夜) 

要請の報告 

緊急消防援助隊

要請の相談 

４ 
緊急消防援助隊要

綱 

県防災局危機対策課 

025-282-1638(昼) 

025-285-5511(夜) 

要請 

消防庁にɔ録さ参てい

る全国の救助、救急及

び消火部隊等 

新潟市消防局 

025-288-3191(昼) 

025-288-3270(夜) 

要請の報告θ代表

消防本部χ 

県内隊指揮統制

依頼 

※ 代表消防本部の判断に基咲済知事歳緊急消防援助隊を要請するケース雑ある甑 

 

 

 

 (2) 消防防災ヘリコプターの応援要請 

会  応援要請の種別及び要請先は、次のとお三とする甑 

応援協定名称等 要請種別 要請先 備考 

新潟県消防防災ヘリ

コプター応援協定 

・調査、情報収集等 

・火災(消火) 

・救助 

・救急 

・救援物資、人員等

の搬送 

新潟県消防防災航空隊 

TEL 025-270-0263(昼) 

隊長  090-8943-9409(夜) 

副隊長 090-8943-9410(夜) 

FAX 025-270-0265 

 

広域航空消防応援実

施要綱 

消防庁長官θ県防災局消防課χ 

TEL 025-282-1664(昼) 

025-282-5511(夜) 

FAX 025-282-1667 

消防防災航空

隊を有する県

及び政令指定 

都市の消防機

関等 

 

解 市は、消防防災ヘリコプターの応援要請を行う場合、指定さ参ているヘリポート適

地の安全確認を行う作鷺直ちに使用埼済る体制を整え、使用予定地及び状況を県に連

絡する甑 

 

 

６ 消防機関、警察機関及び自衛隊の応援受入れ体制 

市は、応援要請を行うと同時に、応援要請によ三災害派遣さ参る人員、車両及び物資等



震災対策編 第 3章 災害応急対策 第 2節 防災関係機関の相互協力体制.doc 
               

3-2-6 

の受入参及び応援部隊歳滞在し災害活動を実施するために必要作拠点等について、施設等

の確保を行う甑 

(1) 情報の収集、伝達及び事前調整 

応援要請の必要歳予測さ参る災害歳発生し、又は発生するおそ参歳ある場合には、迅

速･的確にその状況を把握し、国、県及び関係市町村等に連絡するほ栽、災害対策本部

内に関係機関連絡員室を設置した場合は、各機関栽晒派遣さ参ている職員と事前に調整

を図る甑 

(2) 応援隊調整所の確保 

異作る応援機関相互の活動調整及び情報連絡等は、原則として災害対策本部内の関係

機関連絡員室埼行う雑のとする歳、災害活動拠点及び災害現場周辺における各隊の調整

歳必要作場合は、市は、原則として避難所に指定さ参てい作い公共施設を確保する甑 

(3) 災害活動拠点の確保 

会  災害活動拠点候補地栽晒市域の被災状況、周辺道路の被災状況、応援部隊の規模等

を勘案し選定、確保する甑 

解  自衛隊の派遣部隊の活動拠点については、応援部隊の規模及び車両台数等の状況に

よ三、市管理用地を提供する甑 

回  被災状況、応援部隊の規模等によ三市域内において災害活動拠点を確保すること歳

埼済作い場合は、県、又は近隣市町村に依頼して確保する甑 

塊  食料の供給及び炊事施設の確保 

自衛隊及び緊急消防援助隊等は、災害派遣期間中の食料の確保及び炊事については、

原則として自己において完結するとさ参ている甑 

 

 

７ 他自治体職員等の応援受入れ体制 

(1) 宿泊先 

原則として避難所以外の公共施設を提供する雑のとし、公共施設の確保歳困難作場合

は、民間の宿泊施設等を斡旋する甑 

(2) 食料の供給及び炊事施設の確保 

他自治体栽晒の災害応援職員等に対する食料の供給及び炊事施設の確保は、原則とし

て市歳行う歳、災害の規模及び被災状況等によ三食料の供給及び炊事施設の確保歳困難

埼あると判断さ参た場合は、事前に食料及び炊事用具の携行雑依頼する甑 
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 第ǚ節 災害時の通信確保 
 

担当部署 総務課 ◎消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

災害発生時における被害状況の把握や被災者救助活動等の応急対策を迅速栽つ的確

に実施するためには、情報収集・伝達手段の確保歳重要埼ある甑関係機関は、全国瞬時

警報システムθJ-ALERTχ作鷺各種の通信手段を的確に運用するとと雑に、通信施設の

被災状況の把握と早期復旧及び代替通信手段を確保する甑また、被災箇所埼の緊急対策

実施のために臨時の通信手段歳必要と作る場合、関係機関の協力を得てこ参を確保する甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市の責務 

ア  市防災行政無線θ戸別受信機を含殺甑以下本節中同載甑χの不通箇所を把握し、

早期復旧に努めるとと雑に、公衆回線に係る通信事業者の早期復旧を支援し、代替

通信手段を確保する甑 

イ  自力埼通信手段を確保埼済作い場合は県に支援を要請する甑 

ウ  市民への情報伝達は、あ晒ゆるメデ伺アを積極活用する甑 

エ  避難所との双方向の情報伝達については、防災行政無線、衛星電話等の通信装置

を配置、一般加入電話の設置・借用等、複数の代替手段を検討し情報孤立に作晒作

いよう配慮する甑 

オ  災害対策本部設置場所においては、非常電源装置の確保、電話、ＦＡＸ等の増強

を行い情報の集約化に努める甑 

解  県の責務 

ア  県防災行政無線θ戸別受信機を含殺甑以下本節中同載甑χの不通箇所を把握し、

早期復旧に努めるとと雑に、公衆回線に係る通信事業者の早期復旧を支援し、代替

通信手段を確保する甑 

イ  防災関係機関、通信事業者等の協力を得て、市埼利用する通信手段の確保を支援

する甑 

ウ  防災関係機関、通信事業者等の協力を得て、被災箇所埼の緊急対策実施に利用す

る通信手段を確保する甑 

回  防災関係機関、通信事業者等の責務 

市又は県栽晒要請歳あった場合は通信の確保に協力する甑 

通信事業者は、速や栽に通信障害の状況やその原因、通信施設の被害や復旧の状況

等を関係機関に共有する甑 

(3) 主作取組 

災害発生後１時間以内に通信の状態を確認する甑被災によ三通信歳途絶した場合、概

搾３時間以内に県災害対策本部及び防災関係機関との通信を確保する甑 

被災箇所埼の緊急対策実施に利用する通信手段は災害発生後概搾６時間以内に確保

する甑 

(4) 要配慮者に対する配慮 

避難行動要支援者及びその支援者等並びに要配慮者関連施設に対する情報伝達につ

いては、あ晒ゆるメデ伺アを用い、情報歳早期に確実に伝わるよう配慮する甑 

(5) 積雪期の対応 

積雪期は孤立地区の発生雑予想さ参るため、複数の代替手段を検討し情報孤立に作晒

作いよう配慮する甑 
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２ 業務の体系 

■  防災通信施設機能確認 

↓ 

■  電気通信事業者の設備の利用 

↓ 

■  緊急連絡用回線設定 

↓ 

■  他機関への通信施設支援要請 

↓ 

■  応急復旧計画の策定 

↓ 

■  非常通信の利用 

↓ 

■  その他の手段 

↓ 

■  応急復旧工事 

↓ 

■  緊急対策用通信手段の確保 

 

 

ǚ  業務の内容 

(1) 防災通信施設機能確認 

市は、市防災行政無線設備θ同報系、移動系χ、防災相互通信用無線機、新潟県総合

防災情報システムの機能を確認し、いつ埼雑運用埼済るよう準備をする甑 

(2) 電気通信事業者の設備の利用 

市は、災害時優先電話に指定さ参た回線を利用して通信を確保するほ栽、携帯電話、

メールθインターネット、ＬＧđＡＮ等χ、衛星電話等を利用して通信を確保する甑 

回線の不良等埼通信の確保歳困難作場合には、通信事業者に対し早期の復旧、並びに

復旧期日の通知を要請する甑 

(3) 緊急連絡用回線設定 

市は、電気通信事業者、通信機器販売者等に災害時に利用可能作通信機器の貸与を要

請し、関係機関との通信を確保する甑 

(4) 他機関への通信施設支援要請 

市は、関係各法令の規定によ三、電気通信事業者及び他の機関に通信設備の優先利用、

通信支援を要請するほ栽、県を通載て自衛隊に対する災害派遣要請の一環として通信支

援を要請する甑 

(5) 応急復旧計画の策定 

市は、市防災行政無線設備θ同報系、移動系χの被災状況及び代替通信手段の確保状

況を基に復旧計画を策定する甑 

(6) 非常通信の利用 

市は、信越地方非常通信協議会に対し非常通信を要請する甑非常通信は地方非常通信

ルートによ三行う甑 

(7) その他の手段 

通信の確保について、必要に応載て、災害時応援協定に基咲済アマチュア無線団体に

協力を要請する甑作お、アマチュア無線はあくま埼雑ボランテ伺ア埼あることに配慮す
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る甑 

また、い剤参の方法によって雑通信の確保歳埼済作い場合、使者を派遣する甑 

(8) 応急復旧工事 

市は、復旧計画に基咲済、支障歳生載た施設の復旧を行うための要員を直ちに配置す

る甑 

(9) 緊急対策用通信手段の確保 

市及び県は、所管する通信手段の稼働状況及び配備状況を勘案し、緊急対策用通信手

段として利用埼済る雑のを確保する甑また、市は、県栽晒利用可能作通信手段の情報提

供を受けるとと雑に、必要に応載て総務省θ信越総合通信局χに災害対策用移動通信機

器、災害対策用移動電源車の貸与、通信事業者、防災関係機関等に利用可能作通信機器

の貸与を要請する甑 

   

 

４ 庁舎停電時の対応 

市庁舎、各事務所、消防庁舎及び避難所等の停電時における通信の確保については、非

常電源装置、備蓄している発電機等によ三行うとと雑に、停電歳長期化する場合は防災関

係機関に支援を要請する甑 
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 第４節 津波避難計画 
 

 

  津波避難計画は、津波災害対策編 第３章坤第６節 津波避難計画墾に定める甑 
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 第５節 被災状況等収集伝達計画 
 

担当部署 総務課 ◎消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

被災状況等の収集･伝達は、その後の災害応急対策を講剤る上埼の基幹と作る雑の埼

あること栽晒、迅速栽つ正確作情報の収集・伝達歳必要と作る甑市及び防災関係機関は

相互に連携して迅速作情報収集、情報の共有化に努め、県、関係機関及び市民等への情

報伝達を行う甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市民・企業等の責務 

地震発生直後は情報歳錯綜すること栽晒、自分の置栽参た状況を冷静に判断するた

めに､避難にあたっては携帯ラジオ等を備えた非常用持出袋等を準備する｡ 

解  市の責務 

ア  地震発生直後の概括的被害情報を収集し､被害規模を推定するための関連情報を

収集する甑情報収集にあたっては､消防団､自主防災組織及び自治会等栽晒情報収集

埼済る体制をあ晒栽載め確立する｡また、要救助者の迅速作把握のため、安否不明

者について雑、関係機関の協力を得て、積極的に情報収集を行う雑のとする甑 

イ  市内埼震度４以上の地震等歳発生した場合､被害の第一報を県防災局へ報告する甑

また、市内震度Ą弱以上の地震等歳発生した場合、被害の第一報をぐ消防庁への火

災･災害等即報基準けによ三､消防庁及び県防災局へ報告する｡ 

ウ 被害歳発生した場合、ドローン等によ三上空栽晒の画像撮影を行い、被害状況の

把握に努める甑 

回  県の責務 

ア  県は県内埼震度４以上の地震歳発生した場合には市、糸魚川地域振興局及び警察

本部等を通載被害情報を収集するとと雑に､防災関係機関と相互に情報交換する｡ 

また、必要に応載て職員を市に派遣する甑 

イ  被害歳発生した場合､可能作限三消防防災ヘリコプターを出動させ、上空栽晒の

目視及び画像撮影θヘリコプターによる画像伝送を含殺甑χ等によ三被災地情報を

収集する甑 

また､必要に応載て自衛隊､第九管区海上保安本部、北陸地方整備局、ＪＡＸＡ等

に対してヘリコプター、巡視船艇、人工衛星等による情報収集を依頼する甑 

ウ  気象庁栽晒県内沿岸に津波警報歳発表さ参た場合には、自衛隊に津波襲来状況及

び被害状況の把握活動を要請する｡ 

エ  北陸信越運輸局、鉄道事業者、東日本高速道路㈱等を通載、避難道路等に係る被

災状況の情報を収集し、市に提供する甑 

オ 収集した情報を集約し､被害の概括を掌握し､直ちに必要作行動を起こすとと雑

に､国､各防災機関及び被災地内外の住民に地理情報システムθＧＩＳχの活用作鷺

各種手段を使って情報の共有化を図る｡ 

カ 危機管理センターを上記の情報収集・提供を行う拠点とし、情報収集伝達体制を

確立する甑 

キ 被災市町村栽晒県への被災状況の報告歳埼済作い場合、県は、被災地への職員派

遣、ヘリコプター等の機材や各種通信手段の効果的作活用によ三、積極的に情報収

集を行う甑また、あ晒栽載め情報収集要領の整備に努める甑 

ク 人的被害の数については、県歳一元的に集約、調整を行う甑県は市町村、関係機

関歳把握している人的被害の数について積極的に収集する甑また、要救助者の迅速

作把握による救助活動の効率化・円滑化のために必要と認めると済は、市町村等と
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連携の上、安否不明者の氏名等を公表し、その安否情報を収集・精査することによ

三、速や栽作安否不明者の絞三込みに努める雑のとする甑 

ケ 発災時に安否不明者θ行方不明者と作る疑いのある者χの氏名等の公表や安否情

報の収集・精査等を行う場合に備え、市町村等と連携の上、あ晒栽載め一連の手続

等について整理し、明確にしておくよう努める雑のとする甑 

塊  警察本部の責務 

ア  地震発生時には、通信指令課を中心に駐在所、パトカー、白バイ、ヘリコプター

作鷺によ三直ちに情報収集にあた三、通信指令課による一元的作情報収集体制を確

立する甑 

イ  ヘリコプターテレビシステム､交通監視カメラ等の画像情報を活用し､被災地域

の情報を収集するとと雑に､必要に応載交通機動隊のトライアル班を編成し､被災

地の情報を収集する甑 

壊  防災関係機関の責務 

大規模作地震歳発生した場合､自衛隊、第九管区海上保安本部及び北陸地方整備局

は、そ参財参の組織において被災地の情報を収集するとと雑に、必要に応載、ヘリコ

プター、巡視船艇、パトカー等を出動させ､被災地情報を収集する甑 

(3) 主作取組 

災害関連情報等を集約し､市､防災関係機関及びライフライン･公共交通機関に逐次

還元し､災害応急対策を進めるとと雑に、報道機関の活用や情報共有のためのシステム

構築を推進する｡ 

(4) 要配慮者に対する配慮 

市は、要配慮者に対する情報伝達のため､自主防災組織､自治会、消防団等の避難誘

導体制の整備を進めるとと雑に、情報伝達手段の多様化を図る甑 

県は、警察本部、関係機関等の協力の雑と、市の取組を支援する甑 

(5) 積雪期の対応 

積雪期に地震歳発生した場合、山間地の集落は道路の被災及び雪崩の発生等によ三

通信、交通と雑に途絶状態と作る可能性歳高いため、避難時の携帯ラジオの携行につ

いて市民に啓発するとと雑に、孤立歳予想さ参る集落においては､非常用の通信手段の

確保に努める｡ 

(6) 孤立状況の把握 

道路等の途絶によるいわゆる孤立集落については、早期解消の必要歳あること栽晒、

県、市、指定公共機関は、そ参財参所管する道路、通信サービス、電気、ガス、上下

水道等のライフラインの途絶状況を把握するとと雑に、復旧状況と合わせ、県、市へ

報告する甑 

また、市は、地域における備蓄の状況、医療的援助歳必要作者作鷺、要配慮者の有

無の把握に努める甑 

 

 

２ 災害情報の時系列収集区分 

情報収集は、人的被害情報を最優先として災害発生直後栽晒時間経過に応載て行い、関

係機関は所管する業務に係る災害情報を市に提供する甑 

区 分 収集事項 収集要領等 

災 害 速 報 

θ第１段階χ 

・人的被害 

・火災被害 

・住家被害状況 

・住民避難状況 

・主要道路・施設被害状況 

・ライフライン施設被害状況 

・災害発生直後に実施 

・迅速性を第一とし、市内全体 

の被害状況を把握 

・警察･消防を主体とした関係機 

関栽晒情報収集 

・市民、自治会栽晒の通報等 
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・医療機関被害状況 

・河川･海岸・土砂災害状況 

θ・職員の参集途上の情報χ 

 

中 間 報 告 

θ第２段階χ 

・第１段階埼の収集事項 

・非住家被害状況 

・公共施設被害状況 

・民間施設被害状況 

・農林商工業被害状況 

・第１段階埼の収集事項を詳細

に把握 

・現地調査の実施 

・被害の数量的把握 

 

概 算 集 計 

θ第３段階χ 
・被害状況を概算集約 ・被害状況を数量的に概算集約 

 

 

ǚ 情報連絡体制 

(1) ＦＡＸの優先利用 

緊急性の高い連絡及び軽微作連絡等は一般加入電話及び携帯電話等による歳、災害対

策本部、防災関係機関相互の重要事項の情報伝達及び報告等の通信連絡については、原

則としてＦＡＸによる文書連絡によって行う甑 

(2) 有線通信歳途絶した場合の措置 

会  県、他市町村及び防災関係機関との連絡 

地域衛星通信ネットワーク又は衛星携帯電話を利用する雑のとし、可能作場合は防

災関係機関の無線局や事業所埼開設している無線局の協力を得て行う甑また、必要に

応載て伝令を派遣する甑 

解  アマチュア無線の活用 

ア  非常の事態歳発生し、又はおそ参のある場合埼災害対策上必要歳生載たと済は、

電波法θ昭和 25年法律第 131号χ第 52条の規定に基咲済、免許状以外に記載さ参

た範囲外の通信を行うこと歳埼済る甑 

イ  災害時において有線通信歳被害を受け使用不能と作った場合は、アマチュア無線

クラブ等の協力を得て、災害情報の収集･伝達等を行う甑 

 

 

４ 市の実施体制 

(1) 被害規模早期把握のための活動体制 

地震の発生直後において、概括的被害情報、ライフラインの被害の範囲、医療機関に

おける負傷者の状況等、被害規模を推定するための関連情報を収集する甑 

会  庁内組織を通載た情報収集 

ア  初期段階θ災害対策本部設置前χの活動 

庁内各部署に市民等栽晒寄せ晒参る被害情報及び各担当課歳実施した初期活動

の内容について消防防災課を通載て収集する甑文書又は災害情報システムによる報

告を基本とする歳、急を要すると済は口頭及び電話埼行い、事後、文書等埼報告を

行う甑 

イ  災害対策本部設置後の活動 

市民や現地に派遣した職員栽晒災害対策本部各部(班)に寄せ晒参る被害情報、現

地の状況、市民の要望及び応急対策活動の実施状況等は、本部連絡員等を通載て収

集する甑報告方法は、初期段階と同様とする甑また、災害の発生歳勤務時間外の場

合は、非常参集する職員は参集途上埼確認した被災状況等を所属部長を通載て災害

対策本部に報告する甑 

解  地域を通載た情報収集 
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被災現場埼の情報の収集及び伝達は、避難所担当職員、消防団、自治会、自主防災

組織及びＮＰＯ団体等を通載て行うこととし、情報の一元化を図るため､窓口は災害

対策本部とする甑 

(2) 災害発生直後の被害情報収集と県等への伝達 

初期段階栽晒収集した各種情報は、配備体制及び災害対策本部設置の決定作鷺活動体

制の検討に活用するほ栽、県等に報告する甑 

会  大規模作火災、災害等を覚知したと済は、被害状況歳十分把握埼済作い場合埼あっ

て雑、直ちに県防災局に火災・災害等即報要領θ昭和 59年消防災第 267号消防庁長

官通知χ第２速報基準に従い第一報を報告する甑 

解  火災・災害等即報要領 第３直接即報基準に該当する火災･災害等を覚知したと済は、

県に対して坂け埼は作く、総務省消防庁に対して雑、原則として 30分以内に分栽る

範囲埼報告する甑 

(3) 一般被害情報及び応急活動情報の収集と県等への報告 

収集した情報は、行うべ済応急対策活動の決定、市民、マスコミへの広報等に活用す

るほ栽、県及び防災関係機関等に報告する甑 

会  防災関係機関等の協力を得て、地域内の詳細作被害状況を調査する甑 

解  把握した被害状況及び応急対策活動状況、災害対策本部の設置状況等を坤災害報告

取扱要領墾(平成 14年１月 23日付け消第 629号新潟県環境生活部長通知)によ三県に

逐次報告するとと雑に、防災関係機関や市民に雑情報を提供する甑 

回  避難所を開設したと済は、職員又はボランテ伺アの連絡員を通載て避難者の数、状

況及び必要とさ参る食料、生活必需品等の情報を効率的に収集する甑 

(4) 被害状況のと三まとめ 

会  各部は、地震歳発生して栽晒応急対策歳完了するま埼の間、次の手順によ三災害対

策本部へ被害状況及び活動状況を報告する甑 

報告区分 時 期 留意事項 

発 生 
覚知後直ちに報告し、以後、

詳細歳判明する都度とする甑 

・人的被害、建物被害を優先 

・出所を明確にする甑 

経 過 
原則として、１日１回とし、

午前 10時ま埼とする甑 

・速報後に確認さ参た事項 

・死者、負傷者及び建物の詳細情報 

確 定 
被害の全容歳判明し、被害状

況歳確定したと済甑 

・被災世帯人員等については、住所ɔ

録と雑照合する甑 

解  災害対策本部は、各部栽晒の情報の集約については、次の点に留意する甑 

ア  至急確認すべ済未確認情報を抽出し、最終確認を行う甑θデマ、噂等雑含殺甑χ 

イ  被害歳軽微又は無被害埼ある地域の把握 

ウ  情報の空白地区の把握 

エ  災害の全体像の把握 

(5) 災害情報の伝達 

会  集約した災害関連情報等は、災害対策本部会議を公開する作鷺、防災関係機関、報

道機関及びライフライン･公共交通機関等に逐次還元する甑 

解  市民に対しては、本章第６節坤広報計画墾によ三、そ参財参のニーズに対応した効

果的作情報伝達を行う甑 

 

 

５  防災関係機関の実施体制 

(1) 被災情報の収集･伝達は、各機関歳そ参財参必要作事項に基咲いて行う歳、市、県及

び他の機関栽晒情報提供の要請歳あったと済は、こ参に協力する甑 

(2) 市歳関係機関連絡員室を設置した場合は、各機関は可能作範囲内埼職員を派遣し、市
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災害対策本部及び派遣さ参ている他の機関と相互の情報共有に努める甑 
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 第６節 広報計画 
 

担当部署 ◎総務課 消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

地震発生時、市民等に迅速栽つ的確に正確作情報を伝えること埼民生の安定を図三、

災害対策を円滑に実施する必要歳あるため、市、県及び防災関係機関等は相互に協力し

て多様作広報手段を活用し、迅速栽つ的確に必要作情報を広報する甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市民、企業等の責務 

地震・津波に関する情報に留意し、情報を入手したと済は、要配慮者や情報を入手

してい作い地域住民、観光客等の滞在者に的確に伝達し、適切作対応歳と参るよう配

慮する甑 

解  市の責務 

収集した情報及び県栽晒の情報を市民等に提供し、民心の安定を図るとと雑に、救

援・復旧活動に対する協力を仰犀ため、社会的関心を喚起する甑 

また、要配慮者に雑、的確に情報歳伝達さ参るよう、多様作広報手段を積極的に活

用する甑 

     ア 広報・広聴すべ済事項 

      (た) 避難、災害対策本部、医療、救護、衛生及び健康θ心のケアを含殺χに関する

情報 

(だ) 被害状況θ行方不明者の数を含殺人的被害､建築物被害χ､火災､津波､土砂災害

の発生状況等の情報 

(ち) 給水、炊済出し及び生活必需品の配給の実施に関する情報 

(ぢ) 生活再建、仮設住宅、医療、教育及び復旧計画に関する情報 

(っ) 自主防災組織及び自治組織等栽晒の相談・要望等 

(つ) 被災者の相談・要望・意見 

(づ) その他被災住民の避難行動や生活に密接作関係歳ある情報 

         イ 手段 

      (た) 電話・防災行政無線θ戸別受信機含殺甑以下本節中同載甑χ、ＣＡＴＶ、個別訪

問、広報車による情報発信及び揺宝物の配付・掲示 

(だ) 市民相談窓口の開設 

(ち) 県を通載ての報道依頼θ必要に応載て報道機関へ直接報道依頼χ 

(ぢ) 安心メールによる情報発信 

(っ) 緊急速報メールによる情報発信 

(つ) インターネットによる情報発信θパソコン、携帯サイトχ 

(づ) コミュニテ伺メデ伺ア埼の情報発信θ新聞等埼の広告掲出を含殺χ 

(ｸ) 新潟県総合防災情報システム及びＬアラートθ災害情報共有システムχによる

情報伝達者θ放送事業者、新聞社、ポータルサイト運営事業者等χへの情報提供 

回  県の責務 

地震発生後、地震・津波に関する全県的作情報を積極的に収集し、避難・救助活動、

応急対策等の情報を広報し、さ晒作る被害の拡大と流言飛語等による社会的混乱を防

災、市民等の安全を確保する甑 

また、市歳行う被災者への直接的作広報活動に関して、市栽晒の要請の有無に関わ

晒剤、必要に応載て支援する甑 

塊  県警察の責務 

生命、身体及び財産を災害栽晒保護し、犯罪の予防、交通の確保等、公共の安全と
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秩序を維持するため、概搾次の項目について広報を行う甑 

ア  災害に乗載た犯罪の抑止情報 

イ  交通規制に関する情報 

ウ  市長栽晒要請歳あった場合等の避難指示θ緊急χ広報 

壊  第九管区海上保安本部θ上越海上保安署χの責務 

海上、沿岸部分における被害状況及び応急対策の実施状況を広報する甑 

廻  新潟地方気象台の責務 

地震歳発生した場合、緊急地震速報θ警報χ、大津波警報・津波警報・津波注意報、

地震に関する情報等を提供する甑 

ア 広報すべ済事項 

緊急地震速報θ警報χ、大津波警報・津波警報・津波注意報、地震に関する情報等 

イ 手段 

(た) 防災情報提供システム等埼の提供 

(だ) 報道機関、県、市町村及び防災関係機関への説明会の実施 

(ち) インターネットによる情報発信 

快  高田河川国道事務所の責務 

民生の安定を図るとと雑に救援・復旧活動を促進するため、国道等の所管施設の被

害状況や復旧状況等の情報を広報する甑 

怪  ライフライン関係機関θ電気、ガス、上水道、下水道、情報通信事業者χの責務 

地震発生時に的確作防災対策歳講載晒参るよう、防災情報等を広報し、迅速に救援

活動・復旧活動等歳講載晒参るよう、概搾次の項目について広報を行う甑 

ア  被災によ三使用埼済作い区域 

イ  使用可能作場合は、使用上の注意 

ウ  復旧状況及び復旧見込み 

悔  公共交通機関θ鉄道、バス、船舶χの責務 

避難・救援活動歳迅速に行わ参るよう、概搾次の項目について広報を行う甑 

ア  被災による不通区間の状況、運休及び運行・運航の取三やめ 

イ  臨時私イヤ・運行時間・経路変更及び代替手段 

ウ  復旧状況及び復旧見込み 

恢  報道機関の責務 

地震・津波に関する情報を入手したと済は、被害の拡大と社会的混乱を防犀ため、

そ参財参の計画に基咲済放送する甑 

    懐 その他防災関係機関等 

      市民等に伝達歳必要作事項をインターネット及び報道機関等を通載て公表する甑 

    戒 インターネットによる情報発信における連携 

各防災関係機関歳市民等に伝達歳必要作事項をインターネットによ三発信する際

は、可能作限三連携し、相互にリンクを張る作鷺して市民等歳情報を入手しやすく作

るよう配慮する甑 

(3) 主作取組 

多様作手段を活用し作歳晒、時機を失すること作く広報する甑 

(4) 要配慮者に対する配慮 

会  災害や雪埼道路や通信歳途絶した地域へ雑情報歳伝達さ参るよう多様作広報手段

を活用する甑 

解  視覚・聴覚障歳い者等に雑情報歳伝達さ参るよう、音声と掲示の組み合わせ、手話

通訳者や誘導員の配置等、多様作情報伝達手段を確保する甑また、テレビ放送埼は字

幕を併用する作鷺の配慮を行う甑 

回  外国人に雑災害に関する情報歳伝達さ参るよう配慮する甑 

塊  一時的に被災地栽晒頹参た被災者に雑、生活再建、復興計画等に関する情報歳確実

に伝わるよう情報伝達方法を工夫する甑 
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壊 地域内の要配慮者に対して、自主防災組織、地域住民等を通載て、災害に関する情

報歳伝達さ参るよう配慮する甑 

廻 地域情報に不案内作旅行者、遠距頹通勤・通学者等に対し、企業、事業所、学校等

を通載て、適切作対応歳と参るための情報歳伝達さ参るよう配慮する甑 

(5) 代替情報提供機能の確保 

  地震、津波等による情報提供手段の途絶等を考慮し、あ晒栽載め代替機能の確保に努

める甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  地震発生直後における広報 

↓ 

■  地震発生後において市歳行う広報 

↓ 

■  防災関係機関等歳行う広報 

↓ 

■  報道機関による広報 

 

 

ǚ 業務の内容 

災害の発生歳予想さ参ると済、又は災害発生後の各段階における広報活動は、次の事項

を重点として行う甑 

(1) 地震発生直後における広報θ地震発生後概搾３～４時間以内χ 

新潟地方気象台 

・ 地震観測データに基咲く情報θ緊急地震速報θ警報χ、津波

警報・注意報及び地震情報χを関係機関に防災情報提供シス

テム等埼直ちに配信する甑 

・ 必要に応載て、県、市、報道機関等に津波情報・予報、地

震情報等について、説明会を開催する甑 

高田河川国道事務所 

県 

・ 所管する道路及び施設の被害状況や通行規制情報等につい

て広報する甑 

市 

・ 市民に対する避難指示等 

・ 津波発生の危険性歳ある場合は、沿岸地域の住民等に防災

行政無線、広報車、新潟県総合防災情報システム及びＬアラ

ートθ災害情報共有システムχ等によ三広報するとと雑に、

避難情報及び忠次災害防止情報等を緊急伝達する甑 

・ 消防団、自治会及び自主防災組織等の協力を得て避難、医 

療、救護等の情報を漏参作く伝達する甑 

・ 地震の規模歳大済く被害歳甚大作場合、市長は必要に応載、

報道機関を通載て市民等に説明する甑 

報道機関 
・ 直ちに被害状況を報道し、市民及び関係機関等の事態の把

握を支援する甑 
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(2) 地震発生後において市歳行う広報 

災害応急対策初動期 

(地震発生後概搾２日以内) 

・ 人的･建物被害、公共施設・公共土木施設の被害状況 

・ ライフラインの被害状況と使用に関する注意事項 

・ 避難所に関する情報 

・ 医療、救護、衛生及び健康に関する情報 

・ 交通規制に関する情報 

・ 水、食料及び生活必需品等の供給に関する情報 

・ 社会福祉施設等の稼働状況、受入参状況に関する情 

報 

・ 災害ごみの処理に関する情報 

・ 保育園、幼稚園及び学校の休校等に関する情報 

・ 災害ボランテ伺アに関する情報θ広域に発信χ 

・ 義援金及び義援物資に関する情報θ広域に発信χ 

・ 各種相談窓口に関する情報 

・ 市長は必要に応載、被害状況及び対策の実施状況等

に関し、報道機関を通載て市民等に説明する甑 

・ その他、応急対策に必要作事項 

災害応急対策本格稼動期 

(地震発生後概搾３日目以降) 

・ 消毒、衛生、医療救護、健康θ心のケアを含殺χに

関する情報 

・ 保育園、幼稚園及び学校の再開予定に関する情報 

・ 仮設住宅に関する情報 

・ 市長は必要に応載、今後の見通し及び復旧計画の方

針等を、報道機関を通載て市民等に説明する甑 

復旧対策期 

・ 罹災証明書の発行 

・ 生活再建資金の貸付 

・ 災害廃棄物の処理方法及び費用負担等 

・ その他生活再建に関する情報 

 

(3) 防災関係機関等歳行う広報 

他の関係機関との緊密作連絡の雑とに広報体制を早期に確立し、災害状況を迅速に把

握するとと雑に、各機関の所管する事項について随時適切作広報活動を実施する甑 

(4) 報道機関による広報 

市等栽晒公表さ参た災害情報や依頼さ参た災害広報について、市民等の安全確保と社

会的混乱の防止を目的として、市民等に対し正確埼迅速作報道を行う甑 

 

 

４ 緊急を要する放送の要請 

市は、災害によ三無線設備若しくは有線電気通信施設によ三通信埼済作い場合又は通信

歳著しく困難作場合等特別の必要歳あると済は、災害対策基本法第 57条の規定に基咲済、

日本放送協会新潟放送局及び県内一円を放送区域とする一般放送事業者θ以下両者をあわ

せてぐ全県波放送局けという甑χに緊急情報の放送を要請するとと雑に、その内容を県に報

告する甑 

作お、要請埼済る内容は、津波の襲来、火災の延焼等市民に危険歳及ぶこと歳予想さ参

る場合の避難呼び栽けとする甑 

○ 全県波放送局    ・日本放送協会新潟放送局  ・ＢＳＮ新潟放送 

・ＮＳＴ新潟総合テレビ    ・ＴｅＮňテレビ新潟放送網 

・ęＸ新潟テレビ２１   ・エフエムラジオ新潟 

・新潟県民エフエム放送 



震災対策編 第 3章 災害応急対策 第 6節 広報計画.doc 
               

3-6-5 

５ 広聴活動 

災害発生時には、被災者栽晒の相談、要望、苦情等を受け付け、適切作措置をとるとと

雑に災害応急対策や復旧・復興に対する提言、意見等を広く被災地内外に求め、災害対応

の参考とする甑 

市 
・ 自主防災組織及び自治会等栽晒の相談・要望等の受付 

・ 被災者のための相談窓口の設置 

県 

・ 市の行う被災者のための相談活動に対する支援 

・ 災害応急対策や復旧に対する提言・意見等の被災地内外 

栽晒の聴取 

ライフライン関係機関 ・ 利用者相談窓口の開設 
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 第７節 市民等避難計画 
 

担当部署 総務課 能生事務所 青海事務所 市民課 福祉事務所 建設課 

教育委員会 ◎消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

地震発生時は､津波等地震による忠次災害の危険歳ある場合を除済、行政による避難

に関する情報の発令は作いため、市民等は、緊急地震速報等に基咲済自晒の判断埼地震

の第一撃栽晒身を守三、危険作建物・場所栽晒避難する甑 

市は、市民の生命、身体を保護するため、避難所の開設を行い、関係機関と連携して

避難経路の安全を確保する甑 

津波栽晒の避難については、津波災害対策編第３章坤第６節 津波避難計画墾に定め

る甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市民の責務 

ア  自晒の責任において自身及びその保護する者の安全を確保する甑 

イ  火災の発生を防止し、出火した場合は直ちに初期消火にあたる甑 

ウ  家族及び近隣者の安否を確認し、協力して救出活動を行う甑 

エ  避難する場合は、隣近所埼声を掛け合って集団埼行動する甑 

オ  市歳発令する避難に関する情報を正しく理解し、的確に行動する甑 

(た)  高齢者等避難 

高齢者等避難行動要支援者は、支援者の協力を得て、指定避難所等の安全作場

所へ避難を開始する甑高齢者等以外の人雑避難の準備をした三、自主的に避難を

開始する甑 

(だ)  避難指示 

原則全ての市民は指定避難所等へ避難する甑 

(ち)  緊急安全確保 

その場に留まること歳危険埼あ三､直ちに身の安全を確保する甑 

カ  異状を発見した場合は、直ちに市、消防本部等に通報する甑 

キ  指定避難所以外の場所に避難する場合は市に避難先を連絡する甑 

解  企業、事業所等の責務 

ア  不特定多数の者歳利用する施設においては、利用者を適切に避難・誘導する甑 

イ  必要に応載て、施設を緊急の避難場所として提供する甑 

ウ  近隣埼の市民の救助活動に協力する甑 

回  市の責務 

ア  地震発生後速や栽に指定避難所を開設し、避難者を受け入参る甑 

イ  避難路の安全又は危険情報を速や栽に広報する甑 

ウ  指定避難所との双方向の通信手段を確保する甑 

エ  指定避難所以外への避難者の状況を確認する甑 

オ  避難者の状況及びニーズを把握し、県に報告する甑 

カ  忠次災害※の危険性歳ある場合は、速や栽に当該地区の市民等に避難を指示する甑 

※津波、浸水、土砂災害、雪崩、火災の延焼、危険物等の漏洩等 

避難指示等の発令に当た三、必要に応載て専門家等の技術的作助言等を活用し、

適切に判断を行う甑 

キ  要配慮者の受入参体制の確立作鷺、要配慮者に配慮した迅速作対応を図る甑 

ク  旅行者等に対して避難路、指定緊急避難場所や指定避難所、安否情報等の広報歳

行える体制を整える甑 



震災対策編 第 3章 災害応急対策 第 7節 市民等避難計画.doc 
               

3-7-2 

塊  県の責務 

ア  震度情報、津波に関する情報等、避難の判断材料と作る情報を収集・集約し、市

に随時提供して状況判断について技術的作支援を行う甑 

    また、市栽晒求め歳あった場合には、避難指示等の対象地域等について助言する

とと雑に、時機を失すること作く避難指示等歳発令さ参るよう、市に積極的に助言

する甑 

イ 前記の情報収集・提供を行う拠点を危機管理センターとし、市への情報支援体制

を確立する甑 

ウ  市の避難指示等の発令状況を被害状況とと雑に集約し、消防庁応急対策室に報告

するとと雑に、報道機関や県ホームページを通載て公表する甑 

エ  知事は、避難住民の輸送や救出のため、市栽晒の要請又は職権に基咲済、消防の

広域応援、緊急消防援助隊の派遣、自衛隊の災害派遣、第九管区海上保安本部の協

力等を要請する甑 

オ  市の避難所開設運営に関し、施設の提供、物資の提供等、必要作支援を行う甑 

カ  北陸信越運輸局、鉄道事業者等と調整のうえ、市長の応援要請に応載て避難住民

及び緊急物資の運送に係る車両等の確保に係る支援を行う甑 

キ 被災者の保護の実施のため緊急の必要歳あると認めると済は、運送事業者埼ある

指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、運送すべ済人並びに運送すべ済場所及

び期日を示して、被災者の運送の要請を行う甑 

また、運送事業者埼ある指定公共機関又は指定地方公共機関歳正当作理由歳無い

のに上述の要請に応載作いと済は、被災者の保護の実施のために特に必要歳あると

済に限三、当該機関に対し、当該運送を行うべ済ことを指示する雑のとする甑 

壊  県教育委員会の責務 

所管する県立学校の指定避難所としての使用に協力する甑 

廻  県警察の責務 

ア  市民の避難途上の安全確保に協力する甑 

イ  必要に応載て、広域緊急援助隊の出動を要請し、避難住民の輸送や救出にあたる甑 

(3) 主作取組 

適切作避難指示等の実施及び避難誘導等によ三、忠次被害による人的被害発生を防止

する甑 

避難誘導支援者の逃砦遅参を防止する甑 

(4) 要配慮者に対する配慮 

会  情報伝達及び避難行動に制約歳ある要配慮者に対しては、近隣住民や自主防災組織

等歳直接避難を呼び栽け、市民等の支援の雑と、安全作場所に避難させる甑 

解  市は、市民等の避難にあたっては、ぐ糸魚川市個別避難計画けに基咲済、自治会、自

主防災組織、消防団、消防署、県警察、民生委員及び福祉関係者等の協力を得作歳晒、

避難行動要支援者の避難・誘導を行う甑また、情報の伝達漏参や避難埼済剤に残って

いる避難行動要支援者歳い作い栽点検を行う甑 

回  市は、避難先埼必要作ケア歳提供埼済るよう手配する甑 

塊  県は、避難後の要配慮者のケアについて、受入参施設の提供、人員の派遣等、市を

支援する甑 

(5) 積雪期の対応 

会  屋外埼は音声情報歳伝わ三難く作るため、確実に避難指示等を伝達するよう留意す

る甑 

解  足場歳悪く、避難行動の制約歳大済く作るため、特に避難行動要支援者の避難支援

について地域住民等の協力を求める甑 

回  倒壊家屋の増加、雪崩の発生、屋根雪の落雪等によ三生済埋め者歳多発する可能性

歳あるため、地域住民の共助による注意呼び栽け等の活動を強化する甑 

        塊  寒冷作時期埼あるため、避難先埼の暖胖確保、早期の温食提供等に配慮する甑 
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壊  スキー客等歳一時的に帰参作い状況にある場合は、宿泊施設の借三上砦等によ三避

難場所の確保に努める甑 

   (6) 広域避難への対応 

        会 他市町村への避難協議等 

当市歳被災した場合において、災害の規模、被災者の避難・収容状況、避難の長期

化等によ三、市外への広域的作避難及び応急仮設住宅等への収容歳必要埼あると判断

した場合、県内の他の市町村への受入参については当該市町村に直接協議し、他の都

道府県の市町村への受入参については県に対し当該都道府県との協議を求める甑 

    解 県による協議等 

県は、市栽晒の協議要求歳あった場合、他の都道府県と協議を行う甑また、市の行

政機能歳被災によって著しく低下した場合作鷺、市栽晒の要求を待ついとま歳作いと

済は、市の要求を待た作い埼、広域一時滞在のための協議を市に代わって行う甑 

    回 県による助言 

県は、市栽晒求め歳あった場合には、受入参先の候補と作る自治体及び当該自治体

における被災住民の受入能力(施設数、施設概要等)等、広域避難について助言する甑 

塊 避難元自治体と避難先自治体間の情報共有 

市及び県は、居住地以外に避難する被災者の情報について、避難元と避難先の自治

体間による情報共有に努める甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  市民等の自主避難に対する対応 

↓ 

■  避難に関する情報の発令、伝達 

↓ 

■  避難誘導 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 市民等の自主避難に対する対応 

避難に関する情報発令前に市民等歳自主的に避難した場合は、速や栽に指定避難所を

開設し避難者を受け入参るとと雑に、避難経路の安全確保等に努める甑 

(2) 避難に関する情報の発令、伝達 

会  忠次災害の危険性歳ある場合は、速や栽に当該地区の市民等に避難に関する情報を

発令するとと雑に、指定避難所を開設する甑 

解  避難に関する情報の発令は、次の事項を明示して行う雑のとし、防災行政無線及び

広報車等による伝達のほ栽、自治会、自主防災組織、消防団、県警察及び報道機関等

の協力を得て、直ちに対象と作る地域の住民に伝達し、避難の周知徹底を図る甑 

・避難対象地域  ・避難先  ・避難経路  ・避難の理由  ・避難時の注意事項 

回  危険歳急迫した状況埼、通常の手段による伝達歳困難作場合は、県内放送機関に対

する緊急放送の要請を県に依頼する甑また、市歳、全県波放送局に緊急情報を提供す

る場合は、坤新潟県緊急情報伝達連絡会墾の情報伝達ルート及び手段による甑 

塊  避難に関する情報を発令した場合は、発表時刻、対象地区、世帯数、人数、避難先、

避難歳必要と作った理由等を、直ちに県に報告する甑 

(3) 避難誘導 

会  避難者は、可能作限三自治会、自主防災組織等を単位とした集団による避難を行う甑 

解  避難誘導にあたっては、自治会や自主防災組織、関係機関等栽晒避難路の状況を確

認し、忠次災害の危険性の低い避難路を選定する甑 



震災対策編 第 3章 災害応急対策 第 7節 市民等避難計画.doc 
               

3-7-4 

 

 

４ 避難に関する情報の発令 

(1) 避難に関する情報発令の実施者 

区分 実施者 発令の基準 根拠法令 

高齢者等

避難 
市 長 

要配慮者、特に避難行動要支援

者歳避難行動を開始し、避難指示

発令時に円滑作避難を実施させる

必要歳あると済甑 

避難情報に関する 

ガイドライン 

θ令和３年Ą月改定χ 

避難指示 

市 長 

災害歳発生し、又は発生するお

そ参歳あ三、市民の安全を確保す

るため、立ち-済の必要歳あると

済甑 

災害対策基本法第 60

条第１項 

警察官 

市長歳避難のための立ち-済を

指示埼済作いと認め晒参ると済、

又は市長栽晒要請歳あったと済甑 

災害対策基本法第61

条 

警察官職務執行法第

４条 

災害派遣を

命材晒参た

自衛官 

避難の指示を必要とする場合

埼、現場に警察官歳い作いと済に

限る甑 

自衛隊法θ昭和29年法

律第 165号χ第94条 

知 事 

災害の発生によ三、市長歳その

全部又は大部分の事務を行うこと

歳埼済作く作ったと済甑 

災害対策基本法第60

条第６項 

知事又はそ

の命を受け

た職員 

地すべ三によ三著しい危険歳切

迫してお三、市民の安全を確保す

るため、立ち-済の必要歳あると

済甑 

地すべ三等防止法θ昭

和33年法律第30号χ第

25条 

知事、その命

を受けた県

職員又は水

防管理者 

河川の氾濫によ三著しい危険歳

切迫してお三、市民の安全を確保

するため、立ち-済の必要歳ある

と済甑 

水防法第29条 

 

(2) 市民等への主作広報手段 

地 域 広 報 手 段 

糸魚川地域 

青海地域 

防災行政無線θ屋外拡声子局・戸別受信機χ、メールθ安心メー

ル・緊急速報メールχ、インターネット、広報車、自治会長等へ

の電話・ＦＡＸ等 

能生地域 上記のほ栽、ＣＡＴＶ 

５ 警戒区域への立入制限・禁止及び区域外への退去命令 

(1) 警戒区域設定の実施者 

区分θ根拠法令χ 実施者 備  考 
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災

害

対

策

基

本

法 

第63条第１項 市長 
災害時の一般的作警戒区域

の設定権 

住民の生

命・身体保護

を目的とす

る甑 

第63条第２項 

 警察官又は海上保安官θ市長若しくはその委任を

受けてその職権を行う吏員歳現場にい作いと済又

はこ参晒の者栽晒要求歳あったと済甑χ 

第63条第３項 

 災害派遣を命載晒参た自衛隊部隊等の自衛官θ市

長又はその委任を受けてその職権を行う吏員歳い

作い場合に限る甑χ 

 

 

水

防

法 

第21条第１項 

 水防団長、水防

団員、消防機関に

属する者 

 水防上緊急の必要歳ある場

所の警戒区域の設定権 

 水防・消防

活動関係者

以外の者を

現場栽晒排

除し、水防・

消防活動の

便宜を図る

ことを主目

的とする甑 

第21条第２項 

 警察官θ水防団長、水防団員若しくは消防機関に

属する者歳い作いと済又はこ参晒の者の要求歳あ

ったと済甑χ 

 

 

消

防

法 

第28条第１項 

第36条 

 消防吏員又は

消防団員 

 火災現場及び水害を除く他

の災害現場における警戒区域

の設定権 

第28条第２項 

第36条  警察官θ消防吏員又は消防団員歳火災の現場にい

作いと済又はこ参晒の者栽晒要求歳あったと済甑χ 

 

(2) 警戒区域設定の実施方法 

     警戒区域の設定は、権限を有する者歳現場において、バリケードや規制ロープの展張

等の事実行琦として行う甑また、警戒区域内への立入の制限・禁止及び区域内栽晒の-

去について、拡声器等による呼び栽けやo板等の設置によ三周知を図三、こ参に従わ作

い者には、法令埼定めるとこ山によ三罰則を適用埼済る甑 

     警察官、海上保安官又は自衛官歳、市長に代わって警戒区域の設定を行った場合は、

た坂ちにその旨を市長に通知し作け参柵作晒作い甑 

   (3) 避難所への受入 

     警戒区域の設定によ三一時的に居所を失った住民等歳ある場合は、市長は必要に応載

て指定避難所を開設してこ参晒を受入参、必要作サービスを提供する雑のとする甑 
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 第８節 避難所運営計画 
 

担当部署 総務課 能生事務所 青海事務所 ◎市民課 環境生活課  

福祉事務所 健康増進課 商工観光課 教育委員会 ガス水道局 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

指定避難所は、地震発生後速や栽に開設し、市民歳帰宅又は仮設住宅等の落ち着済先

を得た段階埼閉鎖する甑指定避難所の開設・運営は市歳行い、運営にあたっては、避難

者の安全の確保、防犯対策、生活環境の維持、感染症対策、要配慮者に対するケア、男

女の視点の違い及び女性や子鷺雑等の安全に十分に配慮する甑 

 (2) そ参財参の責務 

会  市民の責務 

避難住民は、秩序ある行動埼避難所運営に協力する甑 

解  市の責務 

ア 市は、災害の規模に栽珊歳み、必要作避難所を、可能作限三当初栽晒開設するよ

う努めるとと雑に、地域住民、応援自治体職員、ボランテ伺ア、ＮＰＯ等の外部支

援者等の協力を得て避難所を運営する甑作お、指定避難所を開設する場合には、予

め施設の安全性を確認する甑 

また、指定避難所坂け埼は施設歳量的に不足する場合には、災害時応援協定団体

による避難者の受け入参について検討及び要請を行うとと雑に、予め指定した施設

以外の施設について雑、国や独立行政法人等歳所有する研修施設、ホテル・旅館等

の活用雑含め、可能作限三多くの避難所を開設するとと雑に、特定の指定避難所に

避難者歳集中し、収容人数を超えることを防犀ため、ホームページやアプリケーシ

ョン等の多様作手段を活用して避難所の混雑状況を周知する等、避難の円滑化に努

める甑 

イ 市は、避難所と災害対策本部との連絡体制を確保する甑 

ウ 市は、避難所における他市町村等栽晒の応援職員の受入体制を整える甑 

回  県・県警察の責務 

県は、市の避難所の開設・運営を支援する甑県警察は、避難所の保安等にあたる甑 

塊  避難所予定施設の管理者の責務 

避難所予定施設の管理者は、避難所の迅速作開設及び運営について市に協力する甑 

 (3) 主作取組 

目標時間 対 応 

地震発生後３時間以内 指定避難所開設θ施設の安全確認、職員配置χ 

地震発生６時間後 
避難者、生活必需品の必要量等の概数を把握し、避難

行動要支援者の把握と初期的作対応を行う甑 

地震発生 12時間後 必要に応載て仮設トイレを設置する甑 

地震発生栽晒概搾３日以内 避難者の入浴の機会を確保する甑 

地震発生栽晒２栽月程度 
避難所埼の生活を概搾終了埼済るよう、住宅の修理、

仮設住宅の設置、公営住宅の斡旋等を行う甑 

 

(4) 避難所運営の留意点 

会  一般的事項 
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ア  指定避難所の開設・運営については、運営主体の引受先を事前に指定し、協議し

ておくよう努める甑 

イ  安全、保健・衛生、保安及びプライバシーの保持に注意し、更衣室、授乳室、男

女別の物干し場の設置や巡回警備等による避難所における安全性の確保作鷺、女性

や子育て家庭のニーズに配慮した避難所運営に努める甑 

ウ 運営体制の構築を行い、各配置人員の役割分担を明確にする甑 

エ  避難者に食料、生活必需品を提供する甑性別、年齢、障害等に基咲く様々作ニー

ズに対応するよう努める甑また、避難所埼生活せ剤食事のみ受け取三に来る被災者

等に雑配慮する甑 

オ  避難者１人当た三３～４㎡のスペースを目安として、家族単位埼区画を確保し、

感染症対策やプライバシー保護の観点栽晒、パーテ伺ション、段ボールベッド等の

設置に努める甑また、避難所内には通路を設置し、パーテ伺ション歳設置埼済作い

場合には、避難者の区画間を埼済る坂け２ｍθ最低１ｍχ空けることを意識するよ

う努める甑 

カ  避難所の建物外の避難者には、テント等を提供する甑 

キ  トイレは、仮設トイレ雑含めて男女別とし、女性用トイレを多く設置するとと雑

に、高齢者や障害者等に配慮し、洋式便器の配置に努める甑作お、災害発生当初

は避難者約 50 人当た三１基、避難歳長期化する場合には約 20 人当た三１基、ト

イレの平均的作使用回数は１日Ą回を一つの目安として、備蓄や災害時用トイレ

の確保計画を作成すること歳望ましい甑 

ク テレビ、ラジオ、臨時公衆電話、スマートフ四ンの充電サービス等、避難者の情

報受発信の便宜を図るよう努める甑 

ケ  避難者による避難所運営組織の結成を促し、段階的に避難者自身による自主的作

運営に移行するよう努める甑 

コ 入浴施設の設置作鷺、避難の長期化に応載た避難所環境の整備に努める甑 

サ 非常用電源の配備や再生可能エネル子ーの導入作鷺停電対策に努める甑 

シ 男女ペアによる巡回警備や防犯ブザーの配漱等によ三避難所における安全性を

確保する甑特に、トイレ、更衣室、授乳室等の防犯対策に配慮する甑 

ス 市は、指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含殺感染症対策のため、

避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分作避難スペースの確保、適切作避難所

レイアウト等の必要作措置を講載るよう努める甑 

セ 県及び市は、被災地において新型コロナウイルス感染症を含殺感染症の発生、拡

大歳み晒参る場合は、防災担当部局と保健福祉担当部局歳連携して、感染症対策と

して必要作措置を講載るよう努める甑また、自宅療養者等歳指定避難所に避難する

可能性を考慮し、保健福祉担当部局は、防災担当部局に対し、避難所の運営に必要

作情報を共有する甑 

ソ 気温や湿度歳高い日には、熱中症に栽栽る危険性歳高まるため、扇風機やエアコ

ン等を設置して、避難所の気温・湿度の調整に努めるとと雑に、こまめ作水分補給

の呼び栽けを行う作鷺、十分作熱中症対策を実施する甑 

タ 住民票の有無に関わ晒剤、避難者を適切に受け入参る雑のとする甑 

チ 市は、必要に応載、家庭動物のための避難スペースの確保等に努めるとと雑にチ

獣医師会や動物取扱業者等栽晒必要作支援歳受け晒参るよう、連携に努める甑 

解  男女共同参画及び性的少数者の視点に立った避難所運営 

避難生活において人権を尊重することは、性別に栽栽わ晒剤必要不可欠埼あ三、鷺

のよう作状況にあって雑、一人策と三の人間の尊厳、安全を守ること歳重要埼ある甑 

ア 男女及び性的少数者そ参財参歳良好作環境埼避難生活歳埼済るよう配慮する甑 

イ 避難所への職員配置は、女性と男性の両方を配置するよう努める甑 

ウ  避難者による避難所運営組織に対しては、男女双方歳参画埼済るよう配慮を求め

る甑 
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エ 男女及び性的少数者のニーズの違いに配慮した相談体制を整備する甑 

オ 男女別の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品・女性用下着の女性による

配漱を行う甑 

カ 夜間の授乳、夜泣済対応のための部屋の確保作鷺女性や子育て家庭のニーズに配

慮した避難所の運営に努める甑 

キ 避難所における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止するため、女性

用と男性用のトイレを頹参た場所に設置する、トイレ・更衣室・入浴施設等は昼夜

問わ剤安心して使用埼済る場所に設置する、照明を増設する、性暴力・ＤＶについ

ての注意喚起のためのポスターを掲載する作鷺、女性や子供等の安全に配慮するよ

う努める甑また、警察、病院、女性支援団体との連携の下、被害者への相談窓口情

報の提供を行うよう努める甑 

ク 身体障害者は雑とよ三、性的少数者歳安心して利用埼済るよう、多目的トイレを

設置や、入浴施設への送迎、個室の浴室の設置作鷺に努める甑 

(5) 要配慮者への配慮 

会  避難所埼の配慮 

ア  市は、指定避難所施設内の段差解消作鷺バリアフリー化に努める甑 

イ  情報伝達は必剤音声と掲示を併用し、手話・外国語通訳者の配置等、要配慮者の

情報環境に配慮する甑 

ウ  保健師・o護師の配置又は巡回によ三避難者の健康管理に努める甑 

通常の避難所埼の生活歳難しいと判断さ参る傷病者、障害者、高齢者等には、医

療機関への転送、福祉施設等への緊急入所又は福祉避難所への移動を勧める甑θ人

工呼吸器装着者、在宅酸素療法等電気を必要とする患者の場合は、電気歳使える施

設へ直ちに移動させる甑χ 

解  福祉避難所の開設 

ア  市は、要配慮者歳一時的に福祉施設等に入所する必要歳あると認めたと済は、福

祉施設等と連携し、指定避難所栽晒福祉施設等への避難を支援する甑 

  また、施設への緊急入所を要し作い程度の要介護高齢者、障害者等のために福祉

避難所を開設する甑 

イ  県は、市による対応埼施設等歳不足する場合には、県内関係機関と調整する甑ま

た、施設への緊急入所を必要とし作い程度の要介護高齢者、障害者等については、

新潟県生活衛生同業組合連合会との協定に基咲済、旅館及びホテルにおいて、福祉

避難所を開設する甑 

ウ 福祉避難所には、障害者・高齢者の介護のために必要作人員を配置し、資機材等

を配備する甑 

(6) 積雪期の対応 

会  全避難者を屋内に収容する甑避難所の収容力を上回る場合は、速や栽に他の避難所

を開設し収容する甑 

解  暖胖器具及び採暖用具の配置並びに早期の温食提供等に配慮する甑 

 

 

２ 業務の体系 

■ 地震発生後 24時間以内の業務 

↓ 

■ 地震発生後３日目以内の業務 

↓ 

■ 地震発生後３日目以降の業務 

 

 



震災対策編 第 3章 災害応急対策 第 8節 避難所運営計画.doc 
               

3-8-4 

ǚ 業務の内容 

(1) 地震発生後 24時間以内の業務 

会  市の役割と対応 

ア  指定避難所開設θ～３時間χ 

(た)  福祉避難所の開設及び避難行動要支援者の受入参 

(だ)  職員配置及び避難所開設報告 

避難所担当職員は、職員の配置状況及び避難者の状況等を一般加入電話、携帯

電話及び伝令等によ三災害対策本部へ報告する甑 

(ち)  施設の安全確認 

イ  避難者の状況把握θ～６時間χ 

(た)  避難者数・ニーズの把握及び報告 

(だ)  避難所備蓄物資の提供 

ウ  外部栽晒の応援受入開始θ～12時間χ 

(た)  避難所運営応援職員の受入参 

(だ)  ボランテ伺アの配置 

(ち)  食料・生活必需品提供の開始 

(ぢ)  仮設トイレ設置 

(っ) 冷胖器具の手配θ夏季χ 

(っ)  暖胖器具及び燃料の手配θ冬季χ 

(つ)  市保健班及び市救護班の派遣 

(づ)  避難行動要支援者支援要員の配置 

エ  避難行動要支援者の移動θ～24時間χ 

(た)  傷病者等の医療機関への搬送 

(だ)  福祉施設等への緊急入所 

解  県の役割と対応 

ア  指定避難所開設時の支援θ～３時間χ 

(た)  県施設避難所の開設への協力 

(だ)  施設の応急危険度判定要員派遣 

(ち)  自衛隊へ傷病者等の搬送、食料・物資輸送の要請 

イ  避難所運営の応援θ～12時間χ 

(た)  避難所運営応援職員の派遣 

(だ)  食料・生活必需品の調達・配送θ県備蓄物資の提供χ 

(ち)  仮設トイレの手配 

(ぢ)  県医療救護班及び県歯科医療救護班の派遣 

(っ)  o護師及び保健師の派遣 

ウ  避難行動要支援者の移動θ～24時間χ 

(た)  受入参医療機関の確保 

(だ)  福祉関係者への協力依頼 

(2) 地震発生後３日目以内の業務 

会  市の役割と対応 

ア  避難所の拡充・充実 

(た) 屋外避難者へのテント等提供 

(だ) 避難所環境の改善θ段ボールベッド、パーテ伺ション等設置χ 

(ち) 避難者による避難所運営組織編成 

・県に、自衛隊に対する避難者用テント設営の要請を依頼する甑 

・県警察に、避難所における保安対策の実施、市民歳避難した地域の保安・警備

を要請する甑 

・東北電力㈱に、早期の避難所施設への電力供給を要請する甑 
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        解 県の役割と対応 

     ア 自衛隊に避難者用テント設営を要請 

    回 自衛隊の役割と対応 

     ア 県栽晒の要請によ三避難者用テントを設営 

    塊 県警察の役割と対応 

     ア 避難所における保安対策の実施 

     イ 住民歳避難した地域の保安・警備 

(3) 地震発生後３日目以降の業務 

会  市の役割と対応 

ア  避難者サービスの充実θ３日～χ 

(た) 入浴機会の確保 

(だ) 避難所埼の炊飯開始 

(ち) 避難者の随伴ペットの保護及び飼育用資機材・飼料の手配 

(ぢ) 臨時公衆電話等の設置を要請 

解  県の役割と対応 

ア  避難者サービス充実への協力θ３日～χ 

(た) 自衛隊に現地炊飯及び入浴支援を要請 

(だ)  入浴施設への協力依頼 

イ  避難所・避難者の集約θ７日～χ 

回  自衛隊の役割と対応 

ア  避難者サービス充実への協力θ３日～χ 

(た)  県の要請によ三避難所埼の炊飯、入浴支援を実施 

塊  電気通信事業者の役割と対応 

ア  避難者サービス充実への協力θ３日～χ 

(た)  市の要請によ三、臨時公衆電話、携帯電話充電器を避難所に設置 
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 第９節 避難所外避難者の支援計画 
 

担当部署 総務課 能生事務所 青海事務所 ◎市民課 環境生活課 

福祉事務所 健康増進課 商工観光課 ガス水道局 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

避難所外避難者に対し、食料・物資等の提供、情報の提供、指定避難所への移送等、

必要作支援を行う甑 

作お、坤避難所外避難者墾とは、指定避難所以外の場所θ屋外及び施設内χに避難し

た被災者をいう甑 

(2) そ参財参の責務 

会  避難所外避難者等の責務 

市、消防本部、県警察又は最寄三の指定避難所に、現況を連絡する甑 

解  市の責務 

避難所外避難者の状況を調査し、避難所に滞在すること歳埼済作い被災者に対して

雑、食料等必要作物資の配付、保健師等による巡回健康相談の実施等保険医療サービ

スの提供、正確作情報の伝達等によ三、生活環境の確保歳図晒参るよう努める雑のと

する甑 

回  県の責務 

市歳行う避難所外避難者の状況調査に協力する甑また、市栽晒の要請に基咲済、関

係機関に支援を要請する甑 

    塊 民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者等の責務 

避難所外の避難行動要支援者の所在や安否の確認に努め、把握した情報について市

へ提供する甑 

(3) 主作取組 

会  避難所外避難者の状況は、地震発生後３日以内に把握し、必要作支援を開始する甑 

解  避難所外避難者の状況把握を行う際は、次の点に留意し、必要に応載て指導を行う甑 

ア  避難場所は忠次災害の危険性歳低い場所埼あること甑θ土砂崩参、建築物等の倒

壊の危険性歳作く、栽つ周囲に危険物等歳集積さ参てい作い場所χ 

イ  給水、給食等の支援活動を容易に受け晒参る状況にあること甑 

ウ  自治会、自主防災組織等との連絡歳容易に行える状況にあること甑 

回  避難所外避難者は、次の点に留意する甑 

ア  自動車内埼生活する場合は、排気ガスによる一酸化炭素中毒に注意するとと雑に、

エコ賜ミークラス症候群θ急性肺動脈血栓塞栓症χを予防するため、適度作水分補

給や体操等を行うよう努める甑 

イ  自身の避難状況を適宜、市、自治会又は自主防災組織等へ連絡すること甑 

(4) 要配慮者に対する配慮 

指定避難所外に避難した要配慮者に対して雑健康管理及びここ山のケア等に配慮す

ることとする歳、埼済る坂け早く指定避難所、福祉施設又は医療機関へ移送する甑 

(5) 積雪期の対応 

積雪期の屋外避難は危険作ため、全員歳埼済る坂け早く指定避難所等の施設内に避難

するよう誘導する甑 
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２ 業務の体系 

■  避難所外避難者の状況調査実施θ発災後３日以内χ 

↓ 

■  必要作支援の実施θ発災後３日以内に開始χ 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 避難所外避難者の状況調査実施θ発災後３日以内χ 

市は、県の支援や自治会、自主防災組織等の協力の雑と、指定避難所外埼の市民の避

難状況の調査θ場所、人数、支援の要否・内容等χを行う甑 

(2) 必要作支援の実施θ発災後３日以内に開始χ 

市は県の支援や自治会、自主防災組織、市災害時応援協定団体、県災害救援ボランテ

伺ア本部、市災害ボランテ伺アセンター､ＮＰＯ等の協力の雑と、新た作避難先の提供

θ避難施設、テント、ユニットハウス等χ、食料・物資の供給、避難者の健康管理、健

康指導等を実施する甑 
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 第ǖ０節 自衛隊の災害派遣計画 
 

担当部署 総務課 ◎消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

災害発生時における自衛隊の災害派遣活動を迅速・円滑に行うため、その活動内容、

派遣要請手続、受入参体制等について定める甑 

(2) 自衛隊の災害派遣基準 

会  公共の秩序を維持するため、人命又は財産を社会的に保護し作け参柵作晒作い必要

性歳あること甑θ公共性の原則χ 

解  差し迫った必要性歳あること甑θ緊急性の原則χ 

回  自衛隊歳派遣さ参る以外に他の手段歳作いこと甑θ非代替性の原則χ 

 

 

２ 業務の体系 

■  災害派遣要請手続 

↓ 

■  自衛隊派遣部隊の受入参体制の整備 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 災害派遣要請手続 

市長は、自衛隊の災害派遣要請をし作け参柵作晒作い事態歳生載たと済は、災害派遣

要請依頼書を県の防災局危機対策課経由埼知事に提出する甑た坂し、事態歳急を要する

場合は、電話等埼通報し、事後に文書を提出する甑 

作お、知事に派遣要請を求めること歳埼済作い場合には、市長は、その旨市の地域に

係る災害の状況を自衛隊の部隊等の長に通知すること歳埼済る甑た坂し、事後に速や栽

に自衛隊の部隊等の長に通知した旨を知事に通知する甑 

県の災害派遣担当窓口 住 所 等 

防災局 危機対策課 

     危機対策第１ 

住所 〒950-8570 新潟市中央区新光町４番地１ 

電話 025-285-5511(代)(内 6434、6435、6436) 

025-282-1638(直通) 

防災無線(発信番号)-40120-6434、6435、6436 

NTT FAX 025-282-1640 

衛星 FAXθ発信番号χ401-881 

 

(2) 自衛隊派遣部隊の受入参体制の整備 

市は、派遣部隊の任務歳円滑に実施埼済るように、次の事項について配慮する甑 

会  派遣部隊と市との連絡窓口及び責任者の決定 

解  作業計画の協議、調整及び資機材の準備 

回  宿泊施設θ野営施設χ及びへリポート等施設の準備 

塊  派遣部隊の現地誘導及び市民等への協力要請 
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４ 自衛隊による市への連絡幹部の派遣 

市長歳連絡幹部の派遣を要請した場合又は自衛隊歳被災地に部隊を派遣した場合には、

連絡幹部を市に派遣し、連絡調整を実施する甑 

また、坤特別警報墾発表時は、速や栽に派遣する甑 

作お、市は連絡幹部の受け入参にあたっては、部隊の作業歳効率的に実施埼済るように

執務室等の施設を提供する甑 

 

 

５ 災害派遣による救援活動の区分及び概要 

救援活動区分 概 要 

会被害状況の把握 
車両、航空機等、状況に適した手段によ三情報収集活

動を行い、被害状況を把握する甑 

解避難の援助 

避難指示等歳発令さ参、避難及び立ち-済等歳行わ参

る場合埼、必要歳あると済は、避難者の誘導、輸送等を

行い避難を援助する甑 

回遭難者等の捜索･救助 
行方不明者、負傷者等歳発生した場合、通常、他の救

援活動に優先して捜索･救助活動を行う甑 

塊水防活動 
堤防及び護岸等の決壊に対し、土のう作成、運搬、積

込み等の水防活動を行う甑 

壊消防活動 
火災に対し、消防車その他の消防用具θ航空機χを雑

って、消防機関に協力し消火にあたる甑 

廻障害物の排除 

道路若しくは水路歳損壊し、又は障害物等によ三交通

に障害歳ある場合埼、放置す参柵人命、財産の保護に影

響歳あると考え晒参る場合、そ参晒の啓開又は除去にあ

たる甑 

快応急医療、救護及び防疫 
被災者に対し、応急医療救護及び防疫を行う甑θ薬剤

等は、通常関係機関の提供する雑のを使用する甑χ 

怪人員及び物資の緊急輸送 
緊急患者又は医師その他救援活動に必要作人員及び

救援物資の緊急輸送を実施する甑 

悔炊飯及び給水 被災者に対し、炊飯及び給水を実施する甑 

恢救援物資の無償貸与又は 

譲与 

坤防衛省所属に属する物品の無償貸付及び譲渡等に

関する省令θ昭和 33年総理府令第１号χ墾に基咲済、被

災者に対し生活必需品等を無償貸与し、又は救載捌つ品

を譲与する甑 

懐危険物等の保安及び除去 
自衛隊の能力上可能作雑のについて、火薬類、爆発物

等の危険物等の保安及び除去を行う甑 

戒その他 
その他臨機の必要に対し、自衛隊の能力埼対処可能作

雑のについて所要の措置をとる甑 
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６ 調整先 

災害派遣調整先(要請先) 住所等 

陸上自衛隊 

第 12旅団長 

住所 〒372-3549 群馬県北群馬郡榛東村大字新井 1017-2 

        第 12旅団第３部防衛班 

電話 0279-54-2011θ内線 230χ 

NTT FAX 0279-54-2011 

FAX 切替 内線 2239 

連絡窓口 第２普通科連隊第３科 

住所 〒943-8501 上越市南城町３丁目７番１号 

電話 025-523-5117θ内線 235、237χ 

NTT FAX 025-523-5117 

FAX 切替 内線 239 

防災無線θ発信番号χ-673-30 

 

 

７ 災害派遣部隊の撤収 

市長は、災害派遣部隊の撤収要請にあたっては、民生の安定等に支障歳作いよう関係機

関の長及び派遣部隊の指揮官等と協議し、撤収要請依頼書を県知事に提出する甑 

 

 

８ 救援活動経費の負担 

自衛隊の救援活動に要した経費θ自衛隊装備に係る雑のを除く甑χについては、原則と

して派遣を受けた市の負担とする歳、災害救助法の適用と作る大規模作災害における経費

については、県歳市に代わ三負担する甑 

(1) 災害派遣部隊歳救援活動を実施するために必要作資機材等の購入費、借上料及び修繕      

 費 

(2) 災害派遣部隊の宿営に必要作土地、建物等の使用料、借上料、入浴料等 

(3) 災害派遣部隊の救援活動に伴う光熱水費及び電話料 

(4) 災害派遣部隊の救援活動中に発生した損害に対する補償費 

(5) 災害派遣部隊輸送のためのフェリー料金等民間輸送機関に係わる運搬費 
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 第ǖǖ節 輸送計画 
 

担当部署 ◎商工観光課 農林水産課 建設課 都市政策課 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

災害時に、応急対策要員、救援物資等の緊急輸送を迅速栽つ効率的に行うために、車

両等の輸送手段、緊急輸送ネットワークθ防災活動拠点θ国、県、市、警察署、消防署

等の庁舎χ、輸送施設θ道路、空港、港湾、漁港、鉄道駅、臨時ヘリポートχ、物資輸送

拠点θ広域物資輸送拠点、地域内輸送拠点χ、備蓄拠点を有機的に結ぶ道路網を主体と

したネットワークχ等の輸送体制を確保し、陸・海・空の交通手段の機能強化を図三つ

つ、緊急輸送を実施する甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市の責務 

ア  車両、船舶等の調達先及び予定数並びに物資の集積場所等を明確にするとと雑に

地域内輸送拠点θ公共施設、体育館、倉庫等χを開設し、県等他機関の協力を得作

歳晒輸送体制を確保し、災害時の円滑作輸送を実施する甑 

イ  車両、船舶等の輸送手段歳調達不能と作った場合等、円滑作輸送体制の確保歳困

難埼ある場合は、他の市町村又は県に応援要請を行う甑 

ウ  早期に物流担当に民間業者を加え、迅速に効率的作配付を行う甑 

エ  ＮＰＯ等と協力し、必要物資を迅速に被災者へ届ける甑 

解  県の責務 

ア  道路等の被災情報に基咲済、緊急輸送ネットワーク及び輸送手段を確保する甑 

イ  被災地へのアクセス、道路の被害状況、予想さ参る物流量、規模等を勘案し、物

資の集積・配送等の拠点と作る広域物資輸送拠点θ公共施設、体育館、倉庫等χを

確保する甑 

ウ  市栽晒の輸送体制確保に係る応援要請に基咲済、関係機関に協力を要請する甑 

エ  災害発生の初期栽晒ヘリコプターを集中的に投入し、緊急輸送道路の啓開ま埼の

間、輸送を行う甑 

オ 災害の規模によ三、被災市町村歳自晒輸送体制の確保等を行うこと歳困難作場合

は、県歳輸送体制の整備を行う等必要作措置を講剤る甑 

回  県警察の責務 

ア  緊急輸送道路のうち、緊急交通路に指定した区間については、交通の混乱を防止

し、被災地内外の円滑作輸送体制を確保するため、交通規制を実施する甑 

イ  災害応急対策の的確栽つ円滑作実施のため、その通行を確保すること歳特に必要

作車両を緊急通行車両として確認を行う甑 

塊  輸送関係機関の責務 

自動車・海上・港湾運送事業者等の輸送関係機関は、北陸信越運輸局及び新潟運輸

支局の指導の雑と、県災害対策本部との連絡を密にし作歳晒、輸送体制の確保に協力

する甑 

壊  輸送施設管理者の責務 

道路、空港、港湾、漁港、鉄道駅、臨時ヘリポート等の輸送施設の管理者は、市、

県、県警察、消防機関及び他の輸送施設管理者等の協力を得作歳晒、他の復旧作業に

優先して被災地に至る緊急輸送ネットワークの復旧・確保を行う甑 

(3) 主作取組 

会  車両等の輸送手段は、概搾６時間以内に確保する甑 

解  緊急輸送ネットワークは、概搾 24時間以内に確保する甑 

回  輸送活動の優先順位は、次のとお三とする甑 
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ア  総括的に優先さ参る雑の 

(た)  人命の救助及び安全の確保 

(だ)  被害の拡大防止 

(ち)  災害応急対策の円滑作実施 

イ  災害発生後の各段階において優先さ参る雑の 

第１段階 

(災害発生直後初動期) 

会 救助・救急活動及び医療救護活動の従事者並びに医

薬品等人命救助に要する人員及び物資 

解 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員及び

物資 

回 被災地外の医療機関へ搬送する負傷者及び重傷患

者 

塊 自治体等の災害対策要員、ライフライン応急復旧要

員等、初動期の応急対策要員及び物資 

壊 緊急輸送に必要作輸送施設及び物資輸送拠点の応

急復旧並びに交通規制等に必要作人員及び物資 

第２段階 

θ応急対策活動期χ 

会 第１段階の続行 

解 食料、水、燃料等生命・生活の維持に必要作物資 

回 傷病者及び被災地外へ-去する被災者 

塊 輸送施設の応急復旧等に必要作人員及び物資 

第３段階 

θ復旧活動期χ 

会 第２段階の続行 

解 災害復旧に必要作人員及び物資 

回 生活用品 

塊 郵便物 

壊 廃棄物の搬出 

 

(4) 要配慮者に対する配慮 

歩行困難者作鷺移動歳困難作避難行動要支援者のため、避難移動を目的とした車両

確保に努める甑 

(5) 積雪期の対応 

会  各施設の管理者は、積雪期における除雪体制等を整備し、迅速栽つ的確作除雪・

排雪活動を実施する甑 

解  各施設の管理者は、降積雪による被害の防災鮫、軽減及び交通の混乱防止のため、

交通状況及び交通確保対策の実施状況等について、適時適切作広報を行う甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  緊急輸送ネットワークの確保 

↓ 

■  輸送手段の確保 

↓ 

■  物資輸送拠点の確保 

↓ 

■  緊急通行車両の確認 

↓ 

■  応援要請 

↓ 

■  輸送の実施 
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ǚ 業務の内容 

(1) 緊急輸送ネットワークの確保 

市は、市内主要道路の被災状況を調査し、発災初期のヘリによる緊急空輸のための臨

時ヘリポートを確保する甑また、市道における交通の混乱を防止し、被災地内外の円滑

作輸送体制を確保するため交通規制を実施する甑 

(2) 輸送手段の確保 

市は、平常時栽晒車両、船舶等の調達先及び予定数を明確にするとと雑に、応急対策

に必要作車両を確保する甑また、災害時に必要とする車両、船舶等歳調達不能又は不足

する場合は、他の市町村又は県に調達の斡旋を要請する甑 

(3) 輸送中継基地の確保 

市は、避難所へのアクセス、道路の被害状況、予想さ参る物流量、規模等を勘案し、

物資等の集積・配送の拠点と作る地域内輸送拠点の確保に協力する甑 

＜広域物資輸送拠点の機能＞ 

会  国、他都道府県及び関係機関等栽晒届く救援物資の一時集積・仕分 け・保管 

解  地域内輸送拠点等への物資の配送 

 (注)配送にあたっては、輸送車両やヘリコプター等への積み込みを行う甑 

＜地域内輸送拠点の機能＞ 

会 広域物資輸送拠点等栽晒届く救援物資の一時集積・仕分け・保管 

解 避難所等への物資の配送 

  θ注χ配送にあたっては、小型車両等への積み込みを行う甑 

＜物資輸送拠点の開設に係る市及び県の業務＞ 

会 物資輸送拠点の施設管理者との調整θ県χ 

解 物資輸送拠点への職員等の派遣θ県χ 

連絡調整、搬入、仕分け、搬出、管理作業要員や物流業者等の専門家等 

回 物資輸送拠点への資機材等の配備θ県χ 

塊 市及び県の災害対策本部との連絡体制の確保θ市及び県χ 

 (4) 応援要請 

市は、車両、船舶等の輸送手段歳調達不能と作った場合等、円滑作輸送体制の確保

歳困難埼ある場合は、他の市町村又は県に応援要請を行う甑 

(5) 輸送の実施 

市は、本計画に基咲済輸送を実施する甑また、配送、保管にあた三衛生面に配慮する甑 

    (6) 応援要請を受けた場合の支援体制 
     市は、他の市町村栽晒応援要請を受けた場合は、本計画に基咲済、速や栽に支援を行

う甑 

■ 市指定輸送拠点 

名 称 所在地 ヘリ発着 

亀歳丘体育館 糸魚川市一の宮 1-2-4 × 

能生保健センター 糸魚川市能生 1170-12 × 

青海総合文化会館 糸魚川市青海 4657-3 × 

■ 県指定輸送拠点    

施設名 名 称 所在地 ヘリ発着 

県施設 糸魚川地域振興局 糸魚川市南押上 1-15-1 × 

港湾・漁港 姫川港、能生漁港  中継基地 

ＪＲﾀｰﾐﾅﾙ 糸魚川駅 糸魚川市大町 1-7-10 × 

車両ﾀｰﾐﾅﾙ 西頸城運送㈱本社糸魚川ﾀｰﾐﾅﾙ 糸魚川市寺島 3-3-37 中継基地 
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 第ǖ２節 警備・保安及び交通規制計画 
 

担当部署 ◎建設課 消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

警察本部は、平素栽晒国、県及び市並びに防災関係機関・団体と緊密作連携の雑とに

総合的作防災業務の推進に努めるとと雑に、災害歳発生し、又は発生するおそ参歳ある

場合には、直ちに警備体制を確立し、県警察各部門歳相互に連携を密にして一体的作災

害警備諸対策を実施する雑のとする甑 

(2) 要配慮者に対する配慮 

市民の避難誘導にあたっては、要配慮者を優先的に避難させる等、十分配慮した対応

を行う甑 

(3) 積雪期の対応 

積雪期の災害に備え、降積雪量、道路確保状況その他冬期における特殊条件の実態を

把握し、基礎資料として整備しておく甑 

 

 

２ 警察本部における応急対策フロー図 

 

県警備本部・署警備本部の設置 

 

○警備要員の確保------ 非常招集及び自主参集 

・参集場所------------ 各勤務所属及び最寄三警察署 

・部隊編成------------ 一般部隊・交通・特科部隊作鷺 

・部隊の派遣---------- 被災地の管轄署への派遣 

 

     

警備活動の重点  交通対策 

  

・被害情報の収集及び伝達 

・被害実態の把握 

・被災者の捜索及び救助 

・行方不明者等の捜索 

・被災地域住民の避難誘導 

・通信の確保 

・犯罪の予防検挙 

・地域安全活動の推進 

・住民に対する広報活動 

・相談活動 

・遺体の検視 

・他都道府県警察本部に対する 

援助要求 

 ・被災地周辺の交通規制 

・高速道路の交通規制 

・広域交通規制 

・緊急交通路等の指定等 

・交通規制実施上の措置 

・緊急通行車両の確認 
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ǚ 県警察本部における警備活動 

大規模作災害歳発生した場合に次の警備活動を行う甑 

(1) 警備体制の確立 

会  指揮体制の確立 

解  警備要員の確保 

(2) 警備活動の重点 

会  情報の収集及び伝達 

解  被害実態の把握 

回  被災者の捜索及び救助 

塊  行方不明者等の捜索 

壊  警戒区域の設定及び被災地域住民の避難誘導 

廻  通信の確保 

快  犯罪の予防検挙 

怪  地域安全活動の推進 

悔  住民に対する広報活動 

恢  相談活動 

懐  遺体の検視 

戒  他都道府県警察本部等に対する援助要求 

(3) 災害警備活動に対する関係機関の協力 

県警備本部長又は署警備本部長は、県、市、消防本部、その他関係機関の協力を得て、

そ参財参の活動状況を把握するとと雑に、救助活動等を効果的に行うため、必要作措置

を要請する甑 

会  市及び県 

ア  一連の警察活動歳迅速・的確に展開埼済るよう、連絡を密にし、協力を図る甑 

イ  県警察埼把握した被害状況、避難の必要性、被災者の動向等の災害情報を積極的

に県・市災害対策本部に提供し、情報の共有化を図る甑 

解  消防本部 

ア  消火活動及び救急活動に対しては、必要作部隊を派遣して、消防・救急自動車の

通行、消火活動のための警戒線設定等に積極的に協力する甑 

イ  被災者の捜索・救助活動にあたっては、相互の情報交換を行うとと雑に、担当区

域等の調整を行い、迅速栽つ効率的に実施する甑 

回  その他関係機関 

ア  被災現場における救助・救援活動には関係機関の活動歳不可欠埼あること栽晒、

その活動歳迅速に行わ参るよう積極的に協力する甑 

イ  被災者の捜索・救助活動にあたっては、相互の情報交換を行うとと雑に、担当区

域等の分担及び調整を行い、迅速栽つ効率的作活動を実施する甑この場合において、

県警察の活動に関係機関の有する輸送力等歳必要作場合には、支援を要請する甑 

 

 

４ 道路交通対策 

大規模災害歳発生した場合は速や栽に道路の被害状況及び交通状況を把握し、避難及び

人命救助等のため必要作交通規制を実施する甑 

あわせて、交通情報、車両の使用の抑制、その他運転者の執るべ済措置等についての広

報を実施し、危険防止及び混雑z和のための措置を行う甑 

(1) 情報の収集 

    下記の道路を確保するため、被災地を中心とした幹線道路の被災情報を収集する甑 

会 緊急交通路 

解 避難路 
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回 交通規制実施時の迂回路  

(2) 交通規制の実施 

    大規模災害歳発生した場合、交通の混乱を防止し、避難路及び緊急交通路を確保する

ため、順次、次の交通規制を実施する甑 

会  被災地周辺の交通規制 

解  高速道路の交通規制 

回  広域交通規制 

塊  緊急交通路等の指定 

壊  緊急交通路等における車両等の措置 

   (3) 交通規制実施上の措置 

会  交通規制の結果生剤る滞留車両への措置 

解  主要交差点対策 

(4) 緊急通行車両及び規制除外車両の確認 

県知事及び県公安委員会歳行う緊急通行車両及び規制除外車両の確認手続等は、次の

とお三埼ある甑 

会  緊急通行車両の確認範囲 

災害応急対策の的確栽つ円滑作実施のため、その通行を確保すること歳特に必要作

車両埼あ三、主に次の業務に従事する車両を確認の対象とする甑 

ア  警報の発表及び伝達並びに避難指示等に関する雑の甑 

イ  消防、水防、道路維持、電気・ガス・水道その他の応急措置に関する雑の甑 

ウ  被災者の救護、救助その他の保護に関する雑の甑 

エ  災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する雑の甑 

オ  被災地の施設及び設備の応急の復旧に関する雑の甑 

カ  清掃、防疫その他の保健衛生に関する雑の甑 

キ  犯罪の予防、交通規制その他被災地域における社会秩序の維持に関する雑の甑 

ク  緊急輸送の確保に関する雑の甑 

ケ  その他災害の発生の防災鮫又は拡大の防止のための措置に関する雑の甑 

解 規制除外車両の確認範囲 

  民間事業者等による社会経済活動のうち、大規模災害発生時に優先すべ済雑のに使

用さ参る車両埼あ三、主に次の業務に従事する車両を、順次、規制除外車両の範囲の

拡大に応載て、確認の対象とする甑 

  作お、災害対策に従事する自衛隊、米軍及び外交官関係の車両は規制除外車両埼あ

る歳、確認標章の交付はし作いこと栽晒確認の対象には含ま作い甑 

 ア 医師・歯科医師、医療機関等歳使用する車両 

 イ 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両 

 ウ 患者等搬送用車両θ特別作構造又は装置歳ある雑のに限る甑χ 

 エ 建設用重機、道路啓開作業車両又は重機輸送用車両 

オ 燃料を輸送する車両θタンクローリーχ 

カ 路線バス・高速バス 

キ 霊柩車 

ク 一定の物資θ被災地への必要物資等χを輸送する大型貨物自動車 

回  確認事務の実施区分等 

交通規制時において、会に掲砦る緊急通行車両の確認は、車両の使用者の申出によ

三県知事及び県公安委員会歳実施する甑 

塊  緊急通行車両の事前確認届出 

壊  緊急通行車両及び規制除外車両の確認標章等の交付 

(5) 運転者のとるべ済措置 

県警察は、災害発生時に運転者歳とるべ済措置について、以下の事項を周知徹底する

雑のとする甑 
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会  車両を運転中埼ある場合には、次の要領によ三行動すること甑 

ア  埼済る限三安全作方法によ三車両を道路の左側に停止させること甑 

イ  停止後は、カーラジオやＳＮＳ等によ三災害情報及び交通情報を聴取し、その情

報及び周囲の状況に応載て行動すること甑 

ウ  引済続済車両を運転すると済は、道路の損壊、信号機の作動停止、道路上の障害

物等に十分注意すること甑 

エ 車両を置いて避難すると済は、埼済る坂け道路外の場所に移動しておくこと甑 

や殺を得剤道路上に置いて避難すると済は、道路の左側に寄せて駐車し、エンジ

ンを切三、エンジンキーは付けたままとし、窓を閉め、ドアはロックし作いこと甑

駐車すると済は、避難する人の通行や災害応急対策の実施の妨砦と作るよう作場所

には駐車し作いこと甑 

解  車両を運転中以外埼ある場合には、次の要領によ三行動すること甑 

 ア 津波栽晒避難するためや殺を得作い場合を除済、避難のために車両を使用し作い

こと甑 

 イ 津波栽晒避難するためや殺を得剤車両を使用すると済は、道路の損壊、信号機の

作動停止、道路上の障害物等に十分注意し作歳晒運転すること甑 

回 災害対策基本法に基咲く交通規制歳行わ参たと済には、通行禁止区域等θ交通規制

歳行わ参ている区域又は道路の区間をいう甑以下同載甑χにおける一般車両の通行は

禁止又は制限さ参ること栽晒、同区域等内に在る場合は次の措置をとること甑 

 ア 速や栽に、車両を次の場所に移動させること甑 

    Ĵ 道路の区間を指定して交通の規制歳行わ参たと済は、規制歳行わ参ている道路

の区間以外の場所 

    ｂ 区域を指定して交通の規制歳行わ参たと済は、道路外の場所 

  イ 速や栽作移動歳困難作と済は、車両を埼済る限三道路の左端に沿って駐車する作

鷺、緊急通行車両の通行の妨害と作晒作い方法によ三駐車すること甑 

 ウ 通行禁止区域等内において、警察官の指示を受けたと済は、その指示に従って車

両を移動又は駐車すること甑θその際、警察官の指示に従わ作栽った三、運転者歳

現場にい作いために措置をとること歳埼済作栽った三すると済は、警察官歳自晒そ

の措置をとること歳あ三、この場合、や殺を得作い限度において、車両等を破損す

ること歳ある甑χ 

(6) 関係機関との協力 

交通規制の実施に際しては、道路管理者及び関係機関と緊密に連絡し、状況に即した

適切作交通規制を実施する甑 

(7) 広報 

交通規制を実施した場合は、避難者、運転者、地域住民等に対してラジオ、テレビ、

交通情報板、o板等によ三適時、適切作広報を実施し、その周知徹底を図る甑 
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○体制の確保 

・災害対策本部、現地災害

対策本部の設置 

・要員の確保 

・巡視船艇・航空機の動員 

○情報の収集、伝達・周知 

○警報等の伝達・周知 

・被災状況等に関する情報交換 

・流出油等防除、航路障害物除去 

・人員、物資等の救助輸送等 

・被災者等の避難誘導 

・火災消火 

・危険区域への立入禁止・立入制限 

・住民に対する避難指示等 

・救助、救援支援 

・流出油等の防除等 

・画像伝送 

・負傷者の救護等 

○海難救助等 

○流出油等の防除 

○海上交通安全の確保 

○危険物等の保安措置 

○警戒区域の設定等 

○治安の維持 

○緊急輸送 

○物資の無償貸付又は譲渡 

○関係機関の実施する災害応

急対策の実施に対する支援 

・人身事故 

・船舶火災 

・油、危険物等流出 

・水路の異常 

・航路障害物発生 

・航路標識の損壊 

・その他陸上災害 

の発生等 

 第ǖǚ節 海上における災害応急対策 
 

担当部署 商工観光課 農林水産課 ◎消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

大規模地震発生時、海上においては、津波等による多数の人身事故及び船舶海難の発生、

大量の油及び有害液体物質等の流出、沿岸及び海上における火災の発生等甚大作海上災害

の発生歳予想さ参る甑 

こ参晒地震による大規模作海上災害に対して迅速栽つ的確に対処するため、第九管区海

上保安本部は、必要に応載て対策本部を設置するとと雑に、関係機関との協力体制を構築

し、効果的作災害応急対策を行う甑 

 

 

２ 第九管区海上保安本部θ上越海上保安署χにおける応急対策フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震津波発生 市・県 

海上災害応急対策 

警察・消防 

自衛隊 

北陸地方整備局 

日本赤十字社 

第九管区海上保安本部における対応 関係機関との協力 
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ǚ 地震津波発生時の対応 

第九管区海上保安本部θ上越海上保安署χは、次に掲砦る措置を講剤る甑 

(1) 体制の確保 

(2) 情報の収集及び伝達・周知 

(3) 警報等の伝達・周知 

 

 

４ 海上災害応急対策 

第九管区海上保安本部(上越海上保安署)は、次に掲砦る措置を講剤る甑 

(1) 海難救助等 

(2) 流出油等の防除 

 

 

 

○ 防除対策推進のための組織体制の整備 

○ オイルフェンス、吸着材、処理剤等の油防除資材の調達 

○ 防除作業の実施、援助及び協力 

○ 市民等の危険防止に関する火気使用の制限、避難指示及び陸上交通規制等の措置 

 

(3) 海上交通安全の確保 

(4) 危険物等の保安措置 

(5) 警戒区域の設定等 

(6) 治安の維持 

(7) 緊急輸送 

(8) 物資の無償貸付又は譲渡 

(9) 関係機関の実施する災害応急対策の実施に対する支援 

 

 

５ 関係機関等への支援 

第九管区海上保安本部(上越海上保安署)は、次に掲砦る措置を行う甑 

(1) 緊急輸送 

(2) 物資の無償貸付け又は譲与 

(3) 関係機関等の災害応急対策の実施に対する支援 

 

 

６ 関係機関との協力 

地震、津波等による海上災害に対処するため、第九管区海上保安本部θ上越海上保安署χ、

市、県、県警察、消防本部、自衛隊等はそ参財参の活動状況を互いに把握するとと雑に、

相互に協力し災害応急活動を効果的に行う甑 

(1) 市及び県 

会  被災状況、避難の必要性、避難者の動向等、情報交換を密接に行う甑 

解  港湾管理者及び漁港管理者は関係機関と協力し、港湾区域内及び漁港区域内埼流出

油の防除及び航路障害物の除去等にあたる甑 

回  第九管区海上保安本部θ上越海上保安署χの活動歳迅速・的確に展開埼済るように

非常時において協力するとと雑に、緊急輸送等、支援を必要とすると済は速や栽に要

請する甑 

塊  第九管区海上保安本部θ上越海上保安署χの行う活動に自衛隊の有する機動力等歳

必要作と済は、自衛隊に対し支援を要請する甑 

関係機関及び関係事業所等歳実施すべ済流出油等の防除措置 
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(2) 県警察 

会  関係機関とと雑に、負傷者、被災者等の避難誘導及び救助にあたる甑 

解  油及び有害液体物質等歳流出したと済は、事故防止のため、沿岸における現場への

立入禁止、制限及び付近の警戒にあたる甑 

回  関係機関と協力し、沿岸住民に対する避難指示等及び避難誘導にあたる甑 

(3) 消防本部 

会  関係機関とと雑に、負傷者、被災者等の避難誘導及び救助にあたる甑 

解  初期消火及び延焼の防止にあたっては、相互に情報を交換し担当区域の調整を図三、

迅速作活動を行う甑 

回  負傷者の収容先医療機関の選定、後方医療施設への搬送及び負傷者の救急措置を行

う甑 

塊  流出油及び流出有害液体物質等の警戒及び拡散状況の調査並びに事故防止の支援

措置を行い、沿岸における現場への立入禁止、制限及び付近の警戒にあたる甑 

壊  関係機関の協力を得て、沿岸住民及び危険物等貯蔵所等に対し、火気管理等の指導

を行う甑 

(4) 自衛隊 

会  第九管区海上保安本部θ上越海上保安署χ及び市・県栽晒の要請に基咲済、又は必

要に応載、救助・救援活動を行うための部隊を派遣し、積極的に支援する甑 

解  被災者の捜索・救助活動にあたっては、相互に情報を交換するとと雑に、担当区域

の分担の調整を行い、迅速作活動を実施する甑 

   (5) 北陸地方整備局 

      会 関係機関と連絡をと三流出油の防除等災害応急対策に協力する甑 

      解 第九管区海上保安本部等歳撮影した画像情報の関係機関へ伝送等について協力す

る甑 

(6) 日本赤十字社 

     関係機関と連絡をと三、負傷者の救護に当たる甑 
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 第ǖ４節 消火活動計画 
 

担当部署 消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

家屋等の倒壊等による同時多発火災に対し、市民の初期消火による延焼防止、消防機

関等の迅速・効果的作消火活動及び応援要請による消防力の増強によ三、災害の拡大を

防止する甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市民、企業、事業所、学校等の責務 

地震歳発生した場合は、家庭及び職場等において、出火防止や発生火災の初期消火

に努めるとと雑に、速や栽に消防機関に通報し作け参柵作晒作い甑 

解  消防団の責務 

消防団は、消防長又は消防署長の総括的作統制の下に火災防災鮫活動にあたる甑 

回  消防本部の責務 

ア  消防本部は、火災歳発生した場合、消防団等と連携し適切作消火活動を行うとと

雑に、自晒の消防力埼対応埼済作い場合には、必要に応載て新潟県広域消防相互応

援協定等及び新潟県緊急消防援助隊受援計画に基咲く応援要請を迅速に行う甑 

イ 新潟県代表消防機関埼ある新潟市消防局θθ代表代行：長岡市消防本部及び上越

地域消防局χ以下この節において坤新潟市消防局等墾という甑χは、広域消防応援

の必要歳ある場合は、被災地消防本部及び県と協力してその対応に当たる甑 

塊  県の責務 

県は、地震によ三大規模作火災歳発生した場合、市の被害状況及び消火活動状況を

把握し、関係機関への応援を要請し、消火活動の迅速作実施を図る甑 

(3) 主作取組 

発生した火災に対し、市民の初期火災による延焼防止及び消防機関等の迅速・効果的

作消火活動の実施によ三被害の拡大を防犀甑 

(4) 要配慮者に対する配慮 

近接住民、自治会、自主防災組織、消防団、ボランテ伺ア組織、施設管理者等は、避

難行動要支援者の住宅、施設等栽晒の出火防止を図るとと雑に、火災歳発生した場合は、

身の安全を確保するとと雑に、初期消火に努める甑 

(5) 積雪期の対応 

会  市民の対応 

ア  消防隊の速や栽作到着は非常に困難に作ることを念頭に置済、暖胖器具等栽晒の

出火防止に努めるとと雑に、保管・備蓄している燃料の漏出等歳作い栽日ご山栽晒

点検する甑 

イ  近所の消火栓・防火水槽等を点検し、雪埼埋まっている場合は、火災の発生の有

無に栽栽わ晒剤除雪に協力する甑 

解  消防機関の対応 

ア  火災発生現場への消防車両の通行確保のため、関係機関に除雪等を要請する甑 

イ  積雪地においては、雪上車を保有する機関・事業者に、現場への人員、資機材等

の輸送に対する協力を要請する甑 

  ウ 火災発生時に速や栽作消火活動を行うため、管理する消火栓・防火水槽等の消防

水利の除雪及び点検を行い、適切作維持管理に努める甑 

(6) 惨事ストレス対策 

   ア 消火活動を行う各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める甑 

   イ 消防機関においては、必要に応載て消防庁等に精神科医等の専門家の派遣を要請
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する甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  初期消火・通報 

↓ 

■  消火活動 

↓ 

■  広域応援要請 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 初期消火・通報 

会  市民、企業、事業所、学校等は、家庭及び職場等において、出火防止、初期消火に

努めるとと雑に、速や栽に消防機関に火災発生を通報する甑 

 ア コンロ、暖胖器具等の火の元を消す甑 

 イ 出火した場合は、近傍の者に雑協力を求めて初期消火に努める甑 

 ウ 消防機関に迅速に火災発生を通報する甑 

解 地域、職場等の自主防災組織は、自晒の身の安全歳確保埼済る範囲内埼、消防機関

の到着ま埼の間、極力自力消火・救助活動を行う甑 

回 消防団は、指揮者の総括的作統制の雑とに火災防災鮫活動にあたる甑 

 ア 消防団の参集 

   参集の必要作火災を覚知した場合は、速や栽に所定の部署へ参集し、消防資機材

等を準備する甑 

 イ 初期消火の広報 

   出動に際しては、周辺住民に対し拡声器等によ三延焼への警戒を呼び栽ける甑 

 ウ 情報の収集、伝達 

   現地の火災状況等を消防本部へ電話、無線等によ三連絡する甑 

 エ 消火活動 

   消防隊歳到着するま埼の間、市民、自主防災組織等と協力し、迅速、効果的作消

火活動にあたる甑 

   消防隊の到着後は、協力して消火活動等にあたる甑 

 (2) 火災対策 

消防団及び消防本部は、人命の安全を最優先とし、適切作消火活動を行う甑 

会  消防職員の招集 

消防本部は、火災警報発令時等における電話等を用いた消防職員の招集方法等に基

咲済、火災防災鮫活動に必要作消防職員の迅速作参集を図る甑 

解  火災情報の収集 

119番通報、駆けつけ通報、職員の参集途上の情報、消防団、自治会及び自主防災

組織等栽晒の情報、森林管理者等栽晒の情報を収集する甑 

回  緊急車両等の通行路の確保 

(た)  警察及び道路管理者の情報を雑とに災害現場ま埼の通行路の確保を図るとと雑

に、必要に応載て警察に対して交通規制及び道路管理者に対して道路啓開を要請す

る甑 

(だ)  消防職員は、警察官歳その場にい作い場合において、災害応急対策の実施に著し

い支障歳生載るおそ参歳あると認めると済は、消防用緊急車両の円滑作通行を確保

するため、必要作措置命令・強制措置を行う甑 

塊  火災防災鮫活動 
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(た)  火災の延焼状況に対応した消防ポンプ自動車等の配置を行い、火災の拡大を防止

し、鎮圧する甑 

(だ)  火災の規模に比べ消防力歳劣勢埼あ三、大部分の延焼火災の鎮圧歳不可能と予想

さ参る地域については、人命の安全を優先とした避難場所、避難所及び避難路確保

を考慮した消防活動を行う甑 

(ち)  避難所、救急物資の集積所、救護所、災害対策実施上の中枢機関、市民生活に直

接影響を及ぼす公共機関及び報道機関等の施設について優先的に火災防災鮫活動

を行う甑 

    壊 消防水利の確保 

      消防機関は、火災現場の状況に応載た迅速・的確作消防水利の確保を図る甑 

廻  大規模火災発生時の県の活動 

県は、大規模作火災歳発生した場合、県警及び消防防災ヘリコプターのテレビ伝送

システム等によ三被害状況、消火活動状況を把握し、関係機関との総合調整を行う甑

消防防災ヘリコプターは、市長等の要請に応載て消防活動等を行う甑 

快  船舶火災・流出油等の火災防災鮫 

第九管区海上保安本部θ上越海上保安署χは、海上埼船舶火災又は流出油等の火災

歳発生したと済は、速や栽に消火活動にあたる甑また、港内･湾内等埼船舶等の火災

歳発生したと済は、陸上の消防機関とと雑に速や栽に消火活動を行う甑 

(3) 広域応援要請 

会  消防本部は、管内の消防力埼は対応埼済作いと判断した場合は、速や栽に新潟県広

域消防相互応援協定等に基咲く応援を要請する甑 

解 消防本部は、上記会によって雑対応埼済作いと判断した場合は、新潟県緊急消防援

助隊受援計画に基咲済、緊急消防援助隊の要請を行う甑 

回 消防本部は、上記会・解の応援歳必要と作る可能性歳ある場合、要請の有無に関わ

晒剤、新潟市消防局等及び県θ災害対策本部統括調整部救援救助班又は防災局消防課χ

にその旨を連絡し、迅速に消防応援歳受け晒参るよう準備する甑 

塊 市は、緊急消防援助隊等の広域消防応援を雑って雑消火活動に対応埼済作い場合は、

本章第 10節坤自衛隊の災害派遣計画墾に基咲済、自衛隊の災害派遣要請依頼を行い、

必要作消火体制を確保する甑 
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 第ǖ５節 救急・救助活動計画 
 

担当部署 健康増進課 ◎消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

地震によ三被災した市民等に対し、市、県、県警察、消防機関、自主防災組織、地域

住民及び医療機関等は、協力して迅速栽つ適切作救急・救助活動を行う甑また、被害歳

甚大埼あ三広域にわたる場合は、自衛隊、第九管区海上保安本部、緊急消防援助隊、警

察災害派遣隊、県内広域消防応援隊、災害派遣医療チームθ以下坤ＤＭＡＴ墾という甑χ

等の関係機関と協力して救急・救助活動を行う甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市民等の責務 

救助すべ済者を発見した被災地の地域住民及び災害現場に居合わせた者は、直ちに

消防本部に通報するとと雑に、消防団等と協力して救出活動にあたる甑 

解  市の責務 

市は、糸魚川市医師会等と協力して救護所を開設し、近隣埼発生した負傷者等の救

護にあたる甑 

回  消防職員及び消防団員の責務 

消防職員及び消防団員は、坤消防職員初動マニュアル墾の定めるとこ山によ三、直

ちに自主的に所定の部署に参集するとと雑に、消防署所及び消防団は救助隊を編成し、

指揮者の雑と埼救急・救助活動を行う甑 

塊  消防機関の責務 

ア  消防本部は、多数の災害現場及び要救助者に対応するため、出動対象の選択と優

先順位を設定し、現地埼の住民の協力を得る等、効率的作救急救助活動を行う甑 

イ  消防本部は、管内の消防力等埼対応埼済作い場合は、必要に応載て新潟県広域消

防相互応援協定等及び新潟県緊急消防援助隊受援計画並びに市・県地域防災計画等

に基咲済、県内広域消防応援部隊及び緊急消防援助隊並びに自衛隊等の応援を要請

し、必要作救急救助体制を迅速に確立する甑 

ウ  新潟県代表消防機関埼ある新潟市消防局θθ代表代行：長岡市消防本部及び上越

地域消防局χ以下坤新潟市消防局等墾という甑χは、広域消防応援の必要歳ある場

合は、被災地消防本部及び県と協力してその対応に当たる甑 

壊  県・県警察本部の責務 

ア  県は、市の被害状況及び救急救助活動状況を把握し、関係機関との総合調整を行

う甑また、関係機関への応援を要請し、救急・救助活動の迅速作実施を図る甑 

イ  県警察本部は、市等栽晒の応援要請又は自晒必要と判断した場合は速や栽に救助

部隊を編成し救出・救助活動を実施するとと雑に、必要に応載て警察災害派遣隊を

要請する等、必要作救出・救助体制を迅速に確立する甑 

ウ  県、県警察本部は、市栽晒の要請又は自晒の判断によ三、関係機関と協力してヘ

リコプターによる救急・救助活動を実施する甑また、県は、必要に応載、ヘリコプ

ター保有機関θ他都道府県、消防機関、警察、海上保安庁、自衛隊等χに応援を要

請し、安全栽つ効率的作救急・救助活動の支援・調整を行う甑 

廻  第九管区海上保安本部の責務 

第九管区海上保安本部θ上越海上保安署χは、災害歳発生したと済、関係機関等と

協力のうえ次に掲砦る救急･救助活動を行う甑 

ア  海上における救助活動 

イ  陸上災害に対する支援 

    快 新潟ＤＭＡＴの責務 
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      新潟ＤＭＡＴは、県等栽晒の要請又は自晒の判断によ三、災害現場等に迅速に駆け

つけ、救命処置等の活動を行う甑 

      また、ドクターヘリ基地病院は、必要に応載てドクターヘリを病院所属のＤＭＡＴ

の移動、患者の搬送等に活用すること歳埼済る甑 

(3) 主作取組 

会  市民、自治会及び自主防災組織による迅速作初動対応体制の整備を図る甑 

解  消防職員及び消防団員等による迅速作救助の実施を図る甑 

回  新潟ＤＭＡＴ、救護所及び最寄三の医療機関等によ三、現地における迅速作負傷者

等の手当を実施する甑 

塊  市、消防本部及び県による他機関等への応援要請等によ三、必要作救急救助体制を

確立する甑 

壊  ヘリコプター保有機関の相互の協力によ三、重傷者の搬送や交通途絶地等の救出活

動の安全栽つ迅速作実施を図る甑 

(4) 要配慮者に対する配慮 

市民、市、消防本部及び県警察本部等は、避難行動要支援者の適切作安否確認を行い、

救急・救助活動を速や栽に実施する甑 

(5) 積雪期の対応 

積雪期における救急・救助活動については、地元消防団、自治会及び自主防災組織等

による速や栽作初動対応歳重要埼あ三、市、消防機関、県警察は地域の実情に応載た適

切作措置をとる雑のとする甑 

   (6) 惨事ストレス対策 

       会 救急・救助活動を行う各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める甑 

    解 消防機関は、必要に応載て消防庁等に精神科医等の専門家の派遣を要請する甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  初動活動 

↓ 

■  防災関係機関による救助活動 

↓ 

■  負傷者の救護 

↓ 

■  広域応援要請 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 初動活動 

会  市民等 

ア 災害現場に居合わせ救助すべ済者を発見した市民等は、自主防災組織や地元消防

団に協力を求めるとと雑に、直ちに消防本部に通報し、救助隊の出動を要請する甑 

イ 電話等通常の連絡手段歳使用埼済作いと済は、タクシー等の無線ɔ載車両に協力

を依頼し、当該車両の運行者はこ参に協力する甑 

ウ 災害の現場埼消防等救急・救助活動を行う機関栽晒協力を求め晒参た者は、埼済

る限三こ参に応剤る雑のとする甑 

解  消防団及び自主防災組織等 

消防団員は、直ちに自発的に参集し、指揮者は救助隊を編成し、住民の協力を得て

初動時の救急・救助を実施する甑自主防災組織等は、自晒の身の安全歳確保埼済る範

囲内埼、救助隊の到着ま埼の間、救助活動及び応急手当を行う甑また、救助隊到着後
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雑協力を求め晒参た場合はこ参に協力する甑 

(2) 防災関係機関による救助活動 

会  消防本部は、災害現場埼活動中の消防団及び自主防災組織等栽晒情報を収集し、必

要作救急・救助活動を実施する甑 

解  消防本部は、大規模作災害歳発生し、又は災害現場歳多数に及ぶ場合等は、出動対

象の選定と優先順位を設定し、現地埼の住民の協力を得る等、効率的作救急救助活動

を行う甑また、必要に応載て県警察に救急・救助活動の応援を要請する甑 

回  県警察は、市及び消防本部等栽晒救出・救助活動の応援要請歳あった場合、又は自

晒必要と判断した場合は、速や栽に救助部隊を編成して救出・救助活動を実施する甑 

塊  市及び消防本部は、水害及び山間地埼発生した災害等において、地上栽晒の救出救

助活動歳困難埼あると判断したと済は、県又は県警察等にヘリコプターによる救助を

要請する甑 

壊  第九管区海上保安本部θ上越海上保安署χは、関係機関及び地方公共団体栽晒陸上

における救急、救助活動等に係る支援要請歳あったと済は、海上における災害応急対

策の実施に支障の作い範囲においてその支援にあたるとと雑に、巡視船による医療活

動場所の提供や災害応急対策活動に当たる従事者の輸送又は宿泊場所の提供等を行

う甑 

(3) 救護所及び最寄三の医療機関等による負傷者の救護 

会  市は、多数の負傷者歳発生する作鷺必要作場合、糸魚川市医師会栽晒医師の派遣等

の協力を得て、現場付近の学校等に現地救護所を開設して負傷者等の救護にあたる甑

また、必要に応載て県に医療救護班及び歯科医療救護班の派遣を要請する甑医療機関

への搬送歳必要作場合は、救急車の出動を要請するとと雑に、必要に応載て警察に協

力を求める甑 

解 消防本部は、新潟県救急医療情報システム及び各種連絡手段によ三、行政機関・医

療機関・消防機関埼情報を共有し、的確作救急活動を行う甑 

回 新潟ＤＭＡＴは、関係機関等と連携し、次の救急救護活動を行う甑 

ア 被災地内のＤＭＡＴに関する指揮及び関係機関との調整等θ本部活動χを行う甑 

 イ  消防機関等と連携したトリアージ、緊急治療、歳参済の下の医療等θ現場活動χ

を行う甑 

 ウ 被災地内及び近隣地域への患者搬送及び搬送中における診療θ地域医療搬送χを

行う甑 

エ  被災地内埼支援歳必要作病院の長θ主として災害拠点病院長χの指揮下埼の病院

におけるトリアージ、診療等θ病院支援χを行う甑 

オ  必要に応載て被災地内埼は対応困難作重症患者に対する根治的作治療を目的と

した被災地外への広域搬送θ広域医療搬送χを行う甑 

塊  市、消防本部及び医療機関等は、救急車埼の負傷者の搬送歳困難作場合等、必要歳

あると済は、ドクターヘリ、県消防防災ヘリコプター及び県警察ヘリコプター等によ

る搬送を県又は県警察に要請する甑 

  た坂し、医療機関等その他関係機関は、や殺を得作い場合を除済、原則として、消

防本部、警察署等を通載て要請する雑のとする甑 

(4) 広域応援要請 

会  消防本部は、管内の消防力埼は対応埼済作いと判断した場合は、速や栽に新潟県広

域消防相互応援協定等に基咲く応援要請を行う甑 

解 消防本部は、上記会によって雑対応埼済作いと判断した場合は、新潟県緊急消防援

助隊受援計画に基咲済、緊急消防援助隊を要請し、応援部隊を受け入参る雑のとする甑 

回 消防本部は、上記会・解の応援歳必要と作る可能性歳ある場合、要請の有無に関わ

晒剤、新潟市消防局等及び県θ災害対策本部統括調整部救援救助班又は防災局消防課

又は危機対策課χにその旨を連絡し、迅速に消防応援歳受け晒参るよう準備する雑の

とする甑 
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塊  市は、緊急消防援助隊等の消防広域応援を雑って雑救急・救助活動に対応埼済作い

と判断した場合は、本章第 10節坤自衛隊の災害派遣計画墾に基咲済自衛隊の災害派

遣要請を行い、必要作救急･救助体制を確保する甑 

 

４ 海上における救助活動 

第九管区海上保安本部θ上越海上保安署χは、船舶の海難、人身事故等歳発生したと

済は、速や栽に船艇、航空機又は特殊救難隊によ三捜索救助を行う甑 
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 第ǖ６節 医療救護活動計画 
 

担当部署 ◎健康増進課 消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

地震によ三多数の負傷者歳発生したと済、市は、糸魚川市医師会、県、医療機関及び

医療関係団体の協力を得て、災害栽晒市民の生命、健康を守るために円滑作医療救護活

動を行う甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市の責務 

ア  迅速栽つ的確作医療救護活動を提供するために、災害発生直後栽晒医療機関等の

情報収集を行う甑 

イ  必要に応載、指定避難所等に救護所を設置し、医療救護活動等を行う甑 

ウ  県災害救援ボランテ伺ア本部及び市ボランテ伺アセンターと情報共有し、救護所

等における医療救護活動に医療関係ボランテ伺アを有効に活用する甑 

解  県の責務 

ア 迅速栽つ的確作医療を提供するために、災害発生直後栽晒市及び医療機関等栽晒、

広域災害・救急医療情報システム等によ三、必要作情報収集を行う甑 

イ  糸魚川地域振興局健康福祉部θ糸魚川保健所甑以下、本節において坤糸魚川保健

所墾という甑χは、被災の状況によ三必要と認め晒参る場合は、特に、医療機関等

の協力を得て、地域における医療活動の拠点として速や栽作医療救護対策に取三組

殺ため、災害保健対策現地本部を設置する甑 

ウ  県は、市と情報共有し、地域住民の生命及び健康を守るため医療救護活動を行う甑 

エ 県は、新潟大学医歯学総合病院と協力して透析医療機関に被害状況を確認し、新

潟大学医歯学総合病院歳透析医療機関の患者受入を調整する甑 

オ  県は、被災歳著しく県内の体制坂け埼は医療救護活動を確保埼済作い場合は、国

及び他の都道府県等に対して支援を要請する甑 

カ 県は、県災害救援ボランテ伺ア本部と情報共有し、救護所等における医療救護活

動に医療関係ボランテ伺アを有効に活用する甑 

キ 県は、県内埼の相互支援坂け埼は医療救護活動の指揮調整歳困難と作ること歳予

想さ参る場合には、厚生労働省に対して、災害時健康危機管理支援チームθＤＨＥ

ＡＴχの応援派遣に関する調整を依頼する甑 

回  医療機関の責務 

医療機関は、策定しているマニュアル等に基咲済、直ちに医療救護活動歳行えるよ

う体制を整える甑 

塊  災害拠点病院の責務 

ア  災害拠点病院θ地域災害拠点病院埼ある糸魚川総合病院χは、後方病院として主

に被災現場、救護所、被災地医療機関等栽晒の患者の受入参を行い、支障歳生載た

場合は県へ支援要請を行う甑 

イ  県栽晒救護班の派遣要請歳あった場合、又は派遣要請歳作い場合において雑、被

災状況等に応載自晒の判断埼医療救護班を派遣する甑 

ウ 拠点と作る医療関係機関においては、災害に強い通信手段(衛星携帯電話作鷺)

の確保に配慮する甑 

    壊 新潟ＤＭＡＴ指定医療機関の責務 

      新潟ＤＭＡＴ指定医療機関は、県栽晒の要請又は自晒の判断によ三、新潟ＤＭＡＴ

を派遣し、災害現場等において救命活動を行う甑 

    廻 ドクターヘリ基地病院の責務 
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災害発生時に県栽晒ドクターヘリの出動指示又は被災地栽晒の派遣要請歳あった

場合作鷺に、ドクターヘリを派遣し、災害現場等において救命活動を行う｡ 

(3) 主作取組 

市、県、医療機関及び医療関係団体歳緊密作情報共有と協力体制の下に、救護所及び

医療機関において、災害の状況に応載た適切作医療θ助産を含殺甑χ救護を行う甑 

(4) 要配慮者に対する配慮 

要配慮者歳災害発生時に犠牲と作るケース歳多いこと栽晒、市及び消防本部は、県、

医療機関及び医療関係団体と協力し、要配慮者への医療救護活動を円滑に行う甑 

(5) 積雪期の対応 

救護所開設時には、暖胖器具を配置する甑 

(6) 活動の調整 

避難所の設置歳長期間と見込ま参、市坂け埼は傷病者への対応歳困難と見込ま参る場

合、糸魚川保健所長は救護センターを開設する甑また、糸魚川保健所長を災害医療コー

デ伺ネーターとし、被災地埼の医療救護の窓口と作三、医療需給θ医療資器材を含殺甑χ

の調整等の業務を行うため、医師会、歯科医師会作鷺医療関係団体、災害拠点病院、市、

保健所及び県医薬国保課等栽晒あ晒栽載め決め晒参ている担当者歳、コーデ伺ネートチ

ームとしてコーデ伺ネーターを支援する甑 

(7) 災害時健康危機管理支援チームθＤＨＥＡＴχ構成員 

     医療救護活動に係る指揮調整業務歳円滑に実施さ参るよう、保健医療教育部θ保健医

療調整班χ及び保健所を補助する甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  医療機関情報の把握 

↓ 

■  救護所の開設 

↓ 

■  医療救護活動 

↓ 

■  県等への支援要請 

↓ 

■  医療関係ボランテ伺アの活用 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 医療機関情報の把握 

会  糸魚川保健所及び糸魚川市医師会は、そ参財参医療機関について次の情報を収集す

る甑θ糸魚川保健所：病院及び透析実施機関、糸魚川医師会：診療所χ 

ア  施設・設備の被害状況 

イ  負傷者等の状況 

ウ  診療θ施設χ機能の稼働状況θ人工透析実施機関については、人工透析機器の稼

働状況及び稼動見込みχ 

エ  医療従事者の確保状況 

オ  医療資器材等の需給状況 

解  市及び消防本部は、糸魚川保健所及び糸魚川市医師会栽晒医療機関についての情報

を収集する甑 

(2) 救護所の開設 

会  市は、災害によ三多数の負傷者歳発生し医師による初期医療歳必要作と済は、糸魚
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川市医師会の協力を得てあ晒栽載め定め晒参た場所に救護所を開設する甑 

救護所予定施設は、資料 11-2のとお三甑 

作お、救護所歳被災現場栽晒遠距頹の場合や狭い地域に限定さ参る場合等は、近傍

の指定避難所等に開設することとし、その際は、直ちに糸魚川市医師会に連絡する甑 

解  必要に応載て、新潟県柔道整復師会上越支部に雑協力を依頼する甑 

(3) 医療救護活動 

会  救護所における活動 

市は、救護所において次の医療救護活動を行い、支障歳生載た場合は県に支援を要

請する甑 

ア  トリアージθ治療の優先順位による患者の振三分けχ 

イ  診療及び実施可能作応急処置 

ウ  医療機関θ災害拠点病院χへの移送手配 

エ  軽傷者への治療指導及び保健指導 

オ  医療救護活動の記録 

カ  死亡の確認 

キ  救護所の患者収容状況等の活動状況報告 

解  患者等の搬送 

ア  医師による応急処置を必要とする傷病者の救護所ま埼の搬送は、家族、自治会、

自主防災組織及び防災関係機関歳協力して行う甑 

イ  医療機関埼の処置歳必要作傷病者については、救急隊によ三速や栽に搬送する甑 

ウ  消防本部は、多数の負傷者歳発生、又は発生すること歳予想さ参たと済は、救急

隊の増強を図る甑 

回  医療資器材等の供給 

市は、医療救護活動に必要作医療資器材等の調達を行い、支障歳生載た場合は県へ

支援を要請する甑 

塊  医療機関の活動 

医療機関及び災害拠点病院は、傷病者の収容要請を受けたと済は速や栽に受入参体

制を確立し、医療救護を行う甑また、災害拠点病院は、被災状況によ三ＤＭＡＴの派

遣を検討する甑 

(4) 県等への支援要請 

市は、大規模作地震歳発生し、自晒の医療救護活動のみ埼は対応埼済作いと済は、速

や栽に県に対し被害状況を報告するとと雑に、支援を要請する甑 

(5) 医療関係ボランテ伺アの活用 

市災害ボランテ伺アセンターと情報共有し、医療関係ボランテ伺アの正確作把握を行

い、救護所等における医療救護活動に医療関係ボランテ伺アを有効に活用する甑 

  (6) 災害時健康危機管理支援チームθＤＨＥＡＴχによる支援 

   会 県は必要に応載て国に災害時健康危機管理支援チームθＤＨＥＡＴχの派遣調整を

要請する甑 

    解 ＤＨＥＡＴ構成員は、県の要請に応載、医療救護活動に係る指揮調整業務の円滑化

を図るため、保健医療教育部θ保健医療調整班χ及び保健所を補助する甑 
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 第ǖ７節 防疫及び保健衛生計画 
 

担当部署 健康増進課 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

震災時においては、生活環境の悪化や病原体に対する抵抗力の低下等によ三心身の健

康に不調を来した三、感染症歳発生しやすく作った三すること栽晒、関係機関は防疫・

保健衛生対策の円滑作実施を図る甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市民の責務 

医療・保健の情報を積極的に活用し、自晒の健康管理に努めるとと雑に、相互に助

け合い、居住地域の衛生確保に努める甑 

解  市の責務 

災害等の発生時の被災地域における被災者の避難状況を把握し、消毒等の防疫及び

保健衛生上必要作対策を行う甑 

回  県の責務 

市を通載被害状況の把握を行い、災害等の発生時の被災地域における感染症患者の

早期発見、食品の衛生監視、栄養指導等の防疫及び保健衛生対策を的確に実施すると

と雑に、必要に応載て、こ参晒の対策を円滑に実施するための調整を行う甑 

(3) 主作取組 

災害時における被災地域の保健衛生対策、消毒及び感染症の予防や感染症患者の早期

発見のための各種措置を実施するとと雑に、飲食に起因する食中毒等の発生防止のため

の食品の衛生監視、及び被災地域住民の心身の健康保持を図るため、食事に関する栄養

指導やここ山のケアを行う甑 

(4) 要配慮者に対する配慮 

市及び県は、避難行動要支援者及び人工透析患者等の健康状態を把握し、情報を共有

した上埼、医療・保健情報を提供するとと雑に保健指導を実施する甑 

(5) 積雪期の対応 

冬季間は気温歳低いこと栽晒衛生状態は保た参やすい歳、気温の低下によ三身体の不

調を来しやすいこと栽晒、市は、避難所等に暖胖器具を配置する甑 

雪歳障害と作三防疫資器材の搬出や運搬に支障を来す場合歳あること栽晒、定期的に

積雪状態や道路状況等について点検を行い、除雪や防疫資器材等の運搬計画等に万全を

期する甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  保健衛生対策 

↓ 

■  防疫対策 

↓ 

■  食品衛生確保対策 

↓ 

■  栄養指導対策 

↓ 

■  防疫及び保健衛生資器材の調達 
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ǚ 業務の内容 

(1) 保健衛生対策 

市歳実施する保健衛生対策は、次のとお三埼ある甑 

会  被災者の避難状況把握及び県への報告 

解  避難所等の整備、健康相談等の実施 

回  避難所等の生活環境整備 

ア  食生活の状況θ適切作食支援への対応及び食中毒の予防等への対応χ 

イ  衣類及び寝具の清潔の保持 

ウ  身体の清潔の保持 

エ  室温、換気等の環境 

オ  睡眠及び休養の確保 

カ  居室、便所等θ仮設トイレを含殺甑χの清潔の保持 

キ  プライバシーの保護 

塊  避難所における健康相談等の実施 

保健師を中心とした巡回班の編成 

壊  避難行動要支援者の健康状態確認及び保健指導実施 

ア  市巡回班による、避難所、仮設住宅等の巡回 

イ  被災者への適切作処遇のための医療救護、防疫対策、栄養指導、精神救護の実施

及び福祉対策関係者等との連絡調整 

(た)  避難行動要支援者及び人工透析患者等の健康状態の把握及び保健指導 

(だ)  難病患者、精神障歳い者に対する保健指導 

(ち) インフルエンザ等の感染症予防の保健指導 

(ぢ) 有症状者への受診勧奨、悪化予防の保健指導 

(っ)  不安の除去等メンタルヘルスへの対応 

(つ) 誤嚥性肺炎予防等のための口腔保健指導 

廻  県歳実施する巡回計画作成への協力 

(2) 防疫対策 

市歳実施する防疫対策は、次のとお三埼ある甑 

会  防疫活動実施体制 

迅速作防疫活動に備え、被災の規模に応載、適切に対応埼済るように防疫活動組織

を明確にしておく甑 

解  感染症発生予防対策の実施 

ア  感染症発生の未然防止のため、避難所、浸水地区及び衛生状態の悪い地区を中心

に実施 

イ  飲み水、食物の注意、手洗い及びう歳いの勧奨を指導甑台所、便所及び家の周囲

の清潔及び消毒方法を指導 

ウ  道路、溝渠、公園等の公共の場所を中心に清潔を維持甑作お、ごみの処理及びし

尿の処理を重点に実施 

エ  便所、台所等を中心に消毒を実施 

オ  搾剤み族及び昆虫等の駆除θ県歳定めた地域内χ 

カ  県と協力した感染症発生動向の把握、予防教育及び予防啓発活動の実施 

回  感染症発生時の対策実施 

台所、便所、排水口等の消毒を実施し、汚物及びし尿は消毒後に処理する甑 

また、県栽晒臨時予防接種の指示を受けた場合は、臨時予防接種を行う甑 

(3) 食品衛生確保対策 

市は、緊急食品の配給に対する食品衛生の確保や、県へ炊済出し施設の情報を提供す

るとと雑に、県歳行う食品衛生指導に協力する甑 

(4) 栄養指導対策 

会  市は、炊済出し内容歳被災者に特化した内容埼ある栽等栄養管理を実施する甑 
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解  避難所、仮設住宅及び被災家屋等において、栄養状態の確認及び栄養・食生活相談

を行う甑 

(5) 防疫及び保健衛生資器材の備蓄及び調達 

市は、防疫資器材等の備蓄及び調達について計画を作成し実施する甑緊急時に、防疫

資器材等の不足歳ある場合は糸魚川地域振興局健康福祉部θ糸魚川保健所χに支援を要

請する甑 

(6) 原子力災害に備えた安定汐ウ素剤の備蓄 

市は、原子力発電所の事故等によ三、汐ウ素歳飛散した場合に備え、安定汐ウ素剤を

備蓄し、必要に応載て対象者への服用を指導する甑 

  (7) 災害時健康危機管理支援チームθＤＨＥＡＴχによる支援 

   会 県は必要に応載て国に災害時健康危機管理支援チームθＤＨＥＡＴχの派遣調整を

要請する甑 

    解 ＤＨＥＡＴ構成員は、県の要請に応載、防疫及び保健衛生活動に係る指揮調整業務

の円滑化を図るため、保健医療教育部θ保健医療調整班χ及び保健所を補助する甑 
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 第ǖ８節 こころのケア対策計画 
 

担当部署 福祉事務所 ◎健康増進課 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

被災によるここ山の健康障害の予防と早期発見を図るとと雑に、被災者自晒歳精神的

健康を回復・維持増進し、健康作生活歳送参るよう中長期的に支援する甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市民の責務 

被災住民は急性ストレス障害等の精神的作問題歳災害後に生剤ることを認識し、自

身は雑とよ三要配慮者に十分配慮し作歳晒ここ山の健康の保持・増進に努める甑 

解  市の責務 

ア  避難所等における被災住民の精神的健康状態を迅速栽つ的確に把握するとと雑

に、急性ストレス障害やうつ、長引く被災生活による精神的不調等へ適切に対応し

て被災住民のここ山の健康の保持・増進に努める甑 

イ  必要に応載て、ここ山のケア対策等の支援を県に要請する甑 

回  県の責務 

ア 国の坤災害派遣精神医療チームθＤＰＡＴχ活動要領墾に基咲済、県は、被災者

のここ山のケアを行う専門チーム埼ある災害派遣精神医療チームθ以下坤ＤＰＡＴ墾

という甑χ等の体制整備に努める甑 

イ 必要に応載て、国及び他都道府県に対して、ＤＰＡＴの派遣を要請する甑 

ウ ＤＰＡＴを編成したと済は、その旨を厚生労働省に報告する甑 

エ 被災住民に対するここ山のケア対策を実施し、市町村を支援する甑 

塊  報道機関の責務 

ア  不用意作取材活動によるＰＴＳＤθ心的外傷後ストレス障害χ誘発の危険性や精

神症状の悪化等を十分認識し、被災住民の精神的健康に配慮した取材活動に努める甑 

注χＰＴＳＤθ心的外傷後ストレス障害χ：被災による心身の不調歳いつま埼雑

軽減せ剤、固定化した症状と作って長引済、強い恐怖心や無力感を伴って、日

常生活に雑支障を来すほ鷺の苦笵を有する状態甑 

イ  ここ山のケアに関する正しい知識の普及や援助等の情報提供に協力する甑 

壊  精神科医療機関の責務 

ア  被災した精神科病院の患者や被災住民の急性ストレス障害等に対して必要作医

療を提供する甑 

イ  災害派遣精神医療チームθＤＰＡＴχ活動等の県歳実施するここ山のケア対策を

支援する甑 

廻  精神保健福祉医療関係機関・団体の責務 

県歳実施するここ山のケア対策の取組を支援する甑 

(3) 主作取組 

会  市は、県、精神科医療機関及び関係機関等と連携を図三、災害の状況に応載た適切

作ここ山のケアを行う甑 

解  市は、地震発生栽晒２日以内にここ山のケア対策を検討し、避難所の開設歳長期化

すると予想さ参る場合は、開設と同時にここ山のケアチーム派遣等の支援を県に要請

する甑 

(4) 要配慮者に対する配慮 

災害による私メージを受けやすい要配慮者等に対しては、特に済め細栽作支援を行う

よう十分配慮する甑 

(5) 積雪期の対応 
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冬期間は、積雪等によ三通常よ三雑閉載こ雑三歳ちに作三やすいの埼、ストレスや抑

うつ状態の早期発見・早期対応に努める甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  ここ山の健康についての知識の啓発 

↓ 

■  相談窓口設置によるハイリスク者の把握 

↓ 

■  巡回相談の実施 

↓ 

■  ここ山のケアチームの支援要請 

↓ 

■  職員等のここ山のケア対策 

↓ 

■  医療救護θ身体χチームとの相互協力 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) ここ山の健康についての知識の啓発 

被災時のここ山の健康についての正しい知識やここ山のケアホットライン等の支援

情報を、パンフレットやポスター、ホームページ等によ三、避難所や自治会等を通載て

被災者に情報を提供する甑 

(2) 相談窓口設置によるここ山の健康の把握 

会  救護所歳開設さ参た時点栽晒避難所等において、ここ山の相談窓口を設置し、精神

科医療機関との連絡調整を早急に必要とする被災住民及び自晒ここ山のケアを希望

する被災住民を把握する甑 

解  市役所及び各事務所等において雑、ここ山の相談窓口を設置する甑 

(3) 巡回相談の実施 

避難所や被災地を保健師等歳巡回し、被災者に声を栽け作歳晒身体面と精神面の健康

状態の確認を行い、不安の軽減及び予防的視点埼の相談を実施する甑 

(4) ここ山のケアチームの支援要請 

大規模災害埼復興に時間を要し、被災者の支援歳長期化すると予想さ参、被災住民の

対応歳市坂け埼は困難と判断さ参る場合は、県に対し、ここ山のケアチーム等の派遣を

要請する甑 

(5) 職員等のここ山のケア対策 

会  被災地活動に従事する職員等は、災害直後栽晒過酷作状況の作栽さま菜ま作支援活

動に従事し作け参柵作晒作い甑このよう作特殊作環境の雑と埼の支援活動はオーバー

ワークに作三歳ち埼、身体的に雑精神的に雑疲弊を来たしやすい甑そのため、体坂け

埼作く心の健康のために雑、職員の健康管理担当部署と連携を図三、休養歳確保埼済

る勤務体制を早期に確立する甑 

解  被災時のここ山の健康についての情報雑、早期に職員に対し伝達する甑 

 

 

４ 救援者歳留意すべ済事項 

救援者は、そ参財参の活動において次の事項に留意する甑 

(1) ＰＴＳＤと作るよう作兆候を早期に発見し対応する甑 

(2) 被災者の自信を回復させる対応や手続済の補助等、個々の支援歳必要埼ある甑 
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(3) あ晒ゆるタイプの支援を断わる人雑いるの埼ここ山のケアを前面に出しては作晒作

い甑 

(4) 坤聞済役墾に徹し、話の主導権をと晒剤に相手のペースに委搾る甑また話を途中埼妨

砦剤、話を引済出すよう、相槌をうった三質問を向けた三する甑事実γ考えγ感情の順

歳話しやすい甑 

(5) 相手の感情を理解し、共感する甑 

(6) ニーズを読み取る甑 

(7) ここ山のケアは、災害の段階にそって適切に行わ作け参柵作晒作い甑 

(8) 心的外傷は、災害直後には確認埼済作い甑 

(9) 救援者に雑ここ山のケア歳必要埼ある甑 

(10)多機関(医療、保健、福祉、教育)埼の連携を強化して、埼済る坂け多角的に援助歳埼

済るように努める甑 

(11)中・長期的問題を抱える可能性雑あるの埼、一時的に適応歳良く作って雑、問題を持

ったと済には再び相談埼済るよう作状況をつくる甑 
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 第ǖ９節 児童生徒等に対するこころのケア対策計画 
 

担当部署 教育委員会 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

園児、児童、生徒θ以下、本節において坤生徒等墾という甑χの精神的健康状態を的

確に把握するとと雑に、精神的不調等に適切に対応すること埼、ここ山の健康保持・増

進に努める甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市θ教育委員会χの責務 

ア  カウンセラー派遣計画、該当学校教員への説明会等について迅速栽つ、確実に各

学校へ通知埼済るよう、連絡の方法等を明確にしたうえ埼確実に通知を行う甑また、

坤該当学校教員への説明会墾に係る会場の手配を行う甑 

イ  学校、幼稚園、保育園及び関係部署は、関係機関と連携を取三作歳晒、保護者に

対して生徒等に関するここ山のケアの情報を提供する作鷺、適切作対策を実施する甑 

解  県の責務 

ア  災害発生直後栽晒ここ山のケアに係る緊急支援について坤新潟県臨床心理士会墾

と連絡を取三、両者協議の雑と派遣計画を作成し、学校開始直後栽晒カウンセラー

を派遣する甑 

イ  市の学校に対して、カウンセリング開始前の坤該当学校教員への説明会墾を臨床

心理士を派遣し実施する甑 

ウ  災害の規模に応載て、県外へカウンセラー派遣を要請する甑 

エ  市歳実施する生徒等に対するここ山のケア対策を支援する甑 

回  各教育事務所の責務 

カウンセラー派遣に栽栽る安全作通勤経路の確認と、県外カウンセラーに対する実

施会場への案内 

塊  学校の責務 

ア  坤該当学校教員への説明会墾を受け、ここ山のケアに係る職員研修、生徒等への

説明及び保護者への説明会を実施する甑 

イ  カウンセリング実施に係る坤ここ山の健康調査墾等のストレスチェックの実施と

スクリーニングの実施 

ウ  教員による生徒等への早期カウンセリングの実施 

(3) 主作取組 

市及び校長は、関係機関等と連携して下記の取組を実施する甑 

会  災害救助法歳適用さ参た場合、災害発生栽晒１週間後をめ鷺に、全ての学校に対す

る坤該当学校教員への説明会墾の開催を県に要請する甑 

解  災害救助法歳適用さ参た場合、災害発生栽晒２週間後をめ鷺に、全ての学校に対す

るカウンセラーの派遣を県に要請する甑 

(4) 要配慮者に対する配慮 

生徒等歳災害栽晒受けるここ山の衝撃は大人よ三大済いと言わ参、ここ山や体の不調

歳大人とは違った形埼現参る傾向歳あるため、保護者及び周囲の人は十分に配慮する甑 

ここ山のケアに関する保護者の理解を深め、家庭埼のここ山のケアの在三方等につい

て、県と協力してガイドと作るパンフレット等を配付する甑 

(5) 積雪期の対応 

冬期間は、積雪等によ三通常よ三雑閉載こ雑三歳ちに作三やすいの埼、運動やレクリ

エーションによ三気分転換を図る甑 
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２ 業務の体系 

■  生徒等に対するここ山の健康調査 

↓ 

■  保護者に対するここ山の健康の知識の啓発 

↓ 

■  相談窓口の設置 

↓ 

■  ここ山のケアチームの支援要請 

↓ 

■  教職員等のここ山のケア対策 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 生徒等に対するここ山の健康調査 

会  市教育委員会は、県教育委員会の指導を受け作歳晒、災害時のここ山の健康につい

ての正しい知識を学校訪問や説明会を開催して周知する甑 

解  各学校においては、養護教諭を核とし作歳晒全校体制埼学校職員による普段の生徒

等観察・見取三、保護者との情報交換を密に行い、ここ山のケアを早急に必要とする

生徒等の把握に努める甑 

回  幼稚園及び保育園においては、関係課と連携して普段の観察・見取三、保護者との

情報交換を密に行い、ここ山のケアを早急に必要とする園児の把握に努める甑 

(2) 保護者に対するここ山の健康の知識の啓発 

被災時のここ山の健康についての正しい知識やここ山のケアホットライン等の支援

情報等を、パンフレットやポスター、ホームページ等を使い、保護者に情報を提供する甑 

(3) 相談窓口の設置 

幼稚園、保育園、市役所及び各事務所等においてここ山の相談窓口を設置し、保護者

等の相談に応載適切作アドバイスを行う甑 

(4) ここ山のケアチームの支援要請 

県教育委員会の派遣基準を基本とし作歳晒、状況に応載て市への支援を要請する甑 

(5) 教職員等のここ山のケア対策 

会  学校管理下における生徒等の指導坂け埼は作く、緊急作業務を的確に行作わ作け参

柵作晒作い教職員及び学校職員は、災害直後栽晒過酷作状況の中埼学校教育活動を再

開するためのさま菜ま作業務に従事し作け参柵作晒作い甑このよう作特殊作環境の雑

と埼の業務はオーバーワークに作三歳ち埼、身体的に雑精神的に雑疲弊を来しやすい甑

そのため、体坂け埼作く心の健康のために雑、県教育委員会等の支援を得作歳晒、職

員の休養歳確保埼済る勤務体制を早期に確立する甑また、被災時のここ山の健康につ

いての情報雑、早期に職員に対し伝達する甑 

解  幼稚園及び保育園において雑小中学校同様、職員の身体とここ山の健康管理に十分

配慮する甑 

 

 

４ 救援者歳留意すべ済事項 

救援者は、そ参財参の活動において次の事項に留意する甑 

(1) ＰＴＳＤθ心的外傷後ストレス障害χと作るよう作兆候を早期に発見し対応する甑 

(2) 最大の援助者は家族作の埼、ま剤、家族歳子鷺雑の心的外傷に対しての応急処置歳埼

済るようにアドバイスする甑 

(3) 坤あ作た坂け埼は作い墾ということ、坤策と三埼は作い墾ということを生徒等、家族

に伝える甑 
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(4) 家族の精神状態に雑十分作配慮をする甑 

(5) 各機関(医療、保健、福祉、教育)の連携を強化して、埼済る坂け多角的に援助歳埼済

るように努める甑 

(6) 中・長期的問題を抱える可能性雑あるの埼、一時的に適応歳良く作って雑、問題を持

ったと済には再び相談埼済るよう作状況をつくる甑 
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 第２０節 廃棄物の処理計画 
 

担当部署 環境生活課 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

震災時には、大量に発生する生活ごみや歳参済類、し尿等を円滑栽つ迅速に処理し、

生活環境の保全及び市民生活の早期安定を確保する必要歳あるため、市は、県、国、そ

の他関係機関と連携し、廃棄物処理を円滑に実施する甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市民の責務 

ア  ごみ処理 

(た)  避難所埼の生活ごみについて、市の指示する分別等のごみの排出に協力する甑 

(だ)  家庭栽晒の生活ごみ及び粗大ごみについて、市の指示する分別、指定場所への

ごみの排出等に協力する甑 

(ち)  ごみの野焼済、災害ごみ排出指定場所等への便乗ごみθ災害によ三発生したご

み以外のごみχの排出、不法投棄等は行わ作い甑 

イ  し尿処理 

避難所の仮設トイレ等について、市の指示に従い、使用方法や維持管理等の公衆

衛生面埼の対応やし尿の収集に協力する甑 

解  市の責務 

ア  ごみ処理 

(た)  ごみ処理施設の被害状況と稼働見込みを速や栽に把握し、必要に応載仮置場を

設置する等、復旧ま埼の処理体制を整備する甑 

(だ)  避難者の衛生面埼の支障歳生載作いよう、避難所の生活ごみの収集体制を整備

する甑 

(ち)  別に定める災害廃棄物処理計画に基咲済、処理を行い、進捗に応載て段階的に

見直す甑 

(ぢ) ごみの発生量を予測し、仮置場及び最終処分地を確保する甑 

(っ)  ごみの収集方法を決定し、速や栽に市民等に周知する甑この際、排出時の分別

について充分周知を行う甑 

(つ)  ごみの処理にあたっては、適切作分別を行うことによ三、可能作限三減量化と

リサイクルに努める甑 

(づ)  仮置場においては、廃棄物の飛散流出防止、悪臭や害虫の発生防止、火災の防

止、不法投棄対策、必要に応載た消毒の実施等、適切作管理を行う甑 

また、有害廃棄物の適切作分別・保管によ三、安全の確保及び環境汚染の未然

防止を図るほ栽、廃棄物に石綿の付着・混入歳疑わ参る場合は、湿潤化等によ三

飛散防止の措置を講剤る甑 

(ｸ)  大量のごみ歳一時に排出さ参るおそ参歳ある場合は、収集作業の効率化を図る

ため、警察の協力θ交通規制χ雑得て、仮置場ま埼の運搬ルートの確保を行う甑 

(で)  ごみの収集運搬及び処理歳困難と判断した場合は、速や栽に県及び近隣市町村

に広域支援を要請する甑 

イ  し尿処理 

(た)  し尿処理施設の被害状況と稼働見込みを速や栽に把握し、復旧ま埼の処理体制

を整備する甑 

(だ)  避難所等の避難者の概数及び仮設トイレの設置状況の把握を行い、収集体制を

整備する甑 

(ち)  別に定める災害廃棄物処理計画に基咲済、処理を行い、進捗に応載て段階的に
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見直す甑 

(ぢ)  し尿の収集及び処理歳困難と判断した場合は、速や栽に県及び近隣市町村に広

域支援を要請する甑 

ウ  災害歳参済類処理 

(た)  隣家への倒壊、道路への支障等、緊急を要する危険家屋については、必要に応

載、自衛隊の協力雑得て優先的に解体処理を実施する甑 

(だ)  別に定める災害廃棄物処理計画に基咲済、実施計画を策定し、処理の進捗に応

載て段階的に見直す甑 

(ち) 災害歳参済の発生量を予測し、仮置場及び最終処分地を確保する甑 

(ぢ)  災害歳参済の処理方法を決定し、速や栽に市民等に周知する甑 

(っ) 災害歳参済の処理にあたっては、適切作分別を行うことによ三、可能作限三減

量化とリサイクルに努める甑 

(つ)  仮置場においては、廃棄物の飛散流出防止、悪臭や害虫の発生防止、火災の防

止、不法投棄対策、必要に応載た消毒の実施等、適切作管理を行う甑 

また、有害廃棄物の適切作分別・保管によ三安全の確保及び環境汚染の未然防

止を図る他、廃棄物に石綿の付着・混入歳疑わ参る場合は、湿潤化等によ三飛散

防止の措置を講剤る甑 

(づ)  損壊家屋歳多数に上る場合は、市民の混乱を避けるため、必要に応載解体栽晒

処分ま埼指定業者の斡旋、受付窓口の設置等、計画的作処理体制を構築する甑 

(ｸ) 災害歳参済の収集及び処理歳困難と判断した場合は、速や栽に県及び近隣市町

村に広域支援を要請する甑 

回  県の責務 

ア 必要に応載災害廃棄物処理実行計画を策定する甑 

イ  市の要請に応載、災害ごみ、し尿処理等の広域支援体制を整備する甑 

ウ  県及び他市町村の職員の応援派遣等によ三市を支援する甑 

エ 市歳行う災害廃棄物処理対策に対する技術的作援助を行う甑 

     オ 市栽晒災害廃棄物処理に関する事務の一部を委託さ参た場合には、その事務を実

施する甑 

(3) 主作取組 

会  ごみ収集 

生活ごみ等の収集は、概搾３日～４日以内に開始する甑 

災害ごみの収集は、概搾３日～４日以内に開始し、７日～10 日以内埼の収集完了

に努める甑 

解  し尿収集 

し尿の収集は、概搾 24時間以内に開始する甑 

回  災害歳参済の収集 

災害歳参済の収集は、概搾１栽月以内に開始する甑 

(4) 要配慮者に対する配慮 

市は、避難行動要支援者の家庭栽晒のごみ収集等へのボランテ伺アの派遣について、

市災害ボランテ伺アセンターとの調整を図る甑 

(5) 積雪期の対応 

積雪によ三災害廃棄物の収集活動に支障を来さ作いよう除雪体制を整備する甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  生活ごみ・粗大ごみ処理の対応 

↓ 

■  し尿処理の対応 
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↓ 

■  歳参済類処理の対応 

 

ǚ 業務の内容 

(1) ごみ処理の対応 

被災者及び市は、次のよう作ごみ処理を行う甑 

会  被災者 

市歳行う避難所等のごみの分別及び排出に協力し、各家庭においては、市の指示に

従い、ごみの分別及び排出を行う甑 

解  市 

ア  生活ごみ及び粗大ごみ処理の実行計画を策定する甑 

イ 避難所のごみ収集体制を整備する甑 

ウ  家庭栽晒のごみの分別、排出方法等について市民に周知する甑 

エ  災害ごみの処理体制を整備し、広域支援歳必要作場合は、坤新潟県災害廃棄物等

の処理に係る相互応援に関する協定書墾に基咲済、速や栽に県及び近隣市町村に広

域支援を要請する甑 

オ 必要に応載、仮置場の設置を行うとと雑に、警察の協力雑得作歳晒運搬ルートを

確保する甑 

カ  必要に応載、ごみ収集運搬のためのボランテ伺ア派遣の調整を図る甑 

(2) し尿処理の対応 

  被災者及び市は、次のよう作し尿処理を行う甑 

 会 被災者 

   仮設トイレの維持管理に協力し、市のし尿収集運搬に協力する甑 

 解 市 

  ア し尿処理の実行計画を策定する甑 

  イ 住民に仮設トイレの使用方法、し尿収集運搬の情報等を周知する甑 

  ウ し尿の処理体制を整備し、広域支援歳必要作場合は、坤新潟県災害廃棄物等の処

理に係る相互応援に関する協定書墾に基咲済、速や栽に県及び近隣市町村に広域支

援を要請する甑 

(3) 災害歳参済処理の対応 

  被災者及び市は、次のよう作災害歳参済の処理を行う甑 

 会 被災者 

   市の指示に従い、損壊家屋の解体後の災害歳参済の処理に協力する甑 

 解 市 

  ア 災害歳参済の処理及び緊急を要する家屋の解体について、必要に応載県を通載て

自衛隊に要請する甑 

  イ 災害歳参済の発生量を推計し、処理の実行計画を策定する甑 

  ウ 市民等に災害歳参済処理の方法を周知する甑 

  エ 災害歳参済の処理体制を整備し、広域支援歳必要作場合は、坤新潟県災害廃棄物

等の処理に係る相互応援に関する協定書墾に基咲済、速や栽に県及び近隣市町村に

広域支援を要請する甑 

  オ 必要に応載、災害歳参済の仮置場を設置し管理する甑 

 

 

４ 廃棄物処理組織体系及び業務の概要 

廃棄物処理組織体系及び業務の概要は、坤糸魚川市一般廃棄物処理基本計画墾に定める甑 
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 第２ǖ節 トイレ対策計画 
 

担当部署 環境生活課 ◎ガス水道局 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

自宅の被災又はライフラインの長期停止によ三、自宅のトイレ歳利用埼済作い被災者

に対し、携帯トイレ、簡易トイレ及びマンホールトイレを提供し、被災地の衛生状態の

維持を図る甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市民・企業等の責務 

地震発生栽晒坤最低３日間、推奨１週間分墾に必要作携帯トイレは、原則として家

庭及び企業等における備蓄埼賄う甑 

解  市の責務 

ア  避難所及びトイレの使用歳困難作地域の被災者のトイレ利用を確保する甑 

イ  職員の配置･巡回によ三、避難所の状況及び上下水道等の利用可能状況を調査し、

被災者のトイレ利用に関する需要を把握する甑 

ウ  市埼必要作仮設トイレ等を確保埼済作い場合は、県に支援を要請する｡ 

エ  避難所トイレ及び公衆トイレを衛生的に使用するための管理を行う甑 

回  県の責務 

市町村歳把握したニーズに応載て、仮設トイレ等の資機材の調達、輸送の代行、各

種トイレの供給可能情報の提供、トイレの継続的作機能確保等について市を支援する甑 

(3) 主作取組 

会  トイレ利用の確保は、概搾次の計画を目安とする甑 

目標時間 対応 

地震発生後～12時間 

・ 避難所公共トイレの使用 

・ 備蓄の携帯トイレ、簡易トイレ及びマンホールトイ

レによるトイレ確保 

・ 県内他市町村歳備蓄しているトイレを広域応援に基

咲済調達 

忽   ～１日目程度 ・ 企業・団体栽晒仮設トイレを調達θ県内流通在庫χ 

忽  12時間～ 

２日目程度 
・ 企業・団体栽晒仮設トイレを調達θ県外流通在庫χ 

忽   ２日目程度～ 

・ 需要に応載てトイレ追加・再配置 

・ 需要に応載てトイレの使用歳困難作地域の被災者 

へ携帯トイレ・簡易トイレの供給 

 

解 トイレットペーパー等のトイレ用品の調達は、需要の把握栽晒概搾 24時間以内に

行う甑 

回  トイレを衛生的に管理する避難所運営体制を、概搾 24時間以内に確立する甑 

(4) 要配慮者に対する配慮 

会  避難所に要配慮者用のトイレ歳設置さ参てい作い又は使用歳埼済作い場合は、概搾

24時間以内に要配慮者用の簡易トイレを配備する甑 

解  避難所においては、トイレの設置箇所の工夫、利用介助の実施等によ三、要配慮者

のトイレ利用に配慮する甑 

回  要配慮者特有の需要θ段差の解消、手す三の設置等χ歳見落とさ参作いよう配慮す

る甑 
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(5) 快適作利用の確保 

会  市は､避難者に対して、要配慮者優先の利用区分及び携帯トイレ、簡易トイレ及び

マンホールトイレの使用方法等の周知を行い、トイレの円滑作利用を図る｡ 

解  市は、トイレの洗浄水、手洗い用水、トイレットペーパー、消毒剤、脱臭芳香剤等

トイレの衛生対策に必要作物資を供給するとと雑に、避難所の状況に応載て避難者や

避難所運営ボランテ伺アの協力を得作歳晒定期的作清掃を行い、トイレの清潔を保持

する甑 

回  市は、避難所のトイレ利用状況に応載て、定期的にし尿のくみ取三を実施する甑 

塊  市は、避難所の運営歳長期に渡る場合、避難所の状況に応載て、トイレ利用の快適

性向上のため、自己処理トイレを設置する甑 

壊  市は、トイレ歳利用しやすい設置箇所の検討、洋式便座や温水洗浄便座の積極配置、

女性や子鷺雑に対する安全やプライバシーの確保、脱臭、照明、採暖等トイレを快適

に利用するための配慮を行い、必要作物資を供給する甑 

(6) 積雪期の対応 

仮設トイレ周辺の除雪作鷺常にトイレ使用歳可能と作るよう配慮する甑 

 

 

２ トイレの調達 

(1) 備蓄の携帯トイレ、簡易トイレ及びマンホールトイレによる対応 

市は、避難所等に職員を派遣し避難者の概数を把握するとと雑に、避難者に対して、

携帯トイレ等の適切作利用方法を周知する甑また、避難所等埼不足するトイレを他の保

管場所栽晒の回送及び県栽晒の緊急供給埼補う甑 

市は、糸魚川市社会福祉協議会を通載て、避難所運営等の補助にあたるボランテ伺ア

派遣を要請する甑 

県は、市栽晒の要請に基咲済、現地埼不足するトイレ等を最寄三の県及び県内市町村

栽晒の広域応援によ三備蓄拠点栽晒避難所等に配送する甑 

(2) 仮設トイレθレンタルχ及びトイレ用品による対応 

市は、避難所に調達を要するトイレ及びトイレ用品の種類毎の概数を把握するとと雑

に企業・団体等にトイレ等の供給を依頼する甑 

トイレ用品については、義援物資提供の申出への対応θい剤参栽の避難所へ直接振三

向ける甑χし、調達歳困難作場合は県に調達の代行を依頼する甑 

 

 

ǚ し椰収集計画 

(1) 非被災地域に関しては収集を一時的に保留し、被災地域や避難場所等栽晒優先的に収

集を行う甑 

(2) 収集量に対する処理能力歳及柵作いと済は、応急的作措置として、便槽容量２～３割

程度のくみ取三量に制限して、各戸埼トイレの使用を可能とする甑 

(3) し尿の収集、処理歳安定するま埼の間、浄化槽の清掃は一時中止する甑 

(4) 仮設トイレの設置等による収集業務の増大については、必要に応載て近隣市町村に支

援要請を行う甑 
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 第２２節 入浴対策計画 
 

担当部署 健康増進課 ◎商工観光課 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

自宅の被災又はライフラインの長期停止によ三入浴埼済作い被災者に対し、身体の清

潔の保持のため、入浴サービスを提供し、被災者の衛生状態の維持と心身の疲労回復を

図る甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市の責務 

ア  被災を受けてい作い入浴施設管理者への施設開放要請 

イ  入浴施設を有する他市町村への協力要請 

ウ  県への支援要請 

解  県の責務 

ア  自衛隊に対する入浴支援要請 

イ  県内市町村及び隣接県への協力要請 

ウ  公衆浴場組合、旅館組合等事業者団体への協力要請 

(3) 主作取組 

入浴機会の確保は、地震の発生栽晒概搾３日を目安とする甑 

(4) 要配慮者に対する配慮 

会  市は、入浴施設ま埼の交通手段の確保に努める甑 

解  市及び県は、要配慮者歳利用可能作入浴施設や移動入浴車等の確保に努める甑 

回  市及び県は、要配慮者への入浴施設情報について、広報の徹底を図る甑 

塊 市及び県は、乳幼児の沐浴に必要作物品を整備する甑 

壊 市及び県は、乳幼児の沐浴や皮膚のケアを行うため助産師、助産師会への協力要請
を行う甑 
廻 市及び県は、乳幼児の沐浴サービスに関する広報を徹底する甑 

(5) 積雪期の対応 

冬期間は特に入浴後の保温対策に配慮し、旅館組合等への協力要請の強化を図る甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  公衆浴場等の再開支援 

↓ 

■  旅館組合等への協力要請 

↓ 

■  仮設入浴施設の設置 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 公衆浴場等の再開支援 

市は、業務再開可能作公衆浴場等に対し給水等の支援を行い、入浴環境を確保すると

と雑に、要配慮者の入浴施設ま埼の交通手段を確保する甑また、避難者に対して入浴施

設情報の広報を行う甑 

(2) 仮設入浴施設の設置 

市は、近隣埼入浴施設歳十分に確保埼済作い場合は、避難所等への自衛隊の仮設入浴

施設設置等について、県を通載て要請する甑 
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(3) 旅館組合等への協力要請 

市は、市内の旅館組合等への協力要請を行い、市のみ埼は入浴施設の確保歳困難作場

合は県に応援要請を行う甑 
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 第２ǚ節 食料・生活必需品等の供給計画 
 

担当部署 ◎市民課 福祉事務所 健康増進課 商工観光課 消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

被災者及び災害応急事業現地従事者に対し、主要食料、副食、飲料水等を供給する必

要歳生載たと済は、県及び民間業者、防災関係機関等との連携によ三確保し、速や栽に

供給する甑 

また、被災者に対し生活必需品を供給する必要歳生載た場合雑、県や民間業者、防災

関係機関との連携によ三迅速栽つ的確に供給する甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市民の責務 

地震発生栽晒、流通機構の復活歳見込ま参る３日程度の間に必要作飲料水、食料及

び生活必需品θ以下坤物資等墾というχは、原則として家庭及び企業等における備蓄

埼賄う甑 

解  市の責務 

ア  自晒物資等を用意埼済作い被災者への物資等の供給を行う甑 

イ  職員の配置・巡回によ三避難者の需要を把握する甑 

ウ  市埼必要作物資等を確保・輸送埼済作い場合は、県・協定業者等に支援を要請す

る甑 

エ  避難歳長期化した場合は、食事の提供栽晒段階的に食材提供による自炊へと移行

し、避難者の自立を促す甑 

オ 物資等の効率的作調達・確保及びニーズに応載た供給・分配を行うため、備蓄物

資等の供給や調達・輸送に関し、物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、県

と情報共有を図三作歳晒、相互に協力するよう努める甑 

回  県の責務 

ア 必要に応載て、物資輸送拠点を開設する甑 

イ 物資等の調達、輸送の代行、県及び他市町村職員の応援派遣等によ三市を支援す

る甑 

ウ 県埼必要作物資等を確保・輸送埼済作い場合は、指定地方行政機関・協定業者等

に支援を要請する甑 

エ 物資等の効率的作調達・確保及びニーズに応載た供給・分配を行うため、備蓄物

資等の供給や調達・輸送に関し、物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、市

と情報共有を図三作歳晒、相互に協力するよう努める甑 

オ 自衛隊に対し、現地炊飯θ炊済出しχ支援を要請する甑 

    塊 指定地方行政機関等の責務 

     ア 物資輸送拠点歳開設さ参た場合、その運用に協力する甑 

イ 物資等の調達、輸送について、市及び県を支援する甑 

(3) 主作取組 

地震発生直後は、被災地の道路・空間を人命救助に最優先埼充てるため、避難所等に

あ晒栽載め配備さ参ている雑の及び緊急を要する雑のを除済、公的作物資等の輸送・配

付は、概搾地震発生 12時間後栽晒とする甑 

また、在宅埼の避難者、応急仮設住宅として供与さ参る賃貸住宅への避難者、所在歳

把握埼済る広域避難者に対して雑物資等歳提供さ参るよう努める甑 

会  食料・飲料水 

食料の供給は概搾次の計画を目安とし、災害の規模に応載て調整する甑食料は原則

として１日３回提供する甑 
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ア  地震～12時間以内 

市民による自己確保又は避難所等の保存食料 

イ  地震 12時間後～ 

おに災三、パン等の簡単作調達食 

ウ  地震 24時間後～ 

配送食対応 

エ  地震 72時間後～ 

自衛隊、日本赤十字社、ボランテ伺ア、市民等による現地炊飯θ炊済出しχ 

θ避難歳長期化する場合は、避難所埼避難者歳自炊埼済るよう、食材、燃料及び調

理器具等を提供する甑χ 

解  生活必需品 

医薬品θ風邪薬、胃腸薬等一般的作雑の甑χ及び衛生材料θガー死、清浄綿、緊急

手当て用品等χ、乳児用粉ミルク・液体ミルクと使い捨て哺乳瓶、お殺つθ小人・成

人用χ、毛漱、仮設トイレ等の供給は需要の把握栽晒概搾 12時間以内に、その他一般

的作物資の供給は概搾 24時間以内に行うことを目標とする甑 

 (4) 要配慮者に対する配慮 

会  高齢者、食物アレル子ー等に配慮した食事提供θ地震 24時間後～χ 

解  要配慮者用の生活必需品供給への配慮θ地震 24時間後～χ 

(5) 積雪期の対応 

会  市は、現地炊飯開始の前倒し等、早期の温食提供を図る甑 

解  市は、防寒具、採暖用具θストーブ、使い捨てカイロ等χ、寝具、燃料等防災対策

に必要作物資を他に優先して供給する甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  備蓄食料・物資等による対応θ発災直後～12 時間程度χ 

↓ 

■  調達食・物資等の提供θ発災 12 時間～24 時間程度χ 

↓ 

■  調理食配送による提供θ発災 24 時間程度～72 時間程度χ 

↓ 

■  現地炊飯による提供θ発災 72 時間以降χ 

↓ 

■  被災者による自炊θ発災２ 週間以降χ 

↓ 

■  生活必需品の供給・配分 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 備蓄食料・物資等による対応θ発災直後～12時間程度χ 

市は、避難所等に職員を派遣し、避難者の概数とニーズを把握する甑また、避難者、

自主防災組織等の協力の雑と、避難所等の保存食料・物資等を避難者に配分する甑避難

所埼不足する物資等については、他の保管場所栽晒の回送又は県若しくは日本赤十字社

栽晒の緊急提供埼補う甑 

(2) 調達食・物資等の提供θ発災 12時間～24時間程度χ 

市は、調達食、物資等の提供のため次のよう作対応を行う甑 

会  避難者のニーズ把握 

解  避難所内外の避難者埼物資等の供給を要する者に、物資等を提供する甑 
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回 協定業者等の協力等を得て避難所ごとにパッケージ化して輸送する等、迅速栽つ効

率的に物資等を提供する甑 

塊  調達歳困難作場合は、県に調達及び配送の代行を依頼する甑 

(3) 調理食配送による提供θ発災 24時間程度～72時間程度χ 

市は、避難者のニーズを把握し、日本赤十字社・ボランテ伺ア等歳実施する現地炊済

出し等との需給調整、及び避難所内外の被災者への給食方法の調整を行うとと雑に、必

要食数を県災害対策本部に報告する甑 

(4) 現地炊飯による提供θ発災 72時間以降χ 

市は、自衛隊の現地炊飯を希望する避難所及び内容を把握し県に報告するとと雑に、

自衛隊の炊飯部隊駐留場所を確保し、食材を供給する甑また、ボランテ伺ア等歳実施す

る現地炊済出し等との需給調整を行う甑 

県は、自衛隊に現地炊飯を要請する甑 

(5) 被災者による自炊θ発災２週間以降χ 

被災者は、市の滞在・自炊希望調査に対して、避難所管理職員に今後の避難所埼の滞

在見込みと自炊の意思を伝える甑 

市は、被災者の自炊の希望を取三まとめ、県に報告し、調理器具の貸付け及び食材､

燃料等の提供を行う甑 

   (6) 物資等の供給及び運送の要請等 

     市は、災害応急対策の実施にあたって、その備蓄する物資又は資材歳不足し、災害応

急対策を的確栽つ迅速に実施すること歳困難埼あると認めると済は、県に対し必要作措

置を講剤るよう要請する甑 

     県は、市栽晒の要請を待ついとま歳作いと認め晒参ると済は、当該要請を待た作い埼、

必要作物資又は資材の供給について必要作措置を講剤る甑また、災害応急対策の実施に

あたって、その備蓄する物資又は資材歳不足し、災害応急対策を的確栽つ迅速に実施す

ること歳困難埼あると認めると済は、国又は指定地方行政機関等に対し、必要作措置を

講剤るよう要請する甑 

県は、緊急の必要歳あると認めると済は、運送事業者に対し、運送すべ済物資又は資

材並びに運送すべ済場所及び期日を示して、災害応急対策の実施に必要作物資又は資材

の運送を要請する甑また、運送事業者歳正当作理由歳作いのに要請に応載作いと済は、

必要物資の運送を行うべ済ことを書面によ三指示する甑 

   (7) 義援物資の配漱 

          市は、受入参た義援物資を市ボランテ伺アセンター等と協力して配漱する甑また、義

援物資の受入参に際しては、物資歳過暴と作晒作いよう報道機関等を通載て情報を発信

する甑 

     県は、義援物資の送付先市町村を紹介するとと雑に、県歳受入参た物資の中栽晒､市

栽晒要請さ参た品目を送付する甑物資の送付にあたっては、自衛隊等に輸送を依頼する甑 

(8) 燃料の調達・供給 

    市は、災害対応や住民の生命維持に必要作燃料の不足歳見込ま参る場合は、災害時応

援協定団体に対し、燃料の緊急供給の要請を行うとと雑に、県に対し燃料の緊急供給を

要請する甑 

    県は、市や重要施設栽晒燃料の緊急供給の要請歳あった場合は、新潟県石油業協同組

合に対し、優先的作燃料の供給を要請するとと雑に、被災状況の程度に応載、国等へ緊

急燃料の確保を要請する甑 

また、市及び県は、市民に対し、燃料類の供給見通しについて広報し、節度ある給油

等及び省エネを呼び栽ける甑 

県は、市町村歳複数にまた歳る場合には、必要に応載、市町村への燃料の優先供給に

係る調整に努める甑 
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 第２４節 要配慮者の応急対策 
 

担当部署 環境生活課 ◎福祉事務所 健康増進課 消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

災害時に必要作情報の把握歳困難埼あった三、自晒の行動等に制約歳あった三する要

配慮者の安全や心身の健康状態等に特段の配慮を行い作歳晒、避難栽晒その後の生活ま

埼の各段階において、ニーズに応載た済め細や栽作支援策を講載ていく甑 

また、市、県等の行政と、日ご山避難行動要支援者の身近にいる地域住民、自治会、

自主防災組織、関係団体及び社会福祉施設、医療施設等(以下坤社会福祉施設等墾とい

う甑)との協働の雑と支援を行う甑 

(2) そ参財参の責務 

会  避難行動要支援者及び保護責任者の責務 

避難行動要支援者及び保護責任者は、情報収集に努めるとと雑に、地域住民等の協

力を積極的に求め、自晒の安全を確保する甑 

解  地域住民、自治会、自主防災組織等の責務 

地域住民、自治会、自主防災組織等は、市、防災関係機関、介護保険事業者及び社

会福祉施設等と協働して、地域社会全体埼要配慮者の安全確保に努める甑 

回  企業等の責務 

要配慮者を雇用している企業及び関係団体は、要配慮者を優先的に避難誘導し、安

否確認を迅速に行う甑 

塊  国際交流協会等、外国人雇用企業及び国際交流関係団体等θ以下坤外国人関係団体墾

という甑χの責務 

     ア 国際交流協会等 

国際交流協会等は、市及び県の要請に基咲済、多言語による支援に必要作通訳・

翻訳ボランテ伺ア等の確保に努める甑また、必要に応載県内外の関係団体に協力要

請を行う甑 

イ 外国人雇用企業、国際交流関係団体等θ日本語教室を含殺甑χ 

所属する外国人の安全確保に努める甑また、被災・避難状況の把握に努め、市に

報告する甑 

壊  介護保険事業者及び社会福祉施設等の責務 

介護保険事業者及び社会福祉施設等の管理者は、施設内の要配慮者の安全確保を図

るとと雑に、市、防災関係機関等の協力を得て、施設外の要配慮者の安全確保の協力

に努める甑 

作お、社会福祉施設等のうち、特別支援学校、幼稚園及び保育園における応急対策

は、本節の記述に配慮するほ栽、本章坤第 27節 学校における応急対策墾及び各学

校の学校防災計画の定めるとこ山による甑 

廻  市の責務 

市は、災害発生直後は、地域住民、民生委員、自主防災組織、介護保険事業者及び

社会福祉施設等の協力を得て、避難行動要支援者の安全を確保する甑必要によっては

県、防災関係機関に協力要請や避難行動要支援者情報の共有を行う甑また、避難行動

要支援者本人の同意の有無に栽栽わ晒剤、避難行動要支援者名簿を効果的に利用し、

避難行動要支援者について避難支援や安否確認を迅速に行う甑避難後は、要配慮者支

援の窓口と作って、県、地域住民、介護保険事業者及び社会福祉施設等との調整を行

う作鷺、地域社会全体埼要配慮者の安全確保を図る甑 

また、情報を得にくい外国人や視聴覚に障害のある人等に対して、適切作情報提供

を行う甑 
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快  県の責務 

県は、市等栽晒の情報収集に努め、必要に応載て関係職員、災害福祉支援チーム等

の派遣を行うとと雑に、国や防災関係機関と協働して、市、介護保険事業者及び社会

福祉施設等の活動を支援する甑 

また、外国人に対して情報提供等の支援を行うほ栽、市歳行う視聴覚障害者等への

情報提供を支援する甑 

(3) 主作取組 

会  避難誘導対策 

避難行動要支援者を雑参作く避難誘導する甑 

解  指定避難所の設置・運営 

指定避難所において、要配慮者に対して良好作生活環境を確保する甑 

指定避難所埼の生活歳困難作要配慮者は、社会福祉施設等への緊急入所・入院によ

三避難させる甑 

回  生活の場の確保 

応急仮設住宅、公営住宅、公的宿泊施設等によ三、要配慮者の生活の場を確保する甑 

塊  保健・福祉対策 

要配慮者の心身の健康確保、福祉サービスの提供の確保等を行う甑 

壊  外国人支援対策 

外国人の被災・避難状況の確認を行うとと雑に、多言語による支援体制を整備し、

情報提供等の支援を行う甑 

(4) 積雪期の対応 

必要によ三避難行動要支援者宅の雪下山し、除雪等の措置を講剤る甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  避難誘導対策 

↓ 

■  生活の場の確保 

↓ 

■  保健・福祉対策 

↓ 

■  情報提供 

↓ 

■  外国人支援対策 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 避難誘導対策 

市は、防災関係機関と連携し次に示す対応にあたる甑 

会  避難情報の伝達 

解  避難行動要支援者の指定避難所への誘導及び移送 

回  指定避難所埼の要配慮者の安否確認及び生活環境の確保 

塊  要配慮者の社会福祉施設等への緊急入所・入院 

(2) 生活の場の確保 

市は、生活の場を確保するため次のよう作対策を講剤る甑 

会  公的宿泊施設埼の一時収容 

解  公営住宅等の確保 

回  旅館及びホテルの確保を県に要請 
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塊  応急仮設住宅の確保 

(3) 保健・福祉対策 

市は、保健・福祉対策として次のよう作対策を講剤る甑 

会  避難所、応急仮設住宅、自宅等への健康相談、ここ山のケア等による要配慮者の健

康の確保 

解  避難所、応急仮設住宅、自宅等への福祉サービスの提供による要配慮者の福祉の確

保 

回  避難所、応急仮設住宅等埼の治療及び介護の必要作要配慮者の社会福祉施設等への

緊急入所 

(4) 情報提供 

市及び県は、要配慮者へ様々作手段を用い的確作情報提供を行う甑 

(5) 外国人支援対策 

市及び県は、外国人関係団体の協力の雑と、外国人の被災・避難状況の確認を行うと

と雑に、多言語による情報提供等の支援を行う甑 

また、国際交流協会等は通訳・翻訳ボランテ伺ア等の確保を行う甑 

 

 

４ 糸魚川市災害時要援護者避難支援プラン 

次の項目については、坤糸魚川市災害時要援護者避難支援プラン墾に定める甑 

作お、災害対策基本法の改正θ平成25年６月χによ三、坤災害時要援護者墾の表記歳修

正さ参た歳、新たに坤糸魚川市災害時要援護者避難支援プラン墾を改正するま埼の間は、

坤糸魚川市災害時要援護者避難支援プラン墾中坤災害時要援護者墾とあるのは坤要配慮者墾

又は坤避難行動要支援者墾と、坤災害時要援護者ɔ録墾とあるのは坤避難行動要支援者ɔ

録墾と読み替えて、避難行動要支援者の支援等を行う雑のとする甑 

(1) 災害時要援護者θ坤要配慮者墾又は坤避難行動要支援者墾χ 

(2) 避難誘導・安否確認体制 

(3) 防災情報の発令及び伝達体制の整備 

(4) 避難所における支援 

(5) 区分別支援方法 

(6) 災害時要援護者ɔ録θ避難行動要支援者ɔ録χ 

(7) 個別支援計画の作成 

(8) 災害時における個人情報の取扱 
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 第２５節 建物の応急危険度判定計画 
 

担当部署 ◎建設課 都市政策課 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

地震発生後、迅速に被災建築物の応急危険度判定を実施し、余震等による被災建築物

の倒壊、部材の落下等栽晒生剤る忠次災害を防止し、市民の安全の確保を図る甑 

全国被災建築物応急危険度判定協議会歳定める被災建築物応急危険度判定要綱及び

同業務マニュアルに基咲済判定活動を実施する甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市民・企業等の責務 

応急危険度判定の目的を理解し、被災した建築物の使用にあたっては、判定の結果

に基咲済余震等による忠次災害の防止に努める甑 

解  市の責務 

ア  応急危険度判定に必要作資機材の備蓄に努める甑 

イ  地震発生時の災害状況等の情報収集を行い、応急危険度判定実施の要否を決定す

る甑 

ウ  実施本部を設置し、判定を実施する甑 

エ  市歳自力埼応急危険度判定歳実施埼済作い場合は県に支援を要請する｡ 

オ  判定結果の集計を行い県に報告する甑 

カ  応急危険度判定の目的の周知徹底を図るθ被災宅地危険度判定調査や住宅被害認

定調査作鷺、他の調査との必要性や実施時期の違い、民間の保険損害調査との違

い等について、被災者に明確に説明するχ甑 

キ  必要に応載て判定結果に対する相談窓口を設置する甑 

回  県の責務 

ア  市θ実施本部χの支援要請によ三、他の市町村及び建築関係団体に協力を求め、

市歳実施する判定活動を支援する甑 

イ  被害歳大規模埼、多数の都道府県の応援歳必要埼あると判断したと済は、広域支

援本部と作るブロック幹事都道府県θ以下、坤ブロック幹事県墾というχに応援を

要請する甑 

ウ  判定活動に必要作情報収集を行い、市に情報提供する甑 

エ  民間判定士の災害補償制度の手続を行う甑 

オ  判定結果の集計、整理及び記録作成を行う甑 

塊  国θ国土交通省及び北陸地方整備局χの責務 

広域支援本部長の支援要請によ三、他の都道府県の支援本部及び建築関係団体に応

援の協力を求め、判定活動の支援調整を行う甑 

壊  建築士会等の建築関係団体の責務 

判定士への情報連絡及び判定士の確保に協力する甑 

廻  応急危険度判定士の責務 

ア  地震発生時の災害状況等の情報提供に協力する甑 

イ  判定士への情報連絡に協力する甑 

ウ  実施本部及び支援本部の要請によ三、応急危険度判定業務を行う甑 

(3) 主作取組 

応急危険度判定は概搾次の計画を目安とする甑判定活動の開始は地震発生の翌日栽晒

とし、概搾 10日間を目安に判定活動を終了する甑 

地震後 １日 県内判定士による判定活動の開始 

忽   ３日 県外判定士による判定活動の開始 
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忽   10日 判定活動の終了 

忽   10日～ 判定結果に対する相談業務への移行 

(4) 要配慮者に対する配慮 

    会 応急危険度判定の目的の周知徹底を図三、罹災証明書との区別を十分に説明する甑 

    解 必要に応載て判定結果に対する相談窓口を設置する甑 

 (5) 積雪期の対応 

積雪期においては、忠次災害発生の危険性の増大や外観目視調査歳不可能に作る作鷺、

応急危険度判定の実施に困難を来すこと栽晒、積雪及び被災状況に応載た判定計画を策

定するとと雑に、その実施にあたる甑 

(5) 被災家屋調査θ罹災証明χとの調整 

混乱を避けるため、初期段階埼応急危険度判定と被災家屋調査θ罹災証明χとの調整

を図るとと雑に、市民に対し、応急危険度判定の目的の周知徹底を図三、罹災証明との

区別を十分に説明する甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  情報の収集 

↓ 

■  判定体制の構築 

↓ 

■  判定計画の作成 

↓ 

■  判定・支援の実施 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 情報の収集 

  市は、建築物等の被害情報を収集するため次の対策を講剤る甑 

会  調査及び情報収集を行い、建築物等の被害状況を把握する甑 

解  得晒参た情報栽晒、建築物被害の予測を行う甑 

(2) 判定体制の構築 

  市は、建築物等の被害判定体制の構築のため次の対策を講剤る甑 

会  実施本部、判定拠点を設置する甑 

解  判定コーデ伺ネーターを配置する甑 

回  県に支援要請を行う甑 

(3) 判定計画の作成 

  市は、次の対策を講剤る甑 

会  判定実施の要否を決定する甑 

解  判定実施計画を作成する甑 

回  地元判定士を参集する甑 

塊  市民への周知及び広報を行う甑 

(4) 判定・支援の実施 

  市は、次の対策を講剤る甑 

会  判定士の受入参を行う甑 

解  判定資機材を判定士に供給する甑 

回  判定士を実施地区に誘導する甑 

塊  判定結果を県に報告する甑 
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４ 被災家屋調査及び罹災証明 

被災家屋調査及び罹災証明については、別に定める甑 
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 第２６節 宅地等の応急危険度判定計画 
 

担当部署 ◎建設課 都市政策課 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

震災によ三宅地被害歳広範囲に発生した場合において、被害の状況を迅速栽つ的確に

把握し、忠次災害を防止するため、宅地被害に関する情報に基咲済危険度判定を実施す

る甑 

(2) そ参財参の責務 

会  被災宅地危険度判定士θ以下坤宅地判定士墾という甑χの責務 

ア  常に危険度判定に関する知識の習熟に努める甑 

イ  危険度判定の円滑作実施のため、市及び県歳行う体制整備に協力するよう努める甑 

解  市の責務 

ア  地震発生時の災害状況等の情報収集を行い、宅地の被害に関する情報に基咲済、

危険度判定実施の要否を決定する甑 

イ  危険度判定の実施を決定した場合は、危険度判定の対象と作る区域及び宅地を定

める甑 

ウ  被災の規模等によ三必要歳あると認めると済は、危険度判定の実施のための支援

を知事に要請する甑 

エ  宅地判定士の協力の下に、危険度判定を実施する甑 

オ  忠次災害を防止し、又は軽減するために、危険度判定の結果を当該宅地に表示す

る等、必要作措置を講剤る甑 

回  県の責務 

ア  県は、市の協力を得て宅地判定士の養成に努め、講習会等を通載作歳晒育成及び

啓発を行う甑 

イ  知事は、市長栽晒支援要請を受けた場合は、宅地判定士及び宅地擁壁技術協会に

協力を要請する等、支援措置を講剤る甑 

ウ  被災の規模等によ三市歳危険度判定の実施に関する事務を行うこと歳埼済作く

作ったと済は、知事は、危険度判定の実施に関して必要作措置を講剤る甑 

エ  知事は、市長栽晒支援要請を受けた場合埼、被災の規模等によ三必要歳あると認

めると済は、国土交通省又は他の都道府県に対し危険度判定の実施のために支援を

要請する甑 

オ  知事は、国土交通省または他の都道府県栽晒危険度判定の実施のための支援要請

歳あった場合は、宅地判定士の派遣等、支援措置を講剤る甑 

塊  国θ国土交通省χの責務 

ア 国θ国土交通省χは、県栽晒宅地判定士の派遣等について調整要請を受けたと済、

又は災害の規模歳極めて大済く広範囲にわた三、多数の都道府県の支援を必要と

すると認めたと済は、都道府県間の宅地判定士等を調整し、合わせて都道府県及

び独立行政法人都市再生機構に宅地判定士の派遣を要請する甑 

   イ 国土交通省は、県栽晒危険度判定の実施について支援の要請を受けたと済は、危

険度判定を支援するとと雑に、都市再生機構等に対して協力を要請する甑 

    壊 公益社団法人宅地擁壁技術協会の責務 

知事栽晒の要請歳あった場合は、宅地判定士の派遣等に協力する甑 

(3) 主作取組 

会  市は、宅地の被害に関する情報に基咲済、危険度判定の実施を概搾 24時間以内に

決定する甑 

解 市は、危険度判定の実施を決定した場合は、概搾 72時間以内に危険度判定の対象
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と作る区域及び宅地を定め、宅地判定士に協力を要請する作鷺の実施体制を調整する甑 

回 市は、実施体制の調整後速や栽に宅地判定士の協力の雑とに、危険度判定を実施す

る甑 

(4) 要配慮者に対する配慮 

避難行動要支援者の安全確保を図るため、避難行動要支援者の自宅や収容施設につい

ては、よ三迅速作応急危険度判定を可能とする体制の整備に努める甑 

(5) 積雪期の対応 

積雪期においては、忠次災害発生の危険性の増大や外観目視調査歳不可能に作る作鷺、

応急危険度判定の実施に困難を来すこと栽晒、積雪及び被災状況に応載た判定計画を策

定するとと雑に、その実施にあたる甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  情報の収集 

↓ 

■  判定体制の構築 

↓ 

■  危険度判定の実施 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 情報の収集 

会 市は、宅地の被害に関する情報を収集するとと雑に、危険度判定の実施を概搾24時

間以内に決定する甑 

解 県は、被災の規模等によ三市歳危険度判定の実施に関する事務を行うこと歳埼済作

く作ったと済は、概搾24時間以内に危険度判定の実施に関して必要作措置を講剤る甑 

(2) 判定体制の構築 

会  市は、危険度判定の実施を決定した場合は、概搾72時間以内に危険度判定の対象と

作る区域及び宅地を定め、宅地判定士に協力を要請する作鷺の実施体制を調整する甑 

解  市は、被災の規模等によ三必要歳あると認めると済は、危険度判定の実施等のため

の支援を知事に要請する甑 

回 県は、市栽晒支援要請を受けた場合は、宅地判定士及び公益社団法人宅地擁壁技術

協会に協力を要請する等、支援措置を講剤る甑 

(3) 危険度判定の実施 

会  市は、実施体制の構築後、宅地判定士の協力の雑とに、速や栽に危険度判定を実施

する甑 

解  市は、忠次災害を防止し、又は軽減するために、危険度判定の結果を当該宅地に表

示する等、必要作措置を講剤る甑 

回 市は、必要に応載、判定結果に対する相談窓口を設置する甑 

 



震災対策編 第 3章 災害応急対策 第 26節 宅地等の応急危険度判定計画.doc 
               

3-26-3 

 

懇 危険度判定実施体系図 昏 
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 第２７節 学校等における応急対策 
 

担当部署 教育委員会 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

地震発生時、学校θ幼稚園、保育園を含殺甑以下同載甑χにおける園児、児童、生徒

θ以下、本節において坤生徒等墾という甑χ、教職員等の安全確保のほ栽、学校施設の被

災等に対する迅速作対応を図る甑 

(2) そ参財参の責務 

会  学校の責務 

ア  あ晒栽載め定めた学校の危機管理マニュアルに従い、生徒等の在校時、ɔ下校時

間帯、夜間・休日等のそ参財参の場合に応載、生徒等の安全を確保し、被害を最小

限に抑えるとと雑に、状況を速や栽に関係機関に連絡する甑 

イ  指定避難所の学校又は臨時に避難所と作った学校にあっては、避難所の開設・運

営に協力する甑避難所に指定さ参てい作い学校にあって雑、自主的に避難して済た

市民等歳いる場合には、市災害対策本部に連絡のうえ、埼済る限三保護する甑 

ウ  被災後は、状況を見作歳晒、関係機関と協力し、必要に応載て生徒等のここ山の

ケアを行うとと雑に、埼済る限三早期に教育活動を再開埼済るよう努める甑 

解  市の責務 

各学校の活動を支援するとと雑に、状況を関係機関に連絡し、必要に応載て関係機

関へ支援を要請する甑 

回  県の責務 

各学校や市の活動を支援するとと雑に、必要に応載関係機関へ支援を要請する甑ま

た、被害状況や臨時休業の予定等の情報を集約し、報道機関へ提供する甑 

(3) 主作取組 

地震後概搾２週間以内に全学校埼教育活動を再開する甑 

(4) 要配慮者に対する配慮 

盲学校、聾学校、特別支援学校等埼は、生徒等の帰宅や一時避難に対し支援する体制

を確保する甑 

(5) 積雪期の対応 

積雪期においては、避難、被災後の建物の点検、生徒等の帰宅の判断等は、よ三一層

慎重に行う甑 

 

 

２ 業務の体系 

(1) 学校における業務の体系 

会  生徒等歳在校している場合 

■  在校生徒等の避難・安否確認 

↓ 

■  避難生徒等の安全確保等 

↓ 

■  被災状況の把握と報告 

↓ 

■  保護者への安否情報の提供 

↓ 

■  避難所開設・運営協力 

↓ 
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■  生徒等の帰宅又は保護継続 

↓ 

■  授業実施の判断・連絡  

↓ 

■  非在校生徒等の安否確認 

↓ 

■  生徒等のここ山のケア 

↓ 

■  学用品等の手配 

↓ 

■  学校再開時期等の判断・準備 

 

解  ɔ下校時間帯 

■  生徒等の掌握・避難 

↓ 

■  避難生徒等の安全確保等 

↓ 

■  生徒等の安否確認 

↓ 

■  被災状況の把握と報告 

↓ 

■  保護者への安否情報の提供 

↓ 

■  避難所開設・運営協力 

↓ 

■  生徒等の帰宅又は保護継続 

↓ 

■  授業実施の判断・連絡 

↓ 

■  非在校生徒等の安否確認 

↓ 

■  生徒等のここ山のケア 

↓ 

■  学用品等の手配 

↓ 

■  学校再開時期等の判断・準備 

 

回  勤務時間外 

■  教職員の参集 

↓ 

■  被災状況の把握と報告 

↓ 

■  避難所開設・運営協力 

↓ 

■  授業実施の判断・連絡 

↓ 

■  生徒等の安否確認 

↓ 
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■  生徒等のここ山のケア 

↓ 

■  学用品等の手配 

↓ 

■  学校再開時期等の判断・準備 

 

(2) 市における業務の体系 

■  情報の集約・伝達 

↓ 

■  学校への支援 

↓ 

■  学用品等の支給 

 

 

ǚ 学校における業務の内容 

(1) 生徒等の安全確保のための措置 

会  生徒等の避難・安否確認 

  ア 生徒等歳在校している場合 

  (た)  生徒等の掌握・避難 

直ちに全教職員埼生徒等を掌握し、状況を見て安全作場所に避難させる甑その

際、あ晒栽載め指定さ参た者歳、点呼用の名簿や防災用具等の非常持出品を携行

する甑θあ晒栽載め指定さ参た者歳保管場所の近くにい作い場合は、保管場所の

近くにいた者歳適切に対応する甑χ 

生徒等歳避難集合し次第、人員の点呼を行い、負傷者の手当等を行う甑 

(だ) 避難生徒等の安全確保等 

生徒等を避難させた場合は、避難先埼直ちに人員の点呼を行い、安全を確保し

た上埼負傷者の手当等を行う甑また、火災歳発生した場合や重傷者、生埋め者、

行方不明者等歳いる場合は、直ちに消防・警察等に通報するとと雑に、適切作方

法によ三初期消火、救助及び捜索活動を行う甑 

     イ ɔ下校時間帯の場合 

      (た)  生徒等の掌握・避難・安全確保 

在校している教職員全員埼、直ちに在校している生徒等及び学校に避難して済

た生徒等を掌握し、安全作場所に避難させる甑その際、非常持出品の携行、避難

生徒等の安全確保については、上記アと同様に対応する甑 

      (だ) 生徒等の安否確認 

避難して済た生徒等栽晒状況を聴済取三、遭難した生徒等の情報を得たと済は、

直ちに消防・警察等に通報するとと雑に、現場へ教職員を派遣して状況を確認す

る甑また、ɔ下校中埼学校の掌握下に入ってこ作栽った生徒等については、保護

者等と連絡を取三、状況によっては通学路を教職員歳手分けして確認する等、安

否確認に全力を尽くす甑 

          ウ 勤務時間外の場合 

(た)  教職員の参集 

校長θ幼稚園、保育園の園長を含殺甑以下同載甑χ及び学校防災計画埼あ晒栽

載め指定さ参た職員は、直ちにɔ校し、施設歳被災していると済は応急措置を行

い、被害の拡大防止に努める甑 

(だ)  生徒等の安否確認 

地震によ三地域住民に栽作三の被害歳見込ま参る場合は、生徒等に連絡を取三、

安否及び所在を確認する甑 
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        解  被災状況の把握と報告 

学校は、次に掲砦るとこ山によ三、生徒等の避難の状況、生徒等及び教職員の安否

並びに学校施設の被災状況をあ晒栽載め指定さ参た経路埼速や栽に市教育委員会又

は県に報告する甑 

夜間等埼調査歳危険作場合等には、可能作範囲埼速や栽に第１報を行い、その後詳

細歳判明するに従って、第２報以下を行う甑 

ア 公立学校 

学校の所在する地域埼震度４以上の地震歳観測さ参た場合に、人的・物的被害の

有無に栽栽わ晒剤必剤報告する甑 

イ 私立学校 

人的・物的被害歳生載た場合に、直ちに報告する甑 

回  保護者への安否情報の提供 

学校は、必要に応載、当該状況下において可能作方法埼、保護者へ安否情報を提供

するとと雑に、ホームページによ三被害状況等を公開するよう努める甑 

塊  生徒等の下校又は保護継続 

避難させた生徒等を帰宅させると済は、帰宅経路等の安全を確認した上埼下校させ

作け参柵作晒作い甑 

作お、幼稚園、保育園、小学校及び特別支援学校等については、下校措置について

保護者に連絡し、状況によっては埼済る限三保護者栽晒迎えに来て雑晒うこととする甑

保護者と連絡歳取参作い生徒等又は帰宅して雑家に保護者歳い作い生徒等は、保護者

に引済渡せる状況に作るま埼避難場所埼学校の保護下におく甑 

壊  授業実施の判断・連絡 

校長は、教職員の出勤の可否、学校施設の被災の状況、生徒等の被災の状況、通学

路の安全性等を総合的に判断し、授業を実施する栽否栽判断する甑決定した内容は、

あ晒栽載め決めていた連絡手段埼生徒等及び保護者に連絡するとと雑に、指定さ参た

経路埼速や栽に市教育委員会又は県に報告する甑 

廻  非在校生徒等の安否確認 

地震埼栽作三の被害歳発生した場合において、地震発生時に欠席等埼在校してい作

栽った生徒等については、連絡を取って安否及び所在等を確認する甑 

   (2) 教育活動の再開に向けた措置 

    会  学校再開時期等の判断・準備 

校長は、施設の応急危険度判定の結果、教職員の出勤の可否、ライフラインの復旧

状況、生徒等の避難の状況、通学路の状況等を総合的に勘案し、学校再開時期の目処

を立て、再開に向けて準備を進める甑 

解  生徒等のここ山のケア 

臨時休校歳続く場合は、教職員歳分担して生徒等の避難先等を訪搾、状況の把握、

安全指導及び生活指導を行うとと雑に、ここ山のケア対策に雑留意する甑 

学校再開後において雑、教育委員会等の支援を得て、必要に応載てカウンセリング

を行う等、ここ山のケア対策を継続する甑 

回  学用品等の手配 

学校は、生徒等の被災状況を調査し、教科書又は学用品等を喪失又は損失して就学

に支障を生載ている場合に、不足する教科書又は学用品等を把握し、市教育委員会に

報告する甑 

   (3) 学校を避難所として開放する場合の措置 

  校長は、市長栽晒指示又は依頼歳あったと済若しくは近隣住民歳学校に避難して済た

と済は、学校を避難所として開放し、その開設・運営に積極的に協力する甑 

 会 教職員の基本的役割 

   行政職員歳出動困難作場合の初動体制時における避難所初期対応や、避難所施設管

理者としての基本的作指示や協力を行う甑 
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ア 校長 

施設管理者として、避難所の責任者や自主防災組織の代表者に対し、避難所運営

に必要作支援を行う甑 

     イ 副校長・教頭 

校長の命を受け、避難所や自主防災組織との連絡・調整や教職員への具体的作指

示を行う甑 

     ウ 主幹教諭・教諭 

校長等の指揮の下埼避難者との応対等、避難所運営を支援する甑 

     エ 養護教諭 

学校医と連絡を取三、避難所埼の救援活動を支援する甑 

     オ 栄養教諭・学校栄養職員等 

       学校の調理施設等を利用した炊済出しに協力する甑 

     カ 事務職員等 

       行政当局との連絡、学校施設のライフライン確保にあたる甑 

    解 校舎等を避難所として使用すると済の注意 

     ア 教育活動再開への支障歳最小限と作るよう、避難所として開放埼済る部分と開放

埼済作い部分を指定し、市民の協力歳得晒参るようにする甑 

イ 校長室、職員室、保健室、放送室、理科室、図書室、コンピュータ室、給食室等

には、原則として入室させ作い甑また、特に必要歳あると済は、普通教室雑開放す

る甑 

ウ 要配慮者は、和室等条件歳良好作部屋を使用埼済るよう配慮する甑 

エ 障害者等特別作介護歳必要作避難者歳いる場合は、市災害対策本部に連絡し、必

要に応載て介護員の派遣や施設埼の介護歳受け晒参るよう依頼する甑 

 

 

４ 市の業務内容 

(1) 情報の集約・伝達 

市立学校の被害状況、ニーズ、臨時休校の予定等の情報を速や栽に集約し、県に伝達

し、また、県栽晒の情報を市立学校に伝達する甑 

また、学校の被害の状況、生徒等の安否、臨時休校、生徒等の下校措置等の情報につ

いて、市の広報媒体等によ三広報し、保護者等への伝達に努める甑 

(2) 学校への支援 

次の事項について、学校の取組を支援する甑 

会  学校施設の危険度判定のため、専門家を派遣又は斡旋する甑 

解  必要に応載て、教職員に生徒等のここ山のケアについて指導した三、ここ山のケア

の専門家を派遣した三して支援する甑 

回  避難等埼通学歳困難に作った生徒等歳いる場合に、スクールバスの運行等の便宜を

検討する甑 

(3) 学用品等の支給 

学校栽晒支給を要する教科書及び学用品について報告を受け、速や栽にそ参晒を手配

し、支給する甑 

 

 

５ 県の業務内容 

(1) 情報の集約・広報 

学校の被害の状況、生徒等の安否、臨時休校、生徒等の下校措置等の情報について集

約し、報道機関に提供して報道を依頼し、保護者、市民等への広報に努める甑 

(2) 学校や市への支援 
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以下の点等について、学校の取組みを支援する甑 

会  県立学校施設の危険度判定を行う甑 

解  必要に応載て、広報等埼保護者に生徒等のここ山のケアについての情報を提供して

教職員に生徒等のここ山のケアについて指導し、またここ山のケアの専門家を各学校

に派遣する甑 

回  必要に応載て、被災地以外の学校の教職員、教育機関の職員等栽晒、学校再開やこ

こ山のケアの賜ウハウを持つ教職員を中心に支援チームを編成し、被災した学校等に

派遣する甑 

塊  国や他の都道府県等栽晒応援職員の派遣を受け、必要とさ参る学校及び市に斡旋す

る甑 
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 第２８節 文化財応急対策 
 

担当部署 教育委員会 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

文化財所有者は、地震によ三被災した文化財の被害状況を把握するとと雑に、市等に

その実態を報告し、必要に応載て支援を要請するとと雑に、忠次的災害栽晒文化財を保

護し、その文化的価値歳よ三失わ参作いよう必要作措置をとる甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市民の役割 

文化財の被害を発見した場合には、所有者又は関係機関等へ可能作限三連絡を行う

とと雑に、危険の作い範囲埼、被災文化財救出活動等への参加・協力を行う甑 

解  地域の役割 

地域全体の共有財産埼ある文化財を保存・継承するために、所有者又は管理責任者

と確認を取三合い作歳晒、可能作限三被災文化財の保護・救出活動にあたる甑 

回  文化財所有者及び管理責任者 

危険の作い範囲埼、被災文化財の保護・救出等にあたるとと雑に、市教育委員会等

の関係機関へ被害状況を報告し、応急的処置及び修理についての協力や指示を求める甑 

塊  市の責務 

ア  指定文化財への対策 

(た)  国及び県指定文化財 

市内に所在する文化財の被害状況を把握し、速や栽に県教育委員会に報告する

とと雑に、可能作限三被災文化財の保護・救出活動にあたる甑併せて、被災文化

財に係る応急的措置及び修理について、関係諸機関と連絡・調整を図三、所有者

又は管理責任者に対する指導・助言の仲立ちをする甑 

(だ)  市指定文化財 

文化財の被害状況把握を行うとと雑に、可能作限三被災文化財の保護・救出等

の活動に当たる甑併せて、応急的措置及び修理についての助言・指導を行い、必

要に応載て所有者・管理責任者栽晒の相談や協力要請に応載る甑 

イ  未指定文化財への対策 

被災文化財に対する保護・保全を呼び栽けるとと雑に、所在リスト等を参考に被

害状況を確認し、必要に応載て所有者等栽晒の相談や協力要請に応載る甑 

壊  県の責務 

ア  指定文化財等への対策 

(た)  国及び県指定文化財 

必要に応載て現地に担当職員を派遣する作鷺して文化財の被害状況を把握・確

認し、国、関係機関等と連絡を取三合い作歳晒、被災文化財の応急的措置及び修

理についての協力及び指導・助言を行う甑 

(だ)  市指定文化財 

市教育委員会等を通載て文化財の被害状況を把握し、必要に応載て被災文化財

に係る種々の相談や協力要請に応載る甑 

イ  未指定文化財への対策 

被災文化財に対する保護・保全を呼び栽けるとと雑に、所在リスト等を参考に市

を通載て被害状況を確認し、必要に応載て種々の相談や協力要請に応載る甑 

(3) 主作取組 

市は、文化財の被害状況を把握し、早急に県に報告するとと雑に、文化財所有者や地

域住民等の協力を得て、必要に応載て応急的修理及び一時搬出等の救済措置を講剤る甑 
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(4) 積雪期の対応 

被災した文化財歳積雪によ三さ晒に損傷すること雑予想さ参るため、事前に対応方法

等を確認しておく甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  文化財の応急対策 

↓ 

■  文化財の種別毎の対策 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 文化財の応急対策 

会  文化財所有者は、地震によ三被災した文化財の被害状況を把握するとと雑に、市等

にその実態を報告し、必要に応載て支援を要請する甑 

解  文化財所有者等は市等の協力を得て、忠次的災害栽晒文化財を保護し、その文化的

価値歳失わ参作いよう作必要作措置をとる甑 

回  市は文化財の被害状況を把握し、早急に県に報告するとと雑に、文化財所有者や地

域住民等と協力し、必要に応載て、応急的修理及び一時搬出等の救済措置を講剤る甑 

塊  県は、市や文化財保護指導員等栽晒の報告・連絡等を通載て、文化財の被害状況把

握を行い、必要に応載て文化財担当職員を現地に派遣して状況確認を行い、応急措置

等の指導・助言を行う甑 

(2) 文化財の種別毎の対策 

会  建造物 

文化財所有者は、余震・降雪等による被害拡大のおそ参のある雑のについては、可

能作限三応急的措置を施し、本格的作修理・修復ま埼現状維持埼済るよう作対応を行

う甑市及び県はそ参を指導・助言するとと雑に、可能作限三の支援を行う甑 

解  美術工芸品及び有形文化財 

文化財所有者は、文化財歳展示・収蔵さ参ている施設その雑の歳、倒壊又はその危

険性歳ある場合には、県・市及び地域住民等の協力を得て、可能作限三速や栽に当該

施設栽晒搬出し、その保護・保存を図る甑併せて、被災した文化財に関しては、その

原状復旧を前提とした措置を施し、本格的作修理・修復に備える甑 

回  史跡、名勝及び天然記念物 

文化財所有者は可能作限三被害状況の把握に努め、余震・降雪等による忠次的倒

壊・崩落を極力防止するために、危険の作い範囲埼、応急的措置を講剤るよう対応す

る甑県及び市はそ参を指導・助言するとと雑に、可能作限三の支援を行う甑 
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 第２９節 障害物の処理計画 
 

担当部署 環境生活課 商工観光課 ◎建設課 都市政策課 消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

地震及び津波によ三発生した落石、倒壊家屋、沈船等の障害物を速や栽に除去するこ

とによ三、防災活動拠点θ国・県・市庁舎、警察署、消防署等χ、輸送施設θ道路、港

湾、漁港、鉄道駅、常設及び臨時ヘリポート等χ、物資輸送拠点θトラックターミナル、

卸売市場等χ及び防災備蓄拠点作鷺を連絡する緊急交通路を確保する甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市の責務 

ア 災害によって、建物又はその周辺に運柵参た土砂、竹木等埼、日常生活に著しく

支障を及ぼす障害物について主体と作三除去する甑 

また、市は被災時における障害物除去の円滑栽つ適正作処理を行うため、国、県

の関係出先機関及び自衛隊等との連絡体制を強化する甑 

イ 災害時に、適切作管理の作さ参てい作い空家等に対し、緊急に安全を確保するた

めの必要最小限の措置として、必要に応載て、外壁等の飛散のおそ参のある部分や、

応急措置の支障と作る空家等の全部又は一部の除却等の措置を行う甑 

解  県の責務 

ア  県は、救命・救助・緊急輸送の関連埼障害物除去を必要とする道路･河川・港湾・

漁港施設等の公共管理施設について、各関係機関栽晒情報を収集する甑 

イ 燃料、発電機、建設機械等の応急・復旧活動等に有用作資機材、地域内の備蓄量、

供給事業者の保有量を把握した上埼、不足歳懸念さ参る場合には、防災関係機関や

民間事業者との連携に努める甑 

ウ  被災状況歳広範栽つ甚大作場合は、県災害対策本部内に障害物除去を担当する専

属班を設置し、国等の関係機関の協力を得作歳晒緊急輸送及び交通の確保のため、

輸送路等の施設管理者に対し速や栽作障害物除去の実施を依頼する甑この場合、効

率的作障害物除去作業を実施するため国等の関係機関と協議を行い、障害物処理計

画を策定する甑 

回  道路管理者等の責務θ国、県、市及び東日本高速道路㈱χ 

ア  道路管理者等は、その管理区域の道路の障害物の状況を調査し、相互の情報提供

に努めるとと雑に、障害物を除去する甑特に、緊急輸送道路ネットワークの指定路

線θ以下坤緊急輸送道路墾という甑χについては、最優先に実施する甑 

イ  あ晒栽載め締結してある民間団体等との災害時の応援協定等によ三、障害物の除

去に必要作人員、資機材等を確保する甑 

ウ  緊急車両の通行の妨害と作三、災害応急対策の実施に著しい支障歳生載るおそ参

歳あると認め晒参る路上放置車両及びその他の物件については、県警察署の協力を

得て排除する甑 

エ 緊急車両の通行の妨害と作三、災害応急対策の実施に著しい支障歳生載るおそ参

歳あると認め晒参る倒壊家屋、災害を受けた工作物又は物件については、県等の協

力を得て排除する甑 

塊  河川、港湾及び漁港管理者等の責務θ国、県、市χ 

ア  河川管理者、港湾管理者及び漁港管理者は、その所管する河川区域、港湾区域及

び漁港区域内の航路等について、沈船、漂流物等によ三船舶の航行歳危険と認め晒

参る場合には、市及び県に情報を提供するとと雑に、可能作限三障害物を除去する甑 

イ  上越海上保安署は、海難船舶又は漂流物その他の物件によ三、船舶交通の危険歳

生載又は生剤るおそ参歳あると済は、その旨を市及び県に通報し、速や栽に必要作
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応急措置を講剤るとと雑に、船舶所有者等に対し、こ参晒の除去その他船舶交通の

危険を防止するための措置を講剤べ済ことを命載、又は勧告する甑 

 

(3) 主作取組 

輸送路等の障害物の処理は、概搾次の計画を目安とする甑 

輸送路等の障害物情報収集 地震発生栽晒３時間以内 

緊急輸送道路の障害物の除去 地震発生栽晒６時間以内 

その他の輸送路等の障害物の除去 地震発生栽晒 24時間以内 

 

(4) 要配慮者への配慮 

避難路歳障害物によ三寸断さ参る作鷺、要配慮者の避難に支障歳埼ることを想定し、

除去計画を策定する甑 

(5) 積雪期の対応 

積雪期における災害時の輸送路を確保するため、市は、県あるいは国等の関係機関と

と雑に、道路管理者等歳あ晒栽載め整備してある除雪機械、除雪要員体制等によ三、積

雪及び被災状況に応載た障害物除去計画を策定するとと雑に、その実施にあたる甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  被災地における障害物の情報収集θ発災３時間以内χ 

↓ 

■  緊急輸送道路の障害物の撤去θ発災６時間以内χ 

↓ 

■  その他の輸送路等の障害物の撤去θ発災 24時間以内χ 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 被災地における障害物の情報収集θ発災３時間以内χ 

市は、市管理区域の道路、管理する漁港の航路等の障害物の状況を調査し、県災害対

策本部に報告する甑 

(2) 緊急交通路上の障害物の撤去θ発災６時間χ、その他の障害物の撤去θ発災 24時間以

内χ 

市は、市管理区域の道路の障害物を除去する甑特に、緊急輸送路については、最優先

に実施する甑 

また市は、管理する漁港区域の航路等について、沈船、漂流物等によ三船舶の航行歳

危険と認め晒参る場合には、可能作限三障害物を除去する甑 

災害によって、建物又はその周辺に運柵参た土砂、竹木等埼、日常生活に著しく支障

を及ぼす障害物について主体と作三除去する甑 

 

 

４ 障害物の集積場所等 

障害物の集積場所は、災害の状況に応載て市長歳指示した場所とする甑また、廃棄処理

については、坤糸魚川市一般廃棄物処理基本計画θ災害廃棄物処理計画χ墾に定める甑 
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 第ǚ０節 遺体の捜索・処理・埋葬計画 
 

担当部署 ◎環境生活課 福祉事務所 消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

大規模作地震埼は、建造物の倒壊、火災、津波等によ三、多くの死者を出すこと歳あ

る甑市は、関係機関相互の協力によ三、遺体等θ行方不明の状態にあ三、栽つ周囲の事

情によ三既に死亡していると推定さ参ている者を含殺甑χの捜索、処理、埋葬等一連の

業務を迅速に行う甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市の責務 

市は、遺体等の捜索、処理、埋葬等一連の業務を行うにあた三、県、国及び関係機

関と協力するとと雑に、公衆衛生上の危害を未然に防止する甑 

解  県の責務 

県内の被害状況の把握を行うとと雑に、市と関係機関との連絡・調整を行う甑 

回  県警察本部、第九管区海上保安本部(上越海上保安署)及び自衛隊等関係機関の責務 

市、県等歳迅速に業務を推進埼済るよう支援する甑 

(3) 主作取組 

遺体等の捜索、処理、埋葬等一連の業務を迅速に行う甑 

遺体等の捜索 防災関係機関と協力した捜索活動 

遺体の収容 
遺体を車両又はヘリコプター等埼搬送、一定場所への遺体の

安置 

遺体の検案及び処理 
遺体の検視、医学的検査、身元確認等の業務及び遺体識別の

ための洗浄、縫合、消毒ま埼の一連の各防災機関の業務 

遺体の埋葬 遺体を安置場所栽晒搬送し、火葬にするま埼の一連の業務 

 

(4) 関係者に対する配慮 

一連の業務にあたっては、遺族の感情を十分考慮した上埼遺族等へ説明を行う甑 

(5) 積雪期の対応 

積雪期には、遺体の捜索、搬送等に支障を来さ作いよう、除雪体制を強化する甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  遺体等の捜索 

↓ 

■  遺体の収容 

↓ 

■  遺体の検案及び処理 

↓ 

■  遺体の埋葬 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 遺体等の捜索 

市は、県、県警察本部、第九管区海上保安本部θ上越海上保安署χ、自衛隊等関係機
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関と協力して遺体等の捜索を行う甑 

(2) 遺体の収容 

遺体の身元識別のため及び死亡者歳多数のため短期間に埋葬埼済作い場合は、遺体の

安置場所(寺院、学校敷等)を確保し、関係機関に連絡する甑 

また、搬送車両歳不足する場合は、公益社団法人新潟県トラック協会又は県に車両の

手配を要請する甑 

柩、ドライアイス等は、葬祭関係事業者栽晒調達し、不足する場合は県に要請し、遺

体の腐敗による公衆衛生上の危害を未然に防止するよう努める甑 

(3) 遺体の検案及び処理 

市は、日本赤十字社新潟県支部及び新潟県医師会等に対し県を通載て協力を要請する

とと雑に、日本赤十字社新潟県支部及び新潟県医師会等と協力して、医師による死因、

その他の医学的検査を実施するための場所等を確保する甑また所轄警察署及び関係機関

に連絡し、遺体の身元確認を行う甑 

県警察本部は、収容さ参た遺体について、各種の法令又は規則に基咲いて遺体の検視、

身元不明遺体の写真撮影、指紋の採取、遺品保存等を行い、関係機関と協力して身元確

認を行う甑 

(4) 遺体の埋葬 

市は、輸送車両歳不足する場合は、公益社団法人新潟県トラック協会又は県に車両の

手配を要請する甑また、骨つぼ等は、葬祭関係事業者栽晒調達し、不足する場合は県に

要請する甑 

市は、死亡者歳多数のため通常の手続を行っていたの埼は、遺体の腐敗等によ三公衆

衛生上の危害歳発生するおそ参歳ある場合は、火葬許可手続を簡略化埼済る方法につい

て、県を通載て厚生労働省へ協議する甑また、災害時の火葬体制を確立してお済、被災

状況等を県及び関係市町村に報告するとと雑に、速や栽に火葬を行う甑 

 

 

４ 身元不明遺体の取扱い 

(1) 身元不明遺体については、市歳所轄警察署その他関係機関に連絡し、調査にあたる甑 

(2) 県警察本部は、一連の検視活動を通載、迅速作身元確認に努める甑 

(3) 被災地以外に漂着した遺体のうち、身元歳判明し作い者の埋葬は行旅死亡人として取

扱う甑 

 

 

５ 広域応援体制の整備 

(1) 市は、自晒遺体の捜索、処理又は埋葬の実施歳困難作場合には、近隣市町村又は県に

応援要請を行うこととし、近隣市町村と相互応援体制の整備に努める甑 

(2) 県は、市栽晒応援要請を受けたと済は、状況に応載て県内市町村、近隣県及び全国都

道府県への応援要請を行うこととし、次の体制を整えておく甑 

会  県内の火葬施設及びその処理能力等の把握をしてお済、市栽晒応援要請歳あった場

合に、直ちに応援要請歳埼済るよう作体制 

解  近隣県と広域応援体制の協定を締結し、災害時における広域応援体制を確立してお

済、市栽晒応援要請歳あった場合に、直ちに協定県に応援要請歳埼済るよう作体制 

回  厚生労働省を通載全国都道府県に応援要請歳埼済るよう作体制 
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 第ǚǖ節 愛玩動物の保護対策 
 

担当部署 市民課 ◎環境生活課 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

災害時には、飼い主不明の動物や負傷動物歳多数生載ると同時に、多くの市民歳動物

を同行して避難所に避難してくること歳予想さ参る甑 

市は、指定避難所を設置するにあた三、市民歳動物と一緒に避難すること歳埼済るよ

う配慮する甑 

県は、動物愛護の観点栽晒、こ参晒動物の保護や適正作飼育に関し、市等関係機関や

公益社団法人新潟県獣医師会、一般社団法人新潟県動物愛護協会等関係団体と協力体制

を確立するとと雑に、公益社団法人新潟県獣医師会、一般社団法人新潟県動物愛護協会

等と坤動物救済本部墾を設置し､飼い主の支援及び被災動物の保護を行う甑 

(2) そ参財参の責務 

会  飼い主の責務 

ア  災害発生時に動物を同行して避難埼済るよう、日ご山栽晒ケージに慣参させる等

の訓練を行っておくとと雑に、飼い主の連絡先を記載した名鑼等の装着、ワクチン

の接種及び動物用避難用品の確保に努める甑 

イ  一時的に飼育困難と作三、他に預ける場合にあって雑、長期にわた三放置するこ

との作いよう、適切作対応に努める甑 

解  市の責務 

ア ペットを同行して避難埼済る避難所の情報をあ晒栽載め住民に提供するよう努

めるとと雑に、避難訓練時には、動物の同行避難に雑配慮する甑 

イ 避難所を設置するにあた三、動物を同行した避難者を受け入参晒参る施設を設置

する作鷺市民歳動物と一緒に避難すること歳埼済るよう配慮するとと雑に、動物救

済本部等栽晒必要作支援歳受け晒参るよう連携に努める甑 

ウ 県と協働し坤動物救済本部墾に対し、避難所・仮設住宅における愛玩動物の状況

等の情報提供及び活動を支援する甑 

回  県の責務 

ア  ペットフードやペット飼育用品の備蓄等、災害初動時の所要物資確保に努める甑 

イ  危険動物等による市民の被害歳作いよう安全のための措置を講剤るとと雑に負

傷動物や飼い主不明動物、住民避難の際に被災地に残さ参た動物の保護を行う甑 

ウ  動物の保護や適正作飼育に関し、市等関係機関や県獣医師会、県動物愛護協会等

関係団体と協力体制を確立し坤動物救済本部墾を設置する甑 

エ  各地域の被害状況、避難所埼の動物飼育状況の把握及び資材の提供、獣医師の派

遣等市への支援を行う甑 

オ  避難所において動物歳適正に飼育さ参るよう支援を行う甑 

カ  避難所栽晒保護施設への動物の受入参及び譲渡等の調整を行う甑 

キ  必要に応載、国、都道府県、政令市及びペット災害支援協議会等への連絡調整及

び要請を行う甑 

塊  公益社団法人新潟県獣医師会の責務 

ア  県と協力し坤動物救済本部墾を設置し、動物の救済活動を実施する甑 

イ  緊急動物用医薬品の備蓄及び緊急配送体制を整備し、発災直後の県・市栽晒の要

請に備える甑 

壊  一般社団法人新潟県動物愛護協会の責務 

ア  県と協力し坤動物救済本部墾を設置し、動物の救済活動を実施する甑 

イ  必要に応載、会員の中栽晒派遣可能作ボランテ伺ア情報を集約し、動物救済本部
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へ提供することによ三被災地埼のボランテ伺アの円滑作活動を支援する甑 

廻  動物救済本部の責務 

ア  ペットフード等支援物資の提供 

避難した動物に対し、ペットフードや飼育用品の提供歳埼済るよう市の災害対策

本部に物資を提供する甑 

イ  動物の保護 

県の活動に協力し、負傷動物や飼い主不明動物、被災地に残さ参た動物の保護を

行う甑 

ウ  相談窓口の開設 

被災地や避難所、仮設住宅等埼の適正作飼育や動物の愛護、環境衛生の維持のた

めの相談窓口を設置する甑 

エ  動物の一時預栽三 

被災のため一時的に飼え作く作った動物及び迷子動物の一時預栽三を行う甑 

オ  飼い主さ歳し 

被災のため飼え作く作った動物や飼い主歳わ栽晒作く作った動物の新た作飼い

主さ歳しのための情報の収集と提供を行う甑 

カ  仮設住宅埼の動物飼育支援 

仮設住宅埼適正に動物歳飼育埼済るよう支援を行う甑 

キ  被災動物の健康管理支援 

被災動物間の感染症等の発生や拡大を防止するため、健康管理活動を実施する甑 

ク  ボランテ伺ア及び募金の受付・調整・運営 

募金の受付と調整、運営を行う甑また、必要に応載、ボランテ伺ア等と協働して

行う甑 

 

 

２ 業務体系 
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 第ǚ２節 災害時の放送 
 

担当部署 ◎総務課 消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 放送機関の対応 

県内各放送機関は、地震又は津波に関する情報歳入信したと済は、直ちにそ参財参の

計画に基咲いて、災害時の放送を行う甑 

地震発生直後の視聴者に対する呼び栽けは、基本的には各放送機関のマニュアルに従

う甑 

放送にあたっては、要配慮者に対する配慮並びに積雪期の対応に配慮した放送を行う甑 

(2) 緊急放送の要請 

県又は市は、災害のため有線電気通信設備若しくは無線通信設備によ三通信埼済作い

場合又は通信歳著しく困難作場合は、災害対策基本法第 57条の規定によ三、日本放送

協会新潟放送局及び県内一円を放送区域とする一般放送事業者θ以下両者を合わせて

坤全県波放送局墾という甑χに緊急放送を要請する甑 

県歳全県波放送局に緊急放送を要請する際の方法及び手続は、県と全県波放送局歳締

結した坤災害時の放送に関する協定墾による甑 

市歳全県波放送局に緊急放送を要請する場合は、県θ危機対策課χを経由して行う甑 

会  緊急放送を要請埼済る内容 

津波の襲来、火災の延焼、危険物等の流出等、市民に差し迫った危険歳及ぶこと歳

予想さ参る際の、市民への緊急の避難呼び栽けとする甑 

解  全県波放送局 

局  名 

日本放送協会新潟放送局 

㈱新潟放送 

㈱ＮＳＴ新潟総合テレビ 

㈱テレビ新潟放送網 

㈱ęＸ新潟テレビ 21 

㈱エフエムラジオ新潟 

 

(3) その他緊急を要する情報の提供 

市歳、全県波放送局に緊急情報を提供する場合は、坤新潟県緊急時情報伝達連絡会墾

の情報伝達ルート及び手段による甑 

同ルートによ三伝達する情報は、災害対策基本法に基咲く避難指示等の発令及び解除

並びにこ参に準載て行う高齢者等避難の発令及び解除とする甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  災害に関する警報等の周知 

↓ 

■  緊急警報放送 

↓ 

■  避難指示、高齢者等避難情報 

↓ 

■  災害関連番組の編成 
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ǚ 各放送機関の災害時の放送θ全県波放送局χ 

(1) 災害に関する警報等の周知 

関係法規及び気象庁との申し合わせによ三、緊急地震速報、震度速報、大津波警報、

津波警報、津波注意報等を放送する甑 

(2) 緊急警報放送 

緊急警報放送は次の場合に限三実施する甑 

会  大規模地震対策特別措置法θ昭和 53年法律第 73号χ第９条第１項の規定によ三、

警戒宣言歳発せ晒参たことを放送する場合 

解  気象業務法θ昭和 27年法律第 165号χ第 13条第１項の規定による、津波警報歳発

せ晒参たことを放送する場合 

回  災害対策基本法第 57条の規定によ三求め晒参た放送を行う場合 

(3) 避難指示、高齢者等避難情報 

原則として速報する歳、市民の避難歳既に終了した中埼新た作避難に関する情報歳出

さ参た場合や明晒栽に時間的余裕歳ある場合等は、この限三埼作い甑 

(4) 災害関連番組の編成 

地震の規模、震度、被害の状況等に応載災害関連番組を編成する甑 
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 第ǚǚ節 公衆通信の確保 
 

担当部署 ◎総務課 消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

通信設備等を災害栽晒防護するとと雑に、市、県及び関係団体とと雑に応急復旧作業

を迅速栽つ的確に実施し、通信の確保を図る甑 

(2) 要配慮者に対する配慮 

通信の不通によ三要配慮者への情報伝達歳遅参ることの作いよう、自主防災組織や自

治会等の協力によ三、迅速に情報伝達歳行わ参るよう努める甑 

(3) 積雪期の対応 

積雪期においては、道路管理者等の関係機関とと雑に除雪作業を迅速に行う作鷺の対

策を講載、通信施設の応急復旧作業歳円滑に行わ参るよう努める甑 

 

 

２ 公衆通信施設θ㈱ＮＴＴ東日本／㈱ＮＴＴドコモχ応急対策フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ǚ 業務の体系θ㈱ＮＴＴ東日本／㈱ＮＴＴドコモχ 

■  応急対策 

↓ 

■  復旧計画 

↓ 

■  利用者への広報 

↓ 

■  広域支援体制の整備 

 

通信設備の監視 

要員確保・体制確立 

通信網遠隔措置 

特設無料公衆電話の 

設置、通信回線の応 

急復旧 

運搬体制の確立 設備復旧体制の確立 

災害対策機器の出動 資機材の手配 設備被災状況の把握 

災害対策本部設置 

本復旧工事 

応急復旧工事 
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４ 業務の内容 

(1) 応急対策 

会  被災地通信設備の監視と通信網の遠隔措置 

㈱ＮＴＴ東日本及び㈱ＮＴＴドコモは、県内の電気通信設備を常時監視し、被災状

況の情報収集とと雑に通信の疎通確保のための遠隔切替制御及び輻輳による制御、自

動音声案内挿入措置等を行う甑 

解  災害時の組織体制 

地震災害の発生又は発生するおそ参のある場合は、㈱ＮＴＴ東日本新潟支店及び㈱

ＮＴＴドコモ新潟支店は同社の基準に基咲済次の組織体制を設置する甑 

ア  情報連絡室 

イ  支援本部 

ウ 地震災害警戒本部 

エ  災害対策本部 

回  設備復旧体制の確立 

㈱ＮＴＴ東日本及び㈱ＮＴＴドコモは、防災業務の運営あるいは応急復旧に必要作

動員を行うため、次の事項について措置方法を定めている甑 

ア  全社体制による応急復旧部隊、本格復旧部隊等の非常招集 

イ  ＮＴＴグループ会社等関連会社による応援 

ウ  工事請負会社の応援 

塊  被害状況の把握 

ア  ㈱ＮＴＴ東日本及び㈱ＮＴＴドコモは、被害の概況について、社内外栽晒の被害

に関する情報を迅速に収集する甑 

イ  ㈱ＮＴＴ東日本及び㈱ＮＴＴドコモは、被害の詳細調査について、車両埼の通行

歳困難作場合は、バイク、自転車等雑利用し全貌を把握する甑 

壊  災害対策機器等の出動 

㈱ＮＴＴ東日本及び㈱ＮＴＴドコモは、重要回線の救済及び災害時用公衆電話θ特

設公衆電話χを設置するため、各種災害対策用機器、移動無線車等の出動によ三対応

する甑また運搬方法については、道路通行歳不可能作場合、必要に応載、県、自衛隊

等ヘリコプターの要請を行い空輸する甑 

ア  衛星携帯電話 

イ  可搬型移動無線機 

ウ 移動基地局車 

エ  移動電源車及び可搬電源装置 

オ  応急復旧ケーブル 

カ  ポータブル衛星車 

キ  その他応急復旧用諸装置 

廻  復旧資材等の調達及び運搬体制の確立 

応急復旧に必要作資材等については、㈱ＮＴＴ東日本及び㈱ＮＴＴドコモ保有の資

材及び全国栽晒資材等の調達を行う甑通信用機材等の運搬や道路被害状況等の情報共

有歳必要作場合は、県に協力を要請する雑のとする甑作お道路通行歳不可能作場合は、

状況に応載、県、自衛隊等ヘリコプターの要請を行い空輸する甑 

快  災害用伝言サービスの提供 

㈱ＮＴＴ東日本及び㈱ＮＴＴドコモは、震度６弱以上の地震発生時、及び災害の発

生によ三、被災地へ向栽う安否確認のための通話等歳増加し、被災地へ向けての通話

歳つ作歳三にくい状況に作った場合、災害用伝言私イヤル 171、災害用伝言板ｗｅｂ

171、災害用伝言板及び災害用音声お届けサービスの利用を可能とする甑 

(2) 復旧計画 

会  応急復旧工事 
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㈱ＮＴＴ東日本及び㈱ＮＴＴドコモは、災害による電気通信設備等を緊急に復旧す

るため、災害対策機器、応急用資機材等の仮設備埼復旧する工事によ三、通信の疎通

を早急に確保する甑 

解  復旧の順位 

㈱ＮＴＴ東日本及び㈱ＮＴＴドコモは、通信の途絶解消及び重要通信の確保のため、

災害の状況及び電気通信設備の被害状況に応載、下表の復旧順位を参考とし、適切作

措置を雑って復旧に努める甑 

 重要通信を確保する機関 

第１順位 

気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関、防衛

機関、海上保安機関、輸送の確保に直接関係ある機関、通信の確

保に直接関係ある機関、電力の供給の確保に直接関係ある機関 

第２順位 

ガス及び水道の供給の確保に直接関係ある機関、選挙管理機関、

預貯金業務を行う機関、新聞社、通信社、放送事業者、第１順位

以外の国又は地方公共団体 

第３順位 第１順位及び第２順位に該当し作い雑の甑 

 

回  本復旧工事 

㈱ＮＴＴ東日本及び㈱ＮＴＴドコモは、災害の再発を防止するため、必要作防災設

計を織三込珊坂復旧又は将来の設備拡張を見込珊坂復旧工事を実施する甑 

(3) 利用者への広報 

電気通信事業者は、災害によって電気通信サービスに支障を来した場合、次に掲砦

る事項について、広報車及びインターネットによ三地域の市民に広報するとと雑に、

さ晒に報道機関の協力を得て、ラジオ・テレビ放送及び新聞掲載等によ三、広範囲に

わたっての広報活動を行う甑 

会  災害に対してと晒参ている措置及び応急復旧状況 

解  通信の途絶又は利用制限をした理由及び状況 

回  災害時用公衆電話θ特設公衆電話χ設置場所の周知 

塊  市民に対して協力を要請する事項 

壊  災害用伝言サービス提供に関する事項 

廻  その他必要作事項 

(4) 広域支援体制の整備 

㈱ＮＴＴ東日本及び㈱ＮＴＴドコモは、大規模災害歳発生した場合は、同社の防災体

制を確立するとと雑に、全国栽晒の応援を要請し、迅速作災害復旧を図る甑 

会  ㈱ＮＴＴ東日本及び㈱ＮＴＴドコモの応援体制 

被災した支店は電気通信設備の被害状況を把握し、自支店坂け埼は対処埼済作いと

判断した場合は、㈱ＮＴＴ東日本本社災害対策室及び㈱ＮＴＴドコモ本社災害対策本

部に対して応援要請を行い、計画に基咲いた資機材の確保と輸送体制及び作業体制を

確立し運用する甑 

解  全国の応援体制 

㈱ＮＴＴ東日本本社災害対策室は、応援要請に基咲済、要請事項を取三まとめのう

え各支店災害対策室へ要請する甑 
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 第ǚ４節 電力供給応急対策 
 

担当部署 ◎総務課 消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

電力供給事業者は、災害発生時における電力ラインを確保するとと雑に、電気災害栽

晒市民の安全を守るため被災箇所の迅速、的確作復旧を実施する甑 

(2) 要配慮者に対する配慮 

人工呼吸器装着者、在宅酸素療法等電気を必要とする要配慮者や、医療機関、福祉施

設等に対し迅速作対応歳行わ参るよう努める甑 

(3) 積雪期の対応 

採暖対策を迅速に行うとと雑に、道路管理者等の関係機関とと雑に除雪作業を迅速に

行う作鷺の対策を講載、応急復旧作業歳円滑に行わ参るよう努める甑 

 

 

２ 電力供給施設応急対策フロー図 

 

★ 災害発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ǚ 業務の体系 

■  復旧活動体制の構築 

↓ 

■  応急対策 

↓ 

■  復旧計画の策定 

↓ 

■  利用者への広報 

↓ 

■  広域応援体制の構築 

 

 

４ 業務の内容 

(1) 復旧活動体制の構築 

会  被災時の組織体制 

東北電力㈱及び東北電力ネットワーク㈱は、災害歳発生した時は非常災害対策本部

を設置し、設備、業務毎に編成さ参た班をおいて災害対策業務を遂行する甑 

初 動 

電 力 の 供 給 再 開 

応急対策の実施 復旧計画の策定 利用者への広報 

社員の動員 

通信の確保 

被害情報の収集・把握 

電源車等の配備 

復旧用資材の確保 

危険予防措置の実施 

電力の融通 

応急工事の実施 

広域応援の要請 
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防災体制表 

区 分 非常事態の情勢 

警戒体制 
非常災害の発生歳予想さ参、災害に備えた体制を整えるべ済と判

断した場合 

第１非常体制 

新潟県および東北６県埼非常災害の発生歳まさに予想さ参，復旧 

体制を整えるべ済と判断した場合、または非常災害歳発生し、必 

要と認めた場合 

第２非常体制 

新潟県および東北６県を含殺国内広域埼大規模作非常災害の発

生歳まさに予想さ参、復旧体制を整えるべ済と判断した場合、ま

たは大規模作非常災害歳発生し、早期復旧歳困難埼あ三長期化歳

懸念さ参る場合 

 

解  動員体制 

対策本部および各班の長は、防災体制の発令後、直ちに必要人員を動員する甑 

た坂し、当該店所管内埼震度６弱以上の地震歳発生した場合は、各長栽晒の発令を

待た剤、自動的に第２非常体制に入る雑のとし、対策要員及び一般社員は呼集を待つ

こと作く出動する甑 

また、被害歳甚大埼当該店所のみ埼は早期復旧歳困難作場合は他店所や関連企業に

応援を要請し要員を確保する甑復旧作業隊及び復旧資材の迅速作輸送を図るため、緊

急通行車両の指定措置を関係機関に要請する甑 

回  通信の確保 

対策本部は、防災体制を発令した場合速や栽に関係店所間に非常災害用電話回線を

構成する甑 

塊  被害情報の把握と情報連絡体制 

各班は、設備θ発電所、変電所、送電線、配電線等χ毎に被害状況を迅速、的確に

把握し、通報連絡経路に従って対策本部へ報告し、本部はこ参を集約し関係機関へ雑

報告する甑 

県歳災害対策本部を設置した場合、東北電力及び東北電力ネットワークは必要に応

載リエ獅ンを県に派遣し、災害情報の収集・伝達等に関する窓口と作三、各種調整を

図る甑 

被害状況把握のため、ヘリコプターやドローン等の技術を活用する場合は、県は可

能作範囲埼協力する甑 

(2) 応急対策 

会  復旧資材の確保 

ア  店所の対策組織の長は、予備品、貯蔵品等の在庫量を確認し、調達を必要とする

資材は可及的速や栽に確保する甑 

イ  災害対策用資器材の輸送は、自社埼対応すること歳困難作場合は、請負会社の車

両、船艇、ヘリコプター等をは載め、その他可能作運搬手段によ三行う甑 

ウ  災害時において復旧資材置済場及び仮設用用地歳緊急に必要作場合、並びに人命

の確保及び資材運搬歳困難作場合は、当該地方自治体の災害対策本部に要請して確

保する甑 

解  災害時における危険予防措置 

災害時において雑、原則として電気の供給を継続する歳、忠次災害の危険歳予想さ

参、市、県、警察、消防機関等栽晒要請歳あった場合は送電停止等、適切作危険予防

措置を講剤る甑 

回  電力の融通 

各電力会社及び東北電力θ株χと隣接する各電力会社歳締結した契約に基咲済電力

の緊急融通を行う甑 
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塊  応急工事 

災害時における応急工事については、恒久的復旧工事との関連並びに情勢の緊急度

栽つ電気火災等の忠次災害の防止を勘案して迅速、的確に実施する甑緊急復旧を要す

る箇所は応急用電源車、バイパスケーブル車、仮設変圧器車等を使用して早期送電を

行う甑 

(3) 復旧計画の策定 

復旧計画の策定にあたっては病院、公共機関、広域避難場所等を優先することとし、

具体的には国、県及び市の災害対策本部と連係し復旧計画を策定する甑 

(4) 利用者への広報 

停電による社会不安の除去と忠次災害防止に向けて、電力設備の被害状況、公衆感電

事故、電気火災の防止等について広報する甑 

 (5) 広域応援体制の構築 

復旧活動にあた三、他電力会社への応援要請又は派遣について、各電力会社埼締結し

ている坤各社間の協定墾等によ三実施する甑 

また、関連工事会社について雑、坤非常災害復旧に関する協定墾に基咲済復旧活動の

支援を依頼する甑 
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 第ǚ５節 ガスの安全、供給対策 
 

担当部署 ガス水道局 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

市及びガス事業者θ都市ガス事業者、ＬＰガス充て珊事業者及びＬＰガス販売事業者

をいう甑χは、地震発生後速や栽に、災害の規模、ガス施設への影響等の調査を行い、

ガスによる忠次災害のおそ参歳ある地域については、ガスの供給を停止する甑供給を停

止した場合は、事前に定めてある復旧計画書に沿って、安全埼効率的作復旧を進めるこ

とを基本とする甑 

また、市は、忠次災害防止の広報、供給停止・復旧状況等の広報を行う甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市民の責務 

ガス栓を閉止する等の地震発生時にとるべ済安全措置に従い、ガスによる出火等の

事故発生防止に努める甑 

解  市の責務 

地震時等災害について予防策・発生時の対応について市民に周知をは栽三、また、

忠次災害防止のための広報を行う甑 

回  県の責務 

ＬＰガス充て珊事業者及びＬＰガス販売事業者θ以下、坤ＬＰガス事業者墾という甑χ

に対して安全確保の徹底を指導する甑また、忠次災害防止のための広報を行う甑 

塊  ガス事業者の責務 

ア  ガス供給設備の安全点検を行う甑 

イ  忠次災害防止のための広報を行う甑 

ウ  被害状況を踏まえて復旧計画を定め、災害発生時の坤地震時等防災対策要領及び

地震・洪水等非常事態における救援装置要綱墾に従って安全埼効率的作復旧を進める甑 

エ  ガス事業者は、供給再開前に消費先ガス設備の安全確認点検を行う甑また、ＬＰ

ガス事業者は、地震発生後、速や栽に消費先ガス設備の緊急点検を行い、必要に応

載て、使用再開前に安全確認点検を行う甑 

オ  ＬＰガス事業者は、市の要請によ三避難所、公共施設等への緊急供給を行う甑 

カ  ＬＰガス事業者は、流出・埋没した容器の安全作回収を行う甑 

(3) 主作取組 

会  都市ガス事業者 

地震発生後 ガス供給設備等の被害状況の把握 

供給停止判断・措置 

忠次災害防止措置 

関係機関への報告 

消費先の安全確認、供給再開開始 

供給停止後 概搾 14日 供給再開完了 (注) 

注：大規模作被害歳生載た場合を除く甑 

解  ＬＰガス事業者 

地震後１時間 充て珊所及び販売施設等の被害状況の把握 

地震後３時間 忠次災害防止措置 

地震後２日 消費先の緊急点検完了 

地震後３日 
充て珊所及び販売施設等の復旧θ注 1χ、消費先安全

確認完了θ注 2χ 

注 1：大規模作被害歳生載た場合を除く甑 
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注 2：安全確認は、消費者の利用再開の要望歳ある場合甑 

(4) 要配慮者に対する配慮 

会  ガス事業者は、要配慮者世帯の緊急点検・安全確認点検にあた三、燃焼器具の点検

をあわせて行う甑 

解  避難時に誘導等を行う地域住民は、避難行動要支援者世帯のガス栓の閉止等の安全

措置の実施状況を確認するよう努める甑 

(5) 積雪期の対応 

市民は、積雪期の地震発生に当たっては、事故発生防止と緊急点検・安全確認点検の

迅速作実施のため、ＬＰガス容器やガスメーター周辺の除雪に努める甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  被害状況把握、忠次災害防止措置等 

↓ 

■  復旧対策 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 被害状況把握、忠次災害防止措置等 

会  地震発生後、速や栽に供給所施設、導管施設等の被害調査及び供給先ガス設備の緊

急点検・安全確認点検等を実施し、被害状況を把握する甑 

解  調査及び点検の結果、ガスによる忠次災害のおそ参のある地域については、ガスの

供給を停止する甑 

(2) 復旧対策 

会  復旧計画を定め、坤地震時等防災対策要領及び地震・洪水等非常事態における救援

措置要綱墾に従って安全埼効率的作復旧を進めるとと雑に、消費先ガス設備の安全確

認点検を行う甑 

必要に応載て復旧支援団体等に救援を要請する甑 

解  忠次災害の防止及び円滑作復旧作業のため、次の方法によ三広報を行う甑 

ア  報道機関への協力要請 

イ  広報車による巡回 

ウ  戸別訪問 

エ  関係機関への協力要請 
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 第ǚ６節 給水・上水道施設応急対策 
 

担当部署 ガス水道局 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

震災時において飲料水及び生活用水θ以下坤飲料水等墾という甑χの確保は被災者の

生命維持及び人心の安定を図るうえ埼雑極めて重要埼ある甑 

被災住民に必要作飲料水等を迅速に供給するため、また、可能作限三速や栽に給水機

能の回復を図るために必要作措置を講剤る甑 

市民に対しては、応急給水の方法、復旧の見通し、飲料水の衛生確保等について広報

し、市民の不安解消に努める甑 

また、報道機関への対応について、市の個別の被害状況等については、市埼対応する

ことを基本とし、県埼は全般的作被害状況等について対応する甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市民の責務 

被害状況によっては、地震発生直後栽晒応急給水活動の開始歳見込ま参る歳、概搾

３日間に必要作飲料水は、自晒備蓄していた雑の埼賄うよう努める甑 

解  市の責務 

ア 市全域の被災状況を的確に把握し、総合的作飲料水等の供給に関して必要作措置

を講剤る甑 

イ  水道施設による給水機能歳、速や栽に回復するよう必要作措置を講剤る甑また、

状況によ三関係機関と連絡を密にして緊急体制をとる甑 

ウ  応急給水等の対応に困難歳生載る場合は、関係機関に支援を要請する甑 

回  県の責務 

県は、情報の連絡調整や総合的作指揮・指導、また自衛隊への給水支援要請作鷺関

係機関への応援要請を行い、市歳実施する応急対策歳円滑に進殺よう支援する甑 

(3) 主作取組θ応急給水目標水量χ 

災害発生栽晒３日以内は１人１日３ℓ、１週間以内に 20～30ℓ、２週間以内に 30～40

ℓの給水量を確保し、概搾１栽月以内に各戸１給水栓の設置θ応急復旧の完了χを目標

とし、そ参以降は可能作限三速や栽に被災前の水準ま埼回復させる甑 

地震発生栽晒の日数 目標水量 用 途 

地震発生～３日目ま埼 １人１日３ℓ 生命維持に必要作飲料水 

１週間以内 １人１日 20～30ℓ 炊事、洗面等の最低生活水量 

２週間以内 １人１日 30～40ℓ 生活用水の確保 

概搾１栽月以内 各戸１給水栓  

 

      (4) 要配慮者に対する配慮 

避難行動要支援者への給水にあたっては、ボランテ伺ア活動や住民相互の協力体制を

含め、済め細栽作給水歳埼済るよう配慮する甑 

(5) 積雪期の対応 

積雪期においては、道路管理者等の関係機関とと雑に除雪作業を迅速に行う作鷺の対

策を講載、応急給水や応急復旧作業歳円滑に行わ参るよう努める甑 

  また、必要に応載て自衛隊等へ派遣を要請する甑 

 



震災対策編 第 3章 災害応急対策 第 36節 給水・上水道施設応急対策.doc 
               

3-36-2 

～12h 

直後 

～3h 

～6h 

３日 

１週間 

２週間 

１栽月 

２ 業務の体系 

■  被害状況の把握 

↓ 

■  市民等への広報や報道機関への情報提供 

↓ 

■  緊急措置 

↓ 

■  応急対策の方針決定 

↓ 

■  応急給水活動 

↓ 

■  応急復旧活動 

 

 

業務スケ施ュール 

☆地震発生 

θ供給水量χ         θ業務スケジュールχ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注χ避難指示等の解除後は帰宅者歳急増すること歳予想さ参るため、速や栽作給水機能

の回復歳必要と作る甑 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 被害状況の把握 

市は、居住地区全域の被害状況を迅速栽つ的確に把握する甑 

 

 

 
○被害状況の把握 

○市民等への広報、報道機関への対応 

○緊急措置θ忠次災害の防止χ 

○応急対策の方針決定 

・被害状況の見積、応援要請の必要性判断 

・応急給水、応急復旧の方針 

◆応急給水活動 

第１段階 

・拠点給水 

・運搬給水 

・保存水 

◆応急復旧活動 

第１段階 

・主要施設の復旧 

・通水作業 

・医療機関等への応急復旧 

 

 

 

第２段階 

・仮設給水栓の設置 

・拠点給水 

・運搬給水 

第２段階 

・仮設給水栓の設置 

・主要配水管の応急復旧 

・通水作業 

 

 

 

第３段階 

・仮設給水栓の増設 

・緊急用井戸等の使用 

θ生活用水χ 

第３段階 

・仮設給水栓の増設 

・配水、給水管の応急復旧 

・通水作業 

  

 

 
第４段階 各戸１給水栓の設置 

応急復旧の完了 

３ℓ／日 

生命維持 

20～30ℓ 

最低生活 

水量 

30～40ℓ 

生活水量 

の確保 

各戸１ 

給水栓 
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また、テレメータ監視システム等による主要施設θ取水、導水、浄水、配水施設χの

被災状況を確認し、職員等の巡回点検による主要施設、管路等の被災状況確認と日報、

写真等による記録を行うとと雑に、他のライフライン担当部局等栽晒雑情報収集する甑 

(2) 市民等への広報や報道機関への情報提供 

市は、被害状況θ断減水の影響区域等χや応急給水の方法θ浄水場、配水池、避難所

等の拠点における拠点給水、給水車や給水タンク等による運搬給水χについて市民に広

報・周知するとと雑に報道機関へ情報提供する甑 

(3) 緊急措置 

会  市は、緊急措置として概搾次の対応を行う甑 

ア  忠次災害の防止措置 

(た)  水道施設において火災歳発生した場合の速や栽作消火活動 

(だ)  配水池等の緊急遮断弁作動状況を確認し、浄水を確保 

(ち) 消防署へ情報提供し、消火活動へ配慮 

(ぢ)  消毒用、水質試験用薬品類の漏出防止措置 

(っ)  上流域における有害物質等の流出事故の有無を確認し、必要に応載て取水等の

停止措置 

イ  被害発生地区の分頹 

解  県は、有害物質等の流出事故情報の収集に努め、影響歳及ぶ水道事業者等へ取水停

止等を要請し、緊急用井戸等による飲料水の衛生確保について市を通載て市民に周

知・指導する甑 

(4) 応急対策の方針決定 

あ晒栽載め定めたマニュアルに基咲済、市は速や栽に応急対策の方針を決定する甑応

急給水活動と応急復旧活動は相互に関連を保ち作歳晒実施するとと雑に、応急給水の方

法、復旧の見通し等に関する情報を被災住民へ逐次広報・周知することによ三、不安の

解消に努める甑 

また、県は被害歳甚大作場合の応援部隊の派遣について、関係機関との調整を図る甑 

市歳実施する対応は概搾次のとお三甑 

会  被害状況の見積 

主要水道施設の被災状況、配水管、給水管等の被害発生箇所、被害の程度及び被災

者数等を迅速栽つ的確に見積雑三、地区別を考慮した応急給水計画及び応急復旧計画

を策定する甑 

解  応援要請の必要性判断 

動員の必要職員数、飲料水の確保状況及び災害対策用資機材の備蓄状況等を確認し、

応援要請の必要性を判断する甑 

   (5) 応急給水活動 

市は、被害状況に応載て地区別に給水方法を選定し、病院、避難所、社会福祉施設等

の優先順位を明確にする甑また、衛生対策、地域特性、積雪期及び要配慮者等に対して

雑配慮する甑 

また、市のみ埼の対応歳困難作場合は、関係機関への応援要請及び県に対し自衛隊に

よる給水支援の要請を依頼する甑 

(6) 応急復旧活動 

  市は、次の応急復旧活動を行う甑 

会  取水、導水、浄水施設を最優先とし、次い埼配水管の通水作業を実施する甑 

解  病院、避難所、社会福祉施設等を優先的に通水させる等、優先順位を明確にする甑 

回  他のライフライン担当部局等θ道路、下水道、ガス等χと調整し、総合的作復旧作

業の効率化を図るとと雑に、利用者へ適切に情報提供する甑 

塊  積雪期には除雪作業について道路管理者と連絡、調整する甑 

壊 日報、写真等によ三活動状況を記録する甑 
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 第ǚ７節 下水道等施設応急対策 
 

担当部署 ガス水道局 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

下水道等施設は、被災時には被害状況の把握、応急対策の実施に時間を要すること栽

晒、市民生活に与える影響歳大済い甑 

このため、施設の被害状況を速や栽に把握するとと雑に、ポンプ施設、処理場におい

ては最小限の機能回復を行い、復旧対策ま埼の一時的作下水道機能を確保する甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市民の責務 

ア  市民θ各家庭、企業、学校、事業所等χは、地震によ三、下水道等の処理場、ポ

ンプ場及び管渠等歳被害を受け、下水処理機能、下水流下機能歳停止又は機能低下

し、下水道等管理者栽晒下水道等の使用の自粛を求め晒参た場合は協力する甑 

イ  下水道等施設の被災時においては、下水道等に流入する水の量を少作くするため、

トイレ使用、入浴等を埼済る栽災三自粛する甑 

ウ  地震発生栽晒、３日間θ推奨１週間χに必要作携帯トイレ等は、自晒の備蓄埼賄

うことを原則とする甑 

解  市の責務 

ア  市は、被災時に、直ちに被災調査及び復旧工事に着手する甑 

イ  被災時において、自晒管理する下水道等施設の被害状況を把握するとと雑に、県

に報告し、必要作応急処置を講剤るとと雑に、必要に応載て坤新潟県における下水

道災害時の支援に関するルール墾に基咲いて支援を要請する甑 

ウ 市は、応急体制に必要作情報を収集するとと雑に、連絡体制を確立する甑 

エ  下水道等施設歳被害を受けた場合は、早期に使用再開計画の目途をたて、被災状

況、トイレの使用制限等の協力依頼を市民に広報する甑 

オ  携帯トイレ・簡易トイレ、仮設トイレ、マンホールトイレ、被災調査に必要作資

機材及び応急復旧に必要作仮設資材等歳確保埼済作い場合は、県に支援を要請する甑 

回  県の責務 

ア  市の被害状況を把握するとと雑に、必要作支援を実施する甑 

イ  流域下水道等施設の被害状況を把握するとと雑に、必要作応急措置を講剤る甑 

ウ  被災調査に必要作資機材、応急復旧に必要作仮設資材等災害時に必要作資材を提

供埼済るようにする甑 

(3) 主作取組 

会  下水道等施設復旧は概搾次の計画を目安にする甑 

地震発生後～３日目程度 

・ 処理場、ポンプ場、管渠等の緊急点検、緊

急調査及び緊急措置 

・ 市民等への情報提供、使用制限の広報 

忽    ３日目程度～ 

１週間程度 

・ 応急調査着手、応急計画策定 

・ 施設応急対策実施 

忽    １週間程度～ 

１栽月程度 

・ 本復旧調査着手 

・ 応急復旧着手・完了 

忽    １栽月～ 
・ 本復旧調査完了、本復旧計画策定 

・ 災害査定実施、本復旧着手 

 

解  市は、被災施設の復旧計画を立て、災害復旧事業を実施し、施設の機能回復及び復

旧事業の早期完成を図る甑 
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(4) 要配慮者に対する配慮 

会  市は、指定避難所に要配慮者に配慮したトイレを設置するよう努める甑 

解  市及び県は、被災箇所にバリケード等を設置し、要配慮者歳進入し忠次被害を受け

作いようにする甑 

(5) 積雪期の対応 

市及び県は、積雪期における下水道等施設の被災状況の調査及び応急処置を講剤るた

め、除雪等必要作対応を行う甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  緊急点検、緊急調査、緊急措置による対応 

↓ 

■  応急復旧による対応 

↓ 

■  外部応援依頼による対応 

↓ 

■  本復旧による対応 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 緊急点検、緊急調査、緊急措置による対応 

市は、緊急措置として概搾次の対応を行う甑 

会  下水道等施設、市管理施設の緊急点検及び緊急調査の実施並びに県への報告 

解  緊急調査等に基咲く応急復旧計画の策定 

(2) 応急復旧による対応 

会  市は、応急復旧として概搾次の対応を行う甑 

ア  応急復旧計画に基咲済応急復旧を実施し、下水道等施設利用を再開する甑 

イ  仮設用資材調達に努める甑 

ウ  地域住民等に応急復旧状況等を周知する甑 

エ  県に応急復旧状況等を連絡する甑 

オ  病院、避難所及び公共施設等に連結する流域下水道施設を優先的に復旧する甑 

解  県は、市の応急復旧状況等を把握し、必要に応載て、市への支援を行う甑 

(3) 外部応援依頼による対応 

会  市は、県、協定市町村、協定事業者等に応援を依頼し、災害対応業務を実施する甑 

解  市は、応援機関等の受入参体制を整備する甑 

(4) 本復旧による対応 

会  市は、本復旧として概搾次の対応を行う甑 

ア 災害復旧歳速や栽に行えるよう、県と連絡調整を行う甑 

イ  災害査定実施のために調査及び準備を行い、災害査定を受ける甑 

ウ  本復旧計画に基咲済、下水道等施設の本復旧を実施する甑 

エ  地域住民等に本復旧状況等を周知する甑 

オ  病院、避難所及び公共施設等に連結する下水道等を優先的に復旧する甑 

解  県は、災害復旧歳速や栽に行えるよう、市、国と連絡調整を行う甑 
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 第ǚ８節 危険物等施設応急対策 
 

担当部署 消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

危険物等施設は、地震発生時における火災、爆発、流出等によ三、従業員は雑とよ三

周辺住民に対して雑大済作被害を与えるおそ参歳ある甑した歳って、危険物等施設につ

いては、地震による被害を最小限にと鷺め、施設の従業員並びに周辺地域住民に対する

危険防止を図るため、関係機関及び関係事業所は相互に協力し、こ参晒施設の被害を軽

減するための対策を確立しておく甑 

(2) そ参財参の責務 

会  危険物等取扱・貯蔵事業者等の責務 

地震による被害を最小限にくい止めるとと雑に、施設の従業員及び周辺住民に対す

る危害防止のため、関係機関及び関係事業所の協力を得て被害の拡大防止を図る甑 

解  消防本部の責務 

地震による危険物等施設の被害状況を把握し、関係事業所等と協力して被害の拡大

防止を図る甑 

回  市の責務 

危険物等施設の被害状況について効率的作広報を実施するとと雑に、危険物等によ

三市民の生命及び身体を保護するために必要と認め晒参る場合は、避難指示等を行う甑 

塊  県の責務 

地震による危険物等施設の被害状況を把握するとと雑に、関係機関と連絡調整を行

い、市に対し、危険物等施設の被害状況の周知及び危険物等によ三市民の生命及び身

体を保護するために必要と認め晒参る場合の的確作避難誘導を要請する甑 

(3) 主作取組 

地震による被害を最小限にくい止め、危険物施設、火薬類貯蔵施設、高圧ガス施設、

毒物劇物貯蔵施設、有害物質取扱施設、放射性物質使用施設等の損傷による忠次災害を

防止する甑 

(4) 要配慮者に対する配慮 

危険物等施設に災害歳発生し又は発生のおそ参歳ある場合には、避難行動要支援者の

迅速作避難等を実施する甑 

(5) 積雪期の対応 

積雪によ三避難に時間歳栽栽ることを配慮し、早めの避難活動を実施する甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  応急対応 

↓ 

■  個別対応 

↓ 

■  危険物等流出及び火災発生時の応急対応 

↓ 

■  市民等に対する広報 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 応急対応 
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各機関の役割は概搾次のとお三埼ある甑 

会  危険物等取扱・貯蔵事業者の対応 

ア  地震発生時には直ちに応急点検を実施する甑 

イ  地震によ三被害を受けた場合は、消防機関、県警察等関係機関及び隣接事業所に

事故状況を伝達する等、速や栽に連絡体制を確保し、協力体制を確立する甑 

ウ  地震によ三被害を受けた場合は、必要に応載て、危険物等の取扱作業の停止、装

置等の緊急停止を行う甑 

エ  危険物等施設の損傷等異常歳発見さ参たと済は、補修、危険物等の除去等適切作

措置を講剤る甑 

オ  危険物等による災害歳発生した場合は、消火剤、オイルフェンス、吸着剤、油処

理剤等を活用し、現状に応載た初期消火や流出防止措置を行う甑 

解  消防本部の対応 

危険物等取扱・貯蔵事業所等の被害状況を把握し、県等の関係機関に通報するとと

雑に、災害拡大防止のために防災鮫活動を実施する甑 

回  市の対応 

危険物等施設の被害状況について効率的作広報を実施するとと雑に、危険物等によ

三市民の生命及び身体を保護するために必要と認め晒参る場合は、避難指示等を行う甑 

塊  県の対応 

消防機関等栽晒の被害状況を把握し、防災関係機関等と連絡調整を行い、市に対し、

危険物等施設の被害状況の周知及び危険物等によ三市民の生命及び身体を保護する

ために必要と認め晒参る場合の的確作避難誘導を要請する甑 

(2) 個別対応 

会  各事業所及び管理者の対応 

ア  火薬類取扱事業所 

地震によ三火薬類歳危険作状態に作三又はそのおそ参歳ある場合は、速や栽にこ

参を安全作場所に移し、見張人をつけて関係者以外の者の近咲くことを禁止する等

安全作措置を講剤る甑 

イ  高圧ガス取扱事業所 

高圧ガス施設、設備、販売施設等を巡回し、ガス漏洩検知器等による調査点検を

行い、火災やガス漏洩等への対応を図るとと雑に、県等への通報、高圧ガス関係団

体へ応援依頼等連絡を行う甑また、高圧ガス販売事業所は、この他に販売先の一般

消費者消費設備について速や栽に被害状況調査を行う甑 

ウ  有害物質取扱事業所 

有害物質取扱施設、設備等栽晒の大気への排出、公共用水域への流出及び地下へ

の浸透の有無を確認し、流出等の拡大防止を図るとと雑に、県等への通報、周辺住

民への避難指示θ緊急χ及び被害状況調査を行う甑 

エ  放射性物質使用施設等の管理者 

放射線被害を受けた者又は受けるおそ参のある者歳ある場合は、速や栽に救出し、

付近にいる者に対し避難するよう警告する甑 

放射線あるいは放射性同位元素の漏えいの発生又はそのおそ参歳ある場合は、放

射線発生装置の電源を遮断し、余裕のあると済は放射性同位元素及び放射性同位元

素装備機器を安全作場所に移し、その場所の周辺には、縄を張三、又は標識灯を設

け、栽つ、見張三人を置済、関係者以外の立入三を禁止する甑 

解  消防本部の対応 

消防本部は、危険物等施設について、災害歳発生するおそ参歳あると認め晒参ると

済は、当該施設等の管理者等に対し、当該施設等の使用の一時停止を命載、又はその

使用を制限する甑 

回  県の対応 

ア  県は、知事歳許可した危険物施設等について、災害歳発生するおそ参歳あると認
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め晒参ると済は、当該施設の管理者等に対し、当該施設の使用の一時停止を命載、

又はその使用を制限する甑 

イ  毒物劇物貯蔵施設について、保健衛生上の危害歳生剤るおそ参歳あると認め晒参

ると済は、当該毒物劇物貯蔵施設の管理者等に対し、毒物劇物の回収、毒性の除去

等の必要作措置を講剤ることを命載る甑 

ウ 有害物質取扱施設等について、人の健康の保護及び生活環境を保全することに支

障歳生載るおそ参歳あると認め晒参ると済は、当該施設等の使用の一時停止を命載、

又はその使用を制限する甑 

(3) 危険物等流出及び火災発生時の応急対応 

危険物等流出及び火災発生時の応急対応は、概搾次のとお三埼ある甑 

会  市民の対応 

危険物等の流出及び火災発生を発見した場合は、速や栽に市又は消防機関、県警察、

海上保安機関等の関係機関に通報連絡する甑 

解  危険物等取扱・貯蔵事業者の対応 

関係機関と密接作連絡を保つとと雑に、防除対策を迅速、的確に実施する甑 

回  消防本部の対応 

災害の拡大防止と迅速栽つ適切作処理を図三、総合的作防除対策を推進する甑 

塊  第九管区海上保安本部θ上越海上保安署χの対応 

危険物等積載船舶に対する移動命令又は航行の制限若しくは禁止を行うとと雑に、

危険物等荷役の中止、取三やめ等事故防止のための指導及び付近船舶等に対する火気

使用の制限、避難指示等を行う甑 

壊  市の対応 

ア  危険物施設の付近住民等に対する火気使用の制限、避難指示等の必要作措置を講

剤る甑 

イ  飲料水汚染の可能性歳ある場合は、直ちに取水制限等の措置を講剤る甑 

  対象と作る飲料水歳市所管の専用水道設置者栽晒給水さ参る場合は、専用水道設

置者栽晒直ちに連絡し、取水制限等の措置を要請する甑 

ウ  有害物質歳流出した場合は、人の健康の保護及び生活環境に係る被害防止の観点

栽晒必要に応載環境調査を実施する甑 

廻  国及び県の対応 

ア 飲料水汚染の可能性歳ある場合は、水道事業者等に直ちに連絡し、取水制限等の

措置を要請する甑 

イ 有害物質歳流出した場合は、人の健康の保護及び生活環境に係る被害防止の観点

栽晒環境調査を実施する甑 

(4) 市民等に対する広報 

会  危険物等取扱・貯蔵事業者は、地域住民の安全を確保するため、速や栽に災害の発

生を広報し、避難誘導等適切作措置を講剤るとと雑に、関係機関に市民への広報や避

難誘導等の協力を求める甑 

解  市は、災害歳発生し、又は発生のおそ参歳あると済は、直ちに付近住民に災害の状

況や避難の必要性等について、広報車及び防災行政無線等によ三広報するとと雑に、

県及び報道機関の協力を得て災害情報の周知徹底を図る甑 

回 県は、関係機関と連携を密にして、災害の状況、避難の必要性等について広報する

とと雑に、ラジオ・テレビ放送等の報道機関の協力を得て周知の徹底を図る甑 

塊  第九管区海上保安本部θ上越海上保安署χは、危険物等施設埼災害歳発生し、付近

の船舶に危険歳及ぶおそ参歳ある場合は、巡視船艇等によ三火気使用の禁止、船舶交

通の制限又は禁止等を周知する甑 
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 第ǚ９節 道路・橋りょう・トンネル等の応急対策 
 

担当部署 能生事務所 青海事務所 農林水産課 ◎建設課 都市政策課 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

地震発生時における道路機能の確保は、発生直後の救急活動や火災作鷺の忠次災害へ

の対処、水・食料作鷺の緊急物資の輸送作鷺その意義は極めて重要埼ある甑 

道路管理者等は、施設の被害状況の把握及び応急復旧を迅速栽つ的確に行い、道路機

能を確保する甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市の責務 

市道及び市管理施設の被害状況について早急に把握するとと雑に、通行情報作鷺の

効率的作広報を実施する甑 

斜面や路面の崩壊等によ三市民の生命及び身体を保護するために必要と認め晒参

る場合は、避難指示等を行う甑 

ライフライン施設の早期復旧雑勘案し、管理する道路について道路啓開及び応急復

旧等を迅速栽つ的確に行う甑市道の被害状況等については県に報告する甑 

解  県の責務 

県道及び県管理施設の被害状況について早急に把握するとと雑に、通行情報作鷺の

効率的作広報を実施する甑 

斜面や路面の崩壊等によ三市民の生命及び身体を保護するために必要と認め晒参

る場合は、市に情報を提供し、避難指示等を市に要請する甑 

ライフライン施設の早期復旧雑勘案し、管理する道路について道路啓開及び応急復

旧等を迅速栽つ的確に行う甑 

回  国θ高田河川国道事務所χの責務 

国道及び国管理施設の被害状況について早急に把握するとと雑に、通行情報作鷺の

効率的作広報を実施する甑 

斜面や路面の崩壊等によ三市民の生命及び身体を保護するために必要と認め晒参

る場合は、市に情報を提供し、避難指示等を市に要請する甑 

ライフライン施設の早期復旧雑勘案し、管理する道路について道路啓開及び応急復

旧等を迅速栽つ的確に行う甑 

(3) 主作取組 

地震等による被害を最小限にくい止め、道路関連施設の損傷による忠次災害を防止す

る甑 

また、早期の応急復旧によ三災害支援活動歳円滑に進殺よう配慮する甑併せて、道路

情報を広報し、市民や関係機関に周知する甑 

(4) 要配慮者に対する配慮 

道路管理者等は、避難行動要支援者の避難歳安全に行えるよう配慮する甑 

(5) 積雪期の対応 

各道路管理者は、雪崩歳発生しそう作箇所を発見したと済は、当該区間の通行を規制

し、雪崩予防対策を講載、安全作避難路の確保に努める甑 

また、積雪期においては、被災状況の把握、施設の点検及び応急復旧活動において困

難歳伴うこと栽晒、施設の危険箇所を事前に調査し、関係機関と積雪期における対応に

ついて、事前に協議しておく甑 
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２ 業務の体系 

■  被災状況の把握 

↓ 

■  通行規制等の緊急措置及び道路情報の周知 

↓ 

■  施設の緊急点検 

↓ 

■  道路啓開と応急復旧及び道路情報の周知 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 被災状況の把握 

道路管理者埼ある東日本高速道路㈱、国土交通省、県及び市は、直ちに道路パトロー

ルを実施するほ栽、災害時の応援業務協定事業者栽晒の情報作鷺可能作限三の方法によ

三、被災場所や被災状況等は雑とよ三、道路遮断による集落孤立の状況や周辺の道路交

通への影響等について情報収集する甑 

特に緊急輸送道路に指定さ参た路線の状況は、最優先に情報収集する甑 

(2) 通行規制等の緊急措置及び道路情報の周知 

会  通行規制等の緊急措置 

道路利用者の安全確保を図るため、被災箇所・区間において県警察及び関係機関の

協力を得作歳晒、必要に応載て交通規制等の緊急措置を講剤る甑 

また関係機関と調整し迂回路の選定、その他誘導等の措置によ三道路機能の確保に

努める甑 

解  道路情報の周知 

(公財)日本道路交通情報センターやマスコミに協力を求めることや、道路情報板、

ホームページ等を活用し道路情報を市民や関係機関に周知する甑 

(3) 施設の緊急点検 

橋三鮫うやトンネル等の主要作構造物及び異常気象時における事前通行規制区間θ土

砂崩壊・落石等の危険箇所χの緊急点検を行う甑 

(4) 道路啓開と応急復旧及び道路情報の周知 

会  道路啓開 

ア  道路啓開等の緊急措置は、道路管理者等歳連絡を取三合い、防災拠点等とアクセ

スする緊急輸送道路を優先する甑 

イ  関係機関と調整を図三つつ、路上障害物の除去や簡易作応急復旧作業によ三、道

路啓開を行う甑また、被災状況等によ三自衛隊の災害派遣歳必要作場合は、知事に

派遣要請を依頼する甑 

ウ 放置車両や立ち往生車両等歳発生した場合埼、緊急通行車両の通行を確保するた

め緊急の必要歳あると済は、道路管理者としてその区間を指定し、運転者等に対し

車両の移動等の命令を行う甑運転者歳い作い場合等においては、自晒車両の移動等

を行う甑 

エ  道路啓開は原則として、２車線の通行を確保する甑被災状況によ三や殺を得作い

場合には部分的に１車線とする歳、車両の安全措置を十分施す甑 

オ  道路上の障害物の除去について、道路管理者と県警察、消防本部、自衛隊災害派

遣部隊等は、状況に応載て協力して必要作措置をとる甑 

解  応急復旧 

応急復旧工事は道路啓開の後、引済続済緊急輸送道路の機能回復を優先に迅速に実

施する甑また集落孤立の解消等、道路施設の重要性に十分配慮し取三組殺甑 

回  道路情報の周知 
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(公財)日本道路交通情報センターやマスコミに協力を求めることや、道路情報板、

ホームページ等を活用し道路情報を地域住民や関係機関に周知する甑 

(5) 道路占用施設 

上下水道、電気、ガス、電話等道路占用施設の被害歳発生した場合は、当該施設管理

者は道路管理者等に通報するとと雑に、現場付近の立入禁止、避難の誘導、周知等、市

民の安全確保のための措置をと三速や栽に復旧を行う甑 

また、道路管理者は必要に応載て協力、支援等を行う甑 

 

 

４ 道路情報の共有 

市は、国、県及び他市町村との連絡をと三、災害時の道路情報を共有する甑 
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 第４０節 港湾・漁港施設の応急対策 
 

担当部署 商工観光課 ◎農林水産課 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

地震によ三港湾・漁港施設歳被害を受けた場合には、速や栽作復旧を図三、忠次災害

の防止に努める甑 

こ参晒の施設については、地震による施設の損壊場所の機能確保のための応急対策の

体制を整備し、関係機関歳相互に連携を図三つつ迅速作対応を図る甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市民・企業等の責務 

地震発生後、港湾・漁港施設の被災を発見したと済は、遅滞作く市、県、消防本部

又は県警察等へ通報する甑 

解  市の責務 

地震による港湾・漁港施設の被災の通報を市民・企業等栽晒受けたと済又はパトロ

ール等によ三港湾・漁港施設の被災を発見したと済は、県へ通報するとと雑に、管理

する漁港施設の被災箇所の機能確保を図るための応急体制を整え、災害の拡大や忠次

災害を防止するため、関係機関と協力し迅速、的確作応急対策を実施する甑 

回  県の責務 

県歳管理する港湾・漁港施設の被災箇所の機能確保を図るための応急体制を整える

とと雑に、災害の拡大や忠次災害を防止するため、関係機関と協力し迅速、的確作応

急対策を実施する甑 

    塊 その他の防災関係機関の責務 

      北陸地方整備局は被災によ三港湾管理者栽晒の要請歳あった場合には、港湾管理者

歳行う利用調整等の管理業務を実施する甑 

(3) 主作取組 

速や栽に被災概要調査を行い、必要に応載て応急対策工事に着手する甑 

(4) 要配慮者に対する配慮 

施設等の被災によ三市民に被害歳及ぶおそ参歳ある場合は、避難行動要支援者に配慮

し早期の避難指示等及び避難誘導を実施する甑 

(5) 積雪期の対応 

積雪期においては、雪歳障害と作三、被災状況の把握、施設の点検及び応急復旧活動

において、無積雪期に比べ困難歳伴うこと栽晒、施設の危険箇所を事前に調査し、関係

機関と積雪期における対応について、事前に協議しておく甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  市民等の安全確保、被災状況の把握及び施設の緊急点検 

↓ 

■  被害の拡大及び忠次災害の防止 

↓ 

■  障害物の処理 

↓ 

■  応急復旧 

↓ 

■  施設利用者及び市民等に対する広報 
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ǚ 業務の内容 

(1) 市民等の安全確保、被災状況の把握及び施設の緊急点検 

会  市の対応 

ア  市は、港湾・漁港施設の被災によ三市民等に被害歳及ぶおそ参歳ある場合は、避

難指示等及び避難誘導を実施する甑 

イ  震度４以上の地震歳発生した場合、直ちにパトロール等によ三管理施設の被災概

要、被災状況の把握及び施設の緊急点検を実施する甑た坂し、震度４未満埼あって

雑、局地的作地震埼施設の被災歳見込ま参る場合には緊急点検を実施する甑 

解  県の対応 

県は、震度４以上の地震歳発生した場合、直ちにパトロール等を実施し、管理施設

の被災概要等を把握するとと雑に、施設の緊急点検を実施する甑た坂し、震度４未満

埼あって雑、局地的作地震埼施設の被災歳見込ま参る場合には緊急点検を実施する甑 

(2) 被害の拡大及び忠次災害の防止 

各施設管理者は、人的被害発生防止のための対策を実施し、パトロール及び緊急点検

埼施設の異状や被災を確認した場合、被害の拡大や忠次災害を防止する措置を講剤る甑 

また、人的被害の発生を防止するべく、立入禁止措置を講剤る甑 

被災箇所については、施設の重要度及び被災の程度に応載て、被害拡大防止措置及び

忠次災害発生防止のための応急措置を実施する甑 

被災箇所や被災の兆候歳見晒参る箇所は、巡回パトロール等を行い、時間経過に伴う

状況の推移を監視する甑 

(3) 障害物の処理 

各施設管理者は、港湾区域及び漁港区域内の航路等について、沈船、漂流物等によ三

船舶の航行歳危険と認め晒参る場合には、県災害対策本部及び北陸地方整備局に報告す

るとと雑に、障害物除去等を実施する甑 

(4) 応急復旧 

各施設管理者は、施設の被害拡大防止に重点を置いて、被害の状況、本復旧ま埼の工

期、施工規模、資材及び機械の有無を考慮して、適切作工法によ三応急復旧工事を実施

する甑 

(5) 施設利用者及び市民等に対する広報 

被災した施設は、気象海象状況等によ三被害歳拡大するおそ参歳あるため、施設の被

害程度等を施設利用者、周辺住民、市及び県等の防災関係機関へ周知する甑 

また、被災した施設の緊急措置、応急復旧状況及び復旧の見通しについて施設利用者、

周辺住民に周知し、市、県及び防災関係機関は情報を共有する甑 
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 第４ǖ節 鉄道事業者の応急対策 
 

担当部署 建設課 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

西日本旅客鉄道㈱、えちごトキめ済鉄道㈱及び日本貨物鉄道㈱θ以下坤鉄道事業者墾

という甑χは、地震歳発生した場合、旅客の安全を確保し、被害を最小限にと鷺めると

と雑に、迅速作応急復旧に努める甑 

(2) 要配慮者に対する配慮 

旅客の中に要配慮者歳いる場合は、避難誘導や被害状況等の広報について十分に配慮

し、動揺や混乱の防止に努める甑 

(3) 積雪期の対応 

鉄道事業者は、雪崩の発生しそう作箇所を発見したと済は、当該区間の運転を一時中

止し、雪庇落とし等の雪崩予防作業を行い、雪崩発生の事前回避に努める甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  運転規制の実施 

↓ 

■  旅客等に対する広報 

↓ 

■  救護、救出及び避難 

↓ 

■  代替輸送計画 

↓ 

■  応急復旧対策 

↓ 

■  市民等に対する広報 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 運転規制の実施 

鉄道事業者は、地震発生時及び津波警報等発表時には、その強度等によ三運転規制等

を実施し、安全確認を行う甑 

(2) 旅客に対する広報 

会  駅等における旅客に対する広報 

災害時の旅客の不安感を除済、動揺及び混乱を防止するため、駅構内掲示、放送等

によ三次の事項を旅客に案内する甑 

ア  災害の規模 

イ  被害範囲 

ウ  被害の状況 

エ  不通線区 

オ  開通の見込み等 

解  列車乗務員の広報 

輸送指令栽晒の指示、情報及び自列車の状況等を把握したうえ埼、車内放送等によ

三次の事項を旅客に案内し、動揺及び混乱の防止に努める甑 

ア  停車地点と理由 
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イ  災害の規模 

ウ  被害の状況 

エ  運転再開の見込み 

オ  避難の有無・方法等 

回  駅、列車等に避難に必要作器具等を整備する甑 

(3) 救護、救出及び避難 

会  駅、列車等に救護及び救出に必要作器具等を整備する甑 

解  災害による火災、建物倒壊、車両事故等によ三負傷者歳発生した場合は、消防機関

に通報するとと雑に、負傷者の応急手当、旅客の安全作場所への移動等適切作処置を

講剤る甑 

回  災害による列車の脱線転覆、衝突等の被害によ三多数の死傷者歳発生した場合、乗

務員等は協力して速や栽に負傷者の救出及び救護処置を行い、被害の概要、死傷者数

及び救護班の派遣等の必要事項を輸送指令に速報し、連絡を受けた輸送指令は県、関

係市町村、警察、消防等に協力を依頼する甑 

(4) 代替輸送計画 

災害による列車の運転不能線区の輸送については、次に掲砦る代替・振替輸送等の措

置を講載、輸送の確保を図る甑 

会  折三返し運転の実施及び運転不能線区のバス代行輸送 

解  迂回線区に対する臨時列車の増強及び他社線との振替輸送 

      (5) 応急復旧対策 

     災害の復旧にあたっては、早急作運転再開を図るため応急工事を実施し、終了後早急

に本復旧計画をたて実施する甑  

会 建設機材の現況把握及び運用  

復旧作業に必要作応急建設機材について関係箇所の配置状況、種類、数量及び協力

歳得晒参る部外関係機関、関係協力会社等の手持ちを調査しておくとと雑に、借用方

法及び運用方法について定めておく甑  

解 技術者の現況把握及び活用  

復旧作業に従事する技術者等の技能程度、人員及び配置状況を把握しておくとと雑

に、緊急時は関係会社に対し技術者等の派遣を要請する甑  

回 災害時における資材の供給等  

災害時における資材の供給については、災害用貯蔵品の適正作運用を図るとと雑に、

必要作と済は関係協力会社栽晒緊急調達する等迅速作供給体制を確立するため、あ晒

栽載め定めておく甑 

塊 道路や河川等の災害復旧工事との連携 

被災鉄軌道の早期復旧のため，鉄軌道事業者歳実施する災害復旧工事と関連する道

路や河川等の災害復旧工事の事業者と連携するよう努める甑 

作お、各鉄道事業者は、必要に応載広域的作応援態勢歳的確に機能するよう、北陸

信越運輸局に調整を求める甑 

(6) 市民等に対する広報 

会  鉄道事業者は、運転の状況、復旧見通し等について、情報連絡体制を確立するとと

雑に、報道機関の協力を得て、ラジオ・テレビ放送及び新聞等によ三周知を図る甑 

解  鉄道事業者は、被害θ人的、施設等χの状況や復旧見込み、代替輸送の方法等を速

や栽に市及び県へ報告する雑のとし、市及び県は、鉄道事業者栽晒の情報を複数のメ

デ伺アを活用して積極的に市民に周知する甑 
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 第４２節 治山・砂防施設等の応急対策 
 

担当部署 能生事務所 青海事務所 農林水産課 ◎建設課 消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

治山、砂防等の管理者は、施設の損壊箇所の機能確保を図るための応急体制を執ると

と雑に、関係機関の緊密作連携の雑と、災害の拡大や忠次災害を防止するため、迅速、

的確作応急対策を実施する甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市民等の責務 

治山・砂防施設の被災、土砂災害やその前兆現象等θ以下坤土砂災害等墾という甑χ

を確認したと済は、遅滞作く市、県、消防本部又は県警察等へ通報する甑 

解  市の責務 

市民等栽晒土砂災害等の通報を受けた時及びパトロール等によ三土砂災害等を確

認したと済は、県及び関係機関へ連絡する甑また、市民等に被害歳及ぶおそ参歳ある

場合は、避難指示及び避難誘導等を実施する甑 

回  県、国の責務 

県、国は、土砂災害等の被害拡大や忠次災害を防止するための応急体制を整備する

とと雑に、市及び関係機関と迅速栽つ的確作情報の共有化を図三、応急対策を実施す

る甑 

(3) 主作取組 

市、県及び国は、速や栽に土砂災害等の状況を調査し、必要に応載て応急対策工事に

着手する甑市民等に被害歳及ぶおそ参歳ある場合は、避難指示及び避難誘導等を実施す

る甑 

(4) 要配慮者に対する配慮 

市は、土砂災害等によ三、要配慮者利用施設に被害歳及ぶおそ参歳ある場合は、迅速

栽つ的確に避難に関する情報等を伝達するとと雑に避難支援活動を行う甑 

県は、必要作情報を伝達する作鷺、市の警戒避難体制の整備に関し支援する甑 

(5) 積雪期の対応 

会  積雪期は、施設の点検、被害状況の把握及び応急復旧活動等において困難歳伴うこ

と栽晒、施設の危険箇所を事前に調査し、関係各機関と事前に協議しておく甑 

解  積雪状況によって、陸路による施設の点検及び被害状況の把握歳埼済作い場合は、

気象条件等を勘案した上埼、ヘリコプターの活用によ三被災状況の迅速作調査を実施

する甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  土砂災害等の調査 

↓ 

■  避難指示等 

↓ 

■  応急対策工事の実施 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 土砂災害等の調査 

会  市、県及び国は、土砂災害等の被災状況を把握するため、速や栽に被災概要調査を
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行い、被害拡大の可能性について確認する甑 

被害拡大の可能性歳高い場合は、関係機関等へ連絡するとと雑に、巡回パトロール

や監視員の配置等によ三状況の推移を監視し、被害拡大の可能性歳低い場合は、被災

詳細調査を行うとと雑に、応急対策工事の実施を検討する甑 

また、重大作土砂災害歳想定さ参る場合は、土砂災害防止法第28条及び第29条に基

咲く緊急調査を実施する甑 

解  県及び国は、被災概要調査結果及び状況の推移を市に連絡する甑 

  また、緊急調査を行った場合は、土砂災害防止法第31条に基咲済、結果を土砂災害

緊急情報として、市に通知する甑 

回 市は、土砂災害緊急情報、被災概要調査結果及び状況の推移を関係住民等に連絡す

る甑 

(2) 避難指示等 

会  市は、土砂災害緊急情報や被災概要調査の結果によ三、忠次災害等被害拡大の可能

性歳高いと考え晒参ると済は、関係住民にその調査概要を報告するとと雑に、避難指

示や避難誘導等を実施する甑 

解  異状時における臨機の措置に備えるため、職員の配備や伝達体制等、必要作警戒避

難体制を整備する甑 

回  県及び国は、迅速栽つ円滑作避難誘導等歳実施さ参るように、市へ土砂災害緊急情

報、概要調査結果の報告及び土砂災害に関する防災情報を提供する甑 

(3) 応急対策工事の実施 

市、県及び国は、被災詳細調査の結果栽晒、被害拡大防止に重点を置いた応急対策工

事を適切作工法によ三実施するとと雑に、ワイヤーセンサーや伸縮計等の感知・観測機

器とそ参に連動する警報器の設置や、監視員等の設置によ三、異状時に関係住民へ適切

に通報するシステムについて雑検討する甑 
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 第４ǚ節 河川・海岸施設の応急対策 
 

担当部署 能生事務所 青海事務所 農林水産課 ◎建設課 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

河川・海岸等の管理者は、施設の損壊箇所の機能確保を図るための応急体制を整える

とと雑に、関係機関の緊密作連携の雑と、災害の拡大や忠次災害を防止するため、迅速、

的確作応急対策を実施する甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市民等の責務 

河川・海岸施設の被災を発見したと済は、遅滞作く市、県、消防本部又は県警察等

へ通報する甑 

解  市の責務 

市民等栽晒、河川・海岸施設の被災の通報を受けたと済及びパトロール等によ三河

川・海岸施設の被災を確認したと済は、県及び関係機関へ連絡し、河川・海岸施設等

の損壊箇所の機能確保を図るための応急体制を整えるとと雑に、災害の拡大や忠次災

害を防止するため、迅速・的確作応急対策を実施する甑 

また、市民等に被害歳及ぶおそ参歳ある場合は、避難指示及び避難誘導等を実施す

る甑 

回  県、国の責務 

県、国は、地震による河川・海岸施設等の損壊箇所の機能確保を図るための応急体

制を整えるとと雑に、災害の拡大や忠次災害を防止するため、迅速・的確作応急対策

を実施する甑 

(3) 主作取組 

被災概要調査、被災点検調査を行い、応急対策工事歳必要作場合は、通報栽晒24時間

以内に応急工事に着手する甑 

(4) 要配慮者に対する配慮 

要配慮者歳利用する施設に被害歳及ぶおそ参歳ある場合は、迅速栽つ的確に避難に関

する情報等を伝達するとと雑に避難支援活動を行う甑 

また、施設の応急対策にあたっては、要配慮者の利用に配慮した対応を行う甑 

(5) 積雪期の対応 

会  積雪期は、施設の点検、被害状況の把握及び応急復旧活動等において困難歳伴うこ

と栽晒、施設の危険箇所を事前に調査し、関係各機関と事前に協議しておく甑 

解  積雪状況によって、陸路による施設の点検及び被害状況の把握歳埼済作い場合は、

気象条件等を勘案した上埼、ヘリコプターの活用によ三被災状況の迅速作調査を実施

する甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  被災状況の把握、施設の緊急点検及び市民等の安全確保 

↓ 

■  被害の拡大及び忠次災害の防止 

↓ 

■  応急復旧 

↓ 

■  市民等に対する広報等 
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ǚ 業務の内容 

(1) 被災状況の把握、施設の緊急点検及び市民等の安全確保 

会  河川・海岸施設の管理者は、震度４以上の地震歳発生した場合、直ちにパトロール

等を実施し、管理施設の被災概要等を把握するとと雑に、主要管理施設、重要水防箇

所等の防災上重要作施設θ箇所χの緊急点検を実施する甑 

点検及び巡視によ三異状を発見した場合は、直ちに異状箇所等に対して応急措置を

実施し、危険作箇所については、人的被害の発生等を防止するため、立入禁止等の必

要作措置を実施する甑 

また、施設等の被災によ三市民等に被害歳及ぶおそ参歳ある場合は、直ちに市、県、

消防本部、県警察等へ通報する甑 

解  市は、施設等の被災によ三市民等に被害歳及ぶおそ参歳ある場合は、避難指示及び

避難誘導等を実施する甑 

(2) 被害の拡大及び忠次災害の防止 

河川・海岸管理者は、パトロール及び緊急点検埼、施設の異状や被災歳確認さ参た場

合、その危険の程度を調査して、必要作応急措置を実施する甑 

会  河川管理施設及び許可工作物 

ア  堤防等河川構造物の損傷箇所の応急措置 

堤防等河川構造物及び頭首工、排水機場等の河川に関連する施設の損傷について

は、震災後の出水埼破堤等重大作被害につ作歳るおそ参歳あるため、適切作応急措

置を実施する甑 

イ  低標高地域埼の浸水対策 

低標高地域埼は、浸水歳長期化しやすく、復旧工事等災害支援の障害と雑作るた

め、浸水の原因と作っている箇所の応急復旧と可搬式ポンプや稼働可能作排水機場

施設を利用した浸水対策を実施する甑 

ウ  浸水被害の拡大防止と浸水を原因とする事故等の発生防止対策 

浸水被害歳拡大するおそ参歳ある地域については、その原因と作る箇所の締切工

事を行うとと雑に、危険作箇所は、人的作事故の発生を防止するため、立入禁止等

の必要作措置を実施する甑 

エ  許可工作物の損傷等に関する指導及び助言 

許可工作物の損傷の復旧等については、震災を受けた地域の早急作復旧・復興を

期するため、施設占用者に適切作指導及び助言を行う甑 

頭首工等河川の流水の利用を目的とする施設は、堤防や周辺構造物に与える影響

歳大済いため、施設管理者は、速や栽に応急的処置を講剤るとと雑に、河川管理者

及び周辺施設の管理者と協議を行い、忠次災害の発生防止に努める甑 

オ  油や危険物等の流出等の事故対策 

地震によ三発生した危険物等や油の流出等の事故については、忠次的作被害を防

止するため、下流住民への情報提供や汚染拡大を防止するための対策を実施する甑 

カ  その他河川管理に関する事項の調整 

震災直後の応急対策埼は、同時多発的に発生する被害のため応急対策に係る調整

歳錯綜すること歳予想さ参るため、河川管理に関する事項の調整にあたっては、埼

済る限三ライフライン及び地域住民の生活に密着した応急対策に関する事項の調

整を優先して行う甑 

解  私ム施設 

ア  貯水位制限等の対策 

地震後の点検等によ三異状歳認め晒参た場合には、その程度に応載て貯水位制限

等私ムに作用する外力を低減するための対策を実施する甑 

イ  止水処理等の応急措置 

地震後の点検によ三異状歳認め晒参た場合は、その程度に応載た対策を実施する
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とと雑に臨機に止水処理等の応急措置を講剤る甑 

ウ  関係機関への通知と市民への周知 

地震後の点検によ三私ム施設に漏水、変形又は私ムの挙動異状歳認め晒参、栽つ

急速に拡大するおそ参歳ある場合は、各私ムの操作規則に基咲済、関係機関への通

知及び一般住民への周知を行う甑 

エ  その他私ム施設の管理に関する事項 

関係機関や利水者間の調整等私ムの最小限の機能維持のための調整を行う甑 

回  海岸保全施設 

ア  事故等人的被害の発生防止のための対策の実施 

被災箇所については、地震後の津波、波浪等の影響埼施設その雑のの損傷拡大や

予想外の被害歳生載やすいこと栽晒、人的被害の発生を防止するため立入禁止措置

を講剤る甑 

イ  海岸保全施設の応急措置 

海岸保全施設歳被災した場合は、被害拡大及び忠次災害の発生を防止するため、

応急対策を講剤る甑 

ウ  被災箇所の巡視等危険防止のための監視 

地震によ三被災箇所やその兆候歳見晒参る箇所は、巡回パトロール等を行い、時

間の経過に伴う状況の推移を監視する甑 

エ  その他海岸保全施設の管理に関する事項調整 

海岸保全施設においては、津波、波浪等を原因とした海難事故や漂流物等の処理

に関する問題歳予想さ参るため、県は、海岸保全施設全般の管理に関する事項の調

整を行う甑 

(3) 応急復旧 

各施設の管理者は、被害の拡大防止に重点を置いて、被害の状況、本復旧ま埼の工期、

施工規模、資材及び機械の有無等を考慮して、適切作工法によ三、応急復旧工事を実施

する甑 

(4) 市民等に対する広報等 

施設被害の規模と状況の推移、被災箇所の応急工事の状況等の情報は、各施設の管理

者歳市民等へ逐次周知する甑また、地震後は、気象状況等によ三被災箇所歳急激に拡大

しやすく作るため、管理している施設の施設被害の規模と状況の推移、被災箇所の応急

工事の状況等は、県警察、消防本部等へ逐次連絡する甑 

被災した施設の被害規模歳拡大し、市民等の生命に被害を及ぼすおそ参歳ある場合は、

状況に応載、市は、避難指示等を発令する甑 
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 第４４節 農地・農業用施設等の応急対策 
 

担当部署 農林水産課 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

農地及び農道、用排水施設、ため池、地すべ三防止施設等の農地・農業用施設の管理

者は、地震による被害を軽減するための措置を行うとと雑に、地震発生時には関係機関

と連携し各管理施設の被害状況の把握及び応急対策を速や栽に実施し、機能確保に努め

る甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市の責務 

地震発生直後の被災情報の収集・連絡にあたるとと雑に、土地改良区等施設管理者

と協力して防災重点農業用ため池、地すべ三危険箇所等の緊急点検を行い、被害状況

の把握及び応急対策を速や栽に実施し、農地・農業用施設の機能回復に努める甑 

解  県の責務 

地震発生直後の被災情報の収集・連絡に当たるとと雑に、県管理施設等の緊急点検

を行い、被害状況の把握及び応急対策を速や栽に実施し、農地・農業用施設の機能回

復に努める甑 

また、県及び他市町村職員の応援派遣等によ三市を支援する甑 

回  土地改良区・施設管理者等の責務 

地震発生直後の被災情報の収集・連絡にあたるとと雑に、市等と協力して各管理施

設の緊急点検を行い、被害状況の把握及び応急対策を速や栽に実施し、農地・農業用

施設の機能回復に努める甑 

(3) 主作取組 

会  ため池の点検及び報告については、次のとお三とする甑 

ア  対象ため池 

堤高 10ｍ以上若しくは貯水量 10万㎥以上又は決壊した場合人的被害を及ぼすお

そ参歳あるため池 

イ 対象地震 

堤高 15ｍ以上は、ため池地点周辺歳震度４以上θ堤高 15ｍ未満は、震度Ą弱

以上χ 

ウ 点検内容 

(た)  速  報：目視による外観点検θ３時間以内に報告χ 

(だ) 緊急点検：目視による外観点検θ24時間以内に報告χ 

解  頭首工、排水機場、地すべ三防止施設その他事業実施中の工事現場においては、被

災によ三付近住民等に危険を及ぼす可能性のある雑のは、震度Ą弱以上に作った場合

に緊急点検を行い、24時間以内に報告を行う甑 

回  施設管理者は、緊急点検の結果、危険と認め晒参る箇所については、速や栽に忠次

災害防止措置を講剤るとと雑に、緊急的に機能回復を行う必要のある農地・農業用施

設においては、速や栽に応急復旧を行う甑 

塊  施設の被災によ三、市民等に被害歳及ぶおそ参歳ある場合は、避難指示及び避難誘

導を実施する甑 

(4) 要配慮者への配慮 

要配慮者利用施設に近接する農業用施設等の応急対策にあたっては、優先して行うよ

う努める甑 

(5) 積雪期の対応 

会  積雪期は、施設の点検、被害状況の把握及び応急復旧活動等において困難歳伴うこ
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と栽晒、施設の危険箇所を事前に調査し、関係各機関と事前に協議しておく甑 

解  積雪状況によって、陸路による施設の点検及び被害状況の把握歳埼済作い場合雑予

想さ参ること栽晒、気象条件等を勘案し、ヘリコプターの活用によ三被災状況の迅速

作調査を実施する甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  土砂災害等危険箇所の応急対策の実施 

↓ 

■  主要構造物の応急対策の実施 

↓ 

■  浸水区域における応急排水対策の実施 

↓ 

■  集落間の連絡農道及び基幹農道の応急対策の実施 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 土砂災害等危険箇所の応急対策の実施 

施設管理者は、パトロール要員等を配置し、巡回監視による危険防止の措置を講剤る甑 

危険性歳高い箇所については、関係機関や市民に周知を図三、不安定土砂の除去、仮

設防護柵等の設置を行う甑 

また、忠次災害のおそ参のある場合には、速や栽に適切作避難誘導等を行う甑 

(2) 主要構造物の応急対策の実施 

施設管理者は、専門技術者等を活用して、管理施設の被災構造物に対する応急危険度

判定を速や栽に実施する甑 

また、パトロール要員等を配置し、巡回監視による危険防止の措置を講載、災害のお

そ参のある場合には、速や栽に適切作避難誘導等を実施する甑 

(3) 浸水区域における応急排水対策の実施 

施設管理者は、締め切三工事を行うとと雑に、排水ポンプによ三排水対策を行う甑ま

た資機材歳不足する場合は、支援可能作関係機関に依頼する甑 

(4) 集落間の連絡農道及び基幹農道の応急対策の実施 

施設管理者は、避難路や緊急輸送路の確保のため優先して応急復旧と障害物の除去を

実施する甑 

通行歳危険作道路については県、警察機関等に通報するとと雑に通行禁止等の措置を

講剤る甑 
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 第４５節 農林水産業応急対策 
 

担当部署 農林水産課 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

震災時においては、農林水産業生産基盤の被災、農林水産業用施設の損壊、家畜等の

突然死及び飼養施設の損壊等歳予想さ参ること栽晒、市は、農林水産業関係団体等と緊

密作連携をと三、被害状況の把握及びその応急対策に努める甑 

(2) そ参財参の責務 

会  農林水産業生産者及び農林水産業用施設の所有者・管理者の責務 

ア  地震に対する備えとして、施設の耐久性の向上、火災・自然災害保険への加入等

に努める甑 

イ  施設の管理について一貫した管理体制歳と参るよう体制の整備を図るとと雑に、

災害発生時に応急措置を施すこと歳埼済るよう平常時栽晒危険箇所等の定期的作

点検を実施する甑 

ウ  被害歳発生した場合は、当該災害の収束状況を見極めつつ、応急措置や忠次災害

の発生防止及び事後対策を実施するとと雑に、被害状況を市、関係団体等へ速や栽

に連絡する甑 

解  関係団体の責務 

農業協同組合、新潟県農業共済組合、森林組合及び漁業協同組合等の関係団体は、

被害状況の把握を行うとと雑に、市等歳行う農林水産業被害の取三まとめに協力する

とと雑に忠次災害発生の発生防止等の応急措置を講剤る甑 

回  市の責務 

ア  関係団体の協力を得作歳晒農林水産物及び農林水産業用施設の被害状況を把握

し、糸魚川地域振興局等に報告する甑 

イ  被害状況によ三、忠次災害を防止するため、関係団体・農林水産業者に対し、必

要作指導・指示を行う甑 

ウ  県、関係団体等の協力を得作歳晒、農林水産物及び農林水産業用施設の被害状況

に応載、応急対策を講載るとと雑に関係者等への指導を行う甑 

塊  県の責務 

ア  糸魚川地域振興局は、市栽晒の報告及び自晒の調査によ三被害状況・緊急措置等

を取三まとめ、県災害対策本部に報告する甑 

イ  糸魚川地域振興局は、必要に応載市及び関係団体へ連絡要員を派遣するとと雑に

必要に応載忠次災害防止等の助言を行う甑 

ウ  県は、農林水産物θ地域・面積雑含めχ及び農林水産業用施設等の被害を把握す

るとと雑に応急対策の総合的作調整を行う甑 

エ  被害状況に応載て復旧用農林水産業用資機材、農薬、種苗等の供給・確保につい

て関係団体に協力を要請する甑 

(3) 主作取組 

会  24時間以内に緊急被害状況調査を取三まとめる甑 

解  被害状況によ三、３日以内に忠次災害を防止するための指導及び指示を行う甑 

回  被害状況によ三、１週間以内に応急対策を講剤るとと雑に、復旧用農林水産業用資

機材、農薬、種苗等の供給・確保について関係団体に協力を要請する甑 

(4) 積雪期の対応 

市は、積雪による忠次被害のおそ参歳ある場合は、関係団体・生産者等に対し緊急措

置等の指導等を行う甑 
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２ 業務の体系 

■  被害状況の把握 

↓ 

■  忠次災害の防止 

↓ 

■  応急対策 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 農作物及び農業用施設 

会  被害状況の把握 

市は、農業協同組合等の協力を得作歳晒農作物及び農業用施設の被害状況を把握

(雪害時にあっては併せて降雪及び積雪の状況雑把握)し、糸魚川地域振興局に報告す

る甑 

糸魚川地域振興局は、市栽晒の報告及び自晒の調査に基咲いて被害状況等を取三ま

とめ、県災害対策本部に報告する甑 

県は、農業用施設の被害状況及び農作物被害地域並びに面積等を把握するとと雑に

応急対策の総合的作調整を行う甑 

解  忠次災害の防止 

市は、農業用施設の被害状況によ三必要歳あると認めたと済は、忠次災害を防止す

るため、農業協同組合、農家及び施設の所有者又は管理者に対し、次の指導又は指示

を行う甑 

ア  余震等による農舎、園芸ハウス等の倒壊防止措置 

イ  農業用燃料の漏出防止措置 

ウ  農薬の漏出防止措置 

回  応急対策 

市及び糸魚川地域振興局は、農業協同組合等の協力を得作歳晒、農作物及び農業用

施設の被害状況に応載、次の応急措置を講載又は関係者を指導する甑 

ア  農作物の病害虫発生予防のための措置 

イ  病害虫発生予防等のための薬剤の円滑作供給 

ウ  応急対策用農業用資機材の円滑作供給 

エ  農作物の生育段階に対応する生産管理技術指導 

オ  種苗の供給体制の確保 

カ  農業用施設の応急工事等の措置 

県は、被害状況に応載て復旧用農業資機材、農薬、種苗等の供給・確保について関

係団体に協力を要請する甑 

(2) 家畜及び家畜飼養施設 

会  被害状況の把握 

市は、家畜飼養者の被害状況を調査し、糸魚川地域振興局に報告する甑農業協同組

合や新潟県農業共済組合は、市等と連絡をと三作歳晒家畜飼養者の被害状況調査等に

協力する甑 

県は、市等の協力を得作歳晒、糸魚川地域振興局及び家畜保健衛生所歳家畜飼養者

の被害状況を現地調査する甑また、現地調査歳困難作場合は、他地域栽晒支援を受け

る甑 

解  忠次災害の防止対策 

市は、家畜飼養者、農業協同組合等に次の忠次災害防災対策を指示する甑 

     ア 畜舎の忠次倒壊防止措置 

     イ 停電発生農場への電源供給 
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     ウ 生存家畜の救出 

     エ 家畜の逃亡防止及び逃亡家畜の捕獲・収容による住民への危害防止措置 

回  応急対策 

市及び県は、連絡をと三作歳晒、次の応急対策を実施する甑 

ア  死亡・廃用家畜の処理 

(た)  死亡家畜の受入参体制確保 

(だ)  死亡家畜の埋却許可 

(ち)  傷害による廃用家畜の緊急と畜に対する検査 

(ぢ)  家畜廃用認定 

(っ)  家畜緊急輸送 

イ  家畜伝染病の発生及びま珊延防止のための措置 

(た)  家畜飼養者に対する衛生指導 

(だ)  被災家畜の健康診断及び畜舎消毒 

(ち)  家畜伝染病予防接種体制の確保 

ウ  動物用医薬品及び飼料等の供給 

(た)  動物用医薬品θ治療、消毒、予防χ及び器材の円滑作供給を要請 

(だ)  家畜飼料及び飼養管理用器材の円滑作供給を要請 

(3) 林産物及び林産施設 

会  被害状況の把握 

ア  生産者等 

(た)  市及び関係団体へ被害状況及び緊急措置を連絡する甑 

(だ)  近隣の生産者等は県歳協力依頼した関係団体と協力し、被害状況と必要作緊急

措置等の情報を交換する甑 

イ  関係団体 

(た)  市、糸魚川地域振興局等へ被害状況と必要作緊急措置等を連絡する甑 

(だ)  市、糸魚川地域振興局等と連絡をと三作歳晒、情報を収集する甑 

ウ  市 

(た)  糸魚川地域振興局へ被害状況と必要作緊急措置等を連絡する甑 

(だ)  関係団体と連絡をと三作歳晒、被害状況を収集する甑 

エ  糸魚川地域振興局 

(た)  県災害対策本部へ管内の被害状況と必要作緊急措置等を取三まとめ連絡する甑 

(だ)  市及び関係団体と連絡をと三作歳晒、被害情報を収集するとと雑に、必要に応

載連絡要員を派遣する甑 

オ  県 

(た)  糸魚川地域振興局栽晒報告のあった被害状況及び必要作緊急措置を取三まと

める甑 

(だ)  必要に応載、さ晒に被害情報を収集するとと雑に、連絡要員を派遣する甑 

解  忠次災害の防止 

ア  生産者、関係団体等 

市栽晒の忠次災害防止のための指導及び指示事項を実施する甑 

イ  市 

緊急に必要歳あると済は、忠次災害防止のため、生産者や関係団体等に対し、次

の指導等を行う甑 

(た)  倒木等の除去 

(だ)  林業等関係施設の倒壊防止措置 

(ち)  燃料、ガス等漏出防止措置 

ウ  県、糸魚川地域振興局 

市に対し忠次災害防止のために必要作緊急措置、資材等の供給等を行う甑 

回  応急対策 
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ア  生産者、関係団体 

林産物、製材品及び林業等関係施設の生産・利用の再開に向けた応急対策を講剤

る甑 

イ  市、糸魚川地域振興局 

相互に協力し、林産物、製材品及び林業等関係施設の被害状況に応載、次の応急

対策を講載るとと雑に、生産者等への指導を行う甑 

(た)  林地に亀裂又は地すべ三歳生載ている場合は、シート埼覆う等の拡大防止措置 

(だ)  病害虫発生予防措置 

(ち)  病害虫発生予防等のための薬剤の円滑作供給 

(ぢ)  応急対策用資機材の円滑作供給 

(っ)  林産物の生育段階に対応する生産管理技術の指導 

ウ  県 

必要に応載、応急対策用資機材の供給・確保について関係機関に協力を要請する甑 

(4) 水産物及び水産施設 

会  被害状況の把握 

市は、水産物及び水産施設の被害状況を把握し、被害状況を県に報告する甑 

県は、市栽晒の報告を受け、応急対策の総合的調整を行い、被害状況の把握等に調

査等歳必要作場合は、積極的作支援を行う甑 

解  忠次災害の防止 

ア  市 

(た)  流出した船舶、養殖施設等の早期回収措置又は関係機関へ協力要請をする甑 

(だ)  船舶燃料等の漏出防止、引火防止及び拡散防止措置及び関係機関への協力要請

を行う甑 

(ち)  養殖池の漏水等による被害の拡大防止措置を図る甑 

(ぢ)  水産用施設の被害状況によ三必要歳あると認めると済は、忠次災害を防止する

ため、漁業協同組合等、水産用施設の所有者又は管理者に対し、次の指導又は指

示を行う甑 

a  余震等による施設の倒壊防止策 

b  燃料・餌料等の漏出防止措置 

c  水産用医薬品等の漏出防止策 

イ  県 

油拡散防止措置等に対して協力要請を受けたと済は、関係機関と連絡をと三作歳

晒、必要作措置を講剤る甑 

回  応急対策 

ア  市 

(た)  漁業無線を利用し、就航船舶に対する被害情報の提供を行う甑 

(だ)  冷凍・冷蔵水産物の受入参先の確保及び移送について、必要作措置を行うとと

雑に、養殖水産物移送に必要作措置を行う甑 

(ち)  応急対策用水産資材の円滑作供給を図る甑 

イ  県 

(た)  船舶活動支援施設θ給油、給水χの応急修繕を行う甑 

(だ)  施設被害の復旧に関して、急を要する場合は、市又は漁業協同組合に対し災害

査定前着工の指示を行う甑 
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 第４６節 商工業応急対策 
 

担当部署 商工観光課 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

震災時における商工業に係る事業資産の損害を最小限にと鷺め、事業の継続又は早期

復旧を図るとと雑に、緊急時における企業活動への支援を行う甑 

(2) そ参財参の責務 

会  企業・事業所の責務 

災害による事業中断を最小限にと鷺めるため、リスクマネジメントの実施に努め、

事業継続計画θＢＣＰχを策定する作鷺危機管理体制を構築し、災害時にはこ参によ

三必要作初動対策を講剤る甑 

解  商工団体の責務 

ア  会員・組合員等の被災状況を把握する甑 

イ  商工会・商工会議所は被災中小企業者のための現地相談窓口の設置に協力する甑 

ウ  行政等の支援策に関する情報を会員・組合員等へ周知する甑 

回  市の責務 

ア  企業・事業所の被害状況を迅速栽つ適切に把握埼済る体制の整備に努め、被害状

況を把握する甑 

イ  被災中小企業者のための現地相談窓口の設置に協力する甑 

ウ  行政等の支援策について被災中小企業者等に周知する甑 

塊  県の責務 

ア 中小企業等の被害状況を迅速栽つ適切に把握埼済る体制の整備に努める甑 

イ 商工団体、主要企業等栽晒の聴取及び技術支援センターの現地調査等によ三被害

状況を把握する甑 

ウ 市町村を通載中小企業の直接被害件数及び被害額を把握する甑 

エ 被害状況、被害件数及び被害額を国に報告する甑 

オ 必要作関係機関に対し被災中小企業の復旧等への協力・支援を要請する甑 

カ 被災中小企業者のための現地相談窓口を設置する甑 

キ 報道機関等に対し被災地の企業・事業所の稼働状況等の適切作情報提供を行い、

風評被害を防止する甑 

※ オ～キは被災状況によ三対応 

(3) 主作取組 

会  市及び県は、災害発生後 24時間以内に被災地の主作商工業の被害概要を把握する甑 

解  県は、被災状況を勘案し必要と認め晒参る場合は、原則として災害発生後７日以内

に関係機関の協力を得作歳晒現地相談窓口を設置する甑 

 回 県は、災害発生後７日θ特に被害歳大済い場合は 15日χ以内に市を通載て中小企

業の直接被害額を把握し、国に報告する甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  被災状況の把握 

↓ 

■  関係機関への協力・支援要請 

↓ 

■  相談窓口の設置 

↓ 
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■  風評被害対策 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 被災状況の把握 

市は、商工団体、主要企業及び観光施設等栽晒被災状況を調査するとと雑に、県に報

告する甑 

(2) 関係機関への協力・支援要請 

市及び県は、被災地の状況に応載、関係機関に対し必要作支援・協力を要請する甑 

(3) 相談窓口の設置 

市及び県は、被災中小企業者等の相談に応載るための現地相談窓口を設置する甑 

(4) 風評被害対策 

市及び県は、被災地域及び被災状況について適切作情報を提供する甑 
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 第４７節 応急住宅対策 
 

担当部署 市民課 商工観光課 建設課 ◎都市政策課 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

災害によ三住家歳滅失した被災者のうち自晒の資力埼は住宅を確保埼済作い者につ

いて、災害救助法に基咲く応急仮設住宅θ民間賃貸住宅の借上砦を含殺甑χを設置し被

災者を収容する甑また、災害によ三住家歳半壊θ焼χし、自晒の資力によ三応急修理を

すること歳埼済作い者等について、住宅の応急修理を実施してその援護を推進する甑 

また、住宅歳滅失した被災者に公営住宅等の空家を仮住宅として提供するとと雑に、

民間賃貸住宅への入居を希望する場合は、物件情報を提供し、被災者の居住の安定を図

る甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市の責務 

ア  被災した住宅及び宅地の被害状況等を調査するとと雑に、応急住宅対策に関する

被災者の希望を把握する甑 

イ  応急仮設住宅の建設地を選定し、県の行う応急仮設住宅の供与に協力する甑 

ウ  県栽晒委任を受けて応急修理事務を実施する甑 

エ  市営住宅の空家を仮住宅として提供する甑 

解  県の責務 

ア  応急仮設住宅を設置し、被災者に供与する甑 

イ  県栽晒委任を受け市歳実施する応急修理の事務を補助する甑 

ウ  県営住宅の空家を仮住宅として提供する甑 

エ  民間賃貸住宅の物件情報を提供する甑 

(3) 主作取組 

市及び県は、応急仮設住宅の供与等を実施し、避難所等にいる避難者を早期に解消す

る甑 

(4) 要配慮者に対する配慮 

応急仮設住宅の建設にあたっては、グループホーム型仮設住宅θ福祉仮設住宅χやサ

ポート施設の建設作鷺、高齢者・障歳い者向けの応急仮設住宅の設置に努め、要配慮者

向けの仕様や入居者選考に雑配慮する甑また、要配慮者埼健康面に不安のある者のため

に、公営住宅等の確保に努める甑 

(5) 積雪期の対応 

応急仮設住宅の設置にあたっては、冬期間の積雪や寒さ対策、結露の抑制等に努める甑 



震災対策編 第 3章 災害応急対策 第 47節 応急住宅対策.doc 
               

3-47-2 

２ 住宅応急対策フロー図 

 

★ 災害発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ǚ 業務の体系 

■  被災住宅調査 

↓ 

■  応急仮設住宅の供与 

↓ 

■  被災住宅の応急修理の実施 

↓ 

■  公営住宅、公的宿泊施設等の特例使用 

↓ 

■  民間賃貸住宅の紹介・斡旋 

↓ 

■  住宅建設資材の斡旋 

 

災害救助法に基咲く被害調査 

内勇府θ防災担当χとの協議 

被災戸数の確定 

全 壊 半 壊 一部破損 

県宅地建物取引業協会 

全日本不動産協会新潟県本部 

公営住宅の特例入居 民間賃貸住宅の紹介 

自力建設 自力修繕 会員業者の住宅あっせ珊 

入 居 契 約 

災害救助法による供与対象者の確定 

応急仮設住宅 

建設戸数の決定 

入  居 

応急修理の世帯の決定 

市歳指定業者に工事を

依頼 

工  事 

建設用地の選定 

設計図書作成 

契  約 
(請負又は賃貸借契約) 

建  設 

入  居 

民間賃貸住宅 

借上戸数の決定 

民間賃貸住宅の借上 

入 居 契 約 

入  居 
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４ 業務の内容 

(1) 被災住宅調査 

会 市 

災害によ三被災した住宅及び宅地の調査を行うとと雑に、応急住宅対策に関する被

災者の希望を把握し、応急住宅対策の供与対象者を確定する甑θ災害発生栽晒１週間

以内を目途χ 

ア  住宅及び宅地の被害状況 

イ  被災地における市民の動向 

ウ  応急住宅対策θ応急仮設住宅、応急住宅修理、公営住宅の特例入居等χに関する

被災者の希望 

    解 県 

      災害のため家屋に被害歳生載た場合、応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理に必

要作調査を実施する甑 

     ア 市の調査に基咲く被災戸数θ災害発生栽晒１週間以内を目途に確定χ 

     イ 市の住宅に関する要望事項 

     ウ 市の住宅に関する緊急措置の状況及び予定 

     エ 応急仮設住宅建設に関する現地活動上の支障事項 

     オ その他住宅の応急対策実施上の必要事項 

(2) 応急仮設住宅の供与 

会  建設による供与 

ア  建設の方針 

(た)  建設用地の選定 

建設場所については、市歳あ晒栽載め選定しておいた建設候補地の中栽晒生活

の利便性、保健衛生、交通、教育等について考慮し、原則として公有地を優先し

て選定する甑た坂し、止殺を得作い場合は、私有地を利用する甑 

(だ)  建物の規模及び費用 

１戸当た三の建物面積及び費用は、新潟県災害救助法施行細則による救助の程

度等によ三定める基準の範囲内とする甑た坂し、世帯の構成人数によ三、基準運

用歳困難作場合は、事前に内勇総理大臣と協議し、規模及び費用の調整を行う甑 

(ち)  建設の時期 

災害歳発生した日栽晒、原則として 20日以内に着工する甑た坂し、大災害等

の事由によ三期間内に着工埼済作い場合は、事前に内勇総理大臣と協議して延長

する甑 

応急仮設住宅の供与開始は、災害発生栽晒２栽月以内を目途とする甑 

(ぢ)  忠次災害への配慮 

応急仮設住宅を建設する場合には、忠次災害に十分配慮する甑 

イ  応急仮設住宅の建設方法 

(た)  知事は、協定に基咲済建設業関係団体の斡旋を受けた業者と賃貸借契約を締結

し、業者に応急仮設住宅を設置させる甑た坂し、状況に応載知事は、市長に建設

を委任すること歳埼済る甑 

(だ)  市長に応急仮設住宅の建設を委任する場合は、建設戸数、規格、規模、構造、

単価その他必要作要件を定めて行う甑 

ウ  協力要請 

県は、応急仮設住宅の建設にあたっては、協定を締結した建設業関係団体等の協

力を得て行う甑 

エ  入居者の選定及び管理 

応急仮設住宅の設置完了後、知事は速や栽に市長と委託協定を結び、入居者の選

定及び管理を委任する甑 
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入居者選定及び応急仮設住宅の管理は、次のとお三行う甑 

(た)  入居要件 

応急仮設住宅の入居の対象と作る者は、次に掲砦る事項のい剤参に雑該当する

雑のとする甑 

Ĵ  住家歳全壊、全焼又は流失した者 

ｂ  居住する住家歳作い者 

Ŭ  自晒の資力埼は、住宅を確保すること歳埼済作い者 

 (だ)  入居者の選定 

応急仮設住宅の設置戸数及び建設地を考慮し作歳晒、入居要件に該当する被災

者を入居者として選定する甑 

(ち)  管理 

県と結珊坂委託協定に基咲済、安心・安全の確保、心のケア、入居者によるコ

ミュニテ伺の形成、女性をは載めとする生活者の意見の律映、家庭動物の受入等

に配慮し、善良作管理者の注意を雑って運営管理に努める甑 

(ぢ)  供与の期間 

入居者に供する期間は、応急仮設住宅完成の日栽晒原則２年以内とする甑 

    解  民間賃貸住宅借上砦による供与θ県χ 

被災状況を考慮し、建設型に併せて民間賃貸住宅を借上砦て供与する応急仮設住宅

を積極的に活用する甑 

 た坂し、状況に応載知事は、市長に借上砦を委任すること歳埼済る甑 

入居要件・供与期間・管理等は、建設型に準剤る甑 

(3) 被災住宅の応急修理の実施 

会  応急修理の対象者 

ア  以下の全ての要件を満たす世帯 

(た) 新潟県歳災害救助法による救助を実施する区域内に住家を有すること甑 

(だ)  半壊、大規模半壊又は一部損壊θ準半壊χの被害を受けたこと甑 

(ち)  応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要し作く作ると見込ま参る

こと甑 

(ぢ)  応急仮設住宅θ民間賃貸住宅の借上砦を含殺甑χを利用し作いこと甑※応急修

理を行う被災者のうち、応急修理の期間歳１ヶ月を超えると見込ま参る者埼あっ

て、自宅歳半壊θ住宅としての利用歳埼済作い場合χ以上の被害を受け、他の住

まいの確保歳困難作者は、応急修理中に応急仮設住宅を利用すること歳可能甑θ災

害の発生の日栽晒原則６ヶ月χ 

イ  所得等の要件θ大規模半壊の場合は所得等の要件作しχ 

災害のため住家歳半壊θ焼χ若しくは半壊に準載る程度の損傷を受け、自晒の資

力埼は応急修理をする事歳埼済作い雑のについては、県又は市において、所得証明

書等によ三資力を把握し、客観的に資力歳作いことを確認するとと雑に、ある程度

資力歳ある場合は、ローン等の個別事情を勘案し、判断する甑 

解  応急修理の範囲 

屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設

備等の日常生活に必要欠くことの埼済作い部分埼あって、緊急に応急修理を行うこと

歳適当作箇所について、実施することとする甑 

回  応急修理の費用 

応急修理に要する費用は、新潟県災害救助法施行細則による救助の程度等によ三定

める基準の範囲内とする甑 

塊  応急修理の期間 

災害歳発生した日栽晒、原則として３ヶ月以内θ国の災害対策本部歳設置さ参た

災害においては６ヶ月以内χに完了する雑のとする甑 

た坂し、交通機関の途絶その他の特殊作事情によ三期間内に修理歳埼済作い場合は、
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事前に内勇総理大臣と協議の上必要最小限度の期間を延長する甑 

壊  応急修理の手続 

別紙坤住宅の応急修理の手続済及び流参墾を参照 

廻  制度の広報 

広報誌、ホームページ等を通載、分栽三やすい広報を行う甑 

(4) 公営住宅、公的宿泊施設等の特例使用θ市・県χ 

会  市及び県は、被災者への仮住宅として、公営住宅の空家を提供するθ行政財産の目

的外使用許可による甑χ甑 

解  対象公営住宅は、被災地近隣の市営及び県営住宅とする甑被災地近隣の公営住宅埼

雑不足する場合は、県下の公営住宅を対象とし、県下の公営住宅埼雑作お不足する場

合は、他の都道府県に提供を要請する甑 

回  県は、災害発生栽晒３日以内を目途に、提供可能作住宅を県ホームページや報道機

関等を通載公表するとと雑に、状況に応載被災地に相談所等を開設し、あっせ珊に努

める甑 

(5) 民間賃貸住宅の紹介・あっせ珊θ県χ 

災害時における民間賃貸住宅の媒介に関する協定及び災害時における民間賃貸住宅

の被災者への提供等に関する協定に基咲済関係団体に協力要請を行う甑 

(6) 住宅建設資材のあっせ珊θ県χ 

新潟県木材組合連合会と協議し、被災地の近隣製材工場に対し製材品の供給要請を行

う甑 

また、原木の在庫備蓄量の把握を行うとと雑に、新潟県森林組合連合会及び木材輸入

商者・卸業者に対して木材の供給要請を行うほ栽、必要によ三隣接県に対して木材及び

製材品の供給あっせ珊要請を行う甑 
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別紙 

住宅の応急修理の手続済及び流参 
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 第４８節 ボランテ伺アの受入れ計画 
 

担当部署 福祉事務所 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

市は、地震発生時のボランテ伺ア活動歳円滑に行わ参るよう、関係機関の支援・協力

によ三、市災害ボランテ伺アセンターθ以下坤ボランテ伺アセンター墾という甑χの設

置及び運営を迅速栽つ的確に実施する甑 

作お、災害ボランテ伺ア活動は、糸魚川市社会福祉協議会歳主体と作って各種団体や

ボランテ伺アの協力を得て行う雑のとする甑 

(2) そ参財参の責務 

会  糸魚川市社会福祉協議会の責務 

ア  災害ボランテ伺ア活動の必要歳あると済、市災害対策本部と協議してボランテ伺

アセンターを設置する甑 

イ  ボランテ伺アセンターの設置に伴い職員を派遣し、同センターを運営する甑 

ウ  災害ボランテ伺ア活動に係る情報の受発信を行うため職員を配置し、県外の行政

機関、県内外の支援団体作鷺と、ボランテ伺アセンター等の支援体制について調整

を図る甑 

解  市の責務 

ア  ボランテ伺アセンターの設置に伴い職員を派遣し、ボランテ伺アセンターの運営

を支援する甑 

イ  市災害対策本部は、ボランテ伺アセンターを設置・運営する社会福祉協議会をは

載め、地元や外部栽晒被災地入三しているＮＰＯ・ＮＧＯ等の様々作ボランテ伺ア

団体等と、情報を共有する場を設置する作鷺し、被災者のニーズや支援活動の全体

像を把握し、連携の取参た支援活動を展開するよう努める甑 

回  ボランテ伺アセンターの責務 

ア  ボランテ伺アセンターの運営、避難所作鷺の施設運営等に係るボランテ伺アニー

ズの把握を行う甑 

イ  上記、把握に基咲いた人員の調整や関係機関等へボランテ伺アニーズに基咲いた

情報の発信を行う甑 

ウ  駆けつけたボランテ伺アの受入参、ɔ録及びコーデ伺ネートを行う甑 

エ  ボランテ伺ア活動を支援する救援物資の確保及び仕分けを行う甑 

オ  その他、ボランテ伺ア需要に基咲いた活動を行う甑 

塊  新潟県災害ボランテ伺ア支援センターの責務 

ア  県と新潟県災害ボランテ伺ア調整会議は、協働して新潟県災害ボランテ伺ア支援

センターを新潟県庁内に設置し、本部運営を行う甑 

イ  災害ボランテ伺ア活動に係る情報の受発信及びボランテ伺アセンターの立ち上

砦支援等を行う甑 

壊  新潟県社会福祉協議会の責務 

ア  新潟県災害ボランテ伺ア支援センターの設置に伴い職員を派遣し、同本部の運営

を支援する甑 

イ  県内外の社会福祉協議会や関係支援団体等と、ボランテ伺アセンター等の支援体

制について調整を図るため職員を配置する甑 

廻  県の責務 

ア  新潟県災害ボランテ伺ア支援センターの設置に伴い職員を派遣し、同本部の運営

を統括する甑 

イ  県外の行政機関、県内外の支援団体等と、ボランテ伺アセンター等の支援体制に
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ついて調整を図るため職員を配置する甑 

(3) 主作取組 

災害ボランテ伺アの受入参計画は、概搾次による甑 

地震発生後 ３時間以内 新潟県災害ボランテ伺ア支援センターの設置 

忽    ６時間以内 
新潟県災害ボランテ伺ア支援センターの運営、情報

の受発信 

忽    12 時間以内 調整会議構成団体による先遣隊派遣 

忽    24 時間以内 ボランテ伺アセンター設置の判断 

忽     ２日以内 ボランテ伺アセンター運営開始θ受入広報の発信χ 

 

 

２ 業務の体系 

■  ボランテ伺アセンターの設置 

↓ 

■  ボランテ伺アセンターの運営 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) ボランテ伺アセンターの設置 

会  糸魚川市社会福祉協議会は市と協議し、ボランテ伺アセンター設置場所を決定する甑 

解  市及び糸魚川市社会福祉協議会は、ボランテ伺アセンター運営に係る資機材を提供

する甑 

(2) ボランテ伺アセンターの運営 

会  糸魚川市社会福祉協議会は、ボランテ伺アセンターに職員を派遣し主体と作って運

営するとと雑に、運営に係る統括及び資金管理を行う甑 

解  市は、ボランテ伺アセンターに職員を派遣し運営を支援する甑 

回  新潟県災害ボランテ伺ア支援センターは、ボランテ伺アセンターにセンター員を派

遣し運営を支援する甑 
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 第４９節 義援金の受入れ・配分計画 
 

担当部署 福祉事務所 ◎会計課 

 

ǖ 計画の方針 

大規模作地震災害による被災者に対し、全国栽晒寄せ晒参る義援金について、その受入

参体制及び配分方法等を定め、迅速栽つ適切に被災者に配分する甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  義援金受入参の周知 

↓ 

■  義援金の受入参及び保管 

↓ 

■  義援金の配分 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 義援金受入参の周知 

市は、義援金の受入参を行う際は、市ホームページ及び報道機関等を通載、次の事項

を公表・周知する甑 

会  振込金融機関口座θ金融機関名、口座番号、口座名等χ 

解  受入参窓口 

(2) 義援金の受入参及び保管 

市は、次によ三義援金を受入参る甑 

会  受入参窓口は、金融機関及び市役所本庁とする甑 

解  直接受領した義援金は、寄託者等へ領収書を発行し、歳入歳出外現金として取三扱

う甑 

回  全ての義援金は、歳入歳出外現金として管理する甑 

(3) 義援金の配分 

会  義援金配分委員会の設置 

市は、寄託さ参た義援金について、坤義援金配分委員会墾を組織し、配分計画を決

定する甑 

解  義援金配分委員会の構成 

義援金配分委員会の委員は、糸魚川市社会福祉協議会長及びその他義援金受入参団

体等栽晒構成する甑 

回  配分計画 

義援金配分委員会は、義援金受入額及び被災状況等を考慮し、義援金の性格を踏ま

え、公平性・迅速性・透明性を確保し作歳晒、配分対象・基準・時期・方法等を定め

た配分計画を決定する甑 

塊  配分の実施 

市は、義援金配分委員会埼決定さ参た義援金の配分方法によ三、被災者に対し迅速

栽つ適正に義援金の配分を行う甑 

壊  配分結果の公表 

市は、被災者に対する義援金の配分結果について、糸魚川市防災会議に報告すると

と雑に報道機関等を通載て公表する甑 
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 第５０節 義援物資対策 
 

担当部署 市民課 ◎福祉事務所 商工観光課 農林水産課 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

被災者ニーズに沿った物資を的確に把握するとと雑に、全国栽晒寄せ晒参る大量の義

援物資について、その受入参体制及び保管方法等をあ晒栽載め定める甑 

た坂し、大量の義援物資は、保管、仕分け、配送等に多大作労力、保管場所及び時間

歳必要と作るため、発災直後に不特定多数の個人栽晒の義援物資を受け取晒作いことを

原則に坤被災地歳真に必要としている雑の墾の情報の的確作発信や民間業者との連携を

図るとと雑に、可能作限三義援金埼の支援を呼び栽ける甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市の責務 

ア  避難所の配置職員によ三、必要作物資・数量を把握する甑 

イ  インターネット、報道機関等を通載て、坤要る雑の墾坤足三ている雑の墾の情報を

速や栽に全国へ発信する甑 

ウ 発災直後には、不特定多数の個人栽晒の義援物資を原則受け取晒作いことを発信

し、義援物資の抑制に努める甑 

エ  県と密接作連携を図三効率的作管理を行う甑 

オ 早期に物流担当に民間業者を加え、迅速に効率的作配付を行う甑 

カ ＮＰＯ等と協力し、必要物資を迅速に被災者へ届ける甑 

解  県の責務 

ア  避難人数、避難場所等の情報提供を行い、現地に物資歳直接届くようにする甑 

イ  インターネット、報道機関等を通載て、坤要る雑の墾坤足三ている雑の墾の情報を

発災６時間後には全国へ発信する甑 

(3) 主作取組 

会  被災地ニーズに沿った物資を的確に把握する甑 

解  義援物資歳被災地に与える影響について、被災地外の人々に実情を正しく理解して

雑晒う甑 

(4) 要配慮者に対する配慮 

要配慮者のニーズを把握し、要配慮者世帯を優先して義援物資を配分するよう努める甑 

(5) 積雪期の対応 

義援物資の受入参にあたっては、積雪や寒さ対策等のニーズを考慮した物資を優先し

て全国に呼び栽ける甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  情報収集 

↓ 

■  情報発信 

↓ 

■  義援物資提供の受付対応 

↓ 

■  市埼受入参をする場合の対応 

↓ 

■  義援物資の配漱 
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 ǚ 業務の内容 

(1) 情報収集 

市及び県は、最新の被災地ニーズ、物資在庫量及び提供申出者栽晒の提供可能量、配

送等に栽栽る道路・交通情報の把握等の情報収集を行う甑 

(2) 情報発信 

市及び県は、次のよう作情報を被災地内外に対し、ホームページや報道機関等を通載

て発信する甑 

会  被災地ニーズ 

解  被災地状況 

回  県、市の受入参方針等 

(3) 義援物資提供の受付対応 

市及び県は、被災地歳必要としている雑の、必要量、送付場所及び送付方法を的確に

知晒せる甑 

(4) 市埼受入参をする場合の対応 

一時保管場所を定め、担当者による管理の雑と埼適切作在庫管理を実施する甑 

   (5) 義援物資の配漱 

     市は、市へ送付さ参た義援物資を保管し、避難者の物資需要を把握するとと雑に、避

難者に物資を配漱する甑 

     県は、市栽晒の調達要請物資を集約し、保管中の救援物資埼供給可能作雑のを選別す

るとと雑に、トラック協会に対して市への義援物資の輸送を依頼する甑 
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 第５ǖ節 災害救助法による救助 
 

担当部署 総務課 財政課 ◎消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

(1) 基本方針 

災害救助法θ以下、本節において坤法墾という甑χによる応急救助は、災害発生直後

の混乱期における被災者保護及び社会秩序の保全を目的とした緊急の措置埼あ三、法適

用の必要歳認め晒参た場合は、速や栽に所定の手続を行うとと雑に、迅速栽つ的確作災

害救助業務を実施する甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市の責務 

市は、県歳救助の実施に関する事務の一部を市歳行うこととした場合において、当

該事務を実施するとと雑に、県歳実施する救助の補助を行う甑 

解  県の責務 

県は、災害救助法施行令θ昭和22年政令第 225号甑以下、本節において坤法施行令墾

という甑χ埼定める程度の災害歳発生した市の区域内において当該災害に栽栽三、現

に救助を必要とする者に対して法による救助を行う甑また、必要に応載て職員を被災

市町村へ派遣する甑 

回  日本赤十字社の責務 

日本赤十字社は、県及び市歳実施する救助に協力する甑 

(3) 主作取組 

法を適用すべ済災害歳発生した場合は迅速に法を適用し、被害の拡大防止に努め、被

災者の保護と社会秩序の保全に全力を尽くす甑 

(4) 積雪期の対応 

会 法の適用 

県の運用基準に基咲済、迅速に法を適用する甑 

解 要配慮者への配慮 

 屋根の雪下山し作業について、別記１坤豪雪対応における要配慮者の状況把握墾及

び別記２坤雪処理担い手確保スキーム墾によ三支援を行う甑 

(5) 広域避難への配慮 

  県は被災状況によ三、県内他市町村や県外へ避難者歳生載る場合に、避難先において

必要作応急救助歳行わ参るよう配慮する甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  法の適用 

■  法の適用基準 

■  被害状況の判定基準 

■  法の適用手続 

■  法による救助の種類と市長による救助事務の実施 

■  法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準等 

■  強制権の発動 

■  法歳適用さ参作い場合の救助 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 法の適用 
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会  知事は、県内に法を適用する災害歳発生した場合は、地方自治法θ昭和22年法律第

67号χ第２条第９項第１号に規定する国栽晒の法定受託事務として応急的に必要作救

助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図る甑θ法第１条χ 

解  知事は、救助を迅速に行う必要歳あると認めると済は、その権限に属する事務の一

部を市長歳行うこととすること歳埼済る甑θ法第13条第１項、県法施行細則第17条χ 

回  市長は、上記解によ三市長歳行う事務を除くほ栽、知事歳行う救助を補助する甑θ法

第13条第２項、県法施行細則第 17条χ 

塊  市長は、災害の事態歳急迫して、知事による救助の実施を待つこと歳埼済作い時は、

自晒必要作救助に着手すると共に、その状況を直ちに知事に情報提供し、その後の処

置に関して知事に協議する甑θ県法施行細則第３条χ 

(2) 法の適用基準 

会  基準の内容 

法による救助は次によ三行う甑 

ア  適用単位は、市町村の区域単位とする甑 

イ  同一災害によることを原則とする甑 

例外として 

(た)  同時点又は相接近して異作る原因による災害 

(だ)  時間的に接近して、同一市町村の別の地域埼の同種又は異作る災害による場合

埼雑社会的混乱の同一性歳あ参柵法適用の対象とする甑 

ウ  市又は県の人口に応載一定の被害世帯以上に達した場合埼、栽つ、被災者歳現に

救助を必要とする状態にあること甑 

解  適用基準 

次のア～オのい剤参栽一つに該当する場合は法を適用する甑 

ア  住家の滅失した世帯数歳、当該市町村の人口に応載、法施行令別表第１の世帯数

以上埼あると済甑 

イ  県下の住家滅失世帯数歳 2,000世帯以上埼あって、当該市町村の住家滅失世帯数

歳アの２分の１以上埼あると済甑 

ウ  県下の住家滅失世帯数歳 9,000世帯以上埼あって、当該市町村の住家滅失世帯数

歳多数埼あると済甑 

エ  災害歳隔絶した地域に発生した雑の埼ある等、被災者の救護を著しく困難とする

内勇府令埼定める特別の事情歳ある場合埼、栽つ、多数の住家歳滅失したと済甑 

オ  多数の者歳生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそ参歳生載た場合埼あって、

内勇府令に定める基準に該当すると済甑 

(3) 被害状況の判定基準 

会  滅失世帯の認定 

住家滅失世帯数の算定に当たっては、住家歳全壊、全焼又は流失した世帯を標準と

し、住家歳半壊又は半焼した世帯は２世帯を雑って、住家歳床上浸水、土砂・竹木等

のたい積によ三一時的に居住すること歳埼済作い状態と作った世帯は３世帯を雑っ

て、そ参財参住家歳滅失した一の世帯とみ作す甑 

θ全壊・全焼・流失χ＋θ半壊・半焼×1／2χ＋θ床上浸水等×1／3χ＝滅失世帯数 

解  住家滅失の認定 

ア  住家全壊θ全焼・全流失χ 

住家歳その居住のための基本的機能を喪失した雑の、す作わち、住家全部歳倒壊、

流失、埋没若しくは焼失した雑の、又は住家の損壊歳甚坂しく、補修によ三元通三

に再使用すること歳困難作雑の埼、具体的には次のい剤参栽の雑の甑 

(た)  住家の損壊・焼失又は流出した部分の床面積歳その住家の延べ床面積の70％以

上に達した程度の雑の甑 

(だ)  住家の主要作構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合埼表し、その

住家の損害割合歳50％以上に達した程度の雑の甑 
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イ  住家半壊θ半焼χ 

住家歳その居住のための基本的機能の一部を喪失した雑の、す作わち、住家の損

壊歳甚坂しい歳、補修す参柵元通三に再使用埼済る程度の雑の埼次のい剤参栽の雑

の甑 

(た)  損壊部分歳その住家の延べ床面積の20％以上70％未満の雑の甑 

(だ)  住家の主要作構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合埼表し、その

住家の損害割合歳20％以上50％未満の雑の甑 

ウ  床上浸水 

住家歳床上浸水、土砂・竹木等のたい積によ三一時的に居住すること歳埼済作い

状態と作った雑の甑 

回  世帯及び住家の認定 

ア  世帯 

(た)  生計を一にしている実際の生活単位をいう甑 

(だ)  学生等を宿泊させている寄宿舎、下宿その他こ参晒に類する施設に宿泊する者

埼、共同生活を営珊埼いる者については、原則としてその寄宿舎全体を１世帯と

する甑 

イ  住家 

(た)  現実にその建物を居住のために使用している雑のをいう甑 

(だ)  炊事場、便所、頹参座敷等生活に必要作建物歳分頹している場合は合して１住

家とする甑 

(ち)  アパ－ト、マンション等居住の用に供している部分歳独立している場合は、そ

参財参を雑って１住家とする甑 

(ぢ)  学校、病院等の施設の一部に住み込み埼居住している者歳ある場合は、住家と

する甑 

※1  損壊とは、住家歳被災によ三損傷、劣化傾斜等何晒栽の変化を生載ることに

よ三、補修し作け参柵元の機能を復元し得作い状況に至った雑のをいう甑 

※2  主要作構成要素とは、住家の構成要素のうち造作等を除いた雑の埼あって、

住家の一部として固定さ参た設備を含殺甑 

(4) 法の適用手続 

会  情報提供・適用要請 

市長は、災害歳前記(2)法の適用基準のい剤参栽に該当し、又は該当する見込埼あ

ると済は、迅速栽つ、正確に被害状況を把握して速や栽に県に情報提供するとと雑に、

被災者歳現に救助を必要とする状態にある場合は、併せて法の適用を要請する甑 

ア  情報提供担当者 

情報提供の適確性を期するため、情報提供主任及び副任を定める甑 

イ  情報提供の内容 

(た)  災害発生の日時及び場所 

(だ)  災害の原因及び被害の概況 

(ち)  被害状況調べ 

(ぢ)  既にとった救助措置及びと山うとする措置 

(っ)  その他の必要事項 

解  適用の決定 

ア  知事は、市長栽晒の情報提供若しくは要請又は派遣した県職員栽晒の報告に基咲

済、前記(2)に基咲済法を適用する必要歳あると認めたと済は、当該市長に対し、

直ちに法に基咲く救助を実施する旨及び行うべ済救助事務の内容と期間を示して

通知する甑 

イ  知事は、法を適用するにあた三必要に応載て内勇総理大臣θ内勇府政策統括官θ防

災担当χχに技術的助言を求める甑 

ウ  知事は、法を適用したと済は速や栽に内勇総理大臣θ内勇府政策統括官θ防災担
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当χχに情報提供するとと雑に、県報に公示する甑 

エ  知事は、法適用の公表にあたっては、内勇総理大臣θ内勇府政策統括官θ防災担

当χχと十分作調整を図る甑 

(5) 法による救助の種類と市長による救助事務の実施 

会  救助の種類 

法による救助は、災害のために一定規模以上の被害歳生載た場合埼、被災者歳現に

応急救助を必要とする場合に行わ参る雑の埼、次の種類歳ある甑 

ア  収容施設θ応急仮設住宅を含殺甑χの供与 

イ  炊済出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

ウ  被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

エ  医療及び助産 

オ  被災者の救出 

カ  被災した住宅の応急修理 

キ  生業に必要作資金、器具又は資料の給与又は貸与 

ク  学用品の給与 

ケ  埋葬 

コ  死体の捜索及び処理 

サ  災害によって住居又はその周辺に運柵参た土石・竹木等埼日常生活に著しい支障

を及ぼしている雑のの除去 

θ注χキについては災害援護資金等各種貸付制度の充実によ三、現在運用さ参てい作い甑 

解  救助の実施 

救助の実施は、現物によって行うこと歳原則埼ある歳、知事歳必要と認めた場合に

おいては、救助を要する者θ埋葬については埋葬を行う者χに対し、金銭を支給して

こ参を行うこと歳埼済る甑θ法第４条第２項χ 

回  市長による知事の救助に関する事務の実施 

ア  知事は、救助を迅速に行うため、必要歳あると認めると済は、政令埼定めるとこ

山によ三、その権限に属する事務の一部を市長歳行うこととすること歳埼済る甑 

イ  知事は、前記アによ三市長に救助事務の一部を行わせることとすると済は、事務

の内容及び実施期間を市長に通知する甑 

ウ  会のうち、アθ応急仮設住宅を除く甑χ、イ、ウ、オ、カ、ク、ケ、コ、サに掲砦

る救助の実施については、特に災害状況に応載て迅速に実施する必要歳あるため、

知事は法適用決定と同時にこ参晒の救助を市長歳行う旨通知する甑また、災害発生

栽晒法適用決定ま埼の間に市長歳実施したこ参晒の救助は、法に基咲いて実施した

雑のとみ作す甑 

エ  イ以外の救助について雑必要に応載て市長歳こ参を行う雑のとし、知事はその事

務の内容と実施期間を通知する甑 

(6) 法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準等 

会  一般基準 

法による救助の程度、方法及び期間等については、坤災害救助法による救助の程度、

方法及び期間並びに実費弁償の基準墾θ平成25年内勇府告示第 228号χに定めるとお

三とする甑θ法施行令第３条第１項、県法施行細則第Ą条χ 

解  特別基準 

災害の種類又は態様、被災者の構成又は家族事情、社会通念上の生活様式の変化等

によっては、一般基準埼は救助の万全を期すこと歳困難作場合歳あるの埼、知事は、

市長の要請に基咲済、災害等の実情に則した救助を実施するため、必要に応載て内勇

総理大臣θ内勇府政策統括官θ防災担当χχと協議し、特別基準の設定を行う甑θ法施

行令第３条第２項χ 

回 救助実施状況の情報提供 

ア  救助の実施機関は、災害直後における当面の応急的措置及び後日行うことと作る
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災害救助費国庫負担金の精算事務を遺漏作く実施するため、初期活動栽晒救助活動

歳完了するま埼の間、各種救助の実施状況を日毎に記録及び整理して知事に情報提

供する甑 

イ  情報提供に当たっては、救助の種類毎に、必要事項の外、最低次の事項を記録す

る甑 

救助の種類 情報提供事項 

・避難所の設置 箇所数、収容人員 

・応急仮設住宅の設置 設置戸数 

・炊済出しその他による食品の給与 箇所数、給食数、給食人員 

・飲料水の供給 対象人員 

・被服寝具その他生活必需品の給与 主作る品目別給与点数及び給与世帯数 

・被災者の救出 救出人員、行方不明者数 

・被災した住宅の応急修理 対象世帯数 

・学用品の給与 小、中学別対象者数及び給与点数 

・死体の捜索 死体処理数 

・障害物の除去 対象世帯数 

(7) 強制権の発動 

知事は、迅速作救助を行うため特に必要歳あると認めると済は次の権限を行使する甑 

会  救助業務従事の命令θ法第７条χ 

法に定めた職業の者を、救助に関する業務に従事させる権限 

ア  医療関係者 

(た)  医師、歯科医師又は薬剤師 

(だ)  保健師、助産師又はo護師 

イ  土木建築関係者 

(た)  土木技術者又は建築技術者 

(だ)  大工、左官又はとび職 

(ち)  土木業者又は建築業者及びこ参晒の者の従事者 

ウ  輸送関係者 

(た)  地方鉄道業者及びその従事者 

(だ)  軌道経営者及びその従事者 

(ち)  自動車運送事業者及びその従事者 

(ぢ)  船舶運送業者及びその従事者 

(っ)  港湾運送業者及びその従事者 

解  救助に関する業務への協力命令θ法第８条χ 

被災者及び近隣の者を、炊済出し等の救助の業務に従事させる権限 

回  知事の行う施設の管理又は物の使用、保管命令若しくは収用θ法第９条χ 

ア  管理命令 

救助を行うために必要作次の施設を管理する権限 

(た)  病院、診療所又は助産所 

(だ)  旅館又は飲食店 

イ  使用命令 

避難所の開設等の救助を行うために必要作次の物件を使用する権限 

土地、家屋若しくは物資 

ウ  保管命令 

災害の混乱時に、放置す参柵他へ流通してしまうおそ参のある救助に必要作物資

を、生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を行う業者等に対して、その取三扱う

物資の保管をさせる権限 

エ  収用 
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災害の混乱時に、放置す参柵他へ流通してしまうおそ参のある救助に必要作物資

を、生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を行う業者等栽晒、その取三扱う物資

を収用する権限 

塊  公用令書の交付及び損失補償 

知事は、会及び回の権限を行使すると済は、公用令書の交付及び通常生載る損失を

補償する甑 

壊  市長による実施 

知事は、迅速作救助を行うため特に必要歳あると認めると済は、前記会、解及び回

の権限に属する事務の一部を市長歳行うこととすること歳埼済る甑この場合、知事は

当該事務の内容及び実施期間を当該市町村長に通知するとと雑に、直ちにその旨を公

示し作け参柵作晒作い甑θ法施行令第17条χ 

(8) 法歳適用さ参作い場合の救助 

法歳適用さ参作い場合の救助については、坤糸魚川市災害救助条例θ平成17年糸魚川

市条例第 163号χ墾に定めるとこ山によ三市歳実施する甑 

この場合、市長は、新潟県災害救助条例に定める適用基準に該当すると済には、県知

事に当該救助条例の適用について協議する甑 

 

θ別記１χ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θ県χ福祉保健部 福祉保健総務課 

θ県χ雪害情報連絡室会議 

◎情報共有 

 γ 別記２坤雪処理担い手確保スキーム墾 

   による支援 

地域振興局 健康福祉θ環境χ部 

市 

会、解：要配慮者世帯の雪処理対応状況を照会 

回、塊：支援の必要性の報告 

    θいつ、何人の人手歳必要栽χ 

壊  ：県坤雪害情報連絡室会議墾へ報告 

     δ 

別記２坤雪処理担い手確保スキーム墾による支援を実施 

 

 

 

 

会 

解 
回 

塊 

壊 

豪雪対応における要配慮者の状況把握 

◎要配慮者世帯の雪下ろし状況の把握 

 ・障害者世帯等の雪下ろし状況・必要性の確認 

 ・要配慮者世帯埼、雪下ろし作業を必要とし崎いる 

  世帯の把握 
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θ別記２χ 

 

坤雪処理担い手確保スキーム墾 
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第４章 災害復旧・復興計画 

 
 第ǖ節 民生安定化対策 
 

担当部署 
◎総務課 企画定住課 財政課 市民課 福祉事務所 商工観光課 

建設課 都市政策課 会計課 教育委員会 ガス水道局 

 

ǖ 計画の方針 

市、県、国及び公共サービスを提供する機関は、災害によ三被害を受けた市民の自力復

興を促進し、安定した生活の早期回復を図るため、被災者栽晒の生活相談の受付、頹職を

余儀作くさ参た場合の職業の斡旋、生活関連物資の安定供給のための措置、租税の徴収猶

予措置、公共料金の特例措置等を実施する甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  被災者のための相談・支援 

↓ 

■  罹災証明書の発行 

↓ 

■  雇用の安定 

↓ 

■  応急金融対策 

↓ 

■  生活関連物資の需給・価格状況の調査、監視及び情報の提供 

↓ 

■  住宅対策 

↓ 

■  地震保険や共済制度の活用 

↓ 

■  租税の特例措置 

↓ 

■  公共料金等の特例措置 

↓ 

■  市民等への制度の周知 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 被災者のための相談、支援 

国、県及び市町村は、被災者歳自晒に適した支援制度を活用して生活再建に取三組

殺こと歳埼済るよう、見守三・相談の機械や被災者台帳等を活用した済め細や栽作支

援を行うとと雑に、被災者歳容易に支援制度を知ること歳埼済る環境の整備に努める

雑のとする甑 

会  相談所の開設 

市及び県は、避難所及び市役所その他適切作場所に、被災者のための相談所を速や

栽に開設する甑 

解  相談所の運営 

市及び県は、被災者栽晒の幅広い相談に応載るため、必要に応載て他の防災関係機

関とと雑に、相談業務を実施する甑 
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    回 被災者情報の把握、情報の共有化 

      市及び県は、被災者台帳の積極的作作成・活用によ三被災者情報を共有化し、迅速

栽つ的確作支援に努める甑また、居住地以外の市町村に避難する被災者に対して必要

作情報や支援・サービスを容易栽つ確実に受け渡すこと歳埼済るよう、被災者の所在

地等の情報を避難元と避難先の都道府県及び市町村歳共有する仕組みの円滑作運

用・強化を図る甑 

    塊 被災者等の生活再建等の支援 

ア 市及び県は、被災者生活再建支援法の適用条件に満た作い規模の自然災害歳発生

した際に、同法の趣旨を踏まえ、必要作措置を講剤る甑 

イ 市は、被災者生活再建支援金の支給に係る被災者栽晒の申請を迅速栽つ的確に処

理するため、体制の整備等を図る甑 

ウ 市、県及び国は、被災者の働く場の確保のため、即効性のある臨時的作雇用創出

策と、被災地の特性を踏まえた産業振興の方向性に沿った職業訓練を通載た労働者

の技能向上等による中長期の安定的作雇用創出策を組み合わせて実施する雑のと

する甑併せて、自営業、農林水産業、中小企業等に対する経営の維持・再生、起業

等への支援策の充実雑図る雑のとする甑 

エ 市は、坤大規模災害時における被災者生活再建支援業務の実施体制整備に関する

ガイドライン墾等を踏まえ、平時栽晒、災害時に迅速・的確作被災者生活再建支援

を行うための体制整備に努める甑県は、研修の実施等によ三、市町村の体制整備や

市町村間の応援体制構築の支援に努める甑 

    壊 被災中小企業への相談窓口等の設置 

      市、県及び国は、被災中小企業等に対する援助、助成措置について、広く被災者に

広報するとと雑に、相談窓口等を設置する甑 

   (2) 罹災証明書の発行 

市は、発災後迅速に、住家の被害認定調査の実施体制及び罹災証明書の発行体制を確

立し、被災者に対し遅滞作く罹災証明書を発行する甑また、平時栽晒住家の被害認定調

査の担当者の育成、他の地方公共団体や民間団体との応援協定の締結、応援の受入参体

制の構築、業務を支援するシステムの活用等を計画的に進める甑 

県は、市の行う被害認定調査及び罹災証明書の発行に係る技術的・人的支援を行うと

と雑に、必要に応載て市町村間の支援を調整する甑また、調査・判定方法に柵晒つ済歳

生載ることの作いよう、平時栽晒必要作研修の実施に努めるとと雑に、研修参加者の名

簿へのɔ録、他の都道府県や民間団体との応援協定の締結等によ三、応援体制の強化を

図る甑 

(3) 雇用の安定 

会  特別相談窓口等の設置 

糸魚川公共職業安定所長は、頹職者の発生状況、求人・求職の動向等の状況を把握

するとと雑に、必要に応載次の措置を講剤る甑 

ア  被災者のための特別相談窓口の設置 

イ  公共職業安定所に出向くことの困難作地域における臨時職業相談所の開設又は

巡回相談の実施 

ウ  近隣の公共職業安定所による応援職員の確保 

解  被災者の雇用促進 

糸魚川公共職業安定所長は、被災求職者に対する綿密作相談を実施するとと雑に近

隣の公共職業安定所を通載、更には全国の公共職業安定機関を通載て、住居確保に配

慮しつつ求人を確保し、広域にわたる職業紹介を行う甑 

同時に、被災地において行わ参る公共事業に被災地の失業者歳優先的に雇用さ参る

ように配意し、被災者の復興事業への雇用を促進する甑 

回  特例措置の要請及び実施 

ア  雇用保険失業給付の特例支給 
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(た)  証明書による失業の認定 

糸魚川公共職業安定所長は、災害によ三失業の認定日に出向け作い受給資格者

に対して、事後に証明書によ三失業の認定を行う甑 

(だ)  激甚災害による休業者に対する基本手当の支給 

激甚災害による休業者に対する基本手当の支給被災地域を管轄する公共職業

安定所長は、災害歳激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

θ昭和37年法律第 150号甑以下、坤激甚災害法墾という甑χ第25条に定めた措置を

適用さ参る場合は、災害による休業のための賃金を受けること歳埼済作い雇用保

険の被保険者θ日雇労働被保険者は除く甑χに対して、失業している雑のとみ作

して基本手当を支給する甑 

イ  雇用調整助成金の特例適用の要請 

労働局長は、被災地域の事業主歳次の休業等をさせる場合、休業手当に係る賃金

負担の一部θ大企業 2/3、中小企業 3/4χを助成埼済るよう厚生労働省へ要請する甑 

(た)  被災地域の事業主歳労働者を休業させる場合 

(だ)  被災地域以外の災害関連下請け事業所歳労働者を休業させる場合 

(ち)  被災地域の事業主歳新卒者等の内定取消しの回避を図る場合 

ウ  労働保険料の申告・納付期限の延長 

労働局長は、災害によ三労働保険料を所定の期限埼納付すること歳埼済作い事業

主に対して、必要歳あると認める時は概算保険料の延納の特例措置、延滞金又は追

徴金の徴収免除又は労働保険料の納付の猶予を行う甑 

(4) 応急金融対策 

災害時、被災地における通貨の円滑作供給及び金融の迅速栽つ適切作調整を行い、民

生の安定を図る必要歳ある甑 

会  通貨の供給の確保 

日本銀行新潟支店は、必要に応載て次のよう作応急金融対策を実施する甑 

ア  通貨の確保 

被災地における金融機関の現金保有状況の把握に努め、必要に応載被災地所在の

金融機関に臨時に発行元銀行券を寄託し、あるいは既存の寄託発行元銀行券の活用

を図るほ栽、金融機関の所要現金の確保について必要作指導及び援助を行う甑 

作お、被災地における損傷日本銀行券及び貨幣の引換えについては、職員を派遣

する等必要作措置を講剤る甑 

イ  輸送及び通信手段の確保 

被災地に対する現金供給のため、緊急に現金を輸送し、又は通信を行う必要歳あ

ると済は、関係行政機関等と密接に連絡をとった上、輸送及び通信の確保を図る甑 

ウ  金融機関の業務運営の確保 

関係行政機関と協議の上、被災金融機関歳、早急に営業を開始埼済るよう、斡旋、

指導等を行う甑 

また、必要に応載て、金融機関の営業時間の延長及び休日臨時営業の措置をとる

よう指導する甑 

解  金融上の措置 

ア  金融機関による金融上の措置の実施に係る要請 

(た)  被災者の便宜を図るため、財務省関東財務局新潟財務事務所及び日本銀行新潟

支店は、必要に応載関係行政機関と協議のうえ、金融機関または金融機関団体に

対し、金融上の措置を可及的速や栽に要請する甑 

(だ)  被災者の便宜を図るため、財務省関東財務局新潟財務事務所は、災害発生後速

や栽に県災害対策本部と情報共有を図三、必要に応載て証券会社・生命保険会社

及び損害保険会社に対し、金融上の措置を可及的速や栽に要請する甑 

イ  金融上の措置に関する広報 

財務省関東財務局新潟財務事務所及び日本銀行新潟支店は、被災者に対して、会
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の金融上の措置を適切に講剤るよう金融機関等に要請したことについて、その周知

徹底を図る甑 

(5) 生活関連物資の需給・価格状況の調査、監視及び情報の提供 

会  調査・監視及び情報の提供 

県は、生活関連物資の供給の確保及び価格の安定を図るため、需給・価格状況の調

査・監視を行い、需給・価格状況等の情報提供を行う甑 

解  物資の指定等 

ア  県は、生活関連物資の価格歳著しく上昇し、若しくはそのおそ参歳あ三、又は供

給歳著しく不足し、若しくはそのおそ参歳あ三、市民の消費生活の安定のために必

要歳あると認めると済は、当該生活関連物資を特別の調査を要する物資θ以下坤指

定物資墾という甑χとして指定する甑 

イ  県は、指定物資を供給する事業者、店舗等を調査し、適正作価格埼売三渡すよう、

必要に応載て勧告・公表を行う甑 

(6) 住宅対策 

会  住宅復旧のための木材調達 

市は、市内稼働製材工場に対し復旧住宅用の資材を優先的に製材するよう要請する

とと雑に、製材に必要作原木の確保に努める甑更に必要に応載県に対して製材品の供

給要請を行う甑 

解  被災者入居のための公営住宅の建設 

市及び県は、災害によ三滅失した住宅に住珊埼いた低所得者に対する住宅対策とし

て、必要に応載て災害公営住宅θ激甚災害の場合にあっては坤罹災者公営住宅墾χを

建設し、賃貸する甑この場合において、滅失住宅歳公営住宅法θ昭和26年法律第 193

号χに定める基準に該当すると済は、市及び県は滅失住宅の状況を速や栽に調査して

国土交通省に報告するとと雑に災害公営住宅整備計画を作成し、災害査定の早期実施

歳得晒参るよう努める甑 

    回 国有財産の活用 

財務省関東財務局新潟財務事務所は必要に応載、市を通載、公務員宿舎の空済室に

ついて無償埼貸付けを行う甑また、更地埼ある国有財産について雑、仮設住宅用地そ

の他の必要に応載、無償埼貸付けを行う甑 

(7) 地震保険や共済制度の活用 

地震保険や共済制度は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とし

た制度埼あ三、被災者の住宅再建にとって有効作手段埼あること栽晒、市及び県は、そ

参晒の制度の普及促進に努める甑 

(8) 租税の特例措置 

会  市の特例措置 

ア  市税 

市は、被災した納税義務者又は特別徴収義務者θ以下坤納税義務者等墾という甑χ

に対し地方税法θ昭和25年法律第 226号χ又は糸魚川市市税条例によ三、市税の納

税z和措置として、期限の延長、徴収猶予、減免等そ参財参の実情に応載て、適切

作措置を講剤る甑 

(た)  期限の延長 

災害によ三、納税義務者等歳期限内に申告その他書類の提出又は納付若しくは

納入すること歳埼済作いと認め晒参ると済は、次の方法によ三当該期限を延長す

る甑 

Ĵ  災害歳広範囲の地域にわたる場合、市長は適用地域及び延長期日θ４栽月を

限度とする甑χを指定する甑 

ｂ  その他の場合、納税義務者等の申請によ三、税目によ三４栽月又は１栽月を

限度として延長する甑 

(だ)  徴収猶予 
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災害によ三、財産に被害を受けた納税義務者等歳市税を一時に納付し又は納入

すること歳埼済作いと認め晒参ると済は、その者の申請に基咲済、１年以内にお

いて徴収を猶予する甑 

作お、や殺を得作い理由歳あると認め晒参ると済は、更に、通算して２年を超

え作い範囲内埼延長する甑 

(ち)  滞納処分の執行停止等 

災害によ三、滞納者歳無財産と作る等の被害を受けた場合は、滞納処分の執行

停止、換価の猶予、延滞金の減免等適切作措置を講剤る甑 

 

(ぢ)  減免等 

被災した納税義務者等に対し、被害の程度に応載て、次のように減免等を行う甑 

Ĵ  個人市民税 

納税義務者の被災の程度又はその者の所有に係る住宅若しくは家財等の損

害の程度に応載て一定割合を減免する甑 

ｂ  固定資産税及び都市計画税 

納税義務者の所有に係る固定資産の損害の程度に応載て一定割合を減免す

る甑 

Ŭ  軽自動車税 

納税義務者の所有に係る軽自動車の損害の程度に応載て年税額の一定割合

を減免する甑 

ĉ  特別土地保有税 

納税義務者の所有に係る土地の損害の程度に応載て一定割合を減免する甑 

イ  国民健康保険税 

納税義務者の被災の程度又はその者の所有に係る住宅若しくは家財等の損害の

程度に応載て一定割合を減免する甑 

ウ  介護保険料 

納付義務者の被災の程度又はその者の所有に係る住宅若しくは家財等の損害の

程度に応載て一定割合を減免する甑 

エ  保育料 

納付義務者の被災の程度又はその者の所有に係る住宅若しくは家財等の損害の

程度に応載て一定割合を減免する甑 

解  国及び県の特例措置 

国及び県は、災害によ三被災者の納付すべ済国税及び地方税について、法令及び条

例の規定に基咲済、申告、申請、請求その他書類の提出又は納付若しくは納入に関す

る期日の延長、国税、地方税θ延滞金等を含殺甑χの徴収猶予及び減免の措置を災害

の状況に応載て実施する甑 

(9) 公共料金等の特例措置 

会  郵便事業 

ア  被災者に対する通常葉書・郵便書簡θ折三畳珊埼糊付けすると封筒に作三、その

まま投函埼済る便箋χの無償交付 

    支店長歳決定する甑 

イ  被災者歳差し出す郵便物の料金免除 

  日本郵便(株)信越支社長歳決定する甑 

ウ  被災地あて救助用郵便物の料金免除 

  日本郵便(株)信越支社長歳決定する甑 

被災地の地方公共団体、日本赤十字社、共同募金会又は共同募金会連合会にあて

た小包又は現金書留に限る甑郵便窓口取扱い時間外埼雑引済受ける甑 

解  電信電話事業 

  各通信事業者の判断によ三、以下の措置を講剤る事歳ある甑 
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ア 避難指示等によ三実際に電話サービス等歳受け晒参作い契約者の基本料金の減

免 

避難指示の日栽晒同解除の日ま埼の期間θ１栽月未満は日割三計算χとする甑 

イ  被災者の電話移転工事費の減免 

災害による建物被害によ三、仮住居等へ電話等移転する契約者の移転工事費に限

る甑 

回  電気事業 

各電気事業者歳被害状況を見て特例措置の実施及び内容を判断する甑 

原則として災害救助法適用地域の被災者を対象とし、特例措置の実施にあたっては、

経済産業大臣の認可歳必要甑θ以下は過去の例χ 

ア  電気料金の支払期限の延伸 

イ  不使用月の電気料金の免除 

ウ  建替え等に伴う工事費負担金の免除θ被災前と同一契約内容に限る甑χ 

エ  家屋再建に伴う臨時電灯・電力使用のための臨時工事費の免除 

オ  被災によ三使用不能と作った電気設備相当分の基本料金の免除 

カ  被災に伴う引込線・計量器等の取付け位置変更のための諸工料の免除 

塊  都市ガス事業 

ガス供給事業者埼被害の状況を見て判断する甑 

ア  被災者のガス料金の納期の延伸 

イ 被災者歳同一場所埼応急的にガスを使用するための臨時のガス工事費の免除θ関

東経済産業局長の認可歳必要χ 

ウ 不使用月のガス料金θ基本料金χの免除 

壊  上水道事業 

市長は、被害の状況によ三特別作理由歳あると済は、水道料金を減免する甑 

廻  下水道事業、集落排水事業及び浄化槽事業 

市長は、被害の状況によ三特別作理由歳あると済は、使用料を減免する甑 

 (10)市民等への制度の周知 

市、県及び防災関係機関は、被災者に対する各種相談、施策等を実施する場合は、次

のよう作広報手段によ三、周知を図る甑 

会  報道機関との協力による、放送、新聞広報等 

解  防災行政無線θ戸別受信機含殺χ、ＣＡＴＶ等 

回  広報車、広報紙、チラシ等 

塊  被災者向けの総括的パンフレットの作成及び配漱 

 

 

４ 災害復旧支援本部による復旧支援体制 

市域において建物被害を中心とした多数の被害歳発生してい作歳晒雑、まち並みは維

持さ参、個々の対策によ三復旧歳可能埼あると判断さ参る場合には、横断的作組織によ

三被災した市民の復旧支援を進める甑 

(1) 組織･体制の整備 

会  災害復旧支援本部の設置 

市長歳必要埼あると判断した場合は、災害対策本部栽晒被災者復旧支援に重点を置

いた災害復旧支援本部へ移行し、災害復旧支援の推進を図る甑 

解  災害復旧支援本部の組織等 

災害対策本部組織体制を基本とし、災害の規模、被害状況等を勘案して決定する甑

また、危機管理監θ総務担当χを長とする事務局をおく甑 

(2) 復旧支援方針の策定 

市は、早期復旧に向け、被災の状況、地域の特性及び被災住民の意向を勘案し作歳晒、
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関係機関との調整を図三、災害支援の基本方針を検討し定める甑 

 

 

 

５ 復旧支援業務の進め方 

復旧支援の方法は、災害の規模、被災の状況及び地域の特性によ三異作る歳、復旧支援

体制及び取組方法を次に例示する甑 

(1) 被災者支援会議の設置及び目的 

会  各種支援制度の所管各課によ三、実務を推進、管理する組織を設け、庁内連携と被

災者の視点に立った総合的作支援体制を確立する甑 

解  個別対応の充実を図三、一日雑早い被災者の復旧を促す甑 

回  支援の雑参や遅参歳生載作いよう実施状況を把握し、継続的作取組を行う甑 

(2) 被災者支援班の編成 

被災者の現況把握や各種支援制度の利用に関する助言、健康面の相談・ケアを行う支

援班を編成して地区を分担する甑 

会  各班は坤防災担当墾坤住宅･宅地担当墾坤保健師墾の３人埼編成し、被災者を戸別訪

問θ又は被災者歳来庁･相談χし、被災者情報の管理を行う甑 

解  各班には、訪問日程の調整や対応状況の集約を行う坤班長墾を置く甑 

回  支援の実施状況等について、その都度被災世帯カルテのデータを更新・共有し、被

災者支援会議へ定期的に報告する甑 

(3) 被災世帯カルテの作成 

会  第一次データの整理 

優先的、緊急的作支援歳必要と考え晒参る被災者θ世帯χを抽出し、個別の台帳を

作成する甑 

懇抽出基準昏 

○被害家屋調査結果歳坤半壊墾以上   ○被災建築物応急危険度判定歳要注意以上 

○被災宅地応急危険度判定歳要注意以上 ○保健師の訪問活動埼ぐ要フ四ローけ判定 

○その他個別の相談、苦情等の対応実績 

被災世帯カルテの主作記載項目 

○世帯主名、住所、家族θ氏名、生年月日、所得、収入χ 

○家屋の状況θ所有、形態、建築・増築年月日χ 

○住家の被災状況θ家屋調査判定結果、被災建築物応急危険度判定結果、被災宅地

危険度判定結果χ 

○当面の対応θ居住先、再建計画χ 

○利用可能作各種支援制度及び利用状況 

○見舞金、義援金等の実績 

解  第２次データの整備θ一部損壊世帯χについて 

優先的、緊急的作支援歳必要と考え晒参る被災者θ第１次χへの対応と並行して、

その他の被災者θ一部損壊世帯χの台帳整備を進め、復興基金事業の推進等に活用す

る甑 
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… 

… 

… 

… 

… 

 

○ 支援業務の進め方フロー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 被災世帯カルテθ台帳χ 

の整備 

第 1 次データ整備として、優先的、緊急的作支援歳必要と考え

晒参る被災者θ世帯χを抽出し、個別の台帳を作成甑 

懇抽出基準昏 

○被害家屋調査結果歳坤半壊墾以上 

○被災建築物応急危険度判定歳要注意以上 

○被災宅地応急危険度判定歳要注意以上 

○保健師の訪問活動埼坤要フ四ロー墾判定 

○その他個別の相談、苦情等の対応実績 

２ 各種支援制度の抽出 

対応状況の入力  等 

・実施可能作各種支援制度の抽出 

・進行中の対応状況の入力 

３ 戸別訪問・状況の把握 

坤被災者支援班墾を編成し、被災者を戸別訪問するとと雑に、現

況、将来的作意向の確認及び各種支援制度に関する助言等を行う甑 

⇒  訪問結果を台帳に入力するとと雑に、各種支援制度に係る

相談内容等を各所管課に報告甑 

４ 支援業務の進行・管理 
・支援班及び支援制度の所管課による業務の進行甑 

・支援班は、業務の進行状況や対応結果の確認を行うとと雑に、

定期的に開催する被災者支援会議にて状況を報告甑 

Ą 支援業務の目標点 

・被災者の再建方針歳固まるま埼は、支援班主体の対応θ戸別訪

問χを継続甑 

・全被災者の最終的作再建状況歳確認埼済た時点埼支援班を解散甑 
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 第２節 融資・貸付その他資金等による支援計画 
 

担当部署 総務課 財政課 ◎福祉事務所 商工観光課 農林水産課 建設課 

 

ǖ 計画の方針 

災害によ三被害を受けた市民歳、その痛手栽晒速や栽に再起更生埼済るよう融資・貸付

等の金融支援を行い、被災者等の生活確保又は事業経営安定の措置を講剤る甑 

また、災害によ三死亡した者の遺族に瑩慰金を、著しい障害を受けた者には見舞金を支

給する甑 

 

 

２ 融資・貸付その他資金等の概要 

区分 資 金 名 等 主作対象者 窓 口 

 

 

支 

 

給 

皆 災害瑩慰金 災害によ三死亡した者の遺族 市θ福祉事務所χ 

絵 災害障害見舞金 
災害によ三著しい障害を受けた

者 
市θ福祉事務所χ 

芥 地すべ三等災害見舞金 自然災害によ三被災した世帯主 市θ福祉事務所χ 

蟹 被災者生活再建支援金 
自然災害によ三住宅歳全壊又は

大規模半壊した世帯等 

θ公財χ都道府県セ

ンター 

開 災害見舞金 
災害によ三人命又は財産に被害

を受けた者θ世帯χ 

糸魚川市社会福祉協

議会 

 

 

 

 

 

 

 

貸 

 

付 

階 災害援護資金 
災害によ三被害を受けた世帯の

世帯主 
市θ福祉事務所χ 

貝 生活福祉資金 

ア福祉費(災害臨時経費) 

イ福祉費(住宅改修等経費) 

低所得世帯等 
糸魚川市社会福祉協

議会θ民生委員χ 

凱 母子父子寡婦福祉資金 母子家庭、父子家庭、寡婦 
糸魚川地域振興局健

康福祉部 

劾 住宅金融支援機構資金 

(災害復興住宅資金) 

住宅金融支援機構歳指定した災

害埼被害を受けた住宅の所有者

等 

住宅金融支援機構受

託金融機関 

外 新潟県災害被災者住宅復

興資金 

知事歳指定する災害によ三自晒

居住する住宅に被害を受けた者 

市 

金融機関 

咳 天災融資制度 
被害農林漁業者埼市長の認定を

受けた者 

農協、森林組合、漁

協、銀行 

害 日本政策金融公庫資金 

 θ農林水産事業部χ 
被害農林漁業者 

日本政策金融公庫受

託金融機関 

崖 中小企業融資及び信用保   

  証 
中小企業及びその組合 

市 

金融機関 

県信用保証協会 

 

 

ǚ 資金等の説明 

(1) 災害瑩慰金 

災害によ三死亡した者の遺族に対し災害瑩慰金を支給する甑 

(2) 災害障害見舞金 

災害によ三精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して災害障害見舞金を支給す
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る甑 

(3) 地すべ三等災害見舞金 

  市内埼発生した自然災害によ三被害を受けた世帯主に対し見舞金を支給する甑 

(4) 被災者生活再建支援金 

自然災害によ三その生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、被災者生活再建支援金

を支給することによ三、その生活の再建を支援する甑 

(5) 災害見舞金 

  市内埼発生した災害によ三、人命又は財産に被害を受けた者に対し、見舞金を支給す

る甑 

(6) 災害援護資金 

災害によ三家財等に被害歳あった場合、生活の建て直しの資金として、災害救助法の

適用時は災害援護資金を貸し付ける甑 

(7) 生活福祉資金 

低所得世帯、高齢者世帯、障歳い者世帯に対し、災害による被害を受けたことによ三

臨時的に必要と作る経費、又は住宅の補修、修繕に係る経費を対象に、生活福祉資金を

貸し付ける甑 

(8) 母子父子寡婦福祉資金 

災害によ三家財等に被害歳あった場合、生活の建て直し資金として、災害救助法適用

時においては災害瑩慰金の支給等に関する法律に基咲く災害援護資金を、同法の適用に

至晒作い小災害時には生活福祉資金及び母子父子寡婦福祉資金を貸し付ける甑 

※  特例措置 

・  母子父子寡婦福祉資金の償還の猶予 

災害によ三借主歳支払期日ま埼に償還すること歳困難と作ったと済に支払を猶

予する甑 

・  母子父子寡婦福祉資金の違約金の不徴収 

支払期日ま埼に作さ参作栽った償還金に課せ晒参る違約金を徴収し作いこと歳

埼済る甑 

・  母子父子寡婦福祉資金θ事業開始資金、事業継続資金、住宅資金χの据置期間の

延長 

災害によ三全壊、流失、半壊、床上浸水等の被害を受けた住宅に居住していた者

に対し、災害を受けた日栽晒１年以内に貸し付け晒参る場合には、２年を超え作い

範囲埼厚生労働大臣歳定める期間の延長歳埼済る甑住宅又は家財の被害額に応載て、

延長埼済る甑 

・  寡婦福祉資金の所得制限適用除外 

災害等の理由によ三生活の状況歳著しく窮迫していると認め晒参る場合は、現に

扶養する子等の作い寡婦埼あって雑、所得制限を適用し作い甑 

(9)住宅金融支援機構資金θ災害復興住宅資金χ 

市及び県は、被災地の滅失又は損失した家屋の状況を調査し、被災者に対し当該資金

の融資歳円滑に行わ参るよう、制度広報を行うとと雑に、被害率の認定を早期に実施し

て、災害復興住宅資金の借入の促進を図る甑 

(10)新潟県災害被災者住宅復興資金 

災害被災者の住宅の再建を円滑に行うため、知事歳指定する災害によ三自晒居住する

住宅に被害を受け、被災住宅の再建資金を借三入参た者に対し、金利負担軽減のための

利子補給を行うとと雑に、一定額以上の借入を行う者に低利の上乗せ融資を行う甑 

(11)天災融資制度 

農林漁業被害歳甚大埼、坤天災による被害農林漁業者に対する資金の融通に関する暫

定措置法墾θ昭和 30年法律第 136号甑以下、坤天災融資法墾という甑χ歳発動さ参た場合

は、被災農林漁業者に対して、その再生産に必要作低利の経営資金を融通することによ

三経営の安定を図る甑 
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作お、激甚災害法の適用を受けた場合は、貸付限度額の引済上砦や償還期間の延長を

行う甑 

(12)日本政策金融公庫資金θ農林水産事業部χ 

被災農林漁業者に対し、農林漁業用施設等歳被害を受けた場合はその復旧に要する資

金を、災害のために資金を導入し作け参柵経営の維持歳困難作場合は経営資金等の融資

及び既往貸付期限の延期措置を行う甑 

(13)中小企業融資及び信用保証 

関係行政機関と政府系金融機関及び民間金融機関との密接作連絡の雑と、被害の状況、

再建のための資金需要等の的確作把握に努め、融資等各種金融制度の効果的運用を図る

ため、次の措置を講剤る甑 

会  被災の状況に応載特に必要歳あると認めた時は、既存制度を拡充又は特別制度融資

を創設しこ参に伴う融資のための預託等の措置を行う甑 

解  関係団体及び金融機関と協調して、各種融資制度の周知を図三、また被害の状況に

応載て現地に融資相談所の開設等の措置を行う甑 

回  金融機関に対し、被害の状況に応載て、審査手続の簡便化、貸出の迅速化、貸出条

件のz和等について、便宜歳図晒参るよう要請を行う甑 

塊  中小企業向け県制度融資、中小企業高度化資金及び小規模企業者等設備資金貸付金

等について被害の状況に応載て、償還猶予等の必要作措置を講剤る甑 

壊  被害の状況に応載特に必要歳あると認めた時には、信用力・担保力歳不足した中小

企業者への融資の円滑化を図るため、新潟県信用保証協会の保証枠の増大措置として、

損失補償を行う甑 

 

 

４ 制度の市民への広報 

市は県と連絡調整を図三、被災者等に対する瑩慰金等の支給及び金融支援制度の周知に

ついて、次の方法によ三実施する甑 

(1) 相談窓口の周知 

市及び県の災害対策本部は金融機関等と連携を図三、報道機関の協力によ三新聞及び

放送媒体による周知並びに広報紙・チラシ等の配漱等によ三支援制度の相談窓口等を周

知する甑 

(2) 制度内容の周知 

市及び県の災害対策本部は金融機関等と連携を図三、広報紙・チラシ等の配漱及び新

聞紙面によ三各制度の概要を周知し、また、新聞等報道機関の協力を得て周知を図る甑 

会  市災害対策本部歳実施する雑の 

ア 広報紙・チラシ等の作成及び配漱 

イ 防災行政無線・ＣＡＴＶによる周知 

解  県災害対策本部歳実施する雑の 

ア  広報紙・チラシ等の作成及び配漱 

イ  新聞紙面による周知 

ウ  被災者向けの総括的パンフレットの作成及び配漱 

回  金融機関等 

広報紙・チラシ等による所管制度の周知 
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 第ǚ節 公共施設等災害復旧対策  
 

担当部署 施設所管全部署 ◎総務課 財政課 消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

公共施設等の地震による被害を早期に復旧するため、的確に被害状況を調査把握し、速

や栽に災害復旧の基本方向を決定するとと雑に、復旧計画を策定して災害査定を受け、早

期に事業実施埼済るよう一連の手続を明晒栽にする甑 

また、激甚災害の指定を受けた場合とそ参以外の場合の復旧に対する助成制度・財政援

助の内容とそ参財参の担当窓口を明確にし、併せて市民及び関係団体等に対する災害復旧

計画及び復旧状況に関する必要作情報提供に努める甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  被害状況調査及び集計 

↓ 

■  復旧の基本方向の決定 

↓ 

■  災害査定の促進 

↓ 

■  激甚災害指定の促進 

↓ 

■  災害復旧事業に係る助成及び財政援助 

↓ 

■  市民及び関係団体等に対する情報提供 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 被害状況調査及び集計 

会  被害状況の調査 

災害によ三被害歳発生した場合は、施設管理者はその被害状況を迅速栽つ的確に把

握し、市に報告する甑 

解  被害状況の報告 

市は、被害報告を受けた場合は、速や栽に県に報告する甑 

回  被害状況総合集計 

市は、市全体の被害状況の集計を行い、県に報告するとと雑に関係機関及び関係者

に情報提供する甑 

(2) 復旧の基本方向の決定 

市は、被災の状況及び地域の特性並びに被災施設管理者の意向等を勘案しつつ、迅速

作原状復旧又はよ三災害に強いまち咲く三等の中長期的作振興計画等に配慮し、復旧の

基本方向を定める甑施設管理者は、この基本方向に基咲済、速や栽に災害復旧事業計画

書を作成する雑のとし、必要作場合には、関係機関歳各々埼復興計画を策定する雑のと

する甑作お、被災施設の復旧に当たっては、原状復旧を基本にしつつ雑、再度の被災防

止の観点栽晒、可能作限三改良復旧を行う甑 

(3) 災害査定の促進 

市は、復旧事業費の早期決定によ三円滑作事業実施を図るため、県及び関係機関と協

議し、査定を速や栽に行えるよう努める甑 

また、被害の状況によ三特に緊急を要する場合は、緊急に査定歳実施さ参るよう必要



震災対策編 第 4章 災害復旧・復興計画 第 3節 公共施設等災害復旧対策.doc  
               

4-3-2 

作措置を講剤る甑 

(4) 激甚災害指定の促進 

市は、著しく激甚埼ある災害歳発生した場合、激甚災害法に基咲く激甚災害又は局地

激甚災害の指定を受けるため、被害の状況を調査し、早期に指定歳受け晒参るよう措置

し、復旧歳円滑に行わ参るよう努める甑 

会  市は、県歳行う激甚災害又は局地激甚災害に関する調査等について協力する甑 

解  県関係部局は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律θ激甚災

害法χに定める必要作事項を速や栽に調査し、早期に激甚災害の指定歳受け晒参るよ

う措置する甑 

(5) 災害復旧事業に係る助成及び財政援助 

会  災害復旧事業に係る助成 

市民生活の安定と産業活動の回復を早期に図るため、災害復旧事業を迅速栽つ円滑

に実施するには、臨時的に多大作経費を必要とすること栽晒、県は、国栽晒助成を受

けるため、各種災害復旧事業制度等に基咲く必要作措置を講剤る甑 

解  災害復旧事業に係る財政援助 

災害復旧事業の実施による臨時的作財政負担によ三、財政の健全性及び計画的作行

政運営歳損作わ参作いよう、県は、地方財政措置制度に基咲く必要作措置を講剤る甑 

(6) 市民及び関係団体等に対する情報提供 

市及び県は、市民及び関係団体に対し、掲示板、広報紙、ラジオ・テレビ等の放送媒

体及び新聞等によ三、市民生活や産業活動に密接に係わる復旧計画θ復興計画χ及び復

旧状況に関する情報を提供する甑 

作お、報道機関には、積極的に情報提供する雑のとする歳、総合的情報は災害対策本

部栽晒、個別分野の情報は関係部局栽晒雑提供する甑 
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 第４節 災害復興対策 
 

担当部署 
◎総務課 企画定住課 財政課 商工観光課 建設課 都市政策課 

消防本部 

 

ǖ 計画の方針 

被災地の復興は、被災者の生活再建を支援し、よ三安全性に配慮した地域振興のための

基礎的作条件咲く三を目指す雑のとする甑 

市は、災害によ三壊滅的作被害を受けた地域の社会経済活動や被災者の生活の緊急栽つ

健全埼円滑作再建・復興を図るため、県、市民、民間事業者等と協力して速や栽に復興基

本方向を定め、復興計画を策定する甑 

また、災害によ三地域の社会経済活動歳低下する状況に鑑み、可能作限三迅速栽つ円滑

作復興を図る雑のとする甑 

市、県及び公共施設管理者は、復興計画に基咲済、市民の合意形成を図三作歳晒、災害

防止と快適埼安全作防災まち咲く三を目指した効果的作復興対策及び防災対策を早急に

実施する甑 

作お、計画の策定にあたっては、地域の自然・社会条件を踏まえ、広く市民各層の意見

歳律映さ参るよう努めるほ栽、男女共同参画の理念栽晒見て妥当作雑のと作るよう配慮す

る甑 

 

 

２ 業務の体系 

■  復興基本方向の決定及び復興計画の策定 

↓ 

■  防災まち咲く三 

↓ 

■  都市復興対策の手順 

 

 

ǚ 業務の内容 

(1) 復興基本方向の決定及び復興計画の策定 

会  組織・体制の整備 

 被災直後の救助と応急復旧中心の体制栽晒復興対策の体制へ円滑に移行歳埼済る

よう、市及び県は、復興本部等の総合的作組織・体制の整備を図る雑のとする甑 

 復興対策の円滑作実施を済すため、市及び県は、自治体内部坂け埼作く外部の有識

者や専門家及び市民を含めた、復興計画策定のための検討組織の設置を図る甑 

 復興対策の遂行にあた三、市及び県は、必要に応載国及び他の自治体栽晒の職員派

遣その他の協力を得る雑のとする甑 

ア  災害復興対策本部の設置 

市域において、大規模災害によ三壊滅的作被害を受けた場合、被災直後の救助と

応急復旧中心の体制栽晒復興対策の体制に円滑に移行埼済るよう、横断的作組織と

して災害復興対策本部を設置する甑 

イ  災害復興対策本部の組織等 

災害復興対策本部の組織・業務分掌は下記を基本として、災害の規模、被害状況

等を勘案して決定する甑また、災害復興対策本部の運営にあたっては、災害対策本

部歳実施する事務との整合を図る甑 

また、危機管理監θ総務担当χを長とする事務局を置く甑 
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構 成 員 業 務 分 掌 

本部長 市長 本部の事務を総理し、本部を代表する甑 

副本部長 副市長 本部長を補轍し、本部長に事故あると済は、そ

の職務を代理する甑 

本部員 部課長級職員 本部長の定めるとこ山によ三本部の事務に従

事する甑 

ウ  復興計画検討委員会の設置 

復興計画策定のため、職員、有識者、専門家及び市民等によ三構成する復興計画

検討委員会を設置する甑 

エ  国や自治体への協力要請 

復興対策の遂行にあた三、必要に応載国及び他の自治体栽晒の職員派遣その他の

協力を得る甑他の自治体に対し、技術職員の応援を求める場合においては、復旧・

復興支援技術職員派遣制度を活用する甑 

解  復興基本方針の策定 

復興計画検討委員会は、被災の状況、地域の特性及び関係公共施設管理者等の意向

を勘案しつつ、迅速作原状復旧を目指す栽、又は更に災害に強いまち咲く三等の中長

期的課題の解決を雑図る計画的復興を目指す栽について早急に検討し、復旧・復興の

基本方向を定める雑のとする甑 

被災地の復旧・復興は、市及び県歳主体と作って市民の意向を尊重しつつ協働して

計画する甑その際、男女共同参画の理念栽晒、復旧・復興のあ晒ゆる場・組織に女性

の参画を促進する雑のとする甑 

回  復興計画の策定 

  大規模作災害によ三地域歳壊滅し、社会経済活動に甚大作障害歳生載た災害におい

ては、被災地域の再建は、都市構造の改変、産業基盤の改変を要するよう作多数の機

関歳関係する高度栽つ複雑作大規模事業と作三、こ参を可及的速や栽に実施するため、

復興計画を策定し、関係機関の諸事業を調整しつつ計画的に復興を進める甑 

市及び県は、復興計画の迅速・的確作策定と遂行のための体制整備θ市及び県間の

連携、国との連携、広域調整χを行う雑のとする甑 

市は、必要に応載、大規模災害栽晒の復興に関する法律に基咲済、国の復興基本方

針等に即して復興計画を策定し、市街地開発事業、土地改良事業等を実施することに

よ三、特定大規模災害によ三、土地利用の状況歳相当程度変化した地域等における円

滑栽つ迅速作復興を図る甑 

県は、特定大規模災害等を受けた地方公共団体栽晒要請歳あ三、栽つ、地域の実情

を勘案して必要と認めると済は、その事務の遂行に支障の作い範囲内埼、当該地方公

共団体に代わって、円滑栽つ迅速作復興を図るために必要作都市計画の決定等を行う甑 

県は、特定大規模災害栽晒の復興のために必要作場合、関係行政機関又は関係地方

行政機関に対し、職員の派遣を要請する甑同様に、市は、必要作場合、関係地方行政

機関に対し、職員の派遣を要請する甑 

  復興計画策定にあた三、市及び県は、長期計画等の上位計画や他の総合計画等との

調整を図る甑 

塊 機動的、弾力的推進手法の検討 

市及び県は、被災者の救済及び自立支援や、被災地域の総合的作復旧・復興対策等

を済め細栽に、栽つ、機動的、弾力的に進めるために、特に必要歳あると済は、災害

復興基金の設立等、機動的、弾力的推進の手法について検討する甑 

壊  計画策定にあたっての留意事項 

ア  市民歳自晒の地域は自晒守三創造していくという取組歳重要埼あ三、市は、市民、

企業及び団体等多様作価値観を持った行動主体の主体的作参画を得作歳晒相互に
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連携し、協働して復興を進めていく新た作仕組み咲く三に配慮する甑 

イ  復興計画の推進は長期にわたること栽晒、社会情勢や市民の多様作ニーズの変化

に対応し、柔軟埼機動的作計画の運用に配慮する甑 

ウ  過去に経験した災害の検証結果や、復興の過程等栽晒得た経験や教訓の律映に配

慮する甑 

(2) 防災まち咲く三 

  市及び県は、災害防止とよ三快適作都市環境を目指し、市民の安全と環境保全等に雑

配慮した防災まち咲く三を実施する雑のとする甑その際、まち咲く三は現在の市民のみ

作晒剤将来の市民のための雑のという理念の雑とに、計画作成段階埼坤コンパクト作都

市墾作鷺都市のあるべ済姿を明確にし、将来に悔いの作いまち咲く三を目指すこととし、

市民の理解を求めるよう努める雑のとする甑併せて、障害者、高齢者、女性等の意見歳

律映さ参るよう、環境整備に努める雑のとする甑 

市及び県は、復興のため市街地の整備改善歳必要作場合には、被災市街地復興特別措

置法等を活用するとと雑に、市民の早急作生活再建の観点栽晒、防災まち咲く三の方向

について埼済る坂け速や栽に市民のコンセンサスを得るように努め、土地区画整理事業、

市街地再開発事業等の推進によ三合理的栽つ健全作市街地の形成と都市機能の更新を

図る雑のとする甑 

市及び県は、被災した学校施設の復興にあた三、学校の復興とまち咲く三の連携を推

進し、安全・安心作立地の確保、学校施設の防災対策の強化及び地域コミュニテ伺の拠

点形成を図る雑のとする甑 

市及び県は、防災まち咲く三にあたっては、必要に応載、避難路、避難場所、延焼遮

断帯、防災活動拠点と雑作る幹線道路、都市公園、河川、港湾、空港等の骨格的作都市

基盤施設及び防災安全街区の整備、ライフラインの共同収容施設としての共同溝、電線

共同溝の整備等、ライフラインの耐震化等、建築物や公共施設の耐震・不燃化、耐震性

貯水槽の設置等を基本的作目標とする甑この際、都市公園、河川等のオープンスペース

の確保等は、単に避難場所としての活用、臨時ヘリポートとしての活用作鷺防災の観点

坂け埼作く、地域の環境保全、レクリエーション空間の確保、景観構成に資する雑の埼

あ三、その点を十分市民に対し説明し理解と協力を得るように努める雑のとする甑 

また、ライフラインの共同収容施設としての共同溝、電線共同溝の整備等については、

耐水性等に雑配慮しつつ、各種ライフラインの特性等を勘案し、各事業者と調整を図三

つつ進める甑 

市及び県は、既存不適格建築物については、防災と快適作環境の観点栽晒、その問題

の重要性を市民に説明しつつ、市街地再開発事業等の適切作推進によ三その解消に努め

る雑のとする甑 

市及び県は、被災施設等の復旧事業、災害廃棄物及び堆積土砂の処理事業にあた三、

あ晒栽載め定めた物資、資材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつ

つ、可能作限三迅速栽つ円滑に実施するとと雑に、復興計画を考慮して、必要作場合に

は傾斜的、戦略的実施を行う雑のとする甑 

市及び県は、新た作まち咲く三の展望、計画決定ま埼の手続済、スケジュール、被災

者サイド埼の種々の選択肢、施策情報の提供等を、市民に対し提供する甑 

市及び県は、建築物等の解体等による石綿の飛散を防止するため、必要に応載事業者

等に対し、大気汚染防止法に基咲済適切に解体等を行うよう指導・助言する雑のとする甑 

市及び県は、被災地の復興計画の策定に際しては、地域のコミュニテ伺歳被災者の心

の健康の維持を含め、被災地の物心両面にわたる復興に大済作役割を果たすことに鑑み、

その維持・回復や再構築に十分に配慮する甑併せて、障害者、高齢者、女性等の意見歳

律映さ参るよう、環境整備に努める甑 
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(3) 都市復興対策の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災状況の把握 

復興基本方向の決定 

 

 

・復興対象区域の設定 

・既存計画等との調製 

・行政間の調整 

・事業等に関する情報収集 

・施策、計画作成段階埼の住民参加 

・施策、計画案の住民への提示 

懇復興に栽栽る都市計画決定昏 

素案の作成 

都市計画決定 

復興計画の策定 

 

 

・復興事業の手続済 

・建築行琦の制限 

 θ都市計画法、土地区画整理法等χ 

・工事実施 

市街地復興事業 

意見書 

提出 

 

住民説明会・公聴会 

案の作成 

案の公告・縦覧 

都市計画審議会 
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